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静岡県建設工事監督要領

昭和60年４月１日 訓令乙第４号

(目 的)

第１条 この要領は､ 静岡県建設工事執行規則 (昭和50年静岡県規則第16号｡ 以下 ｢執行規則｣ という｡)

に基づき､ 請負工事の適正かつ円滑な実施を推進するため､ 必要な監督を行うための事項を定めるこ

とを目的とする｡

(監督の体制)

第２条 監督は､ 知事が契約担当者 (執行規則第２条第１号に規定する契約担当者をいう｡ 以下同じ｡) で

ある工事の請負契約にあっては､ 知事の命ずる監督員 (執行規則第２条第２号に規定する監督員をい

う｡ 以下同じ｡) が､ かい長が契約担当者である工事の請負契約にあっては､ 当該かい長の命ずる監

督員が行うものとし､ その体制は別に定めるところによるものとする｡

(監督業務)

第３条 執行規則に基づく監督業務は､ 別に定めるところによるものとする｡

(監督の技術的基準)

第４条 監督員が監督を行うにあたって必要な技術的基準は､ 別に定めるところによるものとする｡

(かい長が監督を委託する場合の承認)

第５条 かい長は､ 地方自治法施行令第167条の15第４項の規定により県職員以外の者に委託して監督を行

わせようとする場合は､ 当該部長の承認を受けなければならない｡

(監督に関する書類の整備)

第６条 監督員は､ 次に掲げる書類 (請負人から提出された書類を含む｡) を作成又は整理して監督の経緯

を明らかにするものとする｡

� 契約の履行に関する協議事項 (軽易なものを除く｡) の指示又は承諾書

� 工事の実施状況の記録

� その他監督に関する書類

(監督に関する留意事項)

第７条 監督員は､ 次に掲げる各号に留意して監督を行わなければならない｡

� 監督員は､ 契約書及び静岡県建設工事請負契約約款並びに仕様書､ 設計書及び図面 (現場説明書及

び現場説明に対する質問回答書を含む｡) 並びに諸規定等に基づき監督を行うこと｡

� 監督員は､ 常に良識をもって厳正に工事が遂行されるようにすること｡

� 監督員は､ 極力工事現場に臨み､ 現場の状況の把握に努め､ 請負人に対して設計意図を正しく伝え

工事が完全に施工されるようにすること｡

� 監督員は､ 関係機関及び地元関係者等との協調を図り工事が円滑に行われるように努力すること｡
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工 事 発 注

か い 名
区 分 契約担当者等

監 督 員

総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 担 当 監 督 員

土 木 事 務 所

特 設 事 務 所

土 木 工 事

技監兼

支所長・課長

技術課長

主 幹

係 長

主任､ 係長又は

相当職

副主任

技 師

事務所長

次長 (事務)

総 務 課 長

建 設 業 係

(監督に関する手続等)

第８条 監督員は執行規則に基づく監督業務に定める手続の外､ 次に掲げる手続を行わなければならない｡

� 監督員は､ 工事の進捗状況の掌握に努め､ 必要に応じて中間検査を申請すること｡

� 監督員は､ 工事施工によって現場発生品が生じたときは､ 請負人から現場発生品調書を提出させ､

引継ぎ､ 所定の手続きにより措置すること｡

� 監督員は､ 完成届出書を進達する場合には､ 別に定める基準により工事成績を評定し工事成績評定

表を提出すること｡

� その他監督業務上必要とする手続を行うこと｡

附 則

この要領は､ 昭和60年４月１日より施行する｡

建設部における土木工事 (農林土木工事を除く) に適用する監督体制

注１）特設事務所は､ 土木事務所の体制に準ずるものとする｡

２）少額工事 (当初請負代金額500万円未満) は､ ２名体制とする｡

３）主任監督員は､ 担当監督員を兼ねることができる｡
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条 項
執 行 規 則 条 文 の 見 出

監 督 業 務

規則 約款 総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 担 当 監 督 員

１ － 趣旨

２ － 用語の定義

３ － 建設工事の執行方法

４ － 直営とする場合

５ － 請負者の資格要件

６ － 建設工事の見積り期間

７ － 設計付入札

８ － 入札書及び見積書 (様式１､ ２号)

９ ２ 関連建設工事の調整 報告 調整､ 報告 報告

10 － 通則

11 － 請負契約の締結 (様式３､４､５､６号)

12 ４ 契約の保証

13 ５ 権利義務の譲渡等 (様式７号)

14 ６ 一括委任又は一括下請けの禁止 報告 調査報告 報告

15 ７ 下請負人の通知 (様式８号) 通知請求､ 報告 調査､ 指示報告 報告

16 ８ 特許権等の使用 報告 報告 報告

17 － 共同企業体に係る請負契約に基づ
く行為の特則

18 － 自主施工の原則 － － 報告

19 － 建設工事の着手 － 指示 報告

20 ３

工程表､ 工事工程月報及び請負代
金内訳書 (様式９､ 10号)

工程表�
�
� 工程月報

6000万円以上決裁 6000万円未満決裁 審査､ 報告

－ 指示､ 受理 指示

21 ９ 監督員 指揮､ 業務 補佐､ 指揮､ 業務 業務

22 10 主任技術者､ 現場代理人等
(様式11号) － 決裁 報告

22の2 11 履行報告

23 12 工事関係者に関する措置要求 措置要求 調査報告 報告

24 13 工事材料の品質､ 検査等 (様式13) 検査､ 検印 検査､ 検印

25 14 監督員の立会､ 見本等の整備等 立会､ 報告 立会､ 決裁

26 15 支給材料及び貸与品 報告 審査報告 報告

26の2 23 工期等の変更及び費用の負担

26の3 16 工事用地等の確保

執行規則に基づく監督業務

注１ 様式は執行規則による｡
注２ 条項欄の○書の箇所が監督業務の対象である
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条 項
執 行 規 則 条 文 の 見 出

監 督 業 務

規則 約款 総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 担 当 監 督 員

27 17 設計図書不適合の場合の改造義務､
破壊検査等 命令､ 報告 調査報告､ 確認報告 報告

28 18 条件変更等 指示､ 報告 指示､ 報告 指示､ 報告

29 19 設計図書の変更 指示､ 協議 調査報告 報告

29の2 20 工事の中止 指示､ 報告 調査報告 報告

30 21 請負者による工期の延長の請求
(様式14､ 15号) 審査進達 審査報告 審査報告

31 22 契約担当者による工期の短縮の請求等 報告 報告 報告

32 25 賃金又は物価の変動に基づく請負
代金額の変更

33 26 臨機の措置 指示､ 報告 指示､ 報告 報告

34 27 一般的損害 審査報告 審査報告 審査報告

35 28 第三者に及ぼした損害等
(事前調査を行う)

指示､ 報告 指示､ 報告 指示､ 報告

36 29 不可抗力による損害 報告 調査報告 調査報告

37 30 請負代金額の増額等に代えて行う
設計図書の変更 (設計変更)

38 － 検査を行う職員

39 31 検査及び引渡し (様式16､ 17号) 進達､ 報告 審査報告 調査､ 報告

40 32 請負代金の支払

41 33 部分使用 審査報告 報告

42 34 前金払

43 － 前払金等の変更

44 36 前払金の使用

45 37 部分払 (様式18､ 19号) 確認､ 進達 審査 調書作成

46 38 部分引渡し 第39条を準用する

47 39 第三者による代理受領

48 40 前払金等の不払に対する建設工事
の中止

49 41 かし担保

50 42 履行遅滞の場合における損害金等

52 43 契約担当者の解除権 (様式20号) 報告 調査報告 報告

53 44 契約担当者の解除権 (様式20号)

54 45 請負者の解除権 審査報告 報告 報告

55 46 解除に伴う措置 第39条を準用する

56 47 保険等

57 48 違約金等の徴収

58 49 あっせん又は調停
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条 項
執 行 規 則 条 文 の 見 出

監 督 業 務

規則 約款 総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 担 当 監 督 員

59 50 仲裁

60 － 実施細目
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項 目 契約担当者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

業務内容 契約担当者

とは､ 知事及

び知事の委任

を受けて､ 請

負契約の締結

を行うかい長

をいう｡

総括監督員

は､ 主任監督

員及び担当監

督員の指揮監

督と､ 監督業

務を処理する｡

主任監督員

は､ 総括監督

員の補佐並び

に､ 担当監督

員の指揮監督

と監督業務を

処理する｡

担当監督員

は､ 一般的監

督業務を処理

する｡

請負者とは､

建設工事の完

成を請負った

者をいう｡

執行規則に基づく監督業務

監督業務を行うにあたって

監督員は､ 監督業務の内容を十分理解するとともに､ 業務の遂行にあたっては､ どのような立場にあるか

を認識しなければならない｡ つまり監督員は請負者とどのような関係にあるのか､ また､ 県の組織の中では

どのような立場にあるのか､ 更に技術者としてどのような心構えが必要であるのかなどについて十分承知し

ていなければならない｡

１) 請負者との関係

請負者とは､ 県の請負工事契約を結んだ相手のことであるが､ 請負工事は請負者が契約したとおりの工

事を完成することを前提として行われるものである｡ もちろん工事途中で当初の契約を変更することはあ

るが､ 契約変更を含めればやはり契約書類どおりの工事を完成させることになる｡

契約書類は､ 契約書及び静岡県建設工事請負契約約款並びに仕様書､ 設計書及び図面から成立っている

が､ 契約約款には､ 請負者に対する監督員の権利､ 業務などについて定められている｡

一方､ 地方自治法第234条の２には ｢契約の適正な履行を確保するための必要な監督｣ を行うことと定

められている｡ 又監督とは､ 地方自治法施行令第167条の15に､ ｢監督は立会､ 指示､ その他の方法によっ

て行わなければならない｣ と定められ､ 工事が設計図書に基づき適正に行われるよう監督しなければなら

ないとされている｡

しかし､ 契約の内容は必ずしも完全でなく､ また工事も完全に行われるとは限らない｡ そのため工事に

ついて､ 請負者が適正であると主張するものであっても､ 監督員には適正と判断できないものがある｡ こ

のような場合には､ 両者の協議が必要になるが､ 判断の基準となるものは契約書類である｡ なお､ 契約は

双方が対等であることを認めあった､ いわゆる双務契約であるが､ 安易な妥協や譲歩があってはならない｡

しかし双務契約である以上契約の内容に盛込まれていないことを､ みだりに強制してはならないし､ 感情

的な対立も避けなければならない｡ 監督員は常に良識をもって厳正に問題の解決を図るようにしなければ

ならない｡

２) 県の組織のなかにおける立場

監督員は､ 行政組織の一員であるだけでなく､ 監督業務という特別な職責を負っているので､ ｢予算執

行職員｣ としての義務と責任をもつことになり､ 地方自治法第243条の２に ｢職員の賠償責任｣ が定めら
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れている｡ そのため一般職員が従わなければならない一般の行政法令の外に ｢契約に関する事務｣ を取扱

う職員が従わなければならない静岡県財務規則などの一連の規則等が監督員には適用される｡ 監督員には､

行政上の組織の外に監督業務を行うための組織体制がつくられていて､ 総括監督員､ 主任監督員及び担当

監督員によって構成され､ それぞれの業務が定められている｡ いわば監督員は二重の組織に属しているこ

とになるので､ それぞれの立場を混同して､ 監督業務の運用に支障を生じることがあってはならない｡

監督員の属する組織は以上のようなものであるが､ 建設工事は多くの人達の共同作業によって進められ

るものであり､ 特に人の和を重じる必要がある｡ 監督員､ 請負者はもちろん関係機関や地元関係者との協

調を図り､ 相互の信頼の上に立って業務を行うことが出来るよう努力する必要がある｡

３) 技術者としての自覚

近来の建設工事における材料は種類も多く､ 工法も幅が広い､ その開発される進歩も著しいものがある｡

監督員は日々の業務を処理できるというだけのことに甘んじてはならない｡ 技術者としての自覚を持ち､

常に技術の向上に努めなければならない｡
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別表１ 執行規則に基づく監督業務の内容

第９条 関連工事の調整(約款第２条)

第13条 権利義務の譲渡等 (約款第５条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

契約担当者は､ 請負者

の施工する建設工事及び

契約担当者の発注に係る

第三者の施工する他の建

設工事が施工上密接に関

連する場合において､ 必

要があるときは､ その施

工につき､ 調整を行うも

のとする｡

主任監督員か

ら報告を受けた

場合において､

工期及び請負代

金額を変更し､

又は工事を打ち

切る等の必要が

生じる場合には､

契約担当者に報

告しなければな

らない｡

担当監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 第三者

の施工する工事

と両方の工程､

その他必要な事

項を調整し､ 総

括監督員に報告

しなければなら

ない｡

当該工事が､

契約担当者が発

注した第三者の

施工する他の工

事と関連し工事

の進捗に支障を

及ぼすと認めら

れるときは､ 主

任監督員に報告

しなければなら

ない｡

請負者は､ 契約担当者の

調整に従い､ 第三者の行う

建設工事の円滑な施工に協

力しなければならない｡

｢必要があるとき｣ とは､ 請負

者又は発注者から工事を請負って

いる第三者のいずれかの申し出が

あった場合のほか､ 発注者が工事

全体の円滑な施工のため必要と判

断したときも含むものである｡

｢調整｣ の内容は､ 工事の関連

する態様により多様であり､ その

程度も一様でないが､ 単純にいえ

ば､ 請負者及び他の工事を施工す

る第三者 (この第三者についても､

この約款に基づいて契約している

ことが当然予想されるので､ 当該

契約において調整に従わなければ

ならないことになる｡) の工事の

実施工程､ 施工方法等について､

必要な範囲内における調整をする

ことである｡ また､ 一方の工事が

遅延したため､ 他方の工事にも影

響が生ずる場合には､ 他方の工事

の促進を図ることも含まれるもの

と解する｡

請負者は､ 発注者の調整に従い､

第三者の施工する工事の円滑な施

工に協力しなければならないが､

この調整に従ったことを理由とし

て請負代金額の変更､ 又は必要と

した費用を発注者が負担すること

を要求することはできないと解す

る｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

請負契約により生ずる

義務はもとより､ 権利に

ついても請負者が加入し

ている事業協同組合から

制度的に建設工事の施工

に必要な資金を借り入れ

るため､ 請負代金請求権

を当該組合に譲渡する場

合のほかは､ 原則として

第三者に対し譲渡するこ

とを承諾しないこと｡

第１項 請負者は､ 請負

契約により生ずる権利又は

義務を第三者に譲渡し､ 又

は承継させてはならない｡

ただし､ あらかじめ､ 契約

担当者の承諾を得た場合は､

この限りでない｡

第２項 請負者は､ 工事

目的物､ 工事材料 (工事製

品を含む｡ 以下同じ｡) の

うち第24条第２項の検査に

合格したもの及び第45条第

３項の規定による部分払の

ための確認を受けたもの並

びに工事仮設物を第三者に

譲渡し､ 貸与し､ 又は抵当

権その他の担保の目的に供

してはならない｡ ただし､

あらかじめ､ 契約担当者の

承諾を得た場合は､ この限

りでない｡

第３項 請負者は､ 請負

代金の請求権の譲渡につい

発注者の書面による承諾のない

限り禁止される請負者の処分行為

は､ 譲渡､ 貸与及び抵当権等の担

保の目的に供することである｡

工事材料については､ 質権譲渡

担保等の目的に供することが､ そ

の他の担保の目的に供することに

該当する｡



第14条 一括委任又は一括下請負けの禁止 (約款第６条)

第15条 下請負人の通知 (約款第７条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

て承諾を得ようとするとき

は､ 様式第７号による建設

工事請負代金請求権譲渡承

諾 (変更承諾) 申請書を契

約担当者に提出しなければ

ならない｡ これを変更しよ

うとするときも同様とする｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

(執行規則の運用第５､

一括下請負等の承諾)

原則として､ 第三者に

委任し､ 又は請負わせる

ことを承諾しないこと｡

主任監督員か

ら承諾書を受け

たときは､ 内容

を審査し､ 契約

担当者に報告し

なければならな

い｡

担当監督員か

ら承諾書を受理

した場合には､

請負者の現場管

理体制等を調査

し意見を付して

総括監督員に報

告しなければな

らない｡

請負者より書

面により､ 工事

の全部又は一部

を一括して下請

負させる旨の承

諾書が提出され

た場合には､ 主

任監督員に報告

しなければなら

ない｡

第１項 請負者は､ 建設

工事の全部若しくはその主

たる部分又は他の部分から

独立してその機能を発揮す

る工作物の工事を一括して

第三者に委任し､ 又は請け

負わせてはならない｡

建設業法22条の解釈に照らして

考えると､ 請負者が下請工事の施

工に実質的に関与していると認め

られる場合には､ 仮に表面上､ 請

負者が工事の全部若しくはその主

たる部分又は他の部分から独立し

てその機能を発揮する工作物の工

事を一括して第三者に委任し又は

請け負わせていると見えても､ 本

条違反とはならない｡

ここで､ 実質的に関与とは､ 元

請負者として自ら総合的に企画､

調整及び指導 (施工計画の総合的

な計画､ 工事目的物､ 仮設物､ 工

事材料等の品質管理､ 下請負者間

の施工の調整､ 下請負者に対する

技術指導､ 監督等) を行うことを

いい､ 単に現場に技術者を置いて

いるだけでは､ 実質的に関与して

いるといえない｡

また､ 主たる部分を一括して第

三者に委任し又は請け負わせると

は､ 下請負者に付された工事の質

及び量を勘案して､ 個別の工事別

に判断しなければならない｡ 例え

ば､ 本工事のすべてを一業者に下

請けさせ､ 付帯工事のみを自ら又

は下請負人が施工する場合や､ 本

体工事の大部分を一業者に下請け

させ､ 本体工事のうち主要でない

一部分を自ら又は他の下請負人が

施工する場合等が典型としてあげ

られる｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

(執行規則の運用第６､

下請負人に関する通知の

請求)

次のいずれかに該当す

るときは請負者に対し､

下請負人に関する事項を

通知させること｡

�一括下請負に付してい

る疑いがあるとき

�下請負人が工事の施工

請負者に対し

て下請負人に関

する通知の請求

をし契約担当者

に報告しなけれ

ばならない｡

契約担当者か

ら報告を受けた

ときは､ 速やか

に事実関係を調

査し元請負者と

しての監督を徹

底するよう請負

者に指示するも

のとする｡

なお､ 指示し

指示事項が下

請負人に徹底し

ない等､ 監督行

為が円滑に行わ

れず工事の全部

又は大部分を一

括して委任又は

下請負人に付し

ている疑いがあ

るときは､ 主任

第１項 請負代金額が

5,000万円を超える建設工

事について下請契約を締結

したときは､ 直ちに次に掲

げる事項を契約担当者に通

知しなければならない｡

�下請負人の住所及び商号

�下請契約内容

�下請人が請け負った工事

に係る建設業の種類並び

発注者が請負者に通知を求める

ことができる ｢その他必要な事項｣

とは､ 例えば､ 下請負者の住所､

施工実績等の施工能力､ 当該下請

負人が担当する工事内容､ 現場代

理人の名称､ 主任技術者の名称等

であり､ 発注者の必要に応じて決

めることができる｡

なお､ 本規定と直接関係ないが､

建設業法第24条の７に基づく施工



第16条 特許権等の使用 (約款第８条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

又は管理について不適

当であると認められる

とき

�上記各号に掲げる場合

のほか､ 契約担当者が

特に必要と認めるとき｡

ても徹底しない

場合には総括監

督員に報告し

なければなら

ない｡

監督員に報告し

なければならな

い｡

に当該建設業の許可の年

月日及び許可番号

第２項 前項の規定によ

るほか､ 請負者は､ 契約担

当者が必要であると認めた

建設工事で下請負契約を締

結したものについて前項各

号に掲げる事項の通知を請

求したときは､ 当該事項を

通知しなければならない｡

第３項 前２項に規定によ

る通知は､ 様式第８号によ

る下請負人通知書により行

うものとする｡

体制台帳の記載事項が参考となろ

う｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

契約担当者が､ その工

事材料及び施工方法等を

指定した場合において､

設計図書に特許権等の対

象である旨の明示がなく､

かつ､ 請負者がその存在

を知らなかったときは､

契約担当者は､ 請負者が

その使用に関して要した

費用を負担しなければな

らない｡

主任監督員の

報告が妥当であ

る場合には契約

担当者に報告し

なければならな

い｡

担当監督員か

ら ｢その存在を

知らなかった｣

との報告を受け

たときは､ 立証

方法を検討し､

請負者の知悉を

立証できないと

きは､ その使用

に要した費用を

積算し､ 総括監

督員に報告しな

ければならない｡

その施工方法

を指定した場合

において､ 設計

図書に特許権等

の対象のある旨

の明示がなく､

かつ､ 請負者が

その存在を知っ

ていたことを､

立証できないと

きは主任監督員

に報告しなけれ

ばならない｡

第１項 請負者は､ 特許

権､ 実用新案権､ 意匠権､

商標権その他日本国の法律

に基づき保護される第三者

の権利 (以下 ｢特許権等｣

という｡) の対象になって

いる工事材料及び施工方法

等 (仮設､ 施工方法その他

工事目的物を完成するため

に必要な一切の手段をいう｡

以下同じ｡) を使用すると

きは､ その使用に関する一

切の責任を負わなければな

らない｡

特許権等の第三者の権利の対象

になっている工事材料､ 施工方法

等を使用するときは､ 原則として

請負者がその使用に関する一切の

責任を負う｡

請負者は､ 契約約款第１条第３

条の規定により､ 設計図書に指定

がない場合には､ 施工方法等 (仮

設､ 施工方法その他工事目的物を

完成するため必要な一切の手段)

を定めなければならない｡ また､

工事材料についても､ 設計図書に

指定がない場合には､ 請負者が決

定することとなっている｡ このた

め､ 請負者が自ら選択した施工方

法等については､ 請負者自身がそ

の責任を負い､ 特許権等の使用料

を負担するのは当然と言えよう｡

なお､ 契約に係る工事を実施する

ためには､ 第三者の権利の対象と

なっている工事材料､ 施工方法等

を使用することが不可欠である場

合には､ 発注者は､ 設計図書にお

いて指定すべきである｡

ただし､ 請負者に選択権がない

場合､ すなわち､ 発注者が工事材

料､ 施工方法等を指定した場合に

おいて､ 設計図書に特許権等の第

三者の権利の対象である旨の明示

がないときは､ 原則として､ 発注

者が使用に関して要した費用を負

担しなければならない｡ これは原因

者に負担を帰したものである｡

この場合であっても､ 請負者が

第三者の権利の存在を知っていた

ときには､ 請負者が負担すべきも

のとされる｡ これは､ 原因者 (工

事材料､ 施工方法等の選択者) 負

担主義を公平の観点から修正した

ものである｡

したがって､ ｢請負者がその存



第18条 自主施工の原則 (約款第１条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

在を知らなかったときに初めて､

発注者に費用の負担義務が発生す

ると解すべきでなく､ むしろ､ 発

注者が請負者の知悉を立証したと

きに発注者の負担義務が免責され

ると解すべきである｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

仮設工事につ

いては､ 仮設費

積算基準により

行うものとする｡

なお､ 指定仮設

の施工について

は､ 請負者に資

料の整理をさせ

なければならな

い｡

第１項 施工方法等につ

いては､ 請負契約等におい

て特に定める場合を除き､

請負者がその責任において

定めるものとする｡

契約約款第３項 仮設､ 施

工方法その他工事目的物を

完成するために必要な一切

の手段 (｢施工方法等｣ と

いう｡ 以下同じ｡) につい

ては､ この約款及び設計図

書に特別の定めがある場合

を除き､ 請負者がその責任

において定める｡

約款第３項は､ 施工方法につい

ては､ 原則として､ 請負者がその

責任において定めることを明らか

にし､ 施工主体として請負者の自

主性を明文で保証したものである｡

したがって､ 発注者は､ 工事の特

殊性､ 安全確保等のために必要が

ある場合には､ 設計図書において､

施工方法等を指定することができ

るが､ 設計図書に施工方法等の指

定をしていない場合には､ 請負者

は､ 自己の責任において施工方法

等を選択するものとし､ 発注者が

施工方法等について注文を付ける

ことは許されない｡ このため､ 契

約後に施工方法等の選択について

発注者が注文をつける必要が生じ

た場合には､ 発注者は､ 第21条の

手続きに従って設計図書を変更し

て､ 必要な施工方法等の指定をし

なければならない｡

一方､ 請負者に自主的な選択権

が認められた結果､ 発注者の指定

の施工方法等については､ 仮に請

負者が実際に用いた施工方法等が

かなり高額なものであっても､ 請

負代金額の変更等の対象とはなら

ない｡

また､ 請負者が他の施工方法等

を選択すれば工事を工期内に完成

することができたのに､ ある特定の

施工方法等を選択したために工期

内に完成できない場合には､ 請負

者の責に帰すべき事由による履行

遅滞として発注者の損害金請求権､

解除権等が発生する｡ また､ 他の

施工方法等を選択すれば第三者損

害を防ぐことができたのに､ 請負者

が特定の施工方法等を選択したこ

とにより損害を及ぼしたときは､ 発

注者が専門的知識・経験に照らし

て必要な指図をすべきであるのに､

指図をしなかったときは別として､

発注者は被害者に対して注文者と

しての責任は負わず､ また､ 請負

者との関係では､ 請負者は､ 自己

が被害者に賠償した費用を発注者

に請求することはできない｡



第19条 建設工事の着手 (約款なし)

第20条 工程表､ 工事工程月報及び請負代金内訳書 (約款第３条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

担当監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 速やか

に着手するよう

請負者に指示し

なければならな

い｡

請負者が工事

に着手しないと

きは､ 主任監督

員に報告しなけ

ればならない｡

第１項 請負者は､ 請負

契約締結後､ 速やかに､ 建

設工事に着手しなければな

らない｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

約款２項 契約担当者

は､ 工程表につき直ちに

その内容を審査し､ 不適

当と認めたときは､ 請負

者に訂正を求めるものと

する｡

(執行規則の運用第７工

程表)

工事の管理は工程表に

より行うが､ 請負代金の

額が500万円に満たない

建設工事 (以下 ｢少額工

事｣ という｡) であって

契約担当者が特に工程表

による必要がないと認め

るものについては､ 請負

者又は現場代理人との打

合せに基づき工程を管理

することができるものと

する｡

(執行規則の運用第８工

事工程月報)

工期が１ケ月を超える

建設工事の進捗状況の把

握は､ 工事工程月報によ

り行うが､ 少額工事であっ

て契約担当者が特に工事

工程月報による必要がな

いと認めるものについて

は､ 請負者に対しその提

出を省略させることがで

きるものとする｡

契約額6,000

万円以上の建設

工事の工程表を

決裁する｡

担当監督員か

ら工程表につい

て報告を受けた

ときは､ 決裁し

報告する｡

ただし､ 契約

額が6,000万円

以上の場合には

総括監督員に報

告するものとす

る｡

工事工程月報

が提出されたと

きは､ 審査し工

程管理を行わな

ければならない｡

工程が10％以

上遅れていると

きは､ 対策を講

じなければなら

ない｡

工事工程月報

の受理は主任監

督員とする｡

請負者より工

程表が提出され

たときは､ 速や

かに審査し､ 意

見を付し主任監

督員に報告する

ものとする｡

第１項 請負者は､ 請負

契約締結後10日以内に､ 設

計図書に基づいて様式第９

号による工程表を作成し､

契約担当者に提出しなけれ

ばならない｡

第２項 請負者は､ 工期

が１ケ月を超える建設工事

については､ 毎月10日まで

に様式第10号による工事工

程月報に前月末における建

設工事の進捗の状況を記載

し､ 契約担当者に提出しな

ければならない｡

第３項 請負者は､ 契約

担当者から請求があった場

合においては､ 請負契約締

結後10日以内に､ 設計図書

に基づいて請負代金内訳書

を作成し､ 契約担当者に提

出しなければならない｡

※申合せ事項

工程管理に必要な出来形調査の

日まで提出させるものとする｡



第21条 監督員 (約款第９条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項､ 契約担当者は､

監督員を置いたときは､

その者の氏名を請負者に

通知しなければならない｡

監督員を変更したときも

同様とする｡

第３項 契約担当者は､

２人以上の監督員を置き､

前項の権限を分担させた

ときは､ それぞれの監督

員の有する権限の内容を

請負者に通知しなければ

ならない｡

第５項 契約担当者が

監督員を置いたときは､

この規則に定める請求､

通知､ 報告､ 承諾及び解

除であって請負者が契約

担当者に対して行うもの

については､ 第23条第４

項の規定による請求を除

き､ 監督員を経由して行

うものとする｡ この場合

においては､ 監督員に到

着した日をもって契約担

当者に到着したものとみ

なす｡

第６項 契約担当者が

監督員を置かないときは､

この規定に定める監督員

の権限は､ 契約担当者に､

帰属する｡

(執行規則の運用第９監

督員の氏名等の通知)

�監督員の氏名等の通知

は､ 書面により行うが､

少額工事であって契約

担当者が特に書面によ

る必要がないと認める

ものについては､ 口頭

で通知することにより､

これに代えることがで

きるものとする｡

�監督員の氏名等の書面

による通知は､ 別紙様

式１により行うものと

する｡

(執行規則の運用第10

監督員の指示又は承諾)

監督員の指示又は承

諾は書面で行うが､ 時

間的余裕のない緊急の

場合等には､ 口頭によ

りできるものとする｡

第２項 監督員は､ 各本条に特別の定めがある場

合を除くほか､ 次に掲げる権限を有し､ 請負契約に

定めるところによりこれを行使する｡

� 請負契約の履行についての請負者又は請負者の

現場代理人に対する指示､ 承諾又は協議

� 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等

の作成及び交付又は請負者が作成した詳細図等の

承諾

� 設計図書に基づく工程の管理､ 工事の施工への

立会､ 工事の施工の状況の検査又は工事材料の検

査 (確認を含む｡ 第24条第２項及び第３項におい

て同じ｡)

第４項 第２項の規定による監督員の権限のうち

指示又は承諾は､ 第10条第７項の規定にかかわらず､

口頭により行うことができる｡

｢監督員｣ とは､ 通常､ 工事が

施工されるときは､ 発注者が直接

工事現場において監督を行うこと

は少なく､ 発注者は､ 請負契約の

適正な履行を確保するために､ 発

注者の職員又は外部の者を監督員

として置き､ 工事の施工､ 工事材

料の調合､ 立会を行わせることが

通例である｡ このように施工途中

での監督を行うのは､ 建設工事は

その性質上､ 工事完成後に施工の

適否を判定することが困難であり､

また仮に不適当であることを発見

できても､ それを修復するには相

当の費用を要する場合が多く､ 施

工の段階で逐次監督することが合

理的であるとの考えによるもので

ある｡

本条は､ このような考え方のも

とに､ 発注者は､ 監督員を置くこ

とができることとし､ 監督員を置

かない場合には､ 監督員の権限は､

発注者に帰属することを第６項に

おいて確認的に定めている｡ そし

て､ 第１項は､ 監督員を置く場合

には､ 監督員の氏名を請負者に通

知しなければならないこととして

いる｡

本条は､ このような理由により

監督員を置くことにしたものであ

るが､ 一方､ 監督員の監督行為は､

必要最小限度にとどめ､ 請負者の

自主的な工事の施工を確保する趣

旨から､ 監督員の権限の範囲を明

確にしたものである｡

監督員が有する権限は､ 約款に

おいて大略次の３つに分けること

ができる｡

① 本条第２項に掲げるもの

② 他の条項に掲げるもの

第23条 (約款第12条)

工事関係者に関する措置請求

第24条 (約款第13条)

工事材料の品質､ 検査等

第25条 (約款第14条)

監督員の立会い､ 見本等の整

備等

第26条 (約款第15条)

支給材料及び貸与品

第27条 (約款第17条)

設計図書不適合の場合の改造

義務､ 破壊検査等

第28条 (約款第18条)

条件変更等

第33条 (約款第26条)

臨機の措置､ 等である｡

③ 約款に基づく発注者の権限と

される事項のうち発注者が必

要と認めて監督員に委任した

主任監督員の

報告に対し明ら

かに判断のつく

ものは指示し､

その他のものは､

契約担当者に報

告するものとす

る｡

担当監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 明らか

に判断のつくも

のは指示し､ そ

の他については

総括監督員に報

告するものとす

る｡

第２項�､ �､

�号について､

担当監督員は監

督を行うに必要

な諸基準により､

明らかに判断の

つくものについ

ては請負者に指

示､ 承諾又は協

議を行うものと

し､ その他につ

いては主任監督

員に報告するも

のとする｡



第22条 主任技術者､ 現場代理人等 (約款第10条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

もの｡

少額工事とは､ 請負代金の額が

500万円に満たない建設工事をい

う｡ (執行規則の運用第７による｡)

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

担当監督員か

ら主任技術者､

現場代理人等の

通知を受理した

ときは､ 決裁す

る｡

請負者から､

主任技術者､ 現

場代理人等の通

知を受けたとき

は､ 主任監督員

に報告しなけれ

ばならない｡

第１項 請負者は､ 次の

各号に掲げるいずれかの者

の氏名等を様式第11号によ

る主任技術者等通知書によ

り契約担当者に通知しなけ

ればならない｡ これらの者

を変更したときも同様とす

る｡

� 主任技術者 (法第26条

第１項に規定する主任

技術者をいう｡ 以下同

じ)

� 専任の主任技術者 (法

第26条第３項の規定に

より専任のものでなけ

ればならない主任技術

者をいう｡ 以下同じ｡)

� 専任の監理技術者 (法

第26条第４項の規定に

より選任された専任者

の者でなければならな

い監理技術者をいう｡

以下同じ｡)

第２項 請負者は､ 次に掲

げる者を置いたときは､ そ

の者の氏名等を様式第11号

による主任技術者等通知書

により契約担当者に通知し

なければならない｡ これら

のものを変更したときも同

様とする｡

� 現場代理人

� 専門技術者 (法第26条

の２に規定する建設工

事の施工の技術上の管

理をつかさどる者をい

う｡ 以下同じ｡)

(執行通知の運用第11

主任技術者､ 現場代

理人等の通知)

主任技術者又は監理技術

者､ 現場代理人及び専門技

術者の氏名は､ 書面により

通知させるが､ 少額工事で

あって契約担当者が特に書

面により通知させる必要が

ないと認めるものについて

は､ 口頭で通知させること

により､ これに代えること

ができるものとする｡

第３項 現場代理人は､

｢現場代理人｣ とは､ 請負契約

の的確な履行を確保するため､ 工

事現場の取締りのほか､ 工事の施

工及び契約関係事務に関する一切

の事項を処理する者として工事現

場に置かれる請負者の代理人であ

り､ 工事現場に常駐することとさ

れている｡

｢主任技術者､ 監理技術者｣ と

は､ 工事現場における建設工事の

施工の技術上の管理をつかさどる

者として､ 法第26条第１項又は第

２項の規定により配置が義務づけ

られている技術者である｡

このうち､ 監理技術者は､ 下請

契約の請負金額の額 (下請契約が

２以上あるときは､ それらの請負

代金の額の総額) が､ 3,000万円

(建築工事である場合においては

4,500万円) 以上になる場合にお

いて､ 元請負者たる特定建設業者

が配置しなければならないとされ

る法第15条第２号の基準を充足す

る技術者である｡

主任技術者とは､ その他の建設

工事の現場に配置すべきものとさ

れる同法第７条第２号の基準を充

足する技術者である｡

｢専門技術者｣ とは､ 請負者が

建築一式工事又は土木一式工事を

施工する場合において､ その一式

工事の一部である専門工事を自ら

施工しようとするときに､ 又は専

門工事を施工する場合において自

らそれらに付帯する他の建設工事

を施工しようとするときに建設業

法上配置することが要求されてい

る技術者である｡ (法第26条の２)

｢常駐｣ とは､ 該当工事のみを

担当しているのではなく､ さらに

作業期間中､ 特別の理由がある場

合を除き常に工事現場に滞在する

ことを意味するものであり､ 発注

者又は監督者との連絡に支障をき

たさないことを目的としたもので

ある｡

｢運営､ 取締り｣ とは､ 請負契

約に基づく工事の施工に関し､ 請

負者において行う工事現場に関す

るすべての管理行為を指すものと

負人等の適正な施工又は管理が確



第22条の２ 履行報告 (約款第11条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

請負契約の履行に関し､ 工

事現場に常駐し､ その運営

及び取締りを行うほか､ 法

第23条第１項の規定による

請求の受理､ 同条第３項の

規定による決定及び通知､

同条第４項の規定による請

求並びに同条第５項の規定

による通知の受理､ 請負代

金額の変更､ 請負代金の請

求及び受領並びに請負契約

の解除に係る権限を除き､

この規定に基づく請負者の

一切の権限を行使すること

ができる｡

第４項 請負者は､ 前項

の規定にかかわらず､ 同項

の規定により現場代理人が

行使することが出できると

された権限のうち現場代理

人に委任せず自ら行使しよ

うとするものがあるときは､

あらかじめ､ 当該権限の内

容を契約担当者に通知しな

ければならない｡

第５項 現場代理人､ 主

任技術者又は専任の監理技

術者は､ 兼ねることができ

る｡

保できない場合には､ 直接技術者

や下請負人等に対して必要な措置

をとることを請求できるものと解

する｡ したがって､ 工事の施工上

必要とされる労務管理､ 工程管理､

安全管理その他の管理行為のほか､

工事現場の風紀の維持等もこれに

含まれる｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

(規則の運用第12 履行

報告)

契約の履行についての

報告とは､ 過去の履行状

況についての報告も含む

ものであること｡

第１項 請負者は､ 様式

第12号による工事記録簿に

必要な事項を記録し､ 監督

員が指示したときはこれを

提示しなければならない｡

第２項 前項の規定によ

るほか､ 請負者は､ 設計図

書に定めるところにより､

契約の履行について契約担

当者に報告しなければなら

ない｡

本条の規定により設計図書で定

めている履行報告の例としては､

施工計画書､ 実施工程表､ 工事打

合せ書､ 建設機械使用実績報告書

等がある｡ このうち､ 施工計画書

は､ 工事目的物を完成するために

必要な手順､ 施工方法等を記した

ものであり､ 計画工程表､ 現場組

織表､ 安全管理､ 指定機械､ 主要

資材､ 施工方法等､ 施工管理計画､

緊急時の体制及び対応､ 交通管理､

環境対策､ 現場作業環境の整備､

再生資源の利用の促進等の事項を

含むものである｡ 一般的には､ 請

負者は､ 準備工事を開始する前に

施工計画書を発注者に提出するこ

ととなっている｡



第23条 工事関係者に関する措置請求 (約款第12条)

第24条 工事材料の品質､ 検査等 (約款第13条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 契約担当者は､

現場代理人がその職務

(主任技術者若しくは専

任の監理技術者又は専門

技術者と兼務する現場代

理人にあっては､ これら

の者の職務を含む｡) の

執行につき著しく不適当

と認めるときは､ 請負者

に対して､ その理由を明

示した書面により､ 必要

な措置をとるべきことを

請求することができる｡

第２項 契約担当者又

は監督員は､ 主任技術者

又は専任の監理技術者

(これらの者と現場代理

人を兼務する者を除く｡)､

下請負人､ 労務者その他

請負者が工事を施工する

ために使用している者で

工事の監理又は施工につ

き著しく不適当と認めら

れるものがあるときは､

請負者に対して､ その理

由を明示した書面により､

必要な措置をとるべきこ

とを請求することができ

る｡

第５項 契約担当者は､

前項の規定による請求が

あったときは､ 当該請求

に係る事項について決定

し､ その結果を請求があっ

た日から10日以内に請負

者に通知しなければなら

ない｡

主任監督員よ

り報告を受け､

著しく不適当で

ある客観的妥当

性が立証される

場合には､ 書面

をもって請負者

に必要な措置を

とるよう求める

ものとする｡

担当監督員よ

り報告を受けた

ときは､ 事実関

係を調査し総括

監督員に報告し

なければならな

い｡

建設工事の施

工について､ 不

適当である工事

関係者がある場

合にはその事由

を付して主任監

督員に報告しな

ければならない｡

第３項 請負者は､ 前２

項による請求があったとき

は､ 当該請求に係る事項に

ついて決定し､ その結果を

請求を受けた日から10日以

内に契約担当者に通知しな

ければならない｡

第４項 請負者は､ 監督

員がその職務の執行につき

著しく不適当と認められる

ときは､ 契約担当者に対し

て､ その理由を明示した書

面により､ 必要な措置をと

るべきことを請求すること

ができる｡

｢著しく不適当と認められる｣

ためには､ 客観性がなければなら

ず､ 単に発注者が主観的に著しく

不適当と認めても､ 本項の対象に

はならない｡

たとえば､ 品行が悪いというよ

うなことのみでは本項の対象とな

るものではないが､ それが工事現

場周辺に悪影響を及ぼし､ ひいて

は工事の施工が有形無形の影響を

受ける場合等には､ 本条の対象と

なると考える｡

｢必要な措置｣ は､ 是正措置の

指示のほか､ その程度に応じて交

替をも含むものである｡ また､ 監

督員は第９条第２項第１号に基づ

いて請負者又は現場代理人に対し

て､ 技術者や下請負人等に施工又

は管理について指示することがで

きるが､ 第３項は､ このような指

示を行っても十分な効果が見られ

なかった場合などの技術者や下請

負人等の適正な施工又は管理が確

保できない場合には､ 直接技術者

や下請負人等に対して必要な措置

をとることを請求できるものとす

る｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 工事材料は､ 設計図書に定める品質を有

するものを使用しなければならない｡

ただし､ 設計図書にその品質を定めのない場合は､

中等の品質を有する工事材料を使用するものとする｡

第３項 監督員は､ 請負者から前項の検査を請求

されたときは､ 当該請求を受けた日から７日以内に

検査を行わなければならない｡

第２項 請負者は､ 設計

図書において監督員の検査

を受けて使用すべきものと

された工事材料については､

当該検査に合格したものを

使用しなければならない｡

第４項 第２項の検査に

直接必要な費用は､ 請負者

の負担とする｡

第５項 請負者は､ 工事

現場内に搬入した工事材料

を監督員の承諾を受けない

で工事現場外に搬出しては

ならない｡

第６項 請負者は､ 前項

の規定にかかわらず､ 第２

項の検査の結果不合格と決

１. 主任監督員又は､ 担当監督員

は使用承諾し､ 検査を受けて

使用すべきものとされた工事

材料が現場に搬入された場合

には､ 形状､ 寸法､ 数量等の

検査を行うものとする｡

２. 工事材料検査を行ったときに

は､ 請負者に材料検査簿に記

入させ検印しなければならな

い｡



第25条 監督員の立会､ 見本等の整備等 (約款第14条)

― 17 ―

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

定された工事材料について

は､ 当該決定を受けた日か

ら７日以内に工事現場外に

搬出しなければならない｡

第７項 請負者は､ 主要

な工事材料で完成検査を受

ける際に外部から明視する

ことができないものについ

て第２項の検査を受けたと

きは､ 様式第13号による材

料検査簿にその状況を記入

し､ 監督員の検印をうける

ものとする｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第４項 監督員は､ 請負者から第１項又は第２項

の立会又は見本検査を請求されたときは､ 当該請求

を受けた日から７日以内に立会又は見本検査を行わ

なければならない｡

第５項 前項に規定する期間に､ 監督員が正当な

理由なく立会又は見本検査を行わないため､ その後

の工事に支障をきたすときは､ 請負者は､ 監督員に

通知した上で､ 立会又は見本検査を受けることなく､

当該工事を施工することができる｡ この場合におい

て､ 請負者は､ 当該工事材料を調合又は当該工事の

施工を適切に行ったことを証する見本等を整備し､

監督員の請求があったときは､ 整備した見本等を当

該請求を受けた日から７日以内に提出しなければな

らない｡

第１項 請負者は､ 設計

図書において監督員の立会

の上調合し､ 又は調合につ

いて見本検査を受けるもの

とされた工事材料について

は､ 立会を受けて調合した

もの又は見本検査に合格し

たものを使用しなければな

らない｡

第２項 請負者は､ 設計

図書において監督員の立会

の上施工するものとされた

工事については､ 立会を受

けて施工しなければならな

い｡

第３項 請負者は､ 前２

項に規定するもののほか､

設計図書において見本､ 工

事の写真その他の記録 (以

下 ｢見本等｣ という｡) を

整備すべきものとされた工

事材料の調合又は工事の施

工するときは､ 設計図書に

定めるところにより見本等

整備し､ 監督員の請求があっ

たときは､ 整備した見本等

を当該請求を受けた日から

７日以内に提出しなければ

ならない｡

第６項 第１項､ 第３項

又は前項の場合において､

見本検査又は見本等の整備

に直接必要な費用は､ 請負

者の負担とする｡

建設工事の施工に当たっては､

工事材料の品質が工事目的物の良

否を決める重要な要素であると同

時に､ 具体の工事の施工の良否も

また工事目的物の良否を決める重

要な要素である｡ したがって､ 工

事材料の検査と同時に､ 具体の工

事の施工に当たっても､ 請負者の

自主的な施工管理に期待しつつ､

監督員が立会等を行って適正な施

工の確保に努めるのが一般的な方

法である｡

また､ 公共工事の施工に当たっ

ては､ 監督員が立会等により適正

な施工の確保に努めるとともに､

工事が完成した場合において発注

者の定める検査職員が完成の確認

のための検査を行うのが通例であ

り､ 本約款においても第31条第２

項に規定しているところである｡

このように適正な施工を確保する

ために様々な方法がとられている

が､ 工事完成後に検査職員が検査

を行う場合においては､ 工事内容

が外面から判断し得ない部分が多

いため､ 施工中の監督員の立会や

工事記録の整備が重要な持つこと

になる｡

担当監督員か

ら立会できない

との報告を受け

たときは､ 自ら

立会わなければ

ならない｡

立会が困難な

場合には請負者

に対し資料を提

出させ確認する

ものとする｡

請負者の求めに

応じて立会し､

設計図書及び諸

基準に基づき工

事を施工させな

ければならない｡

また､ 立会で

きない場合には

主任監督員に報

告しなければな

らない｡



第26条 支給材料及び貸与品 (約款第15条)

― 18 ―

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 契約担当者が

請負者に支給する工事材

料 (以下 ｢支給材料｣ と

いう｡) 及び貸与する建

設機械器具 (以下 ｢貸与

品｣ という｡) の品名､

数量､ 品質､ 規格､ 又は

性能､ 引渡場所及び引渡

時期は､ 設計図書に定め

るところによる｡

第６項 契約担当者は､

請負者､ から第３項又は

前項の規定による通知を

受けた場合においては､

当該支給材料又は貸与品

に代えて他の支給材料又

は貸与品を引き渡さなけ

ればならない｡ ただし､

既に引き渡した支給材料

又は貸与品使用すること

によっても工事の目的を

達成することができると

認められる場合にあって

は､ 支給材料若しくは貸

与品の品名､ 数量､ 品質

若しくは性能を変更し､

又は理由を明示した書面

により､ 当該支給材料若

しくは貸与品の使用を請

負者に請求することがで

きる｡

第７項 契約担当者は､

前項に規定するほか､ 必

要があると認めるときは､

支給材料又は貸与品の品

名､ 数量､ 品質､ 規格若

しくは性能､ 引渡場所又

は引渡時期を変更するこ

とができる｡

総括監督員は

主任監督員より

報告を受けたと

きには､ 契約担

当者に報告しな

ければならない｡

第２項 監督員は､ 支給材料又

は貸与品の引渡しに当たっては､

請負者立会の上､ 県の負担におい

て､ 当該支給材料又は貸与品を検

査しなければならない｡

第３項 前項の規定によ

る検査の結果､ 請負者は､

この品名､ 数量､ 品質又は

規定若しくは性能が設計図

書の定めと異なり､ 又は使

用に適当でないと認めたと

きは､ その旨を直ちに契約

担当者に通知するとともに

その引渡しを拒むことがで

きる｡

第４項 請負者は､ 支給

材料又は貸与品の引渡しを

受けたときは､ 引渡しの日

から７日以内に､ 契約担当

者に受領書又は借用書を提

出しなければならない｡

第５項 請負者は､ 支給

材料又は貸与品の引渡しを

受けた後､ 当該支給材料又

は貸与品に第２項の規定に

よる検査によって発見が困

難であった隠れたかしがあ

り使用は適当でないと認め

たときは､ その旨を直ちに

契約担当者に通知しなけれ

ばならない｡

第８項 請負者は､ 引渡

しを受けた支給材料及び貸

与品を善良な管理者の注意

をもって管理しなければな

らない｡

第９項 請負者は､ 設計

図書に定めるところにより､

建設工事の完成､ 設計図書

の変更等によって不用になっ

た支給材料又は貸与品を契

約担当者に返還しなければ

ならない｡

第10項 請負者は､ 故意

又は過失により支給材料又

は貸与品を滅失し､ き損し､

又はその返還が不可能となっ

たときは､ 契約担当者の指

定した期間内に代品を納め､

若しくは原状に復し､ 又は

損害を賠償しなければなら

ない｡

第11項 請負者は､ 支給

材料又は貸与品の使用方法

が設計図書に定められてい

ないときは､ その使用方法

につき監督員の指示に従わ

なければならない｡

主任監督員は

担当監督員より

報告を受けたと

きには､ 審査し

総括監督員に報

告しなければな

らない｡

① 設計図書で

支給されるこ

とになってい

る工事材料又

は貸与品につ

いて､ 品名､

数量､ 品質､

規格等請負者

立会の上検査

して引渡すも

のとする｡ 引

渡しが完了し

たときには､

請負者より受

領書を提出さ

せ主任監督員

に報告しなけ

ればならない｡

② 支給材料又

は貸与品が使

用できない場

合又は変更す

る必要が生じ

た場合には主

任監督員に報

告しなければ

ならない｡

③ 支給材料又

は貸与品が返

還されたとき

は､ 主任監督

員に報告しな

ければならな

い｡



第26条の２ 工期等の変更及び費用の負担 (約款なし)

第27条 設計図書不適合の場合の改造義務､ 破壊検査等 (約款第17条)

― 19 ―

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 前条第６項及

び第７項の場合において､

当事者は必要に応じて工

期又は請負代金額を変更

し､ 県は請負者に生じた

損害につき必要な費用を

負担しなければならない｡

第２項 前項の規定に

よる変更後の工期又は請

負代金額は､ 当事者が協

議して定める｡ ただし､

当該協議の開始の日から

14日以内に協議が整わな

い場合には､ 契約担当者

が定め､ 請負者に通知す

る｡

第３項 前項の規定に

よる協議の開始の日 (以

下 ｢変更協議開始日｣ と

いう｡) については､ 契

約担当者が請負者の意見

を聴いて定め､ 請負者に

通知するものとする｡ た

だし､ 契約担当者が､ 工

期又は請負代金額の変更

額の変更事由が生じた日

から７日以内に変更協議

開始日をしない場合には､

請負者が､ 変更協議開始

日を定め､ 契約担当者に

通知することができる｡

第４項 第１項の必要

な費用の額は､ 当事者が

協議して定める｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第３項 監督員は､ 請負者が第24条第２項又は第25

条第１項から第３項間での規定に違反したことが明

らかな場合において､ 必要があると認められるとき

は､ 工事の施工部分を破壊して検査することができ

る｡

第４項 前項に規定するもののほか､ 監督員は､

工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められ

る相当の理由をがある場合において､ 必要があると

認められるときは､ その理由を請負者に通知して､

工事の施工部分を最小限度の範囲に限り破壊して検

査することができる｡

第１項 請負者は､ 工事

の施工部分が設計図書に適

合しない場合において､ 監

督員がその改造を請求した

ときは､ 当該請求に従わな

ければならない｡

第５項 前２項において､

検査及び復旧に直接要する

費用は､ 請負者の負担とす

る｡

主任監督員よ

り報告を受けた

ときは､ 請負者

に修補を命令し

なければならな

い｡

また､ 修補の

取扱は検査要領

における ｢修補

担当監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 調査し

意見を付して総

括監督員に報告

しなければなら

ない｡

修補が完了し

たときは､ 主任

① 第３項の規

定により違反

したことが明

らかな場合と

判断されたと

きには､ 主任

監督員に報告

しなければな

らない｡



第28条 条件変更等 (約款第18条)

― 20 ―

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員
取扱基準｣ に準

ずる｡

監督員が確認し､

総括監督員に報

告しなければな

らない｡

② 第４項の規

定により設計

図書に適合し

ないと認めら

れられるとき

には､ 主任監

督員に報告し

なければなら

ない｡

③ 修補が完了

したときは､

請負者から修

補完了届出書

を提出させ､

主任監督員に

報告しなけれ

ばならない｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第３項 契約担当者は､

請負者の意見を聴いて､

前項の調査の結果 (これ

に対してとるべき措置を

指示する必要があるとき

は､ 当該指示を含む｡)

をとりまとめ､ 調査の終

了後14日以内に､ その結

果を請負者に通知しなけ

ればならない｡ ただし､

その期間内に通知できな

いやむを得ない理由があ

るときは､ あらかじめ請

負者の意見を聴いた上､

当該期間を延長すること

ができる｡

第４項 前項の規定に

よりとりまとめられた調

査の結果において､ 第１

項各号に掲げる事実が確

認された場合で､ 必要が

あると認められたときは､

契約担当者は､ 設計図書

の訂正又は変更を行わな

ければならない｡ ただし､

同項第４号又は第５号に

掲げる事実が確認されそ

の結果設計図書を変更す

る場合 (工事目的物の変

更を行わない場合に限る｡)

には請負者と協議して行

う｡

第５項 第26条の２の

規定は､ 前項の規定によ

り設計図書の訂正又は変

更が行われた場合に準用

する｡

第２項 監督員は､ 前項の規定による確認を請求

されたとき､ 又は自ら同項各号に掲げる事実を発見

したときは､ 請負者の立会の上､ 直ちに調査を行わ

なければならない｡ ただし､ 請負者が立会に応じな

い場合には､ 請負者の立会を受けずに行うことがで

きる｡

第１項 請負者は､ 工事

施工に当たり､ 次の各号の

いずれかに該当する事実を

発見したときは､ 直ちにそ

の旨を監督員に通知し､ そ

の確認を請求しなければな

らない｡

� 設計図書が相互に一致

しないこと (設計図書に

優先順位が定められてい

る場合を除く｡)

� 設計図書に誤びゅう又

は脱漏れがあること｡

� 設計図書の表示が明確

でないこと｡

� 工事現場の形状､ 地質､

ゆう水等の状態､ 施工上

の制約その他の設計図書

に示された施工条件と実

際の工事現場が一致しな

いこと

� 設計図書で明示されて

いない施工条件について

予測することのできない

特別の状態が生じたこと｡

主任監督員の

報告を受けたと

きは､ 判断可能

なものは指示し､

その他について

は契約担当者に

報告しなければ

ならない｡

担当監督員よ

り第１項の調査

結果について報

告を受けたとき

は､ この規定の

全般の趣旨から

みて再調査等事

実の確認､ ある

いはとりあえず

の工事の中止､

応急措置等の指

示を与えるもの

とするが内容重

要なものについ

ては総括監督員

に報告しなけれ

ばならない｡

① 第１項の確

認を求められ

たときは､ 速

やかに調査を

行い､ 諸基準

により明らか

に判断のつく

ものは請負者

に指示するも

のとし､ その

他については

主任監督員に

報告しなけれ

ばならない｡

② 第１項の報

告の結果､ 工

事内容の変更

又は､ 設計図

書の訂正を行

う必要がある

場合には､ 第

29条第１項及

び第２項を準

用し､ ｢設計

変更事務処理

要項｣ に基づ

き､ 変更指示

書又は変更設

計書を提出し

なければなら

ない｡



第29条 設計図書の変更 (約款第19条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 契約担当者は､

必要があると認めるとき

は､ その内容を請負者に

通知して､ 設計図書を変

更することができる｡

第２項 第26条の２の

規定は､ 前項の規定によ

る設計図書の変更が行わ

れた場合に準用する｡

主任監督員よ

り報告を受けた

ときは､ 判断可

能なものは指示

し､ その他につ

いては契約担当

者に報告しなけ

ればならない｡

担当監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 内容を

検討し､ 又は必

要に応じて調査

を行い意見を付

して総括監督員

に報告しなけれ

ばならない｡

設計図書を変

更し､ 工期及び

請負代金額を変

更する必要が生

じた場合には､

主任監督員に報

告しなければな

らない｡

｢設計図書の変更｣ 公共工事の

発注者は､ 工事の目的物の目的､

構造､ 仕様等を十分検討した後設

計を行い､ 請負契約を締結すべき

であるが､ 工事の施工途中におい

てその意思､ 判断を変更せざるを

得ない事態が生ずることもある｡

その場合には､ 発注者は､ 前条で

述べた工事の施工条件等とは異な

り､ 自らの意思で設計図書を変更

しなければならないこととなる｡

このように､ 発注者は､ 必要が

あると認めるときは､ 設計図書の

変更を行うことができるが､ この

場合には､ 設計図書の変更内容を

書面をもって請負者に通知しなけ

ればならない｡ また､ ｢必要があ

ると認める｣ か否かは､ 発注者の

自由な判断であり､ その理由を請

負者に示す必要がないし､ 請負者

の意思が入る余地もない｡ 同時に､

変更する設計図書の内容も､ 発注

者の自由な意思により決定される

ものと解される｡

上記のように､ 発注者は､ 自己

の都合により設計図書を変更する

ことができるが､ その場合には､

発注者と請負者の契約関係のバラ

ンスをとることが要請されるため､

工期又は請負代金額の変更を行う

のは当然であり､ また､ 設計図書

の変更に伴い請負者が被った損害

を発注者が負担しなければならな

いことはいうまでもない｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 工事の用地が

確保できない等のため又

は暴風､ 豪雨､ 洪水､ 高

潮､ 地震､ 地すべり､ 落

盤､ 火災､ 騒乱､ 暴動そ

の他の自然的若しくは､

人為的な事象 (以下 ｢天

災等｣ という｡) であっ

て､ 請負者の責めに帰す

ることができないものに

より工事目的物等に損害

を生じ､ 若しくは工事現

場の状態が変動したため､

請負者が建設工事を施工

できないと認められると

きは､ 契約担当者は､ 直

ちに請負者に通知して､

建設工事の全部又は一部

の施工を一時中止させな

ければならない｡

主任監督員よ

り報告を受けた

ときは､ 判断可

能なものは指示

し､ その他につ

いては契約担当

者に報告しなけ

ればならない｡

担当監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 内容を

検討し､ 又は必

要に応じて調査

を行い意見を付

して総括監督員

に報告しなけれ

ばならない｡

建設工事の全

部又は一部の施

工を一時中止し､

工期及び請負代

金額を変更する

必要が生じた場

合には､ 主任監

督員に報告しな

ければならない｡

第１項においては､ 請負者の責

に帰することができない事由によっ

て工事を施工することができない

と認められる場合を２つに分けて

規定している｡ すなわち､ 第１が

｢工事用地等の確保ができない等

のため請負者が工事を施工できな

いと認められるとき｣ であり､ 第

２が ｢暴風､ 豪雨､ 洪水､ 高潮､

地震､ 地すべり､ 落盤､ 火災､ 騒

乱､ 暴動その他自然的又は人為的

な事象であって請負者の責めに帰

することができないものにより工

事目的物等に損害を生じ若しくは

工事現場の状態が変動したため請

負者が工事を施工できないと認め

られるとき｣ である｡

第１の場合には､ 例えば､ 発注

者の義務である工事用地等の確保

が行われないため (第26条の２)



第30条 請負者による工事の延長の請求 (約款第21条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第２項 前項に規定す

るもののほか､ 契約担当

者は､ 必要があると認め

られるときは､ 請負者に

通知して､ 建設工事の全

部又は一部の施工を一時

中止させることができる｡

第３項 第26条の２の

規定は､ 契約担当者が､

前２項の規定により､ 建

設工事の全部又は一部の

施工を一時中止させた場

合に準用する｡

施工できない場合､ 設計図書と実

際に施工条件の相違又は設計図書

の不備が発見されたため (第27条)

施工を続けることが不可能と認め

られる場合など含まれよう｡

また､ 第２の場合における ｢自

然的又は人為的な事象｣ には､ 埋

蔵文化財の発掘又は調査､ 反対運

動などの妨害活動等も含まれよう｡

また､ ｢工事現場の状態の変動｣

には､ 地形等の変動といった物理

的な変動だけでなく､ 妨害活動を

行う者による工事現場の占拠や著

しい威嚇行為といったものも含ま

れると解する｡

第２の場合にも､ 単に暴風等の

請負者の帰責事由のない自然的又

は人為的な事象が生じただけでは

不十分であり､ 施工できないと認

められる状態にまで達しているこ

とが必要である｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第３項 第26条の２第

２項及び第３項の規定は､

第１項の請求があった場

合に準用する｡ この場合

において､ 同条第２項本

文中 ｢前項による変更後

の工期又は請負代金額｣

とあるのは ｢第１項の規

定による請求に係る延長

後の工期｣ と､ 同条第３

項ただし書中 ｢工期は請

負代金額の変更事由が生

じた日｣ とあるのは ｢工

期の延長の請求を受けた

日｣ と読み替える｡

工事延長請求

書を審査し､ 契

約担当者に進達

しなければなら

ない｡

担当監督員よ

り報告を受けた

工事延長請求書

を審査するとき

は､ 担当する管

轄内で当該請負

者が複数受注し

ている場合は､

それらの工事の

進捗状況も併せ

審査し､ 総括監

督員に報告しな

ければならない｡

請負者から工

期延長請求書の

提出を受けたと

きは､ 遅滞なく

延期理由､ 変更

工程表を審査し､

意見を付して主

任監督員に報告

しなければなら

ない｡

第１項 請負者は､ 天候

の不良､ 第９条の規定によ

り関連建設工事の調整への

協力その他請負者の責めに

帰すことができない事由に

より工期内に建設工事を完

了することができないとき

は､ 契約担当者に対し､ 工

期の延長を請求することが

できる｡

第２項 前項の規定によ

る請求は､ 様式第14号によ

る工期延長請求書に様式第

15号による変更工程表を添

えて行わなければならない｡

｢工事遅延事由の一般論｣

請負者が工期の満了の日までに

工事を完成しなければならないこ

とは､ 契約上当然のことであるが､

種々の事情により定められた工期

内に工事を完成させることが困難

となる場合がある｡ このように工

事の工期内完成が不可能となる場

合は､ 一般的に次の３つに分類さ

れる｡

ア) 請負者の帰責事由により工

事の着手が遅れ､ 又は工事

の進捗がはかどらない場合

イ) 条件変更､ 設計図書の変更､

前払金等の不払に対する工

事中止の場合など契約内容

の変更､ 又は発注者の帰責

事由により当初の工期が不

適当となる場合

ウ) 天候の不良､ 発注者が行う

関連工事の調整への協力等

請負者の責に帰することが

できない事由により工事が

遅れる場合

以上の工期遅延事由のうち､ ア)

は､ 遅延利息の規定 (執行規則第

50条) の適用を受ける工事遅延で

あり､ 工期は延長されない｡ イ)

は､ 各条項で工期の延長と請負代

金額の変更が規定されており､ 請

負代金額の変更を伴う工期延長で

ある｡ 本条は､ 上記のウ) の場合

を規定しており､ 請負代金額の変

更を伴わない工期の変更 (いわゆ

る無償延期) を認める趣旨の規定



第31条 契約担当者による工期の短縮の請求等 (約款第22条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

である｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 契約担当者は､

特別の理由により工期を

短縮する必要があるとき

は､ 工期の短縮を請負者

に請求することができる｡

第２項 契約担当者は､

この規定の定めるところ

により工期を延長すべき

場合において､ 特別の理

由があるときは､ 通常必

要とされる工期に満たな

い工期への変更を請求す

ることができる｡

第３項 前２項の場合

において､ 当事者は必要

に応じ請負代金額を変更

し､ 県は請負者に生じた

損害につき必要な費用を

負担しなければならない｡

第４項 第26条の２第

２項及び第３項の規定は

第１項又は第２項の規定

による請求があった場合

及び前項の規定による変

更後の請負代金額の決定

に､ 同条第４項の規定は

前項の必要な費用の額の

決定に準用する｡ この場

合において､ 同条第２項

本文中 ｢前項の規定によ

る変更後の工期又は請負

代金額｣ とあるのは ｢第

１項又は第２項の規定に

よる請求に係る変更後の

工期及び前項の規定によ

る変更後の請負代金額｣

と､ 同条第３項ただし書

中 ｢工期又は請負代金額

の変更事由が生じた日｣

とあるのは ｢請負者が工

期の短縮又は変更の請求

を受けた日｣ と､ 同条第

４項中 ｢第１項｣ とある

のは ｢前項｣ と読み替え

る｡

監督員は､ 道路の供用開始等､ 当初予定した時期

を繰り上げて行う必要がある場合には､ 短縮する日

数及び短縮するために必要とする増加費用を算出し

て契約担当者に報告するものとする｡

工期は､ 工事の施工に必要な物

理的な期間によって定められるも

のであるが､ 同時に､ 完成した構

造物の供用面から要請も考慮に加

えられている｡

このように､ 供用面の要請を考

慮にいれ工期は定められているが､

公共施設等については､ 例えば､

道路の供用開始時期､ 公営住宅の

入居時期について､ 当初予定した

時期を繰り上げて行うことが行政

運営上必要となる場合もあり､ そ

れ以外にも事業の執行に関する当

初の予定が変更され､ 早い時期に

完成が必要となる場合がある｡ こ

のような場合には､ 当然に工事目

的物の完成も繰り上げることが必

要となり､ 工期を短縮せざるを得

ない｡ また､ 同様にして､ 本規則

の各条項において工期を延長する

ことが必要な場合において､ 公共

施設等の供用､ 利用面からの要請

により､ 必要な日数の延長を行う

ことが困難な場合も生ずる｡

一方､ 工期は､ ほとんどの場合､

経済的に最も妥当な速度で工事を

施工することを前提にして定めら

れており､ これに各季節における

気象条件等を考慮して決定するの

が通例であるので､ ある程度経済

性を無視して､ あるいは気象条件

等の不利を覚悟すれば､ 短縮を行

う余地は残されている｡

したがって､ 発注者の行政運営

の必要性から工事費の増嵩等をも

考慮して､ 工期の短縮等を行う必

要性があると判断すれば､ 請負者

も経済的不利益がない限り､ これ

に応じることに問題はないはずで

あり､ そのような趣旨から本条の

規定が設けられている｡



第33条 臨機の措置 (約款第26条)
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第３項 監督員は､ 災害防止その他建設工事の施

工上特に必要があると認められるときは､ 請負者に

対して臨機の措置をとることを請求することができ

る｡ この場合において､ 請負者は､ 直ちにこれに応

じなければならない｡

第１項 請負者は､ 災害

防止等のため必要があると

認めるときは､ 臨機の措置

をとらなければならない｡

この場合において､ 請負

者は､ そのとった措置の内

容を直ちに監督員に通知す

るものとする｡

第２項 前項前段の場合

において､ 必要があると認

めるときは､ 請負者は､ あ

らかじめ監督員の意見を聴

かなければならない｡ ただ

し､ 緊急やむを得ない事情

があるときは､ この限りで

ない｡

第４項 請負者が第１項

又は前項の規定により臨機

の措置をとった場合におい

て､ 当該措置に要した費用

のうち､ 請負者が請負代金

額の範囲内において負担す

ることが適当でないと認め

られる費用については､ 県

が負担する｡

｢請負者の措置義務｣

第１項は､ 災害防止等のための

臨機の措置をとるべき義務を有す

るのは請負者であることを明らか

にするとともに､ 後段において請

負者が ｢必要があると認めるとき｣

は､ 監督員の意見をあらかじめき

かなければならないことを規定し

ている｡

この場合の災害の防止等には､

前述したとおり､ 工事目的物､ 工

事材料､ 仮設物､ 建設機械器具等

に関する被害の防止のほか､ 工事

の施工が第三者に与える損害の防

止や工事の施工に従事する労働者

の労働災害防止をも含むものと解

される｡

請負者が､ 臨機の措置をとるに

当たって ｢必要があると認める｣

か否かは､ 請負者の判断に委ねら

れており､ 同時に､ 監督員の意見

を聞く場合に ｢必要があると認め

る｣ か否かも､ 請負者に委ねられ

ている｡ しかし､ この監督員の意

見を聴くかどうかは第４項の費用

負担とも関連するものであって少

なくとも､ 工期の延長あるいは発

注者の費用の負担を伴わないよう

ないわば請負者の責任の範囲内に

おいて処理しうるものは別として､

請負者の責任の範囲を超えるもの

あるいは請負者がとるべき臨機の

措置につき判断し得ないようなも

のは､ 監督員の意見を聞くべきで

あろう｡ もちろん､ 監督員の意見

を聴くほど余裕のないほど切迫し

たもの等緊急やむを得ない事情が

あるときは､ 監督員の意見を聴く

ことなく臨機の措置をとることが

できるとされている｡

｢監督員の措置請求｣

第４項は､ 請負者が臨機の措置

をとった場合において､ 請負者が

それに気付かないとき又は請負者

の判断に誤りがあって措置をとら

ないときに､ 監督員が特に必要と

認めるときは､ 請負者に対して臨

機の措置をとることを求めること

ができる｡

この措置の請求は､ 請負者に対

する指示と解され､ 請負者は､ そ

の措置請求が明らかに誤りである

等従わないことについて正当な理

由がある場合を除いて､ これに従

わなければならない｡

主任監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 判断可

能なものは指示

し､ その他につ

いては､ 契約担

当者に報告しな

ければならない｡

担当監督員か

ら報告を受けた

ときは､ その措

置について判断

可能なものは指

示し､ その他に

ついては総括監

督員に報告しな

ければならない｡

① 第１項につ

いて請負者よ

り臨機の措置

をとるに当たっ

て､ 工期の延

長､ 請負代金

額の変更を行

う場合､ 又は

臨機の措置に

つき判断し得

ない場合につ

いて意見を求

められたとき

には､ 主任監

督員に報告し

なければなら

ない｡

② 請負者の意

見を聞く余裕

がなく請負者

の緊急にとっ

た臨機の措置

について報告

を受けたとき

は､ 主任監督

員に報告しな

ければならな

い｡

③ 臨機の措置

をとる必要が

ある場合にお

いて､ 請負者

がそれに気付

かないとき､

又は請負者の

判断に誤りが

あって措置を

とらない場合

には､ 主任監

督員に報告し

なければなら

ない｡
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

主任監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 損害額

及びその責任に

ついて審査し､

契約担当者に報

告しなければな

らない｡

担当監督員か

ら損害について

報告を受けたと

きは､ その損害

額及び損害を与

えた原因が発注

者の責めによる

ものか､ 請負者

の責めによるも

のか審査し､ 総

括監督員に報告

しなければなら

ない｡

工事目的物の

引渡し前に､ 監

督員の指示に基

づいて施工した

ため損害が生じ

た場合､ あるい

は設計図書に誤

りがあってその

ため工事目的物

について損害を

生じた場合には､

損害額を算定し､

主任監督員に報

告しなければな

らない｡

第１項 各本条に特別の

定めがある場合を除くほか､

工事目的物の引渡しが行わ

れたとみなされる前に工事

目的物又は工事材料につい

て生じた損害その他建設工

事の施工に関して生じた損

害については､ 請負者がそ

の費用を負担する｡ ただし､

その損害 (以下 ｢第56条第

１項の規定により付された

保険等によりてん補される

損害 (以下 ｢保険てん補部

分｣ という｡) を除く｡) の

うち､ 契約担当者の責めに

帰すべき事由により生じた

損害について､ 県が負担す

る｡

本条において工事目的物の引渡

し前と規定されたのは､ 主として

工事目的物に関して生じた損害に

ついては､ 引渡し後は請負者の負

担としないことを明らかにするた

めである｡ このため､ 請負者の所

有する仮設物､ 建設機械器具に関

する損害など当然に請負者の負担

に属する損害は､ 工事目的物の引

渡し後においても請負者が負担し

なければならない｡

発注者の帰責事由による損害に

は､ 例えば､ 監督員の指示に基づ

いて施工したために発生した労務

者の被害又は工事目的物等の損壊､

支給材料又は貸与品によって生じ

た工事目的物の損壊､ あるいは､

設計図書に誤りがあったために生

じた労務者の被害や工事目的物の

崩壊などが含まれよう｡

なお､ 損害が発注者及び請負者

の双方の責により生じた場合の発

注者の負担となるのは､ 損害のう

ち発注者の責に帰すべき事由によ

り生じた部分に限られる｡

したがって､ 例えば､ 損害の発

生原因は発注者にあるが､ 発生後

請負者が善良な管理者の注意を怠

りいたずらに損害を拡大したよう

な場合は､ 損害の負担は､ 発注者

及び請負者の双方がそれぞれ妥当

な部分を分担すべきである｡ この

ように､ 発注者の帰責事由と発注

者以外の帰責事由 (請負者の帰責

事由を含む｡) があいまって損害

が発生した場合には､ それぞれの

帰責事由が損害に寄与した割合に

応じて､ 発注者と請負者が損害を

負担することとなる｡ ぞれぞれの

帰責事由が損害に寄与した割合の

決定方法については本約款には明

文の規定はないが､ 協議によって

解決すべきと解する｡
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

工事の施工に伴い､ 第三者に騒音､ 振動､ 地盤沈

下､ 地下水の断絶等の理由により損害を及ぶおそれ

がある場合には､ 事前に調査を行わなければならな

い｡

約款第１項 工事の施工

に伴い第三者に損害を及ぼ

したときは､ 請負者がその

損害を賠償しなければなら

ない｡ その損害 (第47条第

１項の規定により付された

保険等によりてん補された

部分を除く｡ 以下本条にお

いて同じ｡) のうち､ 契約

担当者の責めに帰すべき事

由により生じたものについ

ては､ 契約担当者が負担す

る｡

約款第２項 前項の規定

にかかわらず､ 工事の施工

に伴い通常避けることがで

きない騒音､ 振動､ 地盤沈

下､ 地下水の断絶等の理由

により第三者に損害を及ぼ

したときは､ 契約担当者が

その損害を負担しなければ

ならない｡ ただし､ その損

害のうち工事の施工につき

請負者が善良な管理者の注

意義務を怠ったことにより

生じたものについては､ 請

負者が負担する｡

約款第３項 前２項の場

合その他工事の施工につい

て第三者との間に紛争を生

じた場合においては､ 甲乙

協力してその処理解決に当

たるものとする｡

約款第１項 通常避けることが

可能な第三者に与えた損害につい

ては､ 請負者が損害を賠償しなけ

ればならないという大原則を規定

し､ 損害の発生の原因が監督員の

指示によるなど発注者の責に帰す

べき事由による場合には､ 第１項

後段で特則を設け､ 発注者の負担

となることを規定している｡

約款第２項 第１項の大原則に

特則を設け､ 通常避けることがで

きない騒音､ 振動､ 地盤沈下､ 地

下水の断絶等の理由による損害に

ついては､ 原則として､ 発注者が

負担することとしている｡ ここで､

｢通常避けることができない｣ と

いうのは､ 発注者の設計する工事

目的物が当然に損害の原因となる

もの及び工事の施工が通常の技術

的又は経済的尺度で判断して妥当

な場合においても避けえないもの

と考えるべきであり､ 特殊な又は

一般的でない施工方法をとれば避

けることができる場合でも､ その

旨が設計図書等に指定されていな

い場合には､ 通常避けることがで

きない場合に該当する｡ また､ 工

事を施工する地域の特殊性に応じ

て､ 発注者が特にこれらの損害の

防止のため特別の施工工法等を考

慮した場合においては､ 予定価格

の積算においても配慮し､ むしろ

その特別の施工工法等に従うこと

を設計図書は明らかにし､ 請負者

に義務付けるべきであり､ そのよ

うにしてもなお防止し得ないもの

については本項を適用すべきであ

る｡

第２項後段においては､ 工事の

施工に伴い通常避けることができ

ない損害についての発注者負担の

原則に特則を設けて､ 請負者が工

事の施工につき善良な管理者の注

意義務を怠ったことにより生じた

損害については､ 請負者の負担と

することを規定している｡

第３項は､ 前２項に規定する場

合その他工事の施工について第三

者との間に紛争を生じた場合にお

いては､ 発注者及び請負者の双方

が協力してその処理解決に当たる

べきことを規定している｡

主任監督員か

ら報告をうけた

ときは､ 判断可

能なものは指示

し､ その他につ

いては契約担当

者に報告しなけ

ればならない｡

第三者に損害

を与えたときの

報告を受けたと

きは､ 損害を与

えた原因が ｢通

常避けることが

できない｣ もの

によるものか調

査し､ 総括監督

員に報告しなけ

ればならない｡

工事の施工に

伴って第三者に､

騒音､ 振動､ 地

盤沈下､ 地下水

の断絶等により

損害を及ぼした

ときは､ 主任監

督員に報告しな

ければならない｡
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第２項 契約担当者は､

前項の規定による通知を

受けたときは､ 直ちに調

査を行い､ 同項の損害の

状況を調査し､ その結果

を請負者に通知するもの

とする｡

第３項 契約担当者は､

前項の規定により確認さ

れた損害のうち､この規

定の定めるところにより

行った検査若しくは立会

又は整備された見本等そ

の他の請負者の工事に関

する記録等により確認す

ることができた工事目的

物､ 仮設物又は工事に搬

入済みの工事材料若しく

は建設機械器具に係る損

害の額 (請負者が善良な

管理者の注意義務を怠っ

たことに基づく損害の額

及び保険てん補部分の額

を除く｡) 及び当該損害

の額の取片付けに要する

費用の額の合計額 (以下

｢損害合計額｣ という｡)

を負担しなければならな

い｡ ただし､ 損害合計額

のうち請負代金額の100

分の１に相当する額に至

までの金額については､

この限りでない｡

第４項 不可抗力によっ

て生じた損害のうち工事

材料､ 仮設物及び建設機

械器具に係る損害の額は

請負者が通常妥当と認め

られる範囲を超えた品質､

数量､ 規格又は性能の工

事材料､ 仮設物及び建設

機械器具を使用した場合

であっても､ 通常妥当と

認められる範囲の品質､

数量､ 規格又は性能に基

づいて算定する｡

第５項 数次にわたる

不可抗力により損害合計

額が累積した場合におけ

る第２次以降の損害の負

担については､ 第３項本

文中 ｢損害の額｣ とある

のは ｢損害の額の累計｣

と､ ｢保険てん補部分の

額｣ とあるのは ｢保険て

ん補部分の額の累計｣ と､

｢損害の取片付けに要す

る費用の額｣ とあるのは

｢損害の取片付けに要す

天災不可抗力による損害を生じた場合には､ 昭和

60年10月23日付け管第434号による ｢天災その他不

可抗力により工事出来形部分等に損害を生じた場合

等における事務の取扱いについて｣ により行う｡

第１項 工事目的物の引

渡しが行われたとみなされ

る前に､ 天災等 (設計図書

で基準を定めたものにあて

は､ 当該基準を超えるもの

に限る｡) で当事者双方の

責めに帰することができな

いもの (以下 ｢不可抗力と

いう｡) により､ 工事目的

物､ 仮設物又は工事現場に

搬入済みの工事材料若しく

は建設機械器具に損害を生

じたときは､ 請負者は､ そ

の事実の発生後直ちにその

状況を契約担当者に通知し

なければならない｡

第１項は､ 不可抗力によって損

害を生じた場合において､ 請負者

は､ 損害発生後直ちに､ その状況

を発注者に通知しなければならな

いことを規定している｡

通知をすべき損害の対象は､ 次

のものがある｡

ア) 工事目的物

土木工事における盛土部分と

か､ コンクリート工事における

打設済みのコンクリート部分の

ように部分的に出来上っている

工事目的物の部分であって､ 土

地に定着し又は工作物に符合し

ているものをいう｡ 部分払のた

めの確認 (第37条第２項) を受

けているかを問わないのは､ 第

４項の規定からみて明らかであ

る｡

イ) 仮設物

工事目的物以外の工作物であっ

て､ 工事の施工上の必要性に基

づき仮に設置するものをいう｡

したがって､ その定義上､ 工事

現場に設置されていることにな

る｡ 主なものとしては､ 請負者

の現場事務所､ 労働者寄宿舎､

材料倉庫等､ コンクリートプラ

ント､ 受変電設備等､ 河川等の

仮締切り､ 仮桟橋､ 仮設道路､

仮覆い､ 仮囲い等､ 仮設足場､

コンクリートの仮枠､ 仮支柱等

があげられる｡

ウ) 工事現場に搬入済みの工事材

料

工事材料は､ 第24条第５項に

おいて定義されているように､

工場製品を含む概念である｡

｢工事現場に搬入済み｣ の工

事材料についてのみ本条の適用

があるので､ 工事現場外の工場､

倉庫等は､ 立地上安全な場所を

選定しうるし､ 本条において不

可抗力による損害の負担を部分

的に発注者が負うこととしたの

は､ それらの損害の発生が工事

現場の特定といった面において､

ある程度発注者の意思に制約さ

れるものであり､ 反面､ 臨機の

措置 (第33条) その他発注者に

おいてもその回避のための努力

が期待しうるからでもある｡

エ) 工事現場に搬入済みの建設機

械器具

工事現場に搬入された建設機

械器具であり､ 請負者が所有し

ているか､ 借用しているか問わ

ない｡

第４項 発注者が負担する仮設

主任監督員か

ら報告をうけた

ときは､ 事後の

方針についての

意見を契約担当

者に報告しなけ

ればならない｡

担当監督員か

ら報告を受けた

ときは､

① 天災その他

不可抗力の災

害か確認する｡

② 請負者が善

良な管理者と

しての注意義

務を怠ったこ

とに基づくも

のでないか確

認する｡

③ 火災保険そ

の他の保険等

によりてん補

されるものが

ないか確認し､

総括監督員に

報告しなけれ

ばならない｡

請負者から天

災その他不可抗

力により損害を

生じた旨の報告

を受けたときは､

被災写真､ 出来

形写真､ 工事記

録簿､ 材料検査

簿､ 出来形管理

図等を提出させ

平面図､ 横断面

図等に出来高､

手戻り等を記入

するとともに､

異常気象資料等

を整備し､ 主任

監督員に報告し

なければならな

い｡
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

る費用の額の累計｣ と､

同項ただし書中 ｢損害合

計額のうち請負代金額の

100分の１に相当する額｣

とあるのは ｢損害合計額

のうち請負代金額の100

分の１に相当する額に既

に負担した額を加えた額｣

として同項を適用する｡

物､ 工事材料又は建設機械器具に

関する損害は､ ｢通常妥当と認め

られる｣ ものに係る損害に限られ

る｡ 仮設物､ 建設機械器具につい

ては､ 第18条により設計図書に指

定がない限り自主施工の原則に則

られる｣ ものに係る損害に限られ

る｡ 仮設物､ 建設機械器具につい

ては､ 第18条により設計図書に指

定がない限り自主施工の原則に則

り請負者の裁量に委ねられている

ものである｡ また､ 工事材料につ

いても､ 第24条第１項により設計

図書に品質の規定がない場合には､

中等の品質のものを使用すれば十

分とされており､ 工事材料の選択

は請負者に委ねられている(｢通常

妥当｣ とは､ 工事材料については､

中等の品質という意味である｡)し

たがって､ 請負者が通常妥当と認

められる範囲を超えて特殊な､ あ

るいは､ 不必要な仮設物､ 建設機

械器具､ 上等な品質の工事材料を

選定した場合には､ 事故のリスク

の上にこれらを選定しているので

あるから､ 発注者は､ 仮設物､ 建

設機械器具､ 工事材料が通常妥当

と認められるものであったら生じ

たであろう損害のみを負担すれば

十分である｡ また､ 通常妥当と認

められる仮設物等を用いれば損害

は発生しなかったのに､ 通常妥当

と認められない仮設物等を用いた

ことによって損害を生じた場合に

は､ 発注者は､ その損害を負担す

る必要はない｡

工事目的物､ 仮設物､ 工事材料

又は建設機械器具については､ 発

注者と請負者の間で確認すること

ができるものでなければならない｡

すなわち､ 工事目的物､ 仮設物､

工事材料又は建設機械器具につい

ては､ 発注者が工事材料の検査

(第24条第２項)､ 監督員の立会

(第25条第１項及び第２項)､ 部分

払いのための確認 (第45条第３項)､

その他請負者の工事に関する記録

等により確認しうるものに係る額

に限られる｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第２項 契約担当者は､

前項の完成届出書の提出

を受けたときは､ その日

から14日以内に請負者の

立会の上設計図書に定め

るところにより建設工事

の完成を確認するための

主任監督員か

ら報告を受けた

ときには､ 完成

届出書を契約担

当者に進達しな

ければならない｡

担当監督員か

ら報告を受けた

ときには､ 審査

をし､ 総括監督

員に報告しなけ

ればならない｡

請負者から完

成届出書が提出

されたときは､

速やかに次に掲

げる調査を行い､

主任監督員に報

告しなければな

第１項 請負者は､ 建設

工事を完成したときは､ 様

式第16号による完成届出書

を契約担当者に提出しなけ

ればならない｡

第５項 請負者は､ 検査

に合格しなかった旨の第２
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

検査を完了し､ かつ､ 当

該検査の結果を請負者に

通知しなければならない｡

この場合において､ 契約

担当者は､ 必要があると

認められるときは､ その

理由を請負者に通知して､

工事目的物を最小限度の

範囲に限り破壊して検査

することができる｡

第３項 第27条第５項

の規定は､ 前項後段の検

査に準用する｡

第４項 契約担当者が､

検査に合格した旨の第２

項の規定による通知をし

たときは､ 工事目的物の

引渡しが行われたものと

みなす｡

らない｡

① 出来形管理､

品質管理､ 写

真管理等の関

係書類につい

て現場代理人

に説明させ､

数値を確認し､

関係書類を整

備させる｡

② 現場に例え

ば､ 測点､ 寸

法等のマーキ

ングを行わせ､

現場代理人立

会の上､ 出来

形を設計図書

に基づいて確

認する｡ ただ

し､ 大規模工

事及び重要構

造物の出来形

の確認に当たっ

ては､ 主任監

督員の立会を

求める｡

項の規定による通知を受け

たときは､ 直ちに修補しな

ければならない｡ この場合

のこの条の規定の適用につ

いては､ 第１項中 ｢建設工

事が完成したときは､ 様式

16号による完成届出書｣ と

あるのは ｢修補が完了した

ときは､ 様式第17号による

修補完了届出書｣ とし､ 第

２項中 ｢完成届出書｣ とあ

るのは ｢修補完了届出書｣

とする｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 契約担当者は､

第39条第４項の規定によ

り引渡しが行われたとみ

なされる前においても､

請負者の承諾を得て､ 工

事目的物の全部又は一部

を使用することができる｡

第２項 前項の場合に

おいて､ 契約担当者は､

その使用部分を善良な管

理者の注意をもって使用

しなければならない｡

第３項 契約担当者が､

第１項の規定により工事

目的物の全部又は一部を

使用したことによって請

負者に損害を及ぼしたと

きは､ 県は必要な費用を

負担しなければならない｡

第４項 第26条の２第

４項の規定は､ 前項の規

定により県が負担する費

用の額の決定に準用する｡

主任監督員か

ら報告をうけた

ときは､ 審査し､

契約担当者に報

告しなければな

らない｡

工事目的物の

部分使用をする

必要があるとき

は､ 請負者に対

する同意願いに

意見を付して､

総括監督員に報

告しなければな

らない｡

第１項は､ 単に ｢第39条第４項

の規定による引渡し前｣ と規定し

ているだけであり､ 発注者が使用

を希望している当該部分の完成の

有無や当該部分に相応する請負代

金の支払いの有無は､ 部分使用の

可否と直接関係するものでない｡

このことは､ 部分引渡しが工事の

部分的完了に伴いなされるもので

あり､ かつ､ 当該部分に相応する

請負代金の支払いと結びついてい

ることと基本的に異なるものであ

る｡

第２項は､ 発注者は､ 使用部分

に損傷を与えることのないように

注意すべき義務を課され､ 使用部

分を加工したり､ 現状を変更した

りすることは許されない｡

このように､ 部分使用中は､ 発

注者は､ 使用部分を善良な管理者

の注意義務をもって使用すべきこ

とになるが､ 請負者の管理責任は

なくならない｡ 部分使用中は､ 未

だ工事が完成しておらず､ 引渡し

前でもあるので､ 他の施工中の部

分と同様に､ 請負者は､ 管理責任

を負うことになる｡

なお､ 部分引渡しの場合は､ 引

き渡された部分の所有権は完全に
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

移転し､ 請負者に管理責任は全く

ない｡

したがって､ 請負者は､ 引き渡

された部分について生じた損害を

負担することなく､ 瑕疵担保責任

を負うのみである｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第３項 契約担当者は､

前項の規定による確認の

請求を受けた日から14日

以内に､ 請負者の立会の

上､ 設計図書に定めると

ころにより､ 同項の確認

をするための検査を行い､

かつ､ 当該検査の結果を

請負者に通知しなければ

ならない｡

第４項 第27条第５項

及び第39条第２項後段の

規定は､ 前項の検査に準

用する｡

出来形歩合調

書により出来形

を確認し証明の

上､ 契約担当者

に進達するもの

とする｡

担当監督員か

ら出来形歩合調

書が提出された

場合には､ 出来

形を審査し､ 総

括監督員に提出

しなければなら

ない｡

部分払いの請

求をさせるとき

は､ 昭和52年８

月22日付け改正

管第234号 ｢建

設工事請負代金

の部分払いの取

扱いについて｣

及び昭和45年９

月21日付け管第

369号 ｢出来形

歩合調書の作成

について｣ に基

づき作成させる

ものとし､ これ

に基づき遅滞な

く工事の出来形

を調査し､ 出来

形歩合調書を作

成し､ 主任監督

員に提出しなけ

ればならない｡

第１項 請負者は､ 建設

工事の完成前に､ 出来形部

分又は製造工場等にある特

殊な工場製品に相応する請

負代金相当額 (以下 ｢出来

形金額｣ という｡) の10分

の９以内の額について､ 部

分払を請求することができ

る｡ ただし､ 前払金があっ

た場合においては特に必要

があると認める場合を除き､

出来形が､ 現になされた前

払金の請負代金額に対する

割合に10分の１を加えた率

以上に達したときに限る｡

第２項 請負者は､ 前項

の規定による請求をしよう

とするときは､ 契約担当者

に対して､ あらかじめ､ 様

式19号による出来形確認請

求書を提出して､ 当該請求

に係る出来形部分及び製造

工場等にある特殊な工場製

品の確認を請求しなければ

ならない｡

第５項 出来高金額は､

当事者が協議して定める｡

ただし､ 請負者が第３項の

通知を受けた日から10日以

内に協議が整わない場合に

は､ 契約担当者が定め､ 請

負者に通知する｡

第６項 請負者は､ 検査

に合格した旨の第３項の規

定による通知を受けたとき

は､ 請求書に様式第18号に

よる請求明細書を添えて部

分払金の支払を請求するこ

とができる｡ この場合にお

いては､ 契約担当者は､ 当

該請求を受けた日から14日

以内に部分払金を支払わな

ければならない｡

第７項 部分払金の額は､

次の式により算定する｡

出来高金額× (�
�

���－
(前払金額／請負金額))

第８項 第１項の規定に

よる部分払の請求回数は､

｢第42条第１項｣

請負者は､ １件の請負代金額が

200万円以上の建設工事に要する

費用について､ 建設工事請負契約

書記載の建設工事完成の時期を保

証期限とする保証事業会社との保

証委託契約 (以下 ｢保証委託契約｣

という｡) を締結し､ その保証証

書を契約担当者に提出して､ 請負

代金額の10分の４以内の額の前払

金の支払を請求することができる｡
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

次の各号に掲げる請負代金

額の区分に応じ当該各号に

掲げる回数以内とする｡ た

だし､ 契約担当者が特に必

要があると認めたときは､

請求回数を増加することが

できる｡

� 請負代金額100万円以

上2,000万円未満…２回

� 請負代金額2,000万円

以上5,000万円未満…３

回

� 請負代金額5,000万円

以上…４回

第９項 第６項の規定に

より部分払金の支払があっ

た後､ 再度部分払の請求を

する場合においては､ 第１

項中 ｢請負代金相当額｣ と

あるのは ｢請負代金相当額

から既に部分払の対象となっ

た請負代金相当額を控除し

た額｣ とする｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 第39条及び第

40条の規定は､ 契約担当

者が設計図書において建

設工事の完成に先立って

工事目的物の一部の引渡

しを受けるべきことを指

定した部分又は工事目的

物の一部が完成した場合

には当該部分を引き渡す

ことについて当事者の合

意が成立した部分 (以下

｢一部引渡指定部分｣ と

いう｡) がある場合にお

いて当該一部引渡指定部

分が完成した場合に準用

する｡ この場合において､

第39条中 ｢建設工事｣ と

あるのは ｢一部引渡指定

部分に係る工事｣ と､

｢工事目的物｣ とあるの

は ｢一部引渡指定部分に

係る工事目的物｣ と､ 第

40条中 ｢請負代金｣ とあ

るのは ｢部分引渡しに係

る請負代金｣ と読み替え

る｡

設計図書において指定した部分 (指定部分) があ

る場合及び工事目的物について指定部分がない場合

において工事目的物の一部が完成しその引渡しにつ

いて合意が成立した場合には､ 出来形設計書を作成

し､ 第39条を準用して既済部分検査を受けなければ

ならない｡

部分引渡しの対象となるものは､

発注者が ｢設計図書において指定

した部分 (指定部分)｣ とされて

いるが､ これを設計図書で定める

こととしたのは､ 部分引渡しが検

査及び請負代金の支払等について

工事の全体の完成時における引渡

しと同様の取扱いを受けるため､

どの部分がその対象として考えら

れているかを明確にしておく必要

があるからである｡

この場合､ 発注者が部分引渡し

の対象として指定し得る部分は

｢引渡し｣ の対象になり得ること､

すなわち､ 他の部分と分けて特定

することができ (可分性)､ 管理

責任の移転ができる部分であるこ

とが必要である｡ ただし､ 部分引

渡しを行うか否かは､ あくまでも

発注者の判断であり､ 契約前に､

あらかじめ設計図書に指定してお

くことが必要である｡

部分引渡しと類似のものとして､

第41条に定める部分使用があるが､

部分使用については､ 当該部分の

所有権の帰属については､ 議論が

あるところであるが､ 使用部分の

当該部分の管理責任は､ 請負者に

残されている｡ 一方､ 部分引渡し

を受けた部分は､ 議論の余地なく

明らかに発注者の所有権が帰属す

ることとなり､ 請負者は管理責任

を負わない｡ このように部分引渡
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契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

しを行った後においては､ 当該部

分について､ 不可抗力により損害

を生じた場合においても､ 請負者

は何等責任を負うものでなく､ 発

注者が当然その負担を負うことと

なる｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 契約担当者は､

請負者が次の各号のいず

れかに該当するときは､

請負契約を解除すること

ができる｡

� 正当な理由なく､ 建

設工事に着手すべき期

日を過ぎ､ かつ､ 相当

の期間を定めてその着

手の催告をしたにもか

かわらずその期間内に

該当建設工事に着手し

ないとき｡

� その責めに帰すべき

事由により工期内に建

設工事を完成しないと

き､ 又は工期経過後相

当の期間内に建設工事

を完成する見込みが明

らかにないと認められ

るとき｡

� 相当の期間を定めて

その設置を催告したに

もかかわらずその期間

内に第22条第１項各号

に掲げる者を設置しな

かったとき｡

� 前３号に掲げる場合

のほか､ 請負契約に違

反し､ その違反により

請負契約の目的を達す

ることができないと認

められるとき｡

� 第54条第１項の規定

によらないで請負契約

の解除を申し出たとき｡

第２項 前項の規定に

より請負契約を解除しよ

うとするときは､ 様式第

20条による請負契約解除

通知書により､ 請負者に

通知するものとする｡

第４項 契約担当者は､

第12条第１項の規定によ

り契約補償金の給付又は

これに代わる担保の提供

が行われているときは､

当該契約保証金又は担保

主任監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 事実を

確認し､ 必要が

あると認められ

るとき､ 契約担

当者に報告しな

ければならない｡

担当監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 請負者

より事情を聴取

する等の調査を

行い､ 契約の履

行が危ぶまれる

と認められる場

合は､ 総括監督

員に報告しなけ

ればならない｡

工期内に工事

を完成する見込

がないとき､ 又

は正当な理由が

ないのに工事に

着手しないとき､

その他契約の履

行が危ぶまれる

と認められると

きは､ 主任監督

員に報告しなけ

ればならない｡

第３項 第１項の規定に

より請負契約が解除された

場合においては､ 請負者は

請負代金額の10分の１に相

当する額を違約金として契

約担当者の指定する期間内

に支払わなければならない｡

第１項第１号は､ 正当な理由な

く工事に着手すべき期日を過ぎて

も工事に着手しないときは､ 契約

を解除できることとしている｡

｢工事に着手すべき期日｣ とは､

設計図書に定められている場合に

は､ その期日であるが､ その定め

がないときは､ 契約書上の工期の

初日が ｢工事に着手すべき期日｣

と解する｡

また､ ｢着手｣ とは､ 現実に工

事の施工を始めることに限らず､

労働者募集､ 施工計画表の作成､

現場調査等の施工準備行為が含ま

れる｡

第２号に定める解除要件は､ 請

負者の責に帰すべき事由により工

期内に完成しないときと請負者の

責に帰すべき事由により工期経過

後相当の期間内に工事を完成する

見込みがないと明らかに認められ

るときの２つである｡ ｢相当の期

間｣ とは､ 工期の長さ､ 従来の履

行状況､ 残工事量等を勘案して個

別に判断することとなるが､ 契約

を解除して残工事を新たな請負者

に工事完成させた場合の完成時期

が一つの目安となろう｡

第３号は､ 主任技術者又は監理

技術者を設置しなかった場合を解

除要件としている｡

第４号は､ 第１号から第３号ま

でに掲げる場合以外に､ 請負者が

契約に違反し､ その違反により契

約の目的を達することができない

と認められる場合を解除要件とし

ている｡ ｢契約に違反し｣ とは､

本約款において請負者に課してい

る付随的債務を含む種々の義務に

違反するときである｡ また､ ｢契

約の目的を達することができない

と認められるとき｣ とは､ 工期内

に工事が完成しないと認められる

場合､ 工事の完成が不能と認めら

れる場合や工事が工期内に完成し

ても不完全履行となると認められ

る場合､ 例えば､ 工事材料の検査

義務違反等重ねたため設計図書に
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をもって前項の違約金に

充当することができる｡

定められた強度を持たない工事目

的物が完成されると認められる場

合などを意味する｡

第５号による解除は､ 第54条に

おいて請負者の解除要件が定めら

れているにもかかわらず､ その解

除要件以外による解除の申出によっ

て工事契約の履行拒否の意思を明

示したことを解除要件とする特定

解除である｡ なお､ 契約の一方当

事者が契約解除の申し出をし､ 他

方がこれに応じれば､ 法定､ 約定

の解除要件の有無にかかわらず､

解除が成立する｡ これは､ 合意解

除と呼ばれ､ 特に定めのない限り､

損害賠償請求を行うことはできな

い｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

主任監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 内容を

審査し､ 契約担

当者に報告しな

ければならない｡

担当監督員か

ら報告を受けた

ときは､ 意見を

付して､ 総括担

当監督員に報告

しなければなら

ない｡

請負者から契

約解除の申し出

を受けたときは､

直ちに主任監督

員に報告しなけ

ればならない｡

第１項 請負者は､ 次の

各号のいずれかに該当する

ときは､ 請負契約を解除す

ることができる｡

� 第29条第１項の規定に

より設計図書を変更した

ため請負代金額が３分の

２以上減少したとき｡

� 第29条の２第１項又は

第２項の規定による建設

工事の施工の中止期間が

工期の10分の５ (工期の

10分の５が６月を超える

ときは､ ６月) を超えた

とき｡ ただし､ 中止が建

設工事の一部のみの場合

は､ その一部を除いた他

の部分の工事が完了した

後３月を経過しても､ な

おその中止が解除されな

いとき｡

� 契約担当者が請負契約

に違反し､ その違反によ

り契約の履行が不可能と

なったとき｡

第２項 請負者は､ 前項

の規定により請負契約を解

除した場合において､ 損害

があるときは､ その損害の

賠償につき必要な費用の負

担を県に請求することがで

きる｡

第１項第１号は､ 事情変更によ

る法的解除権を約定により具体化

するものである｡

｢第29条第１項の規定｣ は､ 発

注者は､ その都合により設計図書

を変更できることを定めている｡

同項では､ 必要があるときは工期

又は請負代金額を変更し､ 又は損

害を及ぼしたときは必要な費用を

発注者が負担しなければならない

としているため､ 請負者が損害を

受けることがないように思われる｡

しかし､ 設計図書の変更により請

負代金額が増額される場合には､

請負者が技術的､ 経営的に対応で

きる限り､ 請負者の利益にもかな

うことであるが､ 設計図書の変更

により請負代金額が著しく減額さ

れる場合には､ 請負者は､ 当初期

待していた売上､ 利益を手にする

ことができなくなり､ 工事を完成

して減額された請負代金額を受け

取ることに何の価値も見いだせな

くなることがある｡ このため､ 本

号では､ 設計図書の変更により請

負代金額が２／３以上減少したと

きを解除要件として規定している｡

第２号は､ ｢第29条第１項又は

第２項の規定｣ は､ 請負者の責に

帰すことができない事由により工

事の施工ができないと認められる

とき､ 発注者は工事の中止をしな

ければならないこと､ その他の場

合にも､ 発注者は､ その都合によ

り工事を中止できることを定めて

いる｡ 同条第３項では､ 必要があ

るときは工期の又は請負代金額を

変更し､ 又は､ 必要な費用を発注
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者が負担しなければならないこと

としているため､ 請負者が損害を

受けることはないように思われる｡

しかし､ 工事の中止が長期に及ん

だ場合には､ 請負者は､ 当初の工

期末以後の請負契約獲得の機会を

逸失することとなり､ また､ 以後

の工事計画が大幅に狂うことにな

り､ 経営条大きな影響を与えるこ

ととなる｡ このため､ 本号では､

工事の中止期間が長期に及んだ場

合を解除要件として規定している｡

第３号の､ ｢契約担当者が契約

に違反し｣ とは､ 請負代金の支払､

費用の負担､ 支給材料又は貸与品

の引渡し等約款､ 規則の各条項に

定められた発注者の義務を果たさ

ないことである｡

また､ ｢不可能となったとき｣

というのは厳格に解すれば､ 本号

の適用の余地は､ ほとんどあり得

なくなるが､ ここでは､ 契約違反

による前払金や部分払金の不払の

程度が著しくひどく請負者が資材

の調達に著しい困難をきたすよう

な場合､ 代替の余地があまりない

支給材料又は貸与品が給付されな

い場合など工事を完成することを

著しく困難とするような場合も含

まれるものと解する｡

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

第１項 第39条第２項

から第４項までの規定は､

請負契約が解除された場

合において準用する｡

この場合において､ 同

条第２項前段中 ｢前項の

完成届出書の提出を受け

たとき｣ とあるのは ｢解

除の通知をし､ 又は解除

の通知を受けたとき｣ と､

｢建設工事の完成｣ とあ

るのは ｢出来形部分｣ と､

同条第４項中 ｢工事目的

物｣ とあるのは ｢出来形

部分及び部分払の対象と

なった特殊な工場製品｣

と読み替える｡

第２項 契約担当者は､

前項の定によって準用さ

れる第39条第２項前段の

規定による通知をしたと

きは､ 前項の規定によっ

て準用される第39条第２

項前段の検査に合格した

出来形部分に相応する請

第36条 (不可抗力による措置)､ 第52条 (契約担

当者の解除権)､ 第53条及び第54条 (請負者の解除

権) の方針が決定し､ 既成部分の引渡しを受ける場

合には､ 取引の対象となる部分の出来形を調査し､

精算設計書を作成の上､ 第39条を準用して既済部分

検査を受けなければならない｡

ただし､ 出来形調査に当たっては､ 現場及び写真

等により確認できるものをいい､ 工事現場に搬入し

た材料は､ これを含まないものとする｡

第４項 第２項の場合に

おいて､ 第42条の規定によ

る前払金があったときは､

当該前払金の額 (第45条の

規定による部分払をしてい

るときは､ その部分払にお

いて償却した前払金の額を

控除した額) を第２項の検

査に合格した出来形部分に

相応する請負代金額から控

除した額を支払い､ 受領済

みの前払金に余剰があると

きは､ 請負者はその余剰額

を返還しなければならない｡

第５項 前項の規定によ

る返還に当たっては､ 当該

余剰額に前払金の支払の日

から返還の日までの日数に

応じ､ 年8.25パーセントの

割合で計算した額の利息を

付さなければならない｡

ただし､ 前２条の規定に

よる解除の場合にあっては､

この限りでない｡

第６項 請負者は､ 請負

[解除の効果]

契約が解除された場合の一般的

な効果については､ 民法第545 条

に規定がなされており､ 契約当事

者は､ 現状回復義務及び相手方に

与えた損害賠償義務を負うことと

されている｡ しかし､ 建設工事に

あたっては､ 契約の解除に伴う現

状回復について､ 出来形部分の取

壊しにより被る両当事者の時間的､

経済的損失は莫大なものであるな

ど､ 出来形部分の取壊し､ 支給材

料の返還､ 工事用地等の整地等と

いった点で問題があり､ 現状回復

は､ 極めて不経済かつ不合理なこ

とである｡

そこで､ 判例・通説においても

工事の完成部分については解除を

なし得ないとか､ 建設工事の請負

契約の解除には遡及効がないとさ

れているところである｡

本条では､ 民法の規定だけでは

律しきれないこれらの問題につい

て､ 解除の遡及効を認めないこと

を契約上明確にして解決を図った
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負代金額を請負者に支払

わなければならない｡

第３項 第45条第５項

の規定は､ 項の出来形部

分に相応する請負代金額

の決定について準用する｡

この場合において､ 同条

第５項本文中 ｢出来形金

額｣ とあるのは ｢第１項

の規定により準用される

第39条第２項前段の検査

に合格した出来形部分に

相応する請負代金額｣ と､

同項ただし書中 ｢第３項

の通知を受けた日から10

日以内｣ とあるのは ｢第

１項の規定により準用さ

れる第39条第２項前段の

規定による通知を受けた

日から14日以内｣ と読み

替える｡

※第９項に一部関係項目

がある｡ 請負者の項参照

のこと｡

契約が解除された場合にお

いて､ 支給材料があるとき

は､ 第２項の検査に合格し

た出来形部分に使用されて

いるものを除き､ 契約担当

者に返還しなければならな

い｡ この場合において､ 当

該支給材料が請負者の故意

若しくは過失により滅失し､

若しくはき損したとき､ 又

は第２項の検査に合格しな

かった出来形部分に使用さ

れているときは､ 代品若し

くは原状に復した支給材料

を返還し､ 又は返還に代え

てその損害につき必要な費

用を負担しなければならな

い｡

第７項 請負者は､ 請負

契約が解除された場合にお

いて､ 貸与品があるときは､

当該貸与品を契約担当者に

返還しなければならない｡

この場合において､ 当該貸

与品が請負者の故意又は過

失により滅失し､ 又はき損

したときは､ 代品若しくは

原状に復した貸与品を返還

に代えてその損害を賠償し

なければならない｡

第８項 第26条の３第３

項及び第５項の規定は､ 契

約が解除された場合に準用

する｡ この場合において､

同条第３項中 ｢建設工事の

完成､ 設計図書の変更等｣

とあるのは ｢請負契約の解

除｣ と､ 同条第５項中 ｢前

項の期限までに｣ とあるの

は ｢次項の期限までに｣ 読

み替える｡

第９項 第６項前段及び

第７項前段の規定による請

負者のとるべき措置の期限､

方法等については請負契約

の解除が請負者の責めに帰

すべき事由によるときは､

契約担当者が定め､ 請負契

約の解除が請負者の責めに

帰すべき事由によらないと

きは請負者が契約担当者の

意見を聴いて定めるものと

し､ 第６項後段､ 第７項後

段及び第８項において準用

する第26条の３第３項の規

定による請負者のとるべき

措置の期限､ 方法等につい

ては契約担当者が請負者の

意見を聴いて定めるものと

する｡

ものである｡

[出来形部分]

出来形部分については､ まず､

発注者の検査を受けなければなら

ず､ 発注者は､ 検査に合格した部

分のみの引渡しを受けた部分に相

応する請負代金額を支払うことと

なる｡ これは､ 既に施工された部

分については､ 取壊し､ 撤去する

ことにより生ずる両当事者の時間

的､ 経済的喪失を考えれば､ 現状

回復するのではなく､ これを価値

あるものと評価してなるべく利用

すべきものとの考えによるが､ 出

来形部分の状態､ 品質等から出来

形部分が価値あるもの､ 利用に適

さないものであれば､ それに対し

て対価を支払う理由はないので､

検査を行うこととしたものである｡

[支給材料]

支給材料は､ 加工したり､ 切断

したりして工事目的物のために使

用すべき性格のものであるから､

発注者が支給したものであるから

といって､ 単純にすべてを返還す

ることが原則となるものではなく､

場合を分けて考える必要がある｡

使用済みの支給材料については､

出来形部分として検査に合格した

部分に使用されているものは､ 当

該部分が発注者に引渡されるもの

であるから､ これを返還する必要

がないことはもちろんである｡ し

かしながら､ 出来形検査に合格し

なかった部分に使用されているも

のは､ 発注者として評価すべき価

値がないわけであるから､ 本来は

返還すべきこととなる｡ しかし､

これは事実上不可能であるから､

代品を納めるとか､ 支給材料につ

いて損害賠償をすべきことになる｡

ただし､ 返還が可能な場合は､ 修

復して返還しても構わない｡

未使用の支給材料については､

原則として､ 発注者に返還しなけ

ればならない｡

[貸与品]

貸与品は､ 第26条の３の規定に

より発注者から請負者に貸与され

ている建設機械器具であるから､

当然発注者に返還しなければなら

ない｡ この場合において､ 貸与品

が請負者の使用若しくは保管上の

故意又は過失により損傷を受けて

いるときは､ これをそのまま返還

するのではなく､ 代品を納めるか､

修復してから返還すべきことにな

る｡ そして代品納入又は修復返還

に代えて貸与品についての損害を

賠償しなければならない｡



― 36 ―

契 約 担 当 者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

[工事用地等]

請負者は､ その所有又は管理す

る物件を工事用地等の外に撤去し､

工事用地等を修復し､ 取り片付け

て発注者に明け渡さなければなら

ず､ 請負者が相当の期間内に､ こ

れを行わない場合には､ 発注者は､

代執行できるとしている｡ 撤去す

べき物件の中には､ 請負者が自ら

所有又は管理するものだけでなく､

かっこ書で明示しているように､

下請負人の所有又は管理するもの

も含まれる｡ 後者については､ 請

負者は､ 下請負人との契約におい

て､ 請負者が撤去できる旨を規定

しておくことが､ 請負者と下請負

人との紛争を未然に防ぐために望

ましい｡

[解除に伴う措置の期限､ 方法等]

支給材料又は貸与品の返還につ

いては､ 原則として､ 第52条の規

定による解除の場合 (請負者の帰

責事由のある場合) には､ 発注者

が定め､ 第53条又は第54条の規定

により解除の場合 (請負者の帰責

事由がない場合) には､ 請負者が

発注者の意見を聴いて定める｡

ただし､ 請負者の故意又は過失に

より滅失又は毀損した場合等にお

ける支給材料又は貸与品の返還｡

代品納入等については､ 発注者が

請負者の意見を聴いて定めること

とする｡ また､ 物件の撤去､ 工事

用地等の修復､ 明渡しについては､

解除規定にかかわらず､ 発注者が

請負者の意見を聴いて定めること

とする｡

請負者のとるべき措置の ｢期限､

方法等｣ には､ 支給材料又は貸与

品の返還期日､ 返還場所､ 工事用

地等の明渡期日､ 修復､ 取り片付

け方法等が含まれることとなる｡



土木工事監督技術基準

(目 的)

第１ 土木工事における請負契約の適正な履行を確保するため､ 監督業務の技術基準を定めることにより､

監督業務の合理化と適切な実施を図ることを目的とする｡

(適 用)

第２ この基準は､ 交通基盤部の所掌する土木工事 (農林土木工事を除く) における監督員の一般的な監督

業務の標準を示すものである｡ 監督員は工事の施工に際し､ この基準に基づいて監督を行うものとする｡

ただし､ 工事内容等によりこの基準を適用することが不適当と判断される場合は､ この基準によらない

ことができる｡

(方 法)

第３ 監督の方法は次による｡

１) 審査�受注者から提出された書類 (計画書､ 報告書､ データ､ 図面､ 写真等) について監督員が自ら

検討することをいう｡

２) 立会�設計図書に示された項目について､ 監督員が臨場し､ 内容を確かめることをいう｡

３) 段階確認�設計図書に示された施工段階において監督員が臨場等により､ 出来形､ 品質､ 規格､ 数量

を確認をすることをいう｡

(手続き)

第４ 立会､ 段階確認の手続きは次による｡

なお､ 電子メールの使用環境が整っていない場合は､ 紙文書により実施する｡

１) 立会､ 段階確認は､ 施工計画書に実施予定を記載する｡

２) 受注者は､ ｢段階確認・立会願｣ に発議日､ 種別､ 細別､ 確認項目､ 確認予定日を記入し､ 担当監督

員に電子メールにより送信する｡

３) 担当監督員は受信した ｢段階確認・立会願｣ に確認方法､ 確認日､ 確認者を記入し受注者に送信する｡

４) 立会､ 段階確認を実施する｡

５) 担当監督員は､ ｢段階確認・立会願｣ に確認結果､ 監督員確認日を記入し､ 確認した箇所に係る書面

を添付し､ 総括監督員の確認を受け､ ｢段階確認・立会願｣ を受注者に電子メールにより送信する｡

６) 受注者は､ ｢段階確認・立会願｣ を保管し､ 中間検査時に ｢段階確認・立会願｣ に確認した箇所に係

る書面を添付し提示し､ 完成検査時は提出する｡
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第１編 共 通 編
第１章 総 則

第１節 総 則

― 38 ―

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

施 工 計 画 工 事 概 要 審 査 着手前・変更

時

１�１�４ １. 工事名､ 施工場所､ 施工期限

２. 工種､ 種別､ 細別､ 数量

計画工程表 審 査 着手前・変更

時

１�１�４ １. 工事名､ 工事箇所､ 工期､ 工種､

数量

２. バーチャート工程表､ 進捗率曲線

現 場 組 織 審 査 着手前・変更

時

１�１�４ １. 管理者､ 組織表

安 全 管 理 審 査 着手前・変更

時

１�１�４

１�１�26

１. 安全委員会､ 安全組織管理表

２. 安全訓練､ 研修実施計画の確認

指 定 機 械 審 査 着手前・変更

時

１�１�４ １. 指定機械の名称､ 規格､ 指定番号

台数

２. 指定機械の搬入時期

主 要 資 材 審 査 着手前・変更

時

１�１�４

２�２

１. 使用資材の品目､ 種類､ 品質

２. 使用資材の材料検査､ 搬入時期､

方法

施 工 方 法 審 査 着手前・変更

時

１�１�４

１�１�７

１. 関係機関､ 地元調整､ 使用用地の

確保

２. 工事の施工方法､ 主要機械､ 仮設

の方法

緊急時の体制･

対 応

審 査 着手前・変更

時

１�１�４ １. 緊急時の連絡体制､ 組織､ 責任者

２. 緊急時に備える器具､ 照明､ 工具

交 通 管 理 審 査 着手前・変更

時

１�１�４

１�１�32

１. 一般交通整理の方法､ 警備員の配

置

２. 工事用道路の維持管理､ 補修

３. 警察署への連絡体制

環 境 対 策 審 査 着手前・変更

時

１�１�30 １. 周辺地域への環境対策

現場作業環境

の 整 備

審 査 着手前・変更

時

１�１�４ １. 休憩所の設備など快適な作業環境

２. 地域住民との対話のできる環境

再生資源の利

用 促 進

審 査 着手前・変更

時

１�１�４

１�１�18

１. 建設副産物の再利用計画

２. 建設副産物の処理計画

施工管理計画 出来形管理 審 査 着手前､ 資料

提出の都度

１�１�４ １. 管理項目､ 管理方法､ 資料整備の

状況

２. 管理結果と現場の状況

品 質 管 理 審 査 着手前､ 資料

提出の都度

１�１�４ １. 管理項目､ 管理方法､ 資料整備の

方法

２. 管理結果と現場の状況

工 程 管 理 審 査 着手前､ 資料

提出の都度

１�１�４ １. 管理項目､ 管理方法､ 資料整備の

方法

２. 管理結果と現場の状況

現 場 管 理 審 査 着手前､ 資料

提出の都度

１�１�４ １. 施工計画項目の実施状況

２. 現場実施状況



第２章 土 工

第３節 河川土工・海岸土工・砂防土工

第４節 道 路 土 工
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

工 事 測 量 仮ＢＭの水準

高

審査､ 立会 着手前 １�１�37 １. 基準水準点のチェック

２. 基準高､ 場所､ 設置状況

中心線法線 審査､ 立会 着手前 １�１�37 １. 中心線 (法線) の確認､ 控杭の設

置

丁 張 審査・立会 着手前 １�１�37 １. 用地境界杭等の確認

土 捨 場

土 取 場

審査・立会 着手前 １�１�37 １. 測量の結果

２. 土取場・土捨場用地境界の確認

用地境界杭 審査・立会 随 時 １�１�37 １. 用地境界杭の位置確認

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

掘 削 工

(切土工)

掘削方法､ 順

序

立 会 随 時 ２�３�１ １. 重要工作物に接する箇所の掘削方法

２. 湧水､ 雨水の処理

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 １. 掘削の基準高､幅､法長および勾配

盛 土 工 伐開､ 除根､

段 切 等

立 会 随 時 ２�３�３ １. 除却､ すきとり､ 段切の施工状況

２. 盛土地盤にヘドロ等の不良土質が

現われた場合の処理の適否

ま き 出 し 立 会 随 時 ２�３�３ １. 土質の適否

２. 各層まき出し厚さの適否

３. 大玉石等の処理､ 空ゲキ､ 填充状

況､ 草木根の混入

締 め 固 め 立 会 随 時 ２�３�３ １. 転圧､ 機種､ 通過軌跡

２. 含水状況

３. 構造物附近の締固め

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 １. 築堤の基準高､幅､法長および勾配

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

堀 削 工

(切土工)

土質の変化 立 会 随 時 ２�４�１ １. 土質の状況

切取方法及び

順 序

立 会 随 時 ２�４�２ １. 重要工作物に接する箇所の掘削方法

２. 湧水､ 雨水の処理

法 面 立 会 随 時 ２�４�２ １. 浮石の処理

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 １. 切土の基準高､ 幅､ 法長及び勾配



第３章 無筋､ 鉄筋コンクリート

第３節 コンクリート

第２編 材 料 編
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

路体盛土工

路床盛土工

伐開､ 除根､

段 切 等

立 会 随 時 ２�４�３

２�４�４

１. 除却､ すきとり､ 段切の施工状況

２. 盛土､ 地盤にヘドロ等の不良土質

が現れた場合の処理の適否

ま き 出 し 立 会 随 時 ２�４�３

２�４�４

１. 土質の適否

２. 各種のまき出し厚さの適否

３. 泥､ 草木根の混入

路 床 面 立 会 500�に１回 ２�４�３ １. 締固め度

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 １. 支持力 (プルーフローリング)

２. 盛土の基準高､ 幅､ 法長及び勾配

軟弱地盤盛土 圧 密 沈 下 立 会 随 時 ２�４�３

２�４�４

１. 盛土量の確認方法

２. 沈下計器等の設置位置の適否

３. 沈下量､ 地表伸縮及び間ゲキ水圧

と地下水位

盛 土 工 法 立 会 随 時 ２�４�３

２�４�４

１. 盛土速度､ 一段階の高さ､ 時期､

厚さ､ 一様性

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

レディーミク

ストコンクリ

ート

配 合 審 査 １回／着手前 ３�３�２ １. 指定事項と配合報告書及び配合計

算書との対比

２. 試験内容の適否

強 度 試 験 審 査 １回／試験完

了時

３�３�２ １. 設計基準強度､ 配合強度と標準養

生強度との対比

２. 強度管理図の内容の適否

３. 試験内容の適否

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

材 料 全 材 料 審査・立会 使用前全材料 ２－２ １. 品質､ 規格､ 寸法の確認



第３編 土木工事共通編
第２章 一 般 施 工

第３節 共通的工種

第４節 基 礎 工
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

作 業 土 工 施 工 状 況 立会又は審査 随 時 ２�３�３ １. 土質の状況

２. 重要工作物に接する箇所の掘削方

法

３. 湧水､ 雨水の処理

矢 板 工 施 工 状 況 審査 随 時 ２�３�４ １. 土質の状況

２. 打込長の適否

法 枠 工 施 工 状 況 立会又は審査 随 時 ２�３�５ １. 法面清掃の適否

２. 配合の決定

３. 湧水の処理方法

出 来 形 立会又は段階

確認

完成時 ２�３�５ １. 吹付厚､ 法長､ 延長､ 高さ､ 幅､

枠中心間隔

吹 付 工 施 工 状 況 立会又は審査 随 時 ２�３�６ １. 配合の決定

２. 湧水の処理方法

３. 法面清掃の適否

４. 金網のかさね巾及び接合状態

５. アンカー鉄筋の堅固さ

６. 伸縮目地､ 水抜き孔

出 来 形 立会又は段階

確認

完成時 ２�３�６ １. 法長､ 延長､ 面積､ 吹付厚

植 生 工 施 工 状 況 立会又は審査 随 時 ２�３�７ １. 土質及び施工時期の適否

２. 配合及び肥料の適否

３. 法面清掃の適否

４. 土羽打状況､ 衣土の締固め状況

出 来 形 立会又は段階

確認

完成時 ２�３�７ １. 法長､ 延長､ 厚さ

防 止 柵 工 施 工 状 況 審 査 １回／着手前 ２�３�10 １. 設置場所の適否

路側防護柵工 施 工 状 況 審 査 １回／着手前 ２�３�11 １. 設置場所の適否

区 画 線 工 施 工 状 況 審 査 １回／着手時 ２�３�12 １. 施工箇所､ 施工方法､ 施工種類の

適否

道路付属物工 施 工 状 況 審 査 １回／着手時 ２�３�13 １. 設置箇所

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

砕石及び栗石

基 礎 工

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 ２�４�１

２�４�３

１. 基礎の巾､ 厚さの確認

２. 目潰を使用する場合には､ 目潰材

を加え充分搗固められているか確認

法留基礎工 出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 ２�４�３ １. 基礎の巾､ 厚さの確認

２. 裏込め材は充分搗固められている

か確認
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

鋼 杭 施 工 状 況 立会及び段階

確認

１回／着手時

(試験杭)

その他随時

２�４�４ １. 打止めの沈下量､ 偏心量の適否

２. 杭頭処理の適否

３. 溶接方法の適否

４. 杭の保管状況

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 ２�４�４ １. 杭打基礎の基準高

２. 杭長及び打込本数

プレキャスト

コンクリート

杭

施 工 状 況 立会及び段階

確認

１回／着手時

(試験杭)

その他随時

２�４�４ １. 打止めの沈下量､ 遍心量の適否

２. 杭頭処理の適否

３. 継手施工方法の適否

４. 杭の保管状況

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 ２�４�４ １. 杭打基礎の基準高

２. 杭長及び打込本数

場 所 打 杭

オールケー
シング
リバース
アースドリ
ル 工法

施 工 状 況 立会及び段階

確認

全 数 ２�４�５ １. 掘削方法の適否

２. 支持地盤の確認

３. 鉄筋カゴの形状､ 建込み

４. 杭頭処理の適否

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 ２�４�５ １. 基準高､ 杭長､ 偏心量

深 礎 工 施 工 状 況 立会及び段階

確認

全 数 ２�４�６

１編

３�７�４

１. 掘削状況及び山留め材の変位

２. 湧水及び土質の性状

３. 掘削長及び孔底地盤の確認

４. 鉄筋の組立及び建込の適否

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 ２�４�６ １. 基準高､ 杭長､ 偏心量

オ ー プ ン

ケ ー ソ ン

基 礎 工

施 工 状 況 立会及び段階

確認

全 数 ２�４�７ １. 鉄沓の据付の適否

２. 沈下の状況

３. 底部の地質の確認

配 筋 立会 全 数 １編

３�７�４

１. 配筋の適否

出 来 形 段階確認 全 数 ２�４�７ １. 断面､ 長さ､ 基準高

ニューマチッ

クケーソン

基 礎 工

施 工 状 況 立会及び段階

確認

全 数 ２�４�８ １. 鉄沓の据付の適否

２. 沈下の状況

３. 底部の地盤の確認

配 筋 立 会 全 数 １編

３�７�４

１. 配筋の適否

出 来 形 段階確認 全 数 ２�４�８ １. 断面､ 長さ､ 基準高

鋼 管 矢 板

基 礎 工

施 工 状 況 立会及び段階

確認

１回／着手時

(試験杭)

その他随時

２�４�９ １. 打込長､ 偏心量の適否

２. 支持力の確認

３. 杭頭処理の適否

４. 溶接方法の適否

５. 継手施工方法の適否

６. 杭の保管状況

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 ２�４�９ １. 施工延長､ 基準高



第５節 石・ブロック積 (張) 工

第６節 一般舗装工

１) 路 盤 工
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

床 堀 土質の変化 立会又は審査 随 時 ２�５�２ １. 基礎､ 袖取付部の過堀の防止

２. 基礎地盤の適否

３. 掘削高の適否､ 床均し

石・ブロック

積 (張)

施 工 状 況 段階確認 随 時 ２�５�３

２�５�４

２�５�５

１. 裏込砕石の厚さ

２. 胴､ 裏込コンクリートの適否及び

厚さ

３. 目地の位置､ 排水孔の設置状況

４. 裏型枠の使用状況

５. 背面土砂のつき固め状況

出 来 形 段階確認 完成時 ２�５�３

２�５�４

２�５�５

１. 基準高､ 胴込厚､ 裏込厚､ 法長､

勾配､ 延長

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

粒 状 路 盤

及 び 粒 度

調 整 路 盤

下 層 路 盤

(粒状路盤材)

立 会 １回／施工中 ２�６�２

２�６�５

１. 路床の状態

２. 路盤材の含水状態の適否

３. 締固め度の適否

上 層 路 盤

( 粒 度 調 整

路 盤 材 )

立 会 １回／施工中 ２�６�２

２�６�５

１. 路盤材の含水状態の適否

２. 締固め度の適否

出 来 形 立 会 完成時 ２�６�５ １. 路盤材の基準高､ 幅､ 厚さ､ 粒度

セメント・石

灰安定処理

配合 (下層・

上層路盤用)

審 査 １回／着手前 ２�６�２

２�６�５

１. 示方配合と実施配合の適否

２. 試験内容の適否

３. 指定粒度との対比

(合成骨材の粒度)

基 準 密 度 審 査 １回／着手前 ２�６�５

密度､ 強度､

厚 さ

立 会 １回／工事中 ２�６�５ １. 含水状態､ 締固め度

２. 路盤の密度､ 厚さ､ 強度

３. 試験内容の適否

出 来 形 立 会 完成時 ２�６�５ １. 路盤の基準高､ 幅

アスファルト

安 定 処 理

配 合 審 査 １回／着手前 ２�６�２

２�６�５

１. 示方配合との対比

２. 試験内容の適否

３. 指定粒度の対比

基 準 密 度 審 査 １回／着手前 ２�６�５

コアー採取密

度 厚 さ

立 会 １回／工事中 ２�６�２

２�６�５

１. 路盤の密度､ 厚さ

２. 試験内容の適否

出 来 形 立 会 全測点､ 完成時 ２�６�５ １. 路盤の基準高､ 幅



２) アスファルト舗装

３) コンクリート舗装工

第６編 河 川 編

第１章 築 堤・護 岸

第５節 法覆護岸工

第６節 擁壁護岸工
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

混合､ 運搬 配 合 審 査 １回／着手時 ２�６�５ １. 示方配合と実施配合との対比

２. 試験内容の適否

混合物のアス

ファルト量

審 査 １回／着手時 ２�６�５ １. 合成骨材の粒度

２. 混合物の温度

３. アスファルト量の決定量との対比

混合物の粒度 審 査 １回／着手時 ２�６�５ １. 指定粒度の対比

基 準 密 度 審 査 １回／着手時 ２�６�５

舗 設 コアー採取密

度

立 会 １回／工事中 ２�６�５ １. 敷均し締固の適否

２. 舗装の密度､ 厚さ

３. 試験内容の適否

出 来 形 立 会 完成時 ２�６�５ １. 舗装の基準高､ 幅､ 平坦性

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

コンクリート

舗 装

舗 装 立 会 １回／着手前 ２�６�６ １. コンクリートの適否

２. 運搬時間の適否

３. 型枠､ 締固め､ 養生､ 目地の適否

コアー採取､

厚 さ

立 会 １回／工事中 ２�６�６ １. 舗装厚さ

２. 試験内容の適否

出 来 形 立 会 完成時 ２�６�６ １. 舗装の基準高､ 平坦性

交通開放の時

期

立 会 開放前 ２�６�６ １. 曲げ強度の可否

２. 現場の状況

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

法覆護岸工

及び擁壁護岸

工

施 工 立 会 随時 １�５�１

１�６�１

１. 堤体裏込材締固め

２. コンクリートの適否

出 来 形 審査又は段階

確認

完成時 １�５�３～

１�５�14

１�６�３～

１�６�４

１. 基準高､ 厚さ､ 法長､ 勾配､ 延長

２. 河川幅



第７節 根 固 め 工

第２章 浚 渫 (川)

第２節 浚渫工 (ポンプ浚渫船)

第３節 浚渫工 (グラフ船)

第３章 樋門・樋管

第４章 水 門
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

作 業 土 工 土質の変化 立 会 土質の変化時 第６編

１�７�１

１. 土質の状況

ブロック製作 鉄 筋 立 会 随 時 第１編

３�３�１

３�７�１～

３�７�５

１. 材質､ 構造､ 規格の適否

２. 組み立ての適否

コンクリート

締 固 め

立 会 随 時 第１編

３�３�１

３�６�１～

３�６�９

１. 天候､ 気温の変化

２. 締固め方法の適否

ブロック運搬

据 付

施 工 状 況 立会又は審査 随 時 １�７�３ １. 床均し状況

出 来 形 立 会 完成時 １�７�３ １. 据付個数

２. 据付基準高､ 形状､ 延長

沈 床 工 施 工 状 況 立 会 随 時 １�７�５ １. 組立状況の適否

２. 据付状況

出 来 形 立会又は審査 完成時 １�７�５ １. 据付基準高､ 形状､ 寸法､ 延長

捨 石 工 施 工 状 況 立 会 随 時 １�７�６ １. 捨石の形状

２. 捨込状況

出 来 形 立会又は審査 完成時 １�７�６ １. 捨込基準高､ 形状､ 延長

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

浚 渫 浚 渫 方 法 審 査 着手前 ２�２�１

２�３�１

１. 工事標識及び量水標設置

２. 作業船の避難場所及び設備

３. 船舶航行に対する保安対策

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 ２�２�２

２�３�２

１. 浚渫断面の深さ､ 幅､ 延長

２. 浚渫土量及び捨土量の関係

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

作 業 土 工 土質の変化 立 会 土質の変化 ３�３�２

４�４�３

１. 土質の状況

２. 基礎地盤の適否

３. 仮設工作物の状況



第５章 堰
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

鉄 筋 配 筋 立会及び段階

確認

鉄筋組立完了

時

第１編

３�７�１～

３�７�６

１. 加工､ 配筋､ 数量､ 種別の適否

コンクリート 打 設 立 会 打設時 第１編

３�６�４～

３�６�５

１. 排水状況

２. 一区画､ 一層高さの適否

３. 天候､ 気温の適否

４. 締固め機種､ 締固め方法の適否

施 工 継 目 立 会 打設時 第１編

３�６�７

１. 位置方向の適否

表面仕上げ 立 会 打設時 第１編

３�６�８

１. 表面仕上げの方法､ 時期の適否

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 １. 基準高､ 幅､ 厚さ､ 高さ､ 長さ

２. 戸当り金具の納り具合

塗 装 施 工 状 況 立 会 １回／スパン ４�８�２ １. 気象条件の適否

２. 清掃さび落とし､ ケレンの適否

３. 塗装の均一性

出 来 形 立会及び段階

確認

全 数 ４�８�２ １. 塗膜厚､ 使用ペイント量

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

桁 製 作 工 原寸・加工 審 査 着手前 ５�３�４

５�３�５

１. 図面の不備と製作工の支障

２. 溶接施工試験の可否

３. 工場溶接以外の場合

溶 接 審 査 随 時 ５�３�４ １. 放射線透過試験の可否

２. 欠陥部の補修方法

仮 組 立 立会又は段階

確認

完了時

着手時

５�３�４ １. 母材間の食い違いの処理

２. 仮組立にかわる他の方法

工場塗装工 施 工 状 況 審 査

立会又は審査

着手前

随 時

５�３�14 １. 塗装の缶貼付ラベルの確認

２. 充缶数､ 空缶数の確認

床 版 工 施 工 状 況 審 査 着手前 ５�４�８ １. 同時施工の確認

下 部 工 施 工 状 況 審 査 着手前 ５�７�２ １. 設計図書によりがたい場合

上 部 工 施 工 状 況 審 査 随 時 ５�４�８ １. 桁の出来型を確認

２. 打継目を設置する場合

施 工 状 況 審 査 着手前 ５�13�３ ３. グラウト施工の材料と方法



第６章 排 水 機 場

第７章 床止め・床固め
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

作 業 土 工 土質の変化 立 会 随 時 ６�３�２

６�４�２

６�５�２

１. 土質の状況

２. 湧水の処理

コンクリート 施 工 状 況 立会又は審査 随 時 ６�３�６

６�４�９

６�５�６

１. 目地材の施工位置

２. 継手の位置と水密性の確保

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

作 業 土 工 土質の変化 立 会 随 時 第１編

２�３�１

７�３�１

７�３�３

７�４�１

７�４�２

１. 土質の状況

２. 基礎地盤の適否

３. 仮設工作物の状況

コンクリート 打 設 立 会 打設時 第１編

３�６�４～

３�６�５

１. 排水状況

２. 天候､ 気温の適否

３. 締固め機種､ 締固め方法の適否

施 工 継 目 立 会 打設時 第１編

３�６�７

１. 位置方向の適否

表 面 仕 上 立 会 打設時 第１編

３�６�８

１. 表面仕上げの方法､ 時期の適否

出 来 形 立会及び段階

確認

完成時 ７�３�１

７�４�１

１. 基準高､ 幅､ 厚さ､ 高さ､ 長さ



第７編 海 岸 編
第２章 突提・人工岬

第４章 浚 渫 (海)

第８編 砂 防 編

第１章 砂防えん提工

第３節 工場製作工

第７節 鋼製えん提工
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

ケ ー ソ ン 製 作 立会又は審査 随 時 ２�４�11 １. ヤードの設備状況

２. 配筋形状の測定

３. コンクリートの打設方法

進 水 立会又は審査 随 時 ２�４�11 １. バラスト材料及び位置の確認

２. 進水時期 (潮位) と方法

仮 置 立会又は審査 着工前 ２�４�11 １. 仮置位置の確認

随 時 ２�４�11 １. 仮置 (原則として沈設) 完了状況

回 航 立会又は審査 随 時 ２�４�11 １. 蓋の設置状況

２. 寄港又は避難した場合の異状の有無

据 付 立会又は審査 随 時 ２�４�11 １. 据付作業状況 (位置確認)

出 来 形 立会又は段階

確認

完成時 ２�４�11 １. 壁厚､ 高さ､ 幅､ 長さ､ 法線､ 延

長

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

浚 渫 施 工 方 法 審 査 着手前 ４�２�１

４�３�１

１. 施工方法､ 順序､ 時期の確認

立会又は審査 随 時 ４�２�１～

４�４�２

１. 浚渫位置測量状況

２. 排砂管の設置方法及び径路

３. 浚渫の土捨場状況

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

鋼製えん提

製 作 工

原寸及び仮組

立

審査又は立会 着手時 １�３�３ １. 品質､ 規格､ 寸法の適否

２. 堤長､ 堤幅､ 高さ､ 水通し部袖部

の適否

３. 溶接部の適否

塗 装 工 施 工 状 況 審査又は立会 500㎡／１回 １�３�５

１�７�10

１. 気象条件の適否

２. 清掃さび落とし､ ケレンの適否

３. 塗装の均一性



第６節 コンクリートえん提工

第３章 斜 面 対 策

第３節 法 面 工

第５節 山腹水路工

― 49 ―

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

作 業 土 工 岩質及び土砂

礫質の変化

立会又は審査 随 時 第１編

２�３�１

１�６�２

１. 土質の状況

２. 湧水等の処理

３. 基礎地盤の確認

４. 掘削高の適否

埋戻し及び残

土

処 理 方 法 審 査 着手前 １�６�３ １. 締固め

２. 埋戻材料の適否

３. 残土処理

コンクリート 打設面の清掃 立会又は審査 型枠設置前 １�６�４ １. 打設面清掃の適否

２. 打設面の湿潤状況の適否

型 枠 立会又は審査 打設面 第１編

３�８�１～

３�８�４

１. 部材の位置､ 材質､ 構造

打 設 立会又は審査 随 時 １�６�１～

１�６�４

第１編

３�３�１～

３�６�９

１. 排水状況

２. 打設前のモルタル敷の状況

３. リフト高の適否

４. 水平打継目面の処理状況

５. 締固め機種､ 締固め方法の適否

６. 天候､ 気温の適否

施 工 継 目 審 査 随 時 １�６�４ １. 位置､ 方向

出 来 形 段階確認又は

審査

完成時 １�６�４ １. 基準高

２. 幅､長さ､勾配､水抜穴､間詰の状態

間 詰 位 置 構 造 立会又は審査 随 時 １�６�７ １. 位置及び構造

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

法面工及び山

腹 水 路 工

施 工 計 画 審 査 随 時 ３�３�１～

３�５�７

１. 斜面条件の確認

２. 安全施工計画の立案

施 工 立会又は審査 随 時 ３�３�１～

３�５�７

１. 安全施工の実施

アンカー工 施 工 方 法 審 査 随 時 ３�３�６ １. 法面の安定､ 地盤､ 地中障害物､

湧水の状況

２. 削孔径､ 長さ､ 方向の確認

抑止アンカー

工

施 工 状 況 審 査 随 時 ３�３�７ １. 周辺地盤､ アンカー定着地盤の状

況

２. 削孔長の確認



第６節 地下水排除工

第10編 道 路 編

第１章 道 路 改 良
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

集 排 水

ボーリング工

施 工 審 査 着手前 ３�６�１ １. 集水井内の酸素濃度測定､ 換気の

適否

せん孔の予定

深度の過不足

立会又は審査 随 時 ３�６�１

３�６�３

１. 土質の状況

２. 湧水､ 漏水の状況

検 尺 立 会 随 時 ３�６�１ １. 土質､ 排水処理

標 示 板 審 査 着手前 ３�６�３ １. 設置場所

集 水 井 工 予定深度の過

不 足

立会又は審査 随 時 ３�６�４ １. 掘削中の地質構造

２. 湧水の状況

排水トンネル

工

掘進に著しい

因難が生じた

場 合

立会又は審査 随 時 ３�６�５ １. 進度掘進状況

２. 地質の状況

３. 湧水の状況

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

アンカー工 施 工 計 画 審 査 着手前 １�４�６ １. 記載項目の確認

２. 異常の処理方法

施 工 状 況 立会及び審査 随 時 １�４�６ １. 削孔長の確認

補強土壁工 施 工 状 況 立会及び審査 随 時 １�５�７ １. 異常な変異の処理方法

プレキャスト

カルバート工

施 工 状 況 立会及び審査 随 時 １�７�７ １. 据付け勾配の確認

施工前 １�７�７ ２. 施工方法の確認

側 溝 工 施 工 状 況 立会及び審査 随 時 １�８�３ １. 水路勾配の確認

施工前 １�８�３ ２. 軟弱地盤の処理方法

随 時 １�８�３ ３. あげこしの施工方法

随 時 １�８�３ ４. 底版コンクリートの厚さの確認

管 渠 工 施 工 状 況 立会及び審査 随 時 １�８�４ １. 水路勾配の確認

集 水 桝 ・

マンホール工

施 工 状 況 立会及び審査 随 時 １�８�５ １. 路面との高さ調節の可否

現場打 (組立)

水 路 工

施 工 状 況 立会及び審査 随 時 １�８�７ １. 水路勾配の確認

落石防止網工 施 工 状 況 立会及び審査 随 時 １�９�４ １. アンカーピンの打込み状況

２. 設置方法の確認

３. ポケット式は､ 施工範囲､ 施工方

法の確認

４. メインアンカーの設置箇所の確認



第２章 舗 装

第３章 橋 梁 下 部

第４章 鋼 橋 上 部
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

橋面防水工 施 工 状 況 立会及び審査 着手前 ２�３�４ １. 床版の滞水箇所の処理

グースアスファ

ルト舗装工

施 工 状 況 立会又は審査 随 時 ２�３�９ １. 基盤面の異常の処理

ブ ロ ッ ク

舗 装 工

施 工 状 況 立会又は審査 随 時 ２�３�12 １. 使用ブロックの試験成績表の確認

２. ブロックの色彩・パターンの確認

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

作 業 土 工 土質の変化 立 会 １回／１基

完了時

第１編

２�４�１

１. 土質の適否

２. 基礎地盤の適否

３. 仮締切の状況

橋台及び橋脚 配 筋 立 会 １回／１基

鉄筋組立完了時

第１編

３�７�１

１. 配筋の適否

出 来 形 段階確認 完了時 １. 位置及びスパンの適否

２. 沓座の位置

３. 基準高､ 幅､ 長さ､ 高さ

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

鋼 橋 原寸及び仮組

立

立会又は審査 全 数 ４�３�３～

４�３�12

１. 品質､ 規格､ 寸法の適否

２. 全長､ 支間長､ 幅員､ 桁高､ キャ

ンバー等の適否

３. 添接部､ 支承部､ 隅角部､ その他

部材の取合の適否

４. 伸縮装置の適否

架 設 立会又は段階

確認

１回／１橋

その他随時

４�４�１～

４�４�11

１. 架設方法の適否

２. そりの適否

３. 締付けの適否

塗 装 施 工 状 況 立 会 １回／１スパ

ン

４�５�３ １. 気象条件の適否

２. 清掃さび落し､ ケレンの適否

３. 塗装の均一性

出 来 形 段階確認又は

審査

全 数 ４�５�３ １. 塗膜厚､ 使用ペイント量



第５章 コンクリート橋上部 (ポストテンション桁)

※注 プレテンション桁については､ 該当項目を適用

第６章 トンネル (ＮＡＴＭ)
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

床版､ 地覆 配 筋 立会及び段階

確認

１回／完了時 第１編

３�７�１

１. 配筋の適否

コンクリート 立会及び段階

確認

１回／打設時 第１編

３�３�１

１. 打設面清掃の適否

２. 打設順序

３. 敷均しの均一性

４. 天候気温の適否

５. 締固め機種､ 締固め方法の適否

６. 締固めの一様性

７. 湿潤状態､ 養生の適否

出 来 形 段階確認 ２ケ所／１スパン １. 基準高､ 幅､ 厚さ､ 高さ

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

桁 製 作 シース､ ＰＣ

鋼材及び鉄筋

の 配 置

立会及び段階

確認

１回／着手時

(最初の桁の

み)

５�４�３

５�５�２～

５�11�２

１. 有機物付着の有無

２. 合せ目､ 継目の適否

３. 所定の位置､ 方向､ 配置の堅固

４. 鉄筋配筋の適否

プレストレッ

シ ン グ

立会及び段階

確認

１回／着手時

(最初の桁の

み)

５�４�３

５�５�２～

５�11�２

１. プレストレス導入時期順序､ 強度

の可否

２. シースの摩擦係数緊張装置及び定

着装置の摩擦損失等､ 値の可否

３. 継目の角度

出 来 形 段階確認 全 数 １. 形状､ 寸法､ 長さ等

横 組 み 横 組 み 立 会 １回／着手時 ５�４�３ １. 横締めの時期､ 強度の適否

グ ラ ウ ト 配 合 立会又は審査 １回／着手時 ５�４�３ １. 実施配合の適否

注 入 量 審 査 全 数 ５�４�３ １. 測定方法の適否

２. 注入量

床版､ 地覆 出 来 形 段階確認 ２ケ所／１スパン １. 基準高､ 幅､ 長さ

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

掘 削 支 保 工 立会及び段階

確認

１回／100ｍ

100ｍ未満の

場合は１回

６�３�２

６�４�２

６�４�３

６�４�４

１. 上げ越し及び根固状況

２. 支保工の適否､ 間隔

３. 矢板背面の填充状況､ 盛替え時期

４. 吹付コンクリート及びロックボルトの適否

出 来 形 段階確認 覆工施工前 １. 吹付コンクリート厚

土質の変化 立 会 変化時 ６�３�２ １. 変化点位置

２. 掘削方法順序



第12章 共 同 溝

第13章 電線共同溝

第11編 公 園 編

第２章 植 栽

第３章 施 設 整 備
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

覆 工 型 枠 段階確認 １回／着手時 ６�５�３ １. 型枠据付の適否

２. 上げ越し

３. 取り外し時期

コンクリート 立会及び段階

確認

１回／打設時 ６�５�３ １. コンクリートの適否

２. 木外しの状況､埋め殺し材料の適否

３. コンクリートの打継目打込状況

４. 覆工背面のコンクリート填充状況

出 来 形 段階確認 ２ケ所／工事

当り

１. 基準高､ 幅

２. アーチ及び側壁の厚さ

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

掘 削 工 施 工 状 況 立会及び段階

確認

随 時 12�４�２ １. 占用物件の処置

２. 仮設工の位置変更の処置

３. 土質の状況

カラー継手工

及び可とう

継 手 工

施 工 状 況 立会及び段階

確認

随 時 12�５�４

12�６�５

１. 設計図書通りの施工の可否

設 備 工 施 工 状 況 立会及び段階

確認

随 時 12�７�２ １. 設計図書通りの施工の可否

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

管 路 工 施 工 状 況 審 査 着手前 13�３�１

13�３�２

１. 地下埋設物による位置変更

２. 使用材料の適否

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

枯 補 償 施 工 方 法 審 査 着手前 ２�３�１ １. 植替え時期の確認

植 栽 工 施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ２�３�２～

２�３�５

１. 土壌条件でマルチ施工法の確認

２. 地下水位の排水方法

支 保 工 施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ２�３�３ １. ワイヤー支柱の方法

地被類植栽工 施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ２�３�６ １. 西洋芝､ 種子吹付けの施工方法

２. りゅうのひげ､ 笹類の施工方法



第12編 下 水 道 編

第１章 下水道工事
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

移 植 工 施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ２�４�４～

２�４�７

１. 対象樹木の確認

２. 発根促進剤等の使用方法

公 園 植 栽 施 工 方 法 審 査 随 時 ２�６�１ １. 草刈の刈高の確認

２. 除草剤の使用方法､ 実施日の確認

３. 指定薬剤以外の薬剤の使用

４. 薬剤散布日の状況

５. 薬害の処置方法

６. 薬剤の散布効果の状況

７. 花壇の植えつけの状況

８. 花壇の追肥は確認

９. 大枝剪定後の処理方法

10. 樹木の施肥方法の確認

11. 剪定防除後の枝葉の処置

園 路 広 場

整 備 工

施 工 方 法 審 査 随 時 ３�７�１ １. 路床面又は路盤面の異常の処置

３�７�７ １. ブロックの色彩・パターンの確認

３�７�９ １. タイルの色彩・パターンの確認

３�７�12 １. 施工位置の確認

修 景 施 設

整 備 工

施 工 方 法 審 査 随 時 ３�８�３ １. 景名の施工位置確認

３�８�７ １. 防水工法の確認

２. 表面仕上の確認

修 景 施 設

整 備 工

施 工 方 法 審 査 随 時 ３�９�３ １. 遊戯施設の安全性の確認

３�10�５ １. ベンチ・テーブルの設置方法の確

認

３�10�４ １. 水飲み施設の設置方法の確認

２. 水のはねかえり防止方法の確認

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

開 削 工 施 工 状 況 審査又は立会 随 時 １�３�２～

１�３�６

１. 仮設工作物の状況

２. 基礎の仕上げ状況

３. 据付状況(基準高､接合施工の適否)

４. 埋戻 (締固め状況)

出 来 形 立会又は段階

確認

完成時 １�３�２～

１�３�６

１. 施工延長､基準高 (管底高)､ 法線

２. 漏水の有無

排 水 工 施 工 状 況 審 査 随 時 １�４�１

１�４�２

１. 排水の放流場所の適否

２. 排水設備の適否

３. 排水効果の確認方法
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

立 坑 ・

人孔築造工

施 工 状 況 審査又は立会 随 時 １�５�２

１�５�３

１. 仮設工作物の状況

２. 打設面清掃の適否

３. 締固め方法の適否

４. 締固の一様性

出 来 形 立会又は段階

確認

完成時 １. 敷スラブ側壁厚､ 内法幅､ 基準高

推 進 工 施 工 状 況 審査又は立会 随 時 １�６�２～

１�６�４

１. 仮設工作物の状況

２. 掘削の状況及び地表面の状況

３. 蛇行・屈曲等の修正時期

４. 裏込注入の時期､ 注入量

出 来 形 立会又は段階

確認

完成時 １�６�２～

１�６�４

１. 施工延長､基準高 (管底高)､ 法線

２. 漏水の有無

シールド工

(一次覆工)

施 工 状 況 審査又は立会 随 時 １�７�２～

１�７�４

１. 仮設工作物の状況

２. 掘削の状況及び地表面の状況

３. 裏込注入の時期､ 注入量

４. セグメント締結ボルトの締付け状況

出 来 形 立会又は段階

確認

完成時 １�７�２～

１�７�４

１. 施工延長､ 基準高 (セグメント底

高) 法線

シールド工

(二次覆工)

施 工 状 況 審査又は立会 随 時 １�７�５～

１�７�６

１. 仮設工作物の状況

２. 清掃の適否

３. コンクリート打込み状況

４. 締固め方法の適否

出 来 形 立会又は段確

階認

完成時 １�７�５～

１�７�６

１. 施工延長､基準高 (管底高)､ 管径

２. 漏水の有無

確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

浚 渫 工 施 工 方 法 審 査 着手前 １�１�２ １. 施工方法､ 順序､ 時期の確認

立会又は審査 随 時 １�１�２ １. 浚渫位置測量状況

２. 排砂管の設置方法及び経路

３. 浚渫土の土捨場状況

床 掘 施 工 方 法 立会又は審査 随 時 １�２�２ １. 軟弱層を全部置換える施工最終深

度の確認

２. 底面及び斜面について､ 出来形規

格値を越える場合の埋戻し材料確認

置 換 工 施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ２�１�３ １. 濁り防止の処置

２. 浮泥の推積で施工の可否

サンドドレー

ン工・砕石

ドレーン工

施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ２�３�３ １. 打込機の自動記録装置の試験

２. 地層の変化､ 障害物等の状況

３. 打込記録の確認
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

サンドコンパ

ク シ ョ ン

パ イ ル 工

施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ２�６�３

２�６�４

２�６�５

１. 砂杭の配置､ 形状寸法の確認

２. 打込機の自動記録装置の試験

３. 打止め深度の確認方法

４. 地層の変化､ 障害物の状況

５. 打込記録の確認

６. 地盤の盛り上り量の測定

マ ッ ト 工 施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ３�１�４ １. マットの重ね合せ幅の確認

２. マットの水平吊り以外の場合

捨石及び均し 材 料 立会又は審査 着手前 ４�１�２ １. 石材形状 (重量等) の確認

施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ４�１�３

４�２�３

４�３�３

１. 石の運搬､ 捨込時期及び方法

２. 均しの状況

３. 断面の確認

鋼 杭 工 施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ５�１�４ １. 支持杭の打止め､ 深度の確認方法

２. 杭の打込み長の確認

３. 継手構造及び溶接方法

鋼矢板及び

鋼管矢板工

製 作 審 査 着手前 ５�３�３ １. 組合せ矢板及び異形矢板の製作方

法

施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ５�３－５ １. 地層の変化､ 障害物の状況

２. 矢板貫入量の確認

３. 打込み方向の傾斜の修正方法

４. 継手の離脱の処置方法

控 工 腹 起 し 立会又は審査 随 時 ６�１�３ １. 取付け及び締付け状況

タイロッド 立会又は審査 随 時 ６�１�３ １. 組立て及び取付け状況

コンクリート 施 工 方 法 審 査 着手前 ７�２�２ １. ミキサー船の選定

７�２�３ １. 海水を練混せ水と使用する場合

７�２�４ １. 試験練りの実施

７�９�２ １. 品質規格 (案) 以外の混和剤の使

用

７�９�４ １. コンクリートの配合の確認

７�10�３ １. 現場配合の確認

コンクリート 施 工 方 法 立会又は審査 随 時 ７�10�５ １. 型枠取外し時期､ 順序の確認

２. 注入管の配置の確認

３. 注入中断の処置方法

４. 品質管理試験結果の確認
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確 認 事 項
確 認 方 法 実 施 頻 度

仕様書
の関係

監 督 の ポ イ ン ト
種 別 内 容

ケ ー ソ ン 製 作 立会又は審査 随 時 ８�１�３ １. ヤードの設備状況

２. 配筋形状の測定

３. コンクリートの打設方法

進 水 立会又は審査 随 時 ８�２�２～

８�２�３

１. バラスト材料及び位置の確認

２. 進水時期 (潮位) と方法

仮 置 立会又は審査 着工前 ８�３�２ １. 仮置位置の確認

立会又は審査 随 時 ８�３�２ １. 仮置 (原則として沈設) 完了状況

回 航 立会又は審査 随 時 ８�５�３～
８�５�４

１. 蓋の設置状況

２. 寄港又は避難した場合の異状の有無

据 付 立会又は審査 随 時 ８�６�２ １. 据付作業状況 (位置確認)

コンクリート

ブ ロ ッ ク

製 作 立会又は審査 随 時 ９�１�３ １. ヤードの設備状況

２. 型枠組立て状況

３. コンクリートの打設方法

運搬､ 仮置 審 査 着手前 ９�１�４ １. 吊り上げ時期及び仮置 (転置を含

む) 場所の確認

据 付 立会又は審査 随 時 ９�１�５ １. 据付作業状況 (位置確認)

材 料 立会又は審査 着手前 10�１�２ １. 中詰材質の確認

施 工 方 法 審 査 着手前 10�１�３ １. 施工方法､ 順序､ 時期の確認

立会又は審査 随 時 10�１�３ １. 均し､ 投入､ 締固めの状況

埋 立 て 施 工 方 法 立会又は審査 随 時 10�１�３ １. 埋立材の採取､ 運搬､ 整地状況

２. 余水吐の位置､ 排水の基準遵守

上 部

コンクリート

施 工 方 法 立会又は審査 随 時 11�１�３ １. 水平打継目の処理方法

２. 作業用係留環等の取付

コンクリート

舗 装 工

材 料 審 査 着手前 12�３�２ １. 手仕上げ又は簡易機械による施工

施 工 方 法 立会又は審査 随 時 12�３�３ １. 型枠の取外し時期の確認

２. 作業中断による施工目地の確認

３. 施工目地の確認

４. 現場養生期間の確認

アスファルト

舗 装 工

配 合 審 査 着手前 12�４�３ １. 配合報告書の確認

２. マーシャル試験を省略する場合

３. 基準密度の確認

施 工 方 法 立会又は審査 着手前 12�４�４

12�４�５

12�４�６

１. アスファルトプラントの位置､ 設

備の確認

２. アスファルト混合物の温度の確認

３. 日平均気温５℃以下で施工する場

合

４. 敷均しを機械によらない場合

５. 表層の縦継目の位置を確認



静岡県建設工事監督要領第６条に定める書類の様式

様式１. 指示､ 承諾､ 協議､ 提出､ 報告書 (監督員､ 請負者間相互に) ３部複写

様式２. 支給材料受領書 (請負者から監督員へ)

様式３. 支給材料受払簿 ( 〃 )

様式４. 現場発生品届 ( 〃 )

様式５. 休日・夜間作業届 ( 〃 )

様式６. 出来形歩合調書 (監督員から契約担当者へ)

様式７. 段階確認・立会願 (請負者から監督員へ)

使用材料品質証明書 ( 〃 )
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指示・承諾・協議・提出・報告書工事番号

建設工事名
平成 年度

工事
請負代金額 円

建設工事箇所
市 町
郡

着手
年月日

完成

平成 年 月 日

平成 年 月 日

下記のように指示､ 承諾､ 協議､ 提出､ 報告する｡

願いたい｡

平成 年 月 日

契約担当者

印
監 督 員

請 負 者

現場代理人

上記について承諾する｡ 受理する｡

平成 年 月 日

契約担当者

印
監 督 員

請 負 者

現場代理人

注１. 不要な文字は＝で消すこと｡

２. 起案用､ 監督用､ 請負者用の３部複写とする｡

３. 起案用は上欄に決済欄を設ける｡

４. 方眼は青淡色とする｡

建設工事監督要領 様式－１ (第６条関係)
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支 給 材 料 受 領 書

１. 建設工事名

２. 建設工事箇所

支 給 材 料 調 書

材 料 名 規格・形状・寸法 支給数量 単 位 受領数量 備 考

上記のとおり受領したので提出します｡

平成 年 月 日

発注者 職 名 氏 名 様

住 所

請負者 商 号

氏 名 (法人にあっては､ 代表者の氏名) �

建設工事監督要領 様式－２ (第６条関係)
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支 給 材 料 受 払 簿

１. 建設工事名

２. 建設工事箇所

３. 支給材料名

及び規格寸法

支給年月日 支給数量 単位 使用年月日 使用数量 残 数 量 備 考

建設工事監督要領 様式－３ (第６条関係)
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支 給 品 精 算 書

平成 年 月 日

様

住 所

請負者 商 号

氏 名 (法人にあっては､ 代表者の氏名) �

工 事 番 号

建設工事名

年 月 日締結した請負契約に基づく支給品について､ 下記のとおり清算しました｡

記

品 名 規 格 単 位
数 量

摘 要
支 給 数 量 使 用 数 量 残 数 量

上記の支給精算書は事実に相違ないことを証明する｡

監督員 印

№16

土木工事共通仕様書第１編１－１－16
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現 場 発 生 品 届

１. 建設工事名

２. 建設工事箇所

現 場 発 生 品 調 書

品 名 規格・形状・寸法 数 量 単位 備 考

上記のとおり発生したので提出します｡

平成 年 月 日

総括監督員 様

請 負 者

現場代理人 印

建設工事監督要領 様式－４ (第６条関係)
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建
設
工
事
監
督
要
領
　
様
式
―
５
　
（
第
6条
関
係
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

※
　
月
単
位
等
で
、
事
前
に
ま
と
め
て
報
告
し
て
も
よ
い
。
（
途
中
、
変
更
が
あ
れ
ば
修
正
し
て
提
出
す
る
。
）
　
　
　
　
　
　

工
事
名
：

受
注
者
名
：
 

NO
届
出
年
月
日

作
業
年
月
日

作
業
時
間

作
業
内
容
、
作
業
場
所

備
　
考
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出 来 形 歩 合 調 書

１ 建設工事名

２ 建設工事箇所 市 町

郡 村

３ 工 期 着手 平成 年 月 日

完成 平成 年 月 日

４ 請 負 代 金 額 ￥

５ 出来形の内訳

工 種 単位
設計数量

�

出来形数量

�

出来形歩合

�／�＝�

構成比率

�
�×� 摘 要

平成 年 月 日現在における 回出来形は上記のとおり相違ないことを証明します｡

平成 年 月 日

職名氏名 �

様式－６

建設工事執行規則第45条
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建
設
工
事
監
督
要
領
　
様
式
―
7（
第
6条
関
係
）

種
　
　
別

細
　
　
別

確
認
項
目

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 　
　
　
③
　
報
告
者
、
監
督
員
の
押
印
は
省
略
す
る
。

確
　
　
認

年
月
日

確
認
結
果

確
認
者

確
認
内
容

施
工
予
定
時
期

年
月
日

確
認
方
法

監
督
員

確
認
年
月
日

  
※
　
①
　
こ
の
段
階
確
認
簿
を
も
っ
て
、
段
階
確
認
が
実
施
さ
れ
、
確
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
な
お
、
監
督
職
員
か
ら
段
階
確
認
の
実
施
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
「
確
認
年
月
日
」
を
も
っ
て
通
知
と
す
る
。

　
　
　
②
　
完
成
図
書
に
は
、
最
終
時
の
も
の
を
添
付
す
る
。

段
階
確
認
・
立
会
願

工
事
名
：

受
注
者
名
：
　

確
　
認
　
書

NO
発
議
日

報
告
者
氏
名
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使 用 材 料 品 質 証 明 書

平成 年 月 日

監 督 員 様

請 負 者
現場代理人 印

工 事 番 号
建設工事名

標記建設工事について､ 下記の材料の品質を証明する資料を提出します｡

記

材 料 名 品 質 規 格 単位 使 用 数 量 製造メーカー及び工場名 備 考

土木工事共通仕様書第１編１－１－19
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土木工事共通仕様書に基づく監督業務

―68―

工 種
仕 様 書

条 の 見 出 し 業 務 内 容 及 び 項 目
監督員の業務

章 節 条 協
議
指
示
承
諾
立
会
検
査

第１編

共 通 編

１ １ １ 適用 特記仕様書､ 設計図書と共通仕様書の相違 ○

１ ２ 用語の定義 電子納品を行う場合

工事材料の同等以上の品質

○

○

１ ３ 設計図書の照査等 契約図書及びその他の図書の目的外使用 ○

１ ４ 施工計画書 詳細な施工計画書が必要な場合 ○

１ ６ 監督員 緊急を要する場合の口頭指示 ○

１ ７ 工事用地等の使用 工事用地等の使用終了後の復旧 ○

１ 12 調査・試験に対する協力 請負者は調査・試験に対する協力 ○

１ 13 工事の一時中止 請負者に対し書面により通知し､ 一時中止を命ずる

中止期間中の維持・管理に関する基本計画書

○

○

１ 15 工期変更 工期及び設計図書の変更 ○

１ 16 支給材料 ｢引渡場所｣ ｢返還場所｣ ○

１ 17 工事現場発生品 現場発生品の取扱い ○

１ 18 建設副産物 本体工事または設計図書に指定された仮設工事

設計図書に明示がない任意の仮設工事

○

○

１ 21 既成部分検査 出来形確認請求書の作成 ○

１ 23 施工管理 ｢土木工事施工管理基準及び規格値｣ が定められていない工種の施

工管理

○

１ 26 工事中の安全確保 土木工事に使用する建設機械の変更 ○

１ 28 跡片付け 工事検査に必要な足場､ はしご等の存置､ 及び撤去 ○

１ 29 事故報告書 工事の施工中の事故について ○

１ 30 環境対策 環境への影響が予知される場合

試験結果が土壌環境基準を超える場合

排出ガス対策型機械と同等とみなすにより難い場合

トンネル工事用排出ガス対策型機械と同等とみなすにより難い場合

機種の調達が不可能な場合

○

○

○

○

○

１ 31 文化財の保護 工事中に文化財を発見した時 ○

１ 35 官公庁等への手続き等 官公庁への手続きが請負者の責任と費用負担で実施できない場合 ○

１ 36 施工時期及び施工時

間の変更

施工時間が定められている場合の変更 ○

１ 37 工事測量 測量結果が設計図書と差異がある場合

仮ＢＭを移設する場合

○

○

１ 39 特許権等 業務中の発明・考案の出願及び権利の帰属等 ○

２ ３ １ 一般事項 建設発生土､ 建設廃棄物処置地の位置及び内容等

指定された場所以外の処分方法

建設発生土の受入れ地の地形測量困難な場合の資料

○

○

○

３ ２ 掘削工 (切土工) 水門等の上流側の掘削で水流に影響する場合

掘削工の施工中における崩壊等の処理 ○

○

３ ３ 盛土工 流用土又は採取土で盛土に使用できない不良土

盛土の締固め管理で密度管理が不適当な場合

急な勾配の場合は､ 段切を行い現地盤に密着を図り滑動を防止する

盛土工の作業中､ 沈下等の現象の処理方法

指定された土の採取場の地形測量困難な場合

土の採取中､ 土質が変化した場合

軟弱地盤上の盛土工の施工

軟弱地盤上の盛土工における地盤沈下等の処置方法

掘削 (切土) ・盛土の工種等の都合で仮置の処理方法等

○

○

○

○

○

○

○

○

○

３ ５ 整形仕上げ工 不良地盤の法面整形 ○

３ ８ 建設発生土受入地 処分費の計上 ○
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第１編

共 通 編

２ ４ １ 一般事項 路床部分に不良土がある場合の処理

工事目的物に影響する湧水の発生

建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処分地の位置

建設発生土及び建設廃棄物処分地の指定場所以外に処分する場合

指定された建設発生土の受入れ地の地形測量困難な場合の資料

軟弱地盤上の盛土工の施工の一段階の高さ

軟弱地盤上の盛土工における地盤沈下等の処理方法

路床内にはいる物で盛土の沈下に影響するもの

○

○

○

○

○

○

○

○

４ ２ 掘削工 (切土工) 掘削中の土質に変化がある場合､ 又は埋設物を発見した場合

掘削工の施工中における崩壊等の処置

路床面において支持力不足の場合

硬岩掘削おける仕上げ面以上の発破の処置

○

○

○

○

４ ３ 路体盛土工 軟弱地盤等の不良地盤が発生したときの処理方法

採取場の修復で土質が変化した場合の処理

盛土作業中の沈下等の処理方法

指定された土の採取場の地形測量困難な場合

急な勾配の場合は､ 段切を行い現地盤に密着を図り滑動を防止する

○

○

○

○

○

４ ４ 路床盛土工 軟弱地盤等の不良地盤が発生したときの処理方法

路床盛土作業中の沈下等の処理方法

片切り､ 片盛りの接続部に緩和区間を設ける

採取場の修復で土質が変化した場合の処理

○

○

○

○

３ ３ １ 一般事項 コンクリート施工において規定以外による場合

海水または潮風の影響を受ける場合の塗装等の防止措置方法 ○

○

５ ３ 配合 示方配合を修正する場合 ○

５ ４ 練りまぜ 手練りで行う場合 ○

６ ４ コンクリート打込み 規定の打終わるまでの時間を超える場合の施工

擁壁背面の岩盤を余掘した場合

○

○

６ ９ 養生 膜養生を行う場合 ○

６ ７ 施工継目 設計図書で定められていない継目を設ける場合

側溝・集水桝天端等の路面排水が必要考えられる箇所

○

○

７ ４ 鉄筋の組立て コンクリート製､ モルタル製以外のスペーサを使用 ○

７ ５ 鉄筋の継手 設計図書以外の継手の位置 ○

７ ６ ガス圧接 熱間押し抜き法のときの施工方法

設計図書どおりに施工できない場合の処理方法

○

○

９ １ 材料 ＡＥコンクリート以外を使用 ○

12 ３ 海水の作用を受ける

コンクリート

設計図書以外のコンクリート打継目の設置 ○

第２編

材 料 編

１ ２ 工事材料の品質 材質の変質により工事材料の使用が不適当な場合 ○

２ ７ １ 一般事項 基準を超える塩化物含有量のセメント使用 ○

12 １ 道路標識 規格以外の反射シートの品質 ○

第３編

土木工事共通編

１ １ ６ 監督員による検査

(確認を含む) 及び

立会等

工事段階の区切りに段階確認

段階確認一覧 ○ ○

指定仮設工 設置完了時

表層安定処理工 表層混合処理の完了時

置換の掘削完了時

サンドマット処理完了時

バーチカルドレーン

工

サンドドレーンの施工時・施工完了時

袋詰式サンドドレーンの施工時・施工完了時

ペーパドレーンの施工時・施工完了時
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第３編

土木工事共通編

１ １ ６ 監督員による検査

(確認を含む) 及び

立会等

工事段階の区切りに段階確認

○ ○

締固め改良工 サンドコンパクションパイルの施工時・施工完了時

固結工 粉体噴射攪拌の施工時・施工完了時

高圧噴射攪拌の施工時・施工完了時

セメントミルク攪拌の施工時・施工完了時

生石灰パイルの施工時・施工完了時

薬液注入施工時・施工完了時

矢板工

(任意仮設を除く)

鋼矢板の打込み時・打込み完了時

鋼管矢板の打込み時・打込み完了時

既製杭工

既製コンクリート杭

鋼管杭

Ｈ杭

打ち込み時

打込み完了時 (打込み杭)

掘削完了時 (中掘杭)

施工完了時 (中掘杭)

杭頭処理完了時

場所打杭工

リバース杭

オールケーシング杭

アースドリル杭

大口径杭

掘削完了時

鉄筋組み立て完了時

施工完了時

杭頭処理完了時

深礎工 土 (岩) 質の変化した時

掘削完了時

鉄筋組み立て完了時

施工完了時

グラウト注入時

オープンケーソン基

礎工

ニューマチックケー

ソン基礎工

鉄沓据え付け完了時

本体設置前 (オープンケーソン)

掘削完了時 (ニューマチックケーソン)

土 (岩) 質の変化した時

鉄筋組み立て完了時

鋼管矢板基礎工 打込み時

打込み完了時

杭頭処理完了時

置換工 (重要構造物) 掘削完了時

築堤・護岸工 法線設置完了時

砂防えん堤 法線設置完了時

重要構造物

函渠工 (樋門・樋

管を含む)

躯体工 (橋台)

ＲＣ躯体工 (橋脚)

橋脚フーチング工

ＲＣ擁壁

砂防ダム

堰本体工

排水機場本体工

水門工

共同溝本体工

土 (岩) 質の変化した時

床掘掘削完了時

鉄筋組み立て完了時

埋戻し前

躯体工

ＲＣ躯体工 沓座の位置決定時

床版工 鉄筋組み立て完了時
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第３編

土木工事共通編

１ １ ６ 監督員による検査

(確認を含む) 及び

立会等

工事段階の区切りに段階確認

○ ○

鋼橋 仮組立て完了時

ポストテンション T

(Ⅰ) 桁製作工

プレキャストブロッ

ク桁組立工

プレビーム桁製作工

ＰＣホロースラブ製作工

ＰＣ版桁製作工

ＰＣ箱桁製作工

ＰＣ片持箱桁製作工

ＰＣ押出し箱桁製作工

床版・横組工

プレストレス導入完了時 (工事製作を除く)

横締め作業完了時

縦締め作業完了時

ＰＣ鋼線鉄筋組み立て完了時 (工事製作を除く)

トンネル掘削工 土 (岩) 質変化した時

トンネル支保工 支保工完了時 (支保工変化毎)

トンネル覆工 コンクリート打設前

コンクリート打設後

トンネルインバート工 鉄筋組立完了時

ダム工 各工事ごと別途定める｡

鋼板巻立て工 フーチング定着アンカー搾孔完了時

鋼板取付け工固定アンカー完了時

現場溶接前及び現場溶接完了時

現場塗装前及び現場塗装完了時

ケーソン製作工 鉄筋組み立て完了時

コンクリートブロッ

ク製作工

L型ブロック鉄筋組み立て完了時

セルラーブロック鉄筋組み立て完了時

開削工 (下水道工事) 管布設完了時

推進工 (下水道工事) 推進完了時

シールド工 (下水道

工事)

一次覆工､ 二次覆工

セグメント組み立て完了時

二次覆工完了時

立坑工 立坑完了時

人孔築造工 鉄筋組み立て完了時

築造完了時

２ ３ ３ 作業土工 (床掘り・

埋戻し)

床掘りの中の土質に著しい変化が認められる場合又は埋設物の発見

床掘りにより構造物に崩落・破損の恐れあり

設計図書に定める断面をこえる掘削

構造物の埋戻し材料

○

○

○

○

３ ４ 矢板工 設計図書に示された深さ前に打込み不能

空隙による地盤沈下の影響が大きいと判断される場合

○

○

３ ５ 法枠工 吹付けの施工に影響のある湧水の発生 ○

３ ６ 吹付工 吹付け施工に影響のある湧水の発生 ○

３ ７ 植生工 工事実施の配合決定

種子吹付工及び客土吹付工の施工時期 ○

○

３ 10 防止柵工 施工位置の変更 ○

３ 11 路側防護柵工 施工位置の変更 ○

３ 12 区画線工 施工場所､ 施工方法について ○

３ 13 道路付属物工 施工位置の変更 ○
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第３編

土木工事共通編

２ ３ 14 鋼桁製作工 原寸図の一部または全部の省略

自動ガス切断以外の切断方法とする場合

工場内で溶接できない場合

溶接施工試験を省略する場合

材片の組合せ精度の誤差の許容量が確認された場合

溶接の検査で放射線透過試験のかわりに超音波探傷試験を用いる場

合

溶接欠陥部の補修方法を規定外で行なう場合

仮組立て母材間の食い違いによる補修方法

仮組立てを他の方法による場合

○

○

○

○

○

○

○

○

○

３ 15 工場塗装工 気温､ 湿度の条件が制限を満足しない場合

ローラーブラシを使用する場合

○

○

４ １ 一般事項 衣土の仕様 ○

４ ３ 法留基礎工 基礎杭支持力の測定 ○

４ ４ 既製杭工 設計図書に示された深さ前に打込み不能及び支持力不足

切断した残杭の再使用

最終打撃方式およびコンクリート打設方式の施工方法

降雪雨時､ 強風時の露天での溶接作業

○

○

○

○

４ ５ 場所打杭工 設計図書に示された深さ前に掘削不能

水質水量等に影響を及ぼす恐れがある場合

○

○

４ ６ 深礎工 ＮＡＴＭ等による場合

補強リングが必要になった場合

○

○

４ ７ オープンケーソン基礎 火薬類を使用する場合

著しく沈下が困難な場合の処理方法

○

○

４ ８ ニューマチックケー

ソン基礎工

シャフトの設置方法

沈下促進に減圧沈下を併用する場合

○

○

４ ９ 鋼管矢板基礎工 設計図書に示された深さ前に打込み不能及び支持力不足

切断した残杭の再使用

降雪雨時､ 強風時の露天での溶接作業

○

○

○

５ ３ コンクリートブロッ

ク工

設計図書によらない伸縮目地､ 水抜き孔の施工

合端の施工

○

○

５ ５ 石積 (張) 工 設計図書によらない水抜き孔の施工 ○

６ １ 一般事項 路床面又は下層路盤面の異常の処置方法

路肩舗装を本線と同時に行わない場合

○

○

６ ２ アスファルト舗装の材料 アスファルト舗装工に使用する材料の試験結果

再生アスファルトの再生用添加剤の種類

○

○

６ ４ 舗装準備工 上層路盤､ 基層面の異常 ○

６ ５ アスファルト舗装工 下層路盤の施工で粒状路盤の締固め密度の判定方法

上層路盤の材料の混合及び粒度

安定処理混合物の一軸圧縮試験によるセメント量及び石灰量

安定処理混合物の一軸圧縮試験を省略する場合

セメント及び石灰安定処理路盤の最大乾燥密度

気温５℃以下のとき及び雨天時に施工する場合

下層路盤で安定処理路盤材の締固め密度の判定方法

加熱アスファルト安定処理路盤材の配合設計

加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定

加熱アスファルトの排出時の温度及びその変動範囲

加熱アスファルト混合物の舗設で気温５℃以下の施工

加熱アスファルト混合物の配合設計及び試験練りの省略

加熱アスファルト混合物の現場配合の決定

路盤面及びタックコート施工面の異常の処置方法

交通開放時の舗装表面温度

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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第３編

土木工事共通編

２ ６ ６ コンクリート舗装工 下層路盤の施工で粒状路盤の締固め密度の判定方法

上層路盤の材料の混合及び粒度

安定処理混合物の一軸圧縮試験によるセメント量及び石灰量

セメント及び石灰安定処理に使用する混合物の一軸圧縮試験の省略

セメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度

下層路盤で安定処理路盤材の締固め密度の判定方法

加熱アスファルト安定処理路盤材の配合設計

加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定及び省略

加熱アスファルト混合物の排出時の温度

加熱アスファルト混合物の舗設で気温５℃以下の施工

アスファルト中間層の施工で路盤面に異常がある場合の処置方法

コンクリート舗装の交通開放の時期

転圧コンクリート舗装のコンクリート示方配合の決定

転圧コンクリート舗装の下層､ 上層路盤にセメント安定処理を使用

する場合で一軸圧縮試験を省略する場合

転圧コンクリート舗装の配合条件の決定と示方配合の決定

転圧コンクリートにおけるコンクリートの練りまぜ量の決定

転圧コンクリートにおける運搬時間の延長

転圧コンクリートの交通開放の時期

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

６ ７ 薄層カラー舗装工 基盤面に異常を発見したときの処置方法 ○

７ ２ 路床安定処理工 路床安定処理工における粉塵対策 ○

７ ３ 置換工 基礎面等で置換えが必要と判断される場合 ○

７ ５ パイルネット工 打込み不能の処置方法

切断した残杭の使用

○

○

７ ８ 締固め改良工 施工現場周辺への影響 ○

７ ９ 固結工 施工現場周辺への影響

薬液注入工の施工における現場責任者の選任

○

○

９ ３ 構造物取壊し工 鋼矢板及び�鋼杭の引抜き跡の地盤変化 ○

９ ６ 道路施設撤去工 撤去後に悪影響が生じた場合の措置 ○

10 １ 一般事項 仮設工の設計図書以外の施工

仮設物の工事完了後の処理方法

○

○

10 17 防塵対策工 工事車輌が泥土､ 土砂を付着したまま工事区域外に出る恐れがある

場合

工事用機械及び車輌の走行によって防塵の被害を第三者に及ぼす恐

れがある場合

○

○

第６編

河 川 編

１ ５ ２ 材料 かごマットは側網等工場で底網に結束する以外の場合

かごマットの線材は､ 品質試験結果を提出 ○

○

７ １ 一般事項 根固め工の施工で障害となる工作物等が現れた場合 ○

７ ３ 根固めブロック工 ブロックの製作場所の変更 ○

７ ６ 捨石工 施工方法の変更 ○

８ １ 一般事項 施工順序により､ 河床変動が著しい場合

予期しない障害物の出現

○

○

９ ９ 側溝工 コルゲートパイプの布設で軟弱地盤等が出現した場合の施工方法

コルゲートパイプの布設であげこしを行う場合の施工方法

○

○

10 ２ 境界工 境界杭の埋設が設計図書に示す深さの施工が困難な場合

境界杭を地上30㎝出すと危険な場合

○

○

２ ２ ２ 浚渫船運転工 ポンプ浚渫の施工で浚渫作業の障害物を発見した場合

ポンプ浚渫の施工で土質が変化した場合

○

○

３ ２ 浚渫船運転工 グラブ浚渫の施工で浚渫作業の障害物を発見した場合

グラブ浚渫の施工で土質が変化した場合

○

○

５ ２ 浚渫土処理工 浚渫土砂受入れ地の埋立断面に変更が生ずる場合 ○
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第６編

河 川 編

３ ３ ２ 作業土工 (床掘り・

埋戻し)

基礎下面の土質が地盤改良の必要がある場合

仮締切内に予期しない湧水がある場合

○

○

３ ６ 函渠工 コルゲートパイプの布設であげこしを実施する場合 ○

５ １ 堤脚水路工 設計図書に基づいて施工できない場合 ○

６ ６ 点検施設工 設計図書どおり施工できない場合 ○

６ ７ 段階工 設計図書どおり施工できない場合 ○

６ ８ 観測施設工 設計図書どおり施工できない場合 ○

６ ９ グラウトホール工 設計図書どおり施工できない場合 ○

４ ４ １ 水門 基礎下面の土質が設計図書と相違する場合

基礎部分に予期しない湧水がある場合

○

○

４ ２ 材料 設計図書に記載ない材料の使用 ○

８ ２ 水門塗装 塩分付着量が多い場合の処理方法

塗布作業時の気温・湿度の制限以外の場合

下塗りで溶接施工のため塗装困難となる部分

現地溶接を行う部分等でさび止め用に防錆剤使用する場合

○

○

○

○

５ ３ １ 一般事項 施工計画書の記載項目の省略 ○

３ ２ 材料 工場塗装工の塗料は工事着手前に色見本提出 ○

３ ５ 検査路製作工 検査路と桁本体との取付を現場で施工する場合 ○

４ ８ 床版工 本体コンクリートと同時施工が困難な場合 ○

７ ２ 管理橋受台工 設計図書の構造によらない場合 ○

８ ２ 材料 基層及び表層に使用する骨材は､ 試料及び試験結果を提出

舗装工で使用するアスファルト､ 瀝青材料は品質証明書を提出

○

○

８ 11 現場継手工 仕様書で示された接触面の処理以外の処理を施す場合

締付けボルト軸力を設計ボルト軸力の10％増し､ 以外の締付けをす

る場合

ボルト､ ナット及び座金にマーキング以外で行う場合

○

○

○

９ １ 橋梁現場塗装工 ローラーブラシまたはエアースプレーを使用する場合

塩分付着量がNaCl 100mg/㎡以上となった場合の処置方法

塗布作業時の気温・湿度の制限､ 以外の場合

下塗りで溶接施工のため塗装困難となる部分

現場溶接を行う部分等でさび止め用に防錆済を使用

○

○

○

○

○

10 １ 床版工 桁の出来型に誤差がある場合

単純桁の床版コンクリートで打継目を設ける場合

○

○

11 １ 橋梁付属物工 橋名板の取付で親柱のない橋梁

橋歴板の取付位置

橋歴板の材質及び寸法､ 記載事項を変更する場合

地覆上面に取付ける橋歴板で記載事項が多い場合

○

○

○

○

13 ３ ポストテンションＴ

(Ｉ) 桁製作工

ＰＣ鋼材の切断で機械的手法によらない場合

暑中におけるグラウトの施工は材料と施工方法

○

○

16 橋梁付属物工 橋名板の取付で親柱のない橋梁

橋歴板の取付位置

橋歴板の材質及び寸法､ 記載事項で小規模な橋梁

地覆上面に取り付ける橋歴板で記載事項が多い場合

○

○

○

○

６ ３ ２ 作業土工 (床掘り､

埋戻し)

基礎下面の土質が不適当な場合の処理

仮締切内に予期しない湧水がある場合

○

○

４ １ 一般事項 設計図書に定められていない仮締切を設置する場合 ○

４ ２ 作業土工 (床掘り､

埋戻し)

基礎下面の土質が不適当な場合の処理

基礎部分に予期しない湧水がある場合

○

○

５ ２ 作業土工 (床掘り､

埋戻し)

基礎下面の土質が不適当な場合の処理

仮締切内に予期しない湧水がある場合

○

○

７ ３ １ 一般事項 予期しない障害となる工作物等が出現した場合 ○

４ １ 一般事項 予期しない障害となる工作物等が出現した場合 ○

５ １ 一般事項 予期しない障害となる工作物等が出現した場合 ○
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第６編

河 川 編

８ ３ ２ 河川巡視 巡視の実施期間は設計図書に示す以外に必要な場合 ○

４ ２ 堤防除草工 機械施工において現地盤の不陸及び法肩等で草の刈取り高10㎝以下

で施工できない場合

○

５ ２ 芝養生工 伐根した草等はすべて処理

設計図書に示す材料､ 使用量及び配合が不適当な場合 ○

○

５ ３ 伐木除根工 伐木及び除根した木等の処理はすべて処理 ○

６ ３ クラック補修工 使用材料及び施工方法 ○

６ ４ ボーリンググラウト工 水及びセメントの計量方法

注入の開始及び完了は注入量の確認できる資料

注入中に異状があり一時中断する場合

追加グラウチングの施工 ○

○

○

○

６ ５ 欠損部補修工 設計図書に示す以外の施工方法 ○

７ ２ 材料 目地補修用クラック防止シートの品質証明書 ○

７ ４ コンクリート舗装補

修工

アスファルト注入材料の重量検収に使用する計測装置

アスファルト注入完了後のタワミ量が0.4㎜以上の箇所の処置

目地の補修において注入不能のひびわれ

○

○

○

７ ５ アスファルト舗装補

修工

わだち掘れ補修の施工は､ 舗設計画図面を作成

わだち掘れ補修の施工で異状を発見したときの処置

路面切削の施工は､ 切削計画図面を作成

パッチングの施工で破損部分を除去し､ 既設舗装面と平坦性を保つ

ように施工する場合以外

○

○

○

○

８ ２ 付属物復旧工 復旧の時期､ 箇所､ 材料､ 方法等

支柱の施工で設計図書によりがたい場合 ○

○

９ ４ 境界工 近接所有者と問題が生じた場合 ○

11 ３ 塵芥処理工 設計図書に示す以外の施工方法 ○

11 ４ 水面清掃工 設計図書に示す以外の施工方法 ○

12 ３ 樹木・芝生管理工 剪定形式について

架空線､ 標識類に接する枝の剪定形式

植穴の掘削で湧水がある場合

地下埋設物に損傷を与えた場合

抜根した草等はすべて処理

設計図書に示す使用材料の種類､ 使用量等が施工箇所に不適当

薬剤散布の施工は周辺住民に通知

○

○

○

○

○

○

○

９ ６ ４ 路面切削工 路面切削前に舗設計画図面を作成 ○

６ ５ 舗装打換工 既設舗装の撤去で周辺の舗装に影響する場合または､ 計画面より下

層に不良部分がある場合

交通開放時の舗装表面温度

○

○

６ ６ オーバーレイ工 施工前に舗設計画図面を作成

施工面に異状を発見したときの処置方法

交通開放時の舗装表面温度

○

○

○

７ ３ 付属物塗装工 塩分付着量がNaCl 100㎎/㎡以上となった場合の処置方法 ○

第７編

海 岸 編

１ ３ ４ 捨石工 施工箇所において捨石基礎に影響ある場合の施工方法 ○

３ ５ 場所打コンクリート工 水中コンクリートで施工する場合 ○

４ １ 一般事項 護岸と基層との間に吸出防止材を敷設する場合の施工方法 ○

４ ２ 材料 アスファルトマット製作前にアスファルト合材の配合報告書

合成繊維マットの形状寸法

合成樹脂系マットの形状寸法

○

○

○

４ ５ コンクリート被覆工 設計図書に示す位置以外に打継目を設ける場合 ○

６ １ 一般事項 天端被覆の施工で路盤面に異常を発見した場合 ○

７ １ 一般事項 基礎材の施工で基礎材面に異常を発見した場合 ○

７ ３ 波返工 設計図書に示す以外に打継目を設ける場合 ○

10 ５ 管渠工 コルゲートパイプの施工であげこしを施工する場合 ○



― 76 ―

工 種
仕 様 書

条 の 見 出 し 業 務 内 容 及 び 項 目
監督員の業務

章 節 条 協
議
指
示
承
諾
立
会
検
査

第７編

海 岸 編

１ 11 ４ 境界工 境界杭の設置位置

境界杭の設置が困難な場合

境界杭を地上30㎝出すと危険な場合

○

○

○

２ ４ 11 ケーソン工 ケーソン製作完了後､ ケーソン番号､ 吃水目盛等を表示

ケーソンに異常を発見した場合の処置

進水方法及び進水時期

斜路によるケーソン進水で異常を発見した場合

吊り降し進水の施工方法

ワイヤーロープ等吊具の形状寸法

ケーソン仮置きの方法及び時期

ケーソンを浮上する場合の方法､時期

ケーソン曳航の方法及び時期

ケーソン回航の方法及び時期

ケーソンの据付け方法及び時期

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

４ ２ ２ 浚渫船運転工 ポンプ浚渫の施工で浚渫作業の障害となるものを発見

ポンプ浚渫の施工で土質に変化がある場合

浚渫の作業位置を随時確認できるようにする

○

○

○

３ ２ 浚渫船運転工 グラブ浚渫の施工で浚渫作業の障害となるものを発見

グラブ浚渫の施工で土質に変化がある場合

浚渫の作業位置を随時確認できるようにする

○

○

○

４ ２ 浚渫土処理工 浚渫土受入れ地の埋立断面に変化が生ずる場合 ○

第８編

砂 防 編

１ ３ １ 一般事項 施工計画書の原寸､ 工作､ 溶接に関する事項を省略する場合 ○

４ １ 一般事項 破砕帯､ 断層及び局部的な不良岩の処理方法

基礎面の湧水処理

コールドジョイントを設置する場合

新旧コンクリートの打継日の間隔

コンクリートの打込み時期について

コンクリートの養生の方法及び期間

○

○

○

○

○

○

６ ２ 作業土工 (床掘り・

埋戻し)

地質・岩盤線の変化が認められたとき

掘削土量の増加分の処理

○

○

６ ８ 水叩工 コンクリート水平打継ぎ ○

７ 10 現場塗装工 ローラーブラシまたはエアースプレーを使用する場合

塩分付着量がNaCl 100㎎/㎡以上となった場合の処置方法

下塗りで､ 溶接施工のため塗装困難となる部分

現場溶接部分の防錆剤使用

○

○

○

○

９ ５ 銘板工 堤名板の取付位置 ○

９ ６ 点検施設工 設計図書どおり施工できない場合 ○

９ ４ 境界工 境界杭 (鋲) の設置位置

設計図書どおり掘削できない場合

境界杭を地上30㎝出すと危険な場合

○

○

○

10 ８ 側溝工 軟弱地盤等の施工方法

あげこしの施工方法

○

○

２ ５ ６ 捨石工 護岸基礎工で波浪等による影響時の施工方法 ○

６ ２ 段階工 設計図書どおり施工できない場合 ○

３ ３ ７ 抑止アンカー工 アンカー定着地盤に影響がある場合

設計図書どおりの削孔が不能となった場合

○

○

４ ５ プレキャスト擁壁工 設計図書どおりの構造等によらない場合 ○

４ ６ 補強土壁工 スキンの組立中の異常な変異 ○
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第８編

砂 防 編

３ ６ １ 一般事項 多量の湧水及び予定深度で排水がない場合

せん孔中に湧水等に変化を認めた場合

せん孔でコアボーリングを実施する場合

検尺を受ける場合の方法

集水井内の酸素濃度測定と換気等の施工

集水井で予定深度まえに湧水がある場合と予定深度まで掘削した後

においても湧水がない場合

○

○

○

○

○

○

６ ５ 集水井工 設計図書に定めた設置位置及び深度の変更 ○

第９編

ダ ム 編

１ ３ ３ 過掘の処理 掘掘土量の増加分の処理 ○

３ ６ 不良岩等の処理 不良岩盤の処理方法

湧水がある場合の処理

○

○

３ ９ 岩盤確認後の再処理 岩盤面の処理方法 ○

４ １ 一般事項 骨材をダム本体工事以外に使用 ○ ○

４ ２ 原石骨材 骨材として不適当なものの廃棄 ○

４ ４ 配合 現場試験によるコンクリートの配合

配合の修正

○

○

４ ６ 練りまぜ コンクリート製造設備の故障等の処理方法

廃棄を指示したコンクリートの処分方法

○

○

４ ７ コンクリートの運搬 コンクリートをバケット以外で運搬 ○

４ ８ 打込み開始 コンクリート打込み工程計画 ○

４ ９ コンクリートの打込

み

ハーフリフト高さで施工する時

一区画内にコールドジョイントを設ける場合

各リフトの打ち上がり速度

コンクリートの打込み

各リフトの仕上げに排水勾配を設置

○

○

○

○

○

４ 11 継目 やむを得ず設ける打継目

水平打継目に品質の悪いコンクリートができた場合

水平打継目の処理にあたっては､ レイタンス・浮石の除去､ その時

期

やむを得ずチッピングを施工する場合

長期間打止めした水平打継目の処理

○

○

○

○

○

４ 12 養生 打継ぎ面を長期間放置する場合 ○

５ １ 一般事項 鋼製型枠以外

型枠の構造及び使用方法

○

○

５ ２ せき板 内面に塗布するはく離材の使用 ○

５ ３ 型枠の組立て取はず

し移動

型枠の組立に鋼製材料以外を使用する場合

型枠の取はずしの時期及び順序

○

○

５ ４ 取はずし後の処理 コンクリート表面の損傷等の処置 ○

７ ２ 冷却管設置 設計図書に示す冷却管以外

冷却管の設置位置

コンクリート打込み中に冷却管の事故等が発生した場合 ○

○

○

８ ３ 冷却用設備 設置計画図の提出 ○

８ ４ 冷却工 冷却完了後の処置 ○

10 ３ 施工設備等 設計図書に示す圧力計を検査

圧力計の設置場所

充水の圧力変動を少なくする水槽の設置

水及びセメントの計量方法

○

○

○

○
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第９編

ダ ム 編

１ 10 ４ 施工 洗浄及び水押しテスト

水押しテスト用染料

漏えい箇所を糸鉛､ 綿糸､ モルタル急硬剤以外の材料でコーキング

する場合

注入前に規定圧で充水

注入中に規定圧で充水

注入完了後の水抜き

注入の開始

注入圧の指示

注入完了後の各ヘッダ管口部等の処理

圧力計の記録

継目の測定は継目計またはダイヤルゲージの型式､ 規格､ 設置場所等

セメントミルクの比重の測定時期

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

11 １ 一般事項 堤内仮排出水路部の開口部の施工時期 ○

11 ２ コンクリートの施工 閉塞コンクリートの運搬及び打込み方法

漏水の処理方法

○

○

12 ３ 雨水等の処理 工事区域内に入った雨水等の処理 ○

２ ２ ３ 過堀の処理 過掘の処理 ○

２ ５ 基礎地盤面及び基礎

岩盤面処理

基礎地盤及び基礎岩盤の整形 ○

２ ９ 基礎地盤及び基礎岩

盤確認後の再処理

基礎地盤及び基礎岩盤清掃後の処理 ○

３ １ 一般事項 フィルターゾーンを横断する運搬路

運搬路の跡地等で過転圧の部分 ○

○

３ ２ 材料採取 材料を本工事以外に使用

材料が不適当と認めた場合

○

○

○

３ ５ コアの盛立 設計図書に示す含水比を確保できない場合

締固め層で上層との密着が確保できない場合

作業を中断する場合の処理

○

○

○

３ ６ フィルターの盛立 設計図書に示す粒度と合致しない場合

斜面付近の締固め機械の走行方法

○

○

３ ７ ロックの盛立 斜面付近の締固め機械の走行方法 ○

３ ３ ３ せん孔 せん孔中に岩質､ 断層､ 湧水等の変化がある場合 ○

３ ４ コア採取及び保管 採取したコアをコア箱に整理し､ 納入 ○

４ ４ セメントミルクの製

造及び輸送

水及びセメントの計量方法 ○

４ ７ 注入 注入の開始及び完了

注入の一次中断

設計図書に示す許容変位量を超えた場合

隣接する孔の同時注入する場合

ミルクの漏洩に糸鉛､ 綿糸モルタル以外の材料で処理する場合

○

○

○

○

○

４ ８ 注入効果の判定 追加グラウチングの位置､ 方向､ 深度等 ○

第10編

道 路 編

１ ３ ２ 遮音壁支柱製作工 製作加工図を必要とする場合

部材の切断をガス切断以外の場合

○

○

４ １ 一般事項 定められた規定以外の施工方法 ○

４ ６ アンカー工 施工計画の内容

異常を発見した場合の処理

設計図書に示された削孔長に変化が生じた場合 ○

○

○

５ ７ 補強土壁工 スキンの組み立て中異常の発見 ○

７ ７ プレキャストカルバー

ト工

定められた勾配によりがたい場合

縦締め施工を指針によらない場合

○

○
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道 路 編

１ ８ ３ 側溝工 定められた水路勾配によりがたい場合

コルゲートフリュームの布設で砂質工または軟弱地盤が出現した場合

コンクリートフリュームの布設であげこしを行う場合の施工方法

底版コンクリート打設は設計図書による

○

○

○

○

８ ４ 管渠工 定められた水路勾配によりがたい場合 ○

８ ５ 集水桝・マンホール工 路面との高さ調整が必要な場合 ○

８ ６ 地下排水工 新たに地下水脈を発見した場合の対策 ○

８ ７ 現場打 (組立) 水路

工

定められた水路勾配によりがたい場合 ○

９ １ 一般事項 浮き石､ 転石の処理

新たな落石箇所を発見したとき

○

○

９ ２ 材料 使用する材料で記載ないもの

落石防護柵工の支柱の塗装についての色調

○

○

９ ４ 落石防止網工 アンカーピンの打込みが不可能な場合

設計図書に示された設置方法によりがたい場合

支柱間隔が設計図書によりがたい場合

ポケット式の支柱の建込について施工方法と範囲

メインアンカー及びサブアンカーの設置箇所

○

○

○

○

○

９ ５ 落石防護柵工 支柱間隔が設計図書によりがたい時 ○

10 ２ 材料 設計図書に明示されたもの以外の材料を使用するとき ○

10 ４ 遮音壁基礎工 支柱アンカーボルト以外の施工方法 ○

２ ３ １ 一般事項 下層路盤面の異常を発見したとき ○

３ ２ 材料 排水性舗装用混合物の配合

配合の修正

○

○

３ ４ 橋面防水工 床版に滞水箇所を発見したとき ○

３ ７ 排水性舗装工 混合物の粒度範囲によりがたい場合

混合物の目標値によりがたい場合

○

○

３ ９ グースアスファルト

舗装工

基盤面の異常を発見したとき ○

３ 12 ブロック舗装工 ブロックの色彩・パターン ○

４ ３ 側溝工 定められた勾配で設置 ○

５ １ 一般事項 防護柵を設置する際に障害物がある場合など ○

６ １ 一般事項 設計図書によるが障害物がある場合など ○

８ ６ 標識基礎工 基礎杭の施工で､ 杭の打込み中に偏心等

設計深度に達する前に打込み不能

○

○

10 ２ 道路植栽工 植樹の位置

蒸発抑制剤を使用する場合の使用剤および使用方法

湧水が認められた場合

埋設物に損傷を与えた場合

植樹の施工方法及び施工管理方法

低部が滞水性の地質の場合の施工方法及び施工範囲

○

○

○

○

○

○

11 ３ 境界工 境界杭 (鋲) の設置位置

設計図書に示す深さまで掘削困難な場合

境界杭を地上30㎝出すと危険な場合

○

○

○

３ ３ １ 一般事項 施工計画書に原寸､ 溶接等を記載の省略

工場製作工の施工で道路橋示方書・同解説の施工規定以外の施工方

法による場合

○

○

４ ８ 躯体工 防錆にモルタルペースト以外の施工方法による場合

支承部の箱抜きの施工で道路橋支承便覧の支承の施工規定以外の施

工方法による場合

支承部の箱抜きの完了で継続して上部工事行う場合や中詰砂・モル

タル仕上げ以外の施工方法による場合

○

○

○
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３ ６ ９ 橋脚フーチング 支承部の箱抜きの施工で道路橋支承便覧の支承の施工規定以外の施

工方法による場合

○

６ 10 橋脚架設工 橋脚架設工の施工で道路橋示方書・同解説の施工規定以外の施工方

法による場合

○

６ 11 現場継手工 道路橋示方書・同解説の施工､ 鋼道路橋施工便覧の架設工事の規定

以外の施工方法による場合

○

４ ３ １ 一般事項 施工計画書に原寸仮組立等の記載事項の省略 ○

３ ４ 検査路製作工 取付けピースで工場溶接以外の場合 ○

４ ４ 架設工 (クレーン架

設)

ベント方式以外の架設方法 ○

４ 11 現場継手工 仕様書で示された接触面の処理以外の処理を施す場合

締付けボルト軸力を設計ボルト軸力の10％増し､ 以外の締付けをす

る場合

ボルト､ ナット及び座金にマーキング以外で行う場合

○

○

○

５ ３ 現場塗装工 ローラーブラシまたはエアースプレーを使用する場合

塩分付着の処置方法

塗布作業時の気温・湿度の制限以外及び強風等のとき

ボルト締め後または溶接施工のため塗装が困難なとき

現場溶接部分の防錆剤の使用

○

○

○

○

○

６ ２ 床版工 桁の出来形寸法に誤差のある時

コンクリート製もしくはモルタル製以外のスペーサを使用するとき

やむを得ず打継目を設ける場合

足場､ 支保工解体時に主桁に損傷を与えたとき

○

○

○

○

７ ９ 銘板工 親柱のない橋梁の橋名板

橋歴板の取付位置

小規模な橋梁及び耐候性鋼材の橋梁

記載事項が多い場合

○

○

○

○

５ ３ １ 一般事項 施工計画書の記載事項の省略 ○

４ ３ ポストテンションＴ

(Ｉ) 桁製作工

ＰＣ鋼材の切断で機械的手法によらない場合

グラウトに用いる普通ポルトランドセメント以外の材料を使用する

とき

暑中のグラウト施工では材料及び施工方法

○

○

○

５ １ 一般事項 架設計画書の記載事項の省略 ○

５ ２ プレビーム桁製作工 部分プレストレスで施工時期が設計と異なるとき ○

６ ３ ２ 掘削工 地山条件等で計測Ｂが必要な場合

騒音・振動による処置の必要性

地山変状が著しくトンネル保守に必要な措置

ロックボルト等を巻厚線内に入れるとき

掘削により生じたずりの処理

地山分類の境界が現地の状況と一致しないときの地山の判定

○

○

○

○

○

○

４ １ 支保工 支保工パターンの設計・施工 ○

４ ２ 材料 吹付コンクリートの配合を変更する ○

４ ３ 吹付コンクリート工 湧水により吹付けが困難な場合 ○

４ ４ ロックボルト工 地山条件により定着長が得られない時

坑内観察時の異常の対応

○

○

４ ５ 鋼製支保工 加工図と設計図書との確認 ○

５ １ 一般事項 覆工厚の変化箇所に覆工厚を刻示 ○

５ ３ 覆工コンクリート コンクリートの打設時期 ○

６ ３ インバート掘削工 掘削の施工時期 ○

６ ４ インバート本体工 横方向目地の間隔

インバート盛土に適さないずりの使用 ○

○

７ ３ 箱抜工 設計図書によりがたい場合 ○

７ ４ 裏面排水工 湧水量が緩衝材の透水能力を超える恐れがあるとき ○
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６ ７ ５ 地下排水工 設計図書によりがたい場合 ○

８ ２ 杭口付工 設計図書に定めない場合 ○

８ ５ 明り巻工 温度変化の激しい冬期・夏期の施工方法 ○

８ ６ 銘板工 銘板の設置位置及び仕様 ○

９ １ 一般事項 補助工の計画及び施工 ○

９ ２ 材料 関連法規に適合する材料 ○

９ ３ 掘削補助工Ａ 設計図書に示されていない場合

施工範囲は地山状態を確認して

○

○

９ ４ 掘削補助工Ｂ 設計図書に示されていない場合

施工範囲の地山状態確認

施工前に計画書を作成

周辺環境に悪影響が出る場合

○

○

○

○

７ ３ ２ 掘削工 岩質が堅硬で将来とも影響ない場合

掘削により生じたずりの処理 ○

○

４ ３ 鋼製支保工 加工図を設計図書と確認

底版支承面が軟弱で沈下のおそれがある場合

鋼製支保工の間隔

○

○

○

５ １ 一般事項 設計覆工厚の刻示する取付位置 ○

５ ３ 覆工コンクリート 鋼製支保工以外の支保工材料の除去困難な時 ○

５ ５ 裏込注入工 裏込注入の時期､ 圧力等 ○

８ ３ ６ 受台工 防錆にモルタルペースト以外の施工方法による場合 ○

９ ３ １ 一般事項 施工計画書の記載項目の省略 ○

４ ６ 受台工 防錆にモルタルペースト以外の施工方法による場合

支承部の箱抜きの施工で道路橋支承便覧の支承の施工規定以外の施

工方法による場合

支承部の箱抜きの完了で継続して上部工事行う場合や中詰砂・モル

タル仕上げ以外の施工方法による場合

○

○

○

６ ５ 銘板工 取付位置 ○

10 ４ ２ 掘削工 占用物件等による位置変更及び構造変更が必要な場合

工事完成時埋設する土留杭等

地盤改良等の必要がある場合

○

○

○

４ ５ カラー継手工 設計図書に基づいて施工できない場合 ○

11 ４ ２ 掘削工 占用物件等による位置変更及び構造変更が必要な場合

工事完成時埋設する土留杭等

地盤改良等の必要がある場合

○

○

○

６ ２ 設備工 設計図書に基づいて施工できない場合 ○

12 ４ ２ 掘削工 施工の障害となる占用物件がある場合

位置変更及び構造変更の必要な場合

地盤改良の必要がある場合

○

○

○

５ ４ カラー継手工 設計図書に基づいて施工できない場合 ○

６ ５ 可とう継手工 設計図書に基づいて施工できない場合 ○

７ ２ 設備工 設計図書に基づいて施工できない場合 ○

７ ４ 換気口上屋・仮設照

明・仮設段階等

ブレキャスト製品の材質

水位観測その他対策等が必要な場合

下水道に排出する必要が生じた場合

○

○

○

13 ５ １ 一般事項 位置・線形について事前調査を行い変更が生じた時 ○

５ ２ 管路工 電線共同溝に使用する材料 ○

15 １ 適用 事故防止のための応急処置 ○

３ ２ 道路巡回工 通常巡回の実施時期

道路交通の異常の処置

緊急巡回の実施時期と内容

巡回員は巡回車の運転手を兼ねることはできない

○

○

○

○

４ ２ 材料 目地補修のクラック防止シート ○
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15 ４ ９ コンクリート舗装補

修工

使用する計測装置

タワミ量が規定以上の箇所の処置方法

注入不能ひびわれの処置

○

○

○

４ 10 アスファルト舗装補

修工

施工前に舗設計画図面作製

施工面に異常を発見したとき

路面切削の施工は切削計画図面作成

パッチングの施工時期､ 箇所等

既設舗装面と平坦性を保って施工し､ これ以外は

安全溝で設計図書に定められた位置に支障があるとき

○

○

○

○

○

○

18 ２ 材料 使用する材料で同一規格以外

漏水補修工に使用する材料

○

○

18 ３ 付属物復旧工 復旧の時期､ 箇所､ 材料､ 方法等 ○

19 ３ 路面清掃工 施工の時期､ 箇所 ○

19 ５ 排水施設清掃工 施工の時期､ 箇所 ○

19 ６ 橋梁清掃工 施工の時期､ 箇所 ○

19 ７ 道路付属物清掃工 施工の時期､ 箇所 ○

19 ８ 構造物清掃工 施工の時期､ 箇所､ 方法等 ○

20 １ 一般事項 植栽維持工の出来高確認の方法 ○

20 ３ 樹木・芝生管理工 施工の時期､ 箇所

剪定形式についての指示

架空線､ 標識類に接する剪定形式

植穴の掘削で湧水が認められた場合

地下埋設物に損傷を与えた場合

使用材料の種類等が施工箇所に不適の場合

薬剤散布の施工は周辺住民に通知

枯死または形姿不良の判定及び植替えの時期

○

○

○

○

○

○

○

○

○

21 １ 一般事項 除草工の出来高確認の方法 ○

21 ２ 道路除草工 施工の時期､ 箇所 ○

22 ２ 冬期安全施設工 施工の時期､ 箇所 ○

23 ２ 応急処理作業工 時期､ 箇所､ 作業内容 ○

16 １ 適用 事故防止のための応急処置 ○

３ １ 一般事項 工事区間の通行規制を行う場合

異常降雪時の目標

作業開始時期

除雪作業が出来ない場合

○

○

○

○

３ ３ 一般除雪工 実施の時期､ 箇所､ 施工方法 ○

３ ４ 運搬除雪工 実施の時期､ 箇所､ 施工方法

雪捨場所の整理等に支障 ○

○

３ ５ 凍結防止工 実施する時期､ 箇所､ 方法､ 散布量

凍結防止剤の使用量の確認方法

○

○

３ ６ 歩道除雪工 実施する時期､ 箇所､ 施工方法 ○

３ ７ 安全処理工 実施する時期､ 箇所､ 施工方法 ○

３ ８ 雪道巡回工 雪道通常巡回の実施時期

道路交通に異常が生じているまたは恐がある場合

雪道緊急巡回の実施時期､ 箇所

巡回員は巡回車の運転手を兼ねることができない

○

○

○

○

17 ３ １ 一般事項 施工計画書の記載事項の省略 ○

３ ６ ＲＣ橋脚巻立て鋼板

製作工

鋼板加工図の作成

鋼板加工を工場以外で行う場合

フーチングアンカー筋の加工図を作成

型鋼の加工を工場で行う以外

○

○

○

○

４ ３ 路面切削工 切削前に舗装計画図面を作成 ○



― 83 ―

工 種
仕 様 書

条 の 見 出 し 業 務 内 容 及 び 項 目
監督員の業務

章 節 条 協
議
指
示
承
諾
立
会
検
査

第10編

道 路 編

17 ４ ４ 舗装打換工 設計図書に示された断面で既設舗装を撤去

周辺の舗装や構造物に影響ある場合､ 下層に不良部分が発見された

場合

設計図書に示す条件以外で施工

舗装途中で交通開放する場合

交通開放時の舗装表面温度

○

○

○

○

○

４ ５ 切削オーバーレイ 施工面に異常を発見したとき

交通開放時の舗装表面温度

○

○

４ ６ オーバーレイ工 施工前に舗設計画図面作成

不陸の修正などの処理方法

施工面に異常を発見したとき

セメント､ アスファルト乳剤､ 補充材などの使用量

設計図書によらないで舗装途中の交通開放を行う場合

○

○

○

○

○

４ ７ 路上再生路盤工 切削除去または予備破砕の処置

施工面に異常を発見したとき

補足材などの使用量で設計図書以外の場合

使用するセメント量

一軸圧縮試験の省略

配合試験による路上再生安定処理材料の密度

施工中の異常を発見したとき

○

○

○

○

○

○

○

４ ７ 路上表層再生工 施工前に舗設計画図面を作成

不良部分の撤去等の処置は設計図書による

施工面に異常を発見したとき

設計図書に示す配合比率の基準値

マーシャル安定度試験を省略する場合

再生用添加材使用の場合は品質を確認

最終的な現場配合の決定

アスファルト混合物の基準密度を施工前

交通開放時の舗装表面温度

○

○

○

○

○

○

○

○

○

17 １ 一般事項 修繕箇所に異常を発見したとき ○

17 ３ 床版補強工 (鋼板接

着工法)

床版のクラック状況を調査

床版クラック処理は設計図書によらない場合

特殊な横断勾配等の箇所の樹脂の注入厚

施工時気温を規定値以外で施工する場合

取外し部材の再取付け方法

本工事に伴い防護工事が必要な場合

○

○

○

○

○

○

17 ４ 床版補強工 (増桁架

設工法)

設計図書に規定するケレン

クラック注入延長及び注入量 ○

○

17 ５ 床版増厚補強工 床版クラック処理は設計図書によらない場合 ○

19 ３ 鋼橋支承修繕工 施工に先立ち補修計画を作成 ○

19 ４ ＰＣ橋支承修繕工 施工に先立ち補修計画を作成 ○

20 ３ 伸縮継手修繕工 交通開放の時期 ○

20 ６ 橋梁地覆・高欄修繕工 破損したものの取替は同一規格以外 ○

20 10 沓座拡幅工 鋼製沓座設置は設計図書によらない場合 ○

21 ３ 横断歩道橋修繕工 破損したものの取替は同一規格以外 ○

22 ４ ＲＣ橋脚鋼板巻立て

工 (エポキシ系樹脂)

充填材にエポキシ系樹脂を用いる場合 ○
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第10編

道 路 編

17 22 ４ ＲＣ橋脚鋼板巻立て

工 (無収縮モルタル)

既設橋脚の鉄筋位置の確認方法

既設コンクリート表面の劣化等の不良部分が著しい場合

アンカー搾孔後に湧水が発生したとき

鋼材の折曲げ加工を現場で加工する場合

アンカー孔穿孔を削岩機以外行う場合

海水や腐食の影響等の防食処理について

環境対策のため工法変更

超音波探傷試験の検査箇所

超音波探傷試験で不合格箇所の処置

○

○

○

○

○

○

○

○

○

22 ５ 橋脚コンクリート巻

立て工

既設橋脚の鉄筋位置の確認方法

既設コンクリート表面の劣化等の不良部分が著しい場合

アンカー搾孔後に湧水が発生したとき

鋼材の折曲げ加工を現場で加工する場合

アンカー孔穿孔を削岩機以外行う場合

海水や腐食の影響等の防食処理について

環境対策のため工法変更

超音波探傷試験の検査箇所

超音波探傷試験で不合格箇所の処置

○

○

○

○

○

○

○

○

○

23 ５ 張紙防止塗装工 塗布作業時の気温・湿度の制限

塗料の塗装間隔

○

○

24 １ 一般事項 修繕箇所に異常を発見したとき ○

24 ４ 裏込注入工 グラウトパイプの配置 ○

第11編

公 園 編

１ ３ ４ 移設工 撤去移設時に既設構造物に破損が生じた場合

景石の本据え前の全体の納まり ○

○

３ ６ 伐開工 根株が将来腐食して､ 盛土､ 構造物の基礎､ 地下埋設物に影響をお

よぼすおそれがある場合

○

４ ２ 表土保全工 表土を堆積して保管する場合 ○

４ ４ 土層改良工 耕起回数が設定しがたい場合 ○

５ ６ 表土盛土工 堆積期間中の還元状態の進行や性状の劣化が認められた場合 ○

５ ８ 造形工 築山の主要な部分の施工図の作成 ○

６ ３ 法面ネット工 軟質な土壌で固定できない場合 ○

６ ５ 編柵工 設計図書に示された材料以外の材料を混用する場合 ○

８ 10 石積工 水抜管の湧水のある箇所の処理方法 ○

２ ３ １ 一般事項 植替え時期 ○

３ ７ 播種工 再播種の施工時期及び発芽期間 ○

３ ８ 花壇植栽工 ○

５ ５ 樹勢回復工 樹勢回復の施工時期,施工方法

樹木修復の時期､ 種類及び方法

○

○

６ １ 公園植栽 草刈の刈高

除草剤の使用方法､ 実施日等周知方法

指定薬剤と同等の効果がある薬剤使用

薬剤散布の天候条件

薬害のうたがいが生じた場合

散布むら等効果のないとき

芝生の刈込み

○

○

○

○

○

○

○

３ ３ ５ 循環設備工 各装置及び機器類等の施工図

必要な試験の実施､ 試験成績表

制御盤の盤内の器具及び材料

○

○

○

○

３ ８ 給水管路工 布設後の水圧・通水・ホンプの試験 ○

４ ８ 管渠工 あげこしの必要が生じた場合 ○

４ ９ マンホール工 路面との高さ調整が必要な場合 ○

４ 10 地下排水工 新たな地下水脈を発見した場合の対策 ○

６ ３ 照明設備工 引込柱及び照明灯の建て込み位置 ○
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第11編

公 園 編

３ ７ １ 一般事項 路床面または下層路盤面に異常を発見したとき ○

７ 16 視覚障害者誘導用ブ

ロック工

施工図の作成 ○

12 ３ 四阿工､ パーゴラ工

等

各工種の設置位置

仕上げの色合い

○

○

13 ３ 塗装仕上げ工 仕上げの色合い

上塗り前に上塗りまでの工程について

塗布作業時の気温・湿度等の制限

○

○

○

４ ３ １ 一般事項 路床面または下層路盤面に異常を発見したとき ○

３ ２ 材料 材料の試料及び試験結果

材料の品質を証明する資料

使用する機能及び意匠に関する材料

○

○

○

３ ４ グラウンド・コート

用舗装工

路床の状態､ 使用材料の性状により合格判定値を満足しないとき

人工芝舗装のラインの施工はコート面に作図し､ 協議規則との適合

アスファルト乳剤系表層材の施工の気象条件

アスファルト弾性混合物系表層材の配合設計

○

○

○

○

３ ４ グラウンド・コート

用舗装工

アスファルト弾性混合物の舗設作業時の気象条件

アクリル樹脂系表層材の塗布作業時の気象条件

ポリウレタン系表層材の舗設作業時の気象条件

透水型表層材の舗設作業時の気象条件

○

○

○

○

５ ２ 16 床固工 予期しない障害となる工作物の出現 ○

２ 18 水制工 予期しない障害となる工作物の出現 ○

３ ２ 材料 採取場所 ○

３ ３ 湿地移設工 時期､ 工法の施工計画書の作成 ○

第12編

下 水 道 編

１ １ 適用 地下の支障物件 ○

３ ６ プレキャストカルバー

ト工

設計図書に示された勾配以外

縦締め施工で道路埋設指針によらない場合

○ ○

○

４ １ 一般事項 仮排水等を設置する場合 ○

４ ２ ウェルポイント排水及

びディープウェル排水

ウェルポイント・ディープウェルの布設位置等

観測井を設置する場合 ○

○

５ ２ 立杭工 立杭の構造は施工計画書で ○

５ ３ 人孔築造工 人孔の施工計画図 ○

６ ２ 掘削及び推進 製作図・諸機能・構造計算等 ○

６ ３ 裏込工 注入材料の配合・注入順序 ○

７ ２ 掘削及び推進 製作図､ 諸機能､ 構造計算等

シールド機を定位置に据付け

○

○

７ ４ 裏込工 注入材料の配合､ 注入順序等 ○

７ ５ 二次覆工 コンクリート打設に使用する型枠・支保工 ○

７ ６ 調査及び測定 セグメント及びシールドにかかる外圧の測定 ○

第13編

港 湾 編

１ ２ ２ 施工 軟弱層の置換えで底面の地層の確認方法

出来形の許容範囲を越えた場合の処置

○

○

２ １ ２ 材料 材料の試験成績表及び産地の明示 ○

１ ３ 施工 浮泥が推積し施工に支障がある場合 ○

２ ２ 材料 砂又は砕石の試験成績表並びに産地を明示 ○

３ ３ 施工 自動記録装置の性能確認試験

打込困難な状況が生じた場合 ○

○

４ ２ 材料 ドレーン材の試験成績表 ○



― 86 ―

工 種
仕 様 書

条 の 見 出 し 業 務 内 容 及 び 項 目
監督員の業務

章 節 条 協
議
指
示
承
諾
立
会
検
査

第13編

港 湾 編

２ ４ ３ 施工 自動記録装置の性能確認試験

打込困難な状況が生じた場合 ○

○

６ ３ 施工 砂杭の配置及び形状寸法

自動記録装置の性能確認試験

打止め深度の確認方法

砂杭で原位置での打直しが困難な場合

打込困難な状況が生じた場合

砂杭の施工不良の処理方法

○

○

○

○

○

○

６ ５ 施工管理試験 測定時期及び測定範囲 ○

７ ３ 施工 自動記録装置の性能確認試験

設計図書に定める深度までの貫入が困難な場合 ○

○

８ ５ 材料の計量及び練混

ぜ

各材料の計量方法及び計量装置

含水率に基づく表面水率の試験方法

練混ぜ設備､ 練混ぜ時間等

○

○

○

８ ７ 施工 自動記録装置の性能確認試験

改良杭の配置､ 施工目地の位置等の図面

打止め深度の確認方法

接合面のラップ幅

制限時間以内の施工が不可能な場合

設計図書に定める接合が不可能な場合

○

○

○

○

○

○

３ １ ２ 材料 アスファルト合材の配合報告書 ○

１ ４ 施工 マットの目地処理は重ね合わせ幅

マットの敷設は吊金具による水平吊りができない場合

○

○

４ １ ２ 材料 材料は県が立会調査した石取場以外

写真による管理

試験成績表並びに産地を明示

○

○

○

３ ２ 材料 試験成績表並びに産地を明示 ○

５ １ ４ 施工 支持杭の打止め深度の確認方法

規定の打込み深度より支持層が浅い場合

規定の打込み深度より支持層が深い場合

継手構造及び溶接方法

打込困難な状況が生じた場合

○

○

○

○

○

２ ２ 施工 遠心力コンクリートくいの施工標準による施工 ○

３ ３ 組合せ矢板及び異形

矢板の製作

工場で加工及び製作する以外 ○

３ ５ 施工 打込困難な状況が生じた場合､ 若しくは土質条件に比べて矢板の貫

入量が異常に大きい場合

鋼矢板打込み方向の傾斜を異形矢板で修正

継手が離脱し､ 引抜いて打直しが不可能な場合

○

○

○

６ １ ２ 材料 タイワイヤー製作の規格値 ○

１ ３ 施工 タイロッド施工順序､ 背面土砂高さ等と緊張力の大きさ検討

タイワイヤー施工順序､ 背面土砂高さ等と緊張力の検討

○

○

７ ２ ２ コンクリートミキサー

船の選定

施工に先立ちミキサー船を選定 ○

２ ３ 材料 海水を無筋コンクリートの練混ぜ水とする場合

化学的､ 物理的に不安定な骨材は使用する場合

○

○

２ ４ 品質 示方配合を定め配合報告書を提出

試験練りの実施 ○

○

９ ２ 材料 水中不分離性混和剤は土木学会規準に適合したもの

混和剤の品質を確認し､ 使用方法を検討

混和材の品質を確認し､ 使用方法を検討

○

○

○

９ ４ 配合 水中不分離性コンクリートの配合を試験で定め ○
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７ ９ ５ コンクリートの製造 各材料の計量方法及び計量装置

コンクリート製造設備の整ったプラント以外で練混ぜ

○

○

10 ３ 配合 現場配合 ○

10 ５ 施工 形枠の取外し時期及び順序

鉛直注入管の水平間隔が２mを越える場合

注入を中断し打継目を設ける場合

○

○

○

10 ６ 品質管理 土木学会規準による品質管理試験 ○

８ １ ３ 施工 ケーソン製作完了後､ 番号､ 吃水目盛位置等 ○

２ ２ 進水時期および進水

準備

ケーソンの異常を発見した場合 ○

２ ３ 進水 進水に先立ち､ 異常を発見した場合

吊枠の形状､ 材質及び吊具の配置､ 形状寸法

吊金具の異常を発見した場合

進水完了後､ 異常を発見した場合

ケーソン進水後止水蓋取付箇所から漏水がある場合

○

○

○

○

○

３ ２ 仮置 ケーソンに異常を発見した場合

仮置場の異常を発見した場合

ケーソン仮置終了後に異常を発見した場合

仮置期間中に異常を発見した場合

○

○

○

○

４ ３ 曳航準備 ケーソンの異常を発見した場合 ○

４ ４ 曳航 ケーソン曳航完了後に異常を発見した場合 ○

５ ３ 回航準備 ケーソンの異常を発見した場合 ○

５ ４ 回航 回航完了後に異常を発見した場合 ○

６ ２ 施工 据付作業完了後に異常を発見した場合 ○

９ １ ３ 製作 ブロックを転置する場合の時期及び方法 ○

10 １ ２ 材料 試験成績表並びに産地を明示 ○

２ ３ 場所打コンクリート 蓋コンクリートにアンカーを取付ける場合 ○

11 １ ３ 施工 図面にない場所に打継目を設ける場合

上部コンクリートに作業用の係留環等の取付け

○

○

12 １ ３ 施工 最終仕上げ面のプルーフローリング ○

３ ２ 材料 スランプ2.5㎝以外を使用する場合 ○

３ ３ コンクリート舗設 作業を中止する場合 ○

３ ５ 目地の施工 施工目地を図面に定める目地位置以外の場合 ○

３ ６ 養生 養生終了時期 ○

４ ３ 配合 配合報告書を提出

マーシャル試験を省略する場合

基準密度の決定

○

○

○

４ ４ アスファルトプラント アスファルトブラントの位置､ 設備内容及び性能 ○

４ ５ 混合及び運搬 ミキサ排出時の混合物の基準温度 ○

４ ６ 舗設 プライムコート及びタックコートを日平均気温５℃以下で施工する

の場合

敷均しはフィニッシャによらない場合

敷均しは日平均気温５℃以下の場合

表層の縦継目の位置

○

○

○

○

５ ４ 道路標識工 標識設置で障害物がある場合

基礎杭の施工において極度の偏心､ 傾斜等の処理

基礎杭が設計深度に達する前に打込み不能の場合の処理

○

○

○

５ ５ 防護柵工 障害物がある場合 ○

13 １ ４ 製作 厚さの許容範囲の変更 ○

２ ３ 製作 詳細図及び性能曲線図を提出 ○

２ ４ 施工 防舷材の取付寸法 ○

３ ４ 施工 塗装間隔およびシンナー希釈率 ○

４ ２ 電気防食 陽極の取付け個数及び配置の計算書及び図面 ○
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13 ４ ３ 防食塗装 雨天又は風浪で作業中止及び作業再開

下塗を始めるまでの最長時間

○

○

４ ４ 被覆防食 型枠は気密性が高く耐食性のすぐれた材質

ペトロラタムライニングの保護カバーの材質

○

○

15 １ ４ 土取場及び土砂処分

場

土砂の採取中に土質が変化した場合

施工中に不足の事態が生じた場合

○

○

１ ５ 伐開工 切株等の処分方法 ○

１ ７ 掘削､ 埋戻し及び裏

込め

掘削中の土質に予期しない変化が生じた場合等 ○

16 １ ２ 材料 試験成績書及び産地 ○

１ ３ 施工 隣接構造物等の異常沈下､ 滑動等が生じる場合等 ○

17 ３ ２ 材料 育成に適したもので産地を明示 ○

４ ２ 材料 産地を明示し見本を提出 ○

５ ２ 材料 樹木は移植又は根回しを行った栽培品

客土は産地を明示

○

○

５ ３ 施工 樹木の植付け時期 ○

18 １ ２ 材料 耐腐食性に富むカーテンを選定

構造図を提出

○

○
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建 技 第 224 号
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各 部 局 長 様

部内各室長及び各かい長 様

環境森林部長

農業水産部長

土 木 部 長

都市住宅部長

低入札価格調査制度による調査等実施要領の制定について (通知)

このことについて､ 別添のとおり要領を定めたので､ 通知する｡

なお､ ｢地方自治法施行令第167条の10第１項の運用基準について (通知)｣ (平成８年３月29日付け管第808

号) 及び ｢地方自治法施行令第167条の10第１項の運用基準の取扱いに関する事務手続きについて (通知)｣

(平成８年３月29日付け管第808号の２) は廃止する｡

土木部建設業室指導契約係

電話番号：���－���－����

土木部技術管理室積算スタッフ

電話番号：���－���－���	
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○ 低入札価格調査制度による調査等実施要領

(趣 旨)

第１条 この要領は､ 静岡県が発注する工事又は製造の請負契約の締結にあたり､ 地方自治法施行令第167

条の10第１項 (同令第167条の13において準用する場合を含む｡) に規定する ｢予定価格の制限の範囲内で

最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適

合した履行がされないおそれがあると認めるとき｣ に係る調査及び監督体制の強化等の実施に関して､ 必

要な事項を定める｡

(調査の対象)

第２条 本要領は､ 設計価格が５千万円以上の工事を対象とする｡

(調査基準価格の設定及び算定)

第３条 調査基準価格は､ 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に､ 100分の105を乗じて得た

額とする｡ ただし､ その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.5を乗

じて得た額とし､ 予定価格に３分の２を乗じて得た額に満たない場合は､ ３分の２を乗じて得た額とする｡

① 直接工事費の額

② 共通仮設費の額

③ 現場管理費相当額に５分の１を乗じて得た額

２ 特別なものについては､ 前項の算出方法に関わらず契約ごとに３分の２から10分の8.5の範囲内で適宜

の割合を予定価格に乗じて得た額とする｡

３ 前２項において定める調査基準価格は､ 予定価格を記載する書面の下部に ｢調査基準価格○○円｣ と記

載し､ さらに､ 当該調査基準価格に105分の100を乗じて得た金額を ｢(調査基準価格の105分の100 ○○

円)｣ と記載する｡

(対象業者への周知)

第４条 本制度の円滑な運用を図るため､ 発注機関の長は､ 公告の際に､ 入札心得の条文を熟読することを

入札参加業者に促すとともに､ 現場説明書等において次のことを説明するものとする｡

� 地方自治法施行令第167条の10第１項の適用があること｡

� 設定した調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法

� 調査基準価格を下回った入札を行った者 (以下 ｢調査対象者｣ という｡) は､ 落札候補者であっても

落札者とならない場合があること

� 調査対象者は､ 事後の事情聴取に協力すべきこと

(入札の執行)

第５条 入札の結果､ 調査基準価格を下回る入札が行われた場合には､ 発注機関の長は､ 入札を保留し､ 地

方自治法施行令第167条の10第１項の規定により､ 落札者は後日決定する旨を通知して､ 当該入札を終了

する｡
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(調査の実施)

第６条 発注機関の長は､ 調査対象者の価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがある

と認められるか否かについて､ 次の項目により､ 入札者からの事情聴取､ 関係機関への照会等の調査を行

うものとし､ 入札者に対してその旨通知する｡

なお､ 調査の実施方法等､ 詳細については別に定める ｢低入札価格調査マニュアル｣ によるものとする｡

� その価格により入札した理由

� 手持工事の状況 (対象工事現場付近及び関連工事)

� 手持工事の状況 (施工中の低入札価格調査対象工事)

� 契約対象工事箇所と入札者の事業所､ 倉庫等との関連 (地理的条件)

� 手持資材の状況

� 資材購入先及び購入先と入札者との関係

� 手持機械数の状況

	 労務者の具体的供給見通し


 過去に施工した公共工事名及び発注者

� 経営内容

� �から�までの事情聴取した結果についての調査資料

 
の公共工事の成績状況

� 経営伏況 取引金融機関､ 保証会社等への照会

� 信用状態 建設業法違反の有無

賃金不払の状況

下請代金の支払遅延状況

その他

� 下請契約予定者名等

� その他の必要な事項

２ 調査は､ 調査基準価格を下回った者のうち最低の価格をもって入札した者のほか､ 調査基準価格を下回っ

た複数の者について並行して行うことができる｡

(調査期間)

第７条 発注機関の長は､ 入札執行の結果､ 保留とした場合には､ 直ちに第６条に掲げる調査を行うものと

し､ 入札終了後､ 速やかに調査を完了させるものとする｡

(調査の結果､ 適合した履行がされると認められる場合の措置)

第８条 発注機関の長は､ 調査の結果､ 調査対象者がした入札価格により契約の内容に適合した履行がされ

ると認めたときは､ 直ちに調査対象者に落札した旨を通知するとともに､ 他の入札者全員に対してその旨

を知らせるものとする｡

(調査の結果､ 適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の措置)

第９条 発注機関の長は､ 調査の結果､ 調査対象者がした入札価格によっては契約の内容に適合した履行が

されないおそれがあると認めたときは､ 調査の結果及び意見を記載した書面を４通作成し､ 契約審査委員

(３人) に提出し､ その意見を求めなければならない｡
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(契約しない場合の判断基準)

第10条 以下の項目に１つでも該当する場合は､ 発注機関の長は､ 契約の内容に適合した履行がされないお

それがあると認められる場合に該当するものとして､ 調査対象者とは契約を結ばないこととする｡ なお､

詳細については別表１のとおりとする｡

� 発注機関が指定した期日までに調査資料が提出されない場合

� 工事費内訳書の工事価格と入札価格が一致していない場合

� 下請予定業者からの聞取り調査の結果と下請見積書等の金額が一致していない場合

� 設計図書に計上した設計数量を満足していない場合

� 安全管理体制が十分確保できるための安全費等が適正に計上されていない場合

� 材料や製品の品質・規格が､ 設計仕様に適合しない場合

� 建設副産物の処理方法や処理費用が適正でない場合

	 上記の他､ 適正な工事の履行がなされないおそれがあると認められる場合

(契約審査委員の審査及び意見の表示)

第11条 契約審査委員は､ 発注機関の長から意見を求められたときは､ 審査を行い､ 書面によって意見を表

示するものとする｡ この場合の意見は､ 多数決によるものではなく､ 個別の意見を表示する｡

(契約審査委員の意見に基づく落札者の決定等)

第12条 契約審査委員の表示した意見のうち､ ２人以上の意見が発注機関の長の意見 (その価格をもっては

契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる意見) と同一であった場合は､ 発注機関

の長は､ 調査対象者を落札者とせずに､ 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のう

ち最低の価格をもって申し込みをした者 (以下 ｢次順位者｣ という｡) を落札者と決定する｡ なお､ 次順

位者が調査対象者であった場合には､ 第６条以降と同様の手続による｡

２ 発注機関の長は､ 契約審査委員の表示した意見のうち､ ２人以上の意見が自己の意見と異なった場合に

おいても､ なお､ 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについての合理的な理

由があるときは､ 次順位者を落札者とすることができる｡

３ 発注機関の長は､ 次順位者を落札者と決定したときは､ 調査対象者に対しては落札者としない旨の通知

を､ 次順位者に対しては落札者となった旨を知らせるものとする｡

(所管部長等への報告)

第13条 発注機関の長は､ 次順位者を落札者と決定したときは､ 遅滞なく当該競争入札に関する調査の結果

及び自己の意見を記載した書面並びに契約審査委員の意見を記載した書面の写しを添付し､ ２部を所管部

長へ提出するものとする｡ このうち､ １部は監査委員事務局長あてとする｡

(監査体制の強化等)

第14条 調査の結果､ 調査対象者が落札した場合においては､ 次に掲げる措置をとるものとする｡

� 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング

発注機関の長又は課長 (以下 ｢発注機関の長等｣ という｡) は､ 請負業者に対して､ 施工体制台帳及

び下請負人通知書の提出を求めるものとする｡ 施工体制台帳及び下請負人通知書の提出に際しては､ 必

要に応じて請負業者からその内容についてヒアリングを行うものとする｡
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� 施工計画書の内容のヒアリング

発注機関の長等は､ 仕様書に基づき施工計画書を提出させるに際して必要があると認めるときは､ 請

負業者から､ その内容についてヒアリングを行うものとする｡

� 重点的な監督業務の実施

監督員は､ 当該工事に係る監督業務において､ 段階確認､ 施工の検査等を実施するに当たっては､ 立

会することを原則として､ 入念に行うものとする｡ また､ あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工

計画書等の記載に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし､ 実際の施工が記

載内容と異なるときは､ その理由を現場代理人等から詳細に聴くものとする｡

� 労働安全担当機関との連携

発注機関の長等は､ 安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると

認めるときは､ 労働基準監督署の協力を得て､ 施工現場の調査を行うものとする｡

� 厳格な検査の実施

検査は､ 原則として検査監が行うものとする｡

� 品質証明の実施

｢農林土木工事共通仕様書｣ または ｢土木工事共通仕様書｣ を適用する工事においては､ 各仕様書に

規定する品質証明工事の対象とする｡

(特記仕様書への明示等)

第15条 第14条�､ �及び�に掲げる措置を講ずることに伴い､ 次に掲げる事項を特記仕様書､ 現場説明書

等において明示するものとする｡

なお､ 第14条�､ �及び�は､ 特記仕様書へ記載することにより､ 契約の一部となるものであり､ 請負

者が第14条�､ �及び�に違反して､ 施工体制台帳等を提出せず､ 又はヒアリングに応じなかった場合に

は､ 静岡県工事契約等に係る指名停止等措置要綱 (平成元年８月29日付け管第324号) 別表第１第４号に

該当する場合がある｡

� 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング

① 調査対象者が落札した場合においては､ 請負者は､ 発注機関の長等の求めに応じて､ 施工体制台帳

及び下請負人通知書を発注機関の長等に提出しなければならないこと｡

② ①の書類の提出に際して､ その内容のヒアリングを発注機関の長等から求められたときは､ 請負者

は応じなければならないこと｡

� 施工計画書の内容のヒアリング

調査対象者が落札した場合においては､ 仕様書に基づく施工計画書の提出に際して､ その内容のヒア

リングを発注機関の長等から求められたときは､ 請負者は応じなければならないこと｡

� 品質証明の実施

調査対象者が落札した場合において､ ｢農林土木工事共通仕様書｣ または ｢土木工事共通仕様書｣ を

適用する工事においては､ ､ 各仕様書に規定する品質証明工事の対象となること｡

(閲覧に供する書面への特記)

第16条 調査の結果､ 調査対象者が落札した場合においては､ 当該工事に係る入札結果等を公表する際に､

閲覧に供する入札結果表の写しに ｢低入札価格調査制度調査対象工事｣ と記載するものとする｡
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(工事コスト調査の実施)

第17条 調査の結果､ 調査対象者が落札した場合においては､ 請負業者は､ 下請負業者の協力を得て間接工

事費等諸経費動向調査票の作成を行い､ 工事完了後､ 速やかに発注者に提出するとともに､ ヒアリング調

査に応じるものとする｡ この場合において､ 請負業者は下請負業者についてもヒアリングに参加させるも

のとする｡

なお､ 調査票の記入方法や調査の実施方法等､ 詳細については別に定める ｢工事コスト調査マニュアル｣

等によるものとする｡

附 則

この要領は､ 平成19年４月１日から施行する｡
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別表１ (第10条関係)

契 約 し な い 場 合 の 判 断 基 準
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項 目 内 容

� 入札事務執行機関が指定

した期日までに調査資料

が提出されない場合

ア 工事費内訳書の根拠となる､ より詳細な積算内訳書が､ 開札当日または入

札事務執行機関が指定した期日までに提出されない場合

イ 前記ア以外の調査資料が､ 発注機関が指定した期日までに提出されない場

合｡ なお､ 提出期日は､ 開札日の翌日から起算して土日を含む７日以内とし､

祝日､ 年末年始等の休日は含まない｡

ウ 前記資料については､ 提出期限後の差し替え及び再提出は認めない｡ ただ

し､ 発注機関が必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は､ この限り

でない｡

� 工事費内訳書の工事価格

と入札価格が一致してい

ない場合

ア 工事費内訳書の工事価格と入札価格が一致していない場合

� 下請予定業者からの聞取

り調査の結果と下請見積

書等の金額が一致してい

ない場合

ア 下請予定業者からの聞取り調査の結果と下請見積書等の金額が一致してい

ない場合

イ 下請予定業者からの見積書等の総額が入札価格を上回る場合

ウ 下請予定業者からの見積書等下請に係る費用の根拠となる資料が確認でき

ない場合

� 設計図書に計上した設計

数量を満足していない場

合

ア 設計図書に計上した設計数量が､ 入札価格に反映されていない場合

� 安全管理体制が十分確保

できるための安全費等が

適正に計上されていない

場合

ア 設計図書で計上された交通誘導員に係る費用が計上されていない場合

イ 設計図書で示された交通誘導員の配置計画と異なる場合に､ その積算根拠

が明確でない場合

� 材料や製品の品質・規格

が､ 設計仕様に適合しな

い場合

ア 材料や製品について､ 発注者が示した設計仕様に適合した品質・規格を満

足していない場合

� 建設副産物の処理方法や

処理費用が適正でない場

合

ア 建設副産物について､ 適正な処理費用が計上されていない場合

イ 建設副産物の処理費用が計上されている場合にあっても､ 当該処理費用算

出根拠が示されない場合､ 又は過去の取引実績より今回取引予定額が低額で

ある場合において､ その根拠が明確でない等不当に低額な費用を計上してい

る場合

	 上記の他､ 適正な工事の

履行がなされないおそれ

があると認められる場合



建 業 第 448 号

建 技 第 225 号

平成19年３月30日

部内各室長及び各かい長 様

土 木 部 長

低入札価格調査制度による調査等実施要領の運用について (通知)

このことについて､ 別紙のとおり運用することとしたので､ 通知する｡

土木部建設業室指導契約係

電話番号：���－���－����

土木部技術管理室積算スタッフ

電話番号：���－���－���	
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○ 低入札価格調査制度による調査等実施要領の運用

１ 調査基準価格の設定及び算定 (第３条)

� 鋼製橋梁上部工等の製作費を含む工事の調査基準価格は､ 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額

の合計額に､ 100分の105を乗じて得た額とする｡ ただし､ その額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た

額を超える場合にあっては10分の8.5を乗じて得た額とし､ 予定価格に３分の２を乗じて得た額に満た

ない場合は､ ３分の２を乗じて得た額とする｡

① 直接工事費の額

② 工事製作原価の額 (ただし､ 間接労務費及び工場管理費を除く)

③ 共通仮設費の額

④ 間接労務費の額

⑤ 現場管理費相当額に５分の１を乗じて得た額

⑥ 工場管理費相当額に５分の１を乗じて得た額

� 工事監理連絡会の開催に要する費用等の業務委託料等は､ 全額を ｢予定価格算出の基礎となった次に

掲げる額の合計額｣ に加算するものとする｡

� ｢予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額｣ は千円単位とし､ 千円未満の端数は切捨てる｡

附 則

この運用は､ 平成19年４月１日から施行する｡
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入札価格調査制度

―98―

入札執行伺いの決裁 (予定価格表に調査基準価格の記載)

(入札心得の熟読を指示)

(入札の開始に当たり低入札価格調査制度の説明)

(入札後の事情聴取・関係機関への照会)

公告又は指名通知

入 札 執 行

開 札

調査基準価捨未満調査基準価格以上

落 札 ・ 決 定 落 札 を 保 留

調 査 の 開 始契 約

あ りな し

落 札 ・ 決 定

契 約

契約審査委員

履行されないおそれ

履 行 さ れ な い お そ れ

な し ( 委 員 ２ 名 ) あ り ( 委 員 ２ 名 )

１番札に落札決定 次順位者に落札決定次順位者に落札決定

(合理的に理由が必要)

契 約

契 約

契 約

(委員３名)



低入札価格調査対象工事に係る監督体制の強化について (通知)
平成14年６月28日 建指第144号

技術指導室長から 各土木事務所長 (局) あて

このことについては､ 平成８年３月29日付け管808号の２ ｢地方自治法施行令第167条の10第１項の運用基

準の取扱いに関する事務手続きについて｣ において通知されているところであるが､ 調査対象工事の品質及

び安全確保等､ 監督体制の強化等について､ 別紙のとおり運用上の留意点を示すので徹底を図ってください｡

なお､ 現在施工中の工事についても適用するものとします｡
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10. 低入札価格調査制度に係る調査対象工事の監督体制の強化

― 100 ―

地方自治法施行令第167条の10第１項の運用基準の取

扱いに関する事務手続きについて

10 監督体制の強化等

運用上の留意点

� 施工体制台帳等の提出及びその内容のヒアリング

当該工事を所掌する出先機関の長又は課長 (以下

｢事務所長等｣ という｡) は､ 請負業者に対して､ 施

工体制台帳及び下請負人通知書の提出を求めるもの

とする｡ 施工体制台帳及び下請負人通知書の提出に

際しては､ 必要に応じて請負業者からその内容につ

いてヒアリングを行うものとする｡

・下請契約の金額に拘わらず､ 施工体制台帳及び下請

負人通知書の提出を求める｡

・提出に際しては､ 総括又は主任監督員は担当監督員

とともに社長､ 支店長又は営業所長等から､ その内

容についてヒアリングを行う｡

� 施工計画書の内容のヒアリング

事務所長等は､ 仕様書に基づき施工計画書を提出

させるに際して必要があると認めるときは､ 請負業

者から､ その内容についてヒアリングを行うものと

する｡

・施工計画書の提出に際しては､ 総括又は主任監督員

は担当監督員とともに社長､ 支店長又は営業所長等

から､ その内容についてヒアリングを行う｡

� 重点的な監督業務の実施

監督員は､ 当該工事に係る監督業務において､ 段

階確認､ 施工の検査等を実施するに当たっては､ 立

会いすることを原則として､ 入念に行うものとする｡

また､ あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工

計画書等の記載に沿った施工が実施されているかど

うかの確認を併せて行うものとし､ 実際の施工が記

載内容と異なるときは､ その理由を現場代理人から

詳細に聴くものとする｡

・当該工事に係る監督業務において､ 段階確認､ 施工

の検査等を実施するに当たっては､ 担当監督員とと

もに､ 総括又は主任監督員が立会いすることを原則

とし､ 重点的に行う｡

� 労働安全担当機関との連携

事務所長等は､ 安全な施工の確保及び労働者への

適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認め

るときは､ 労働基準監督署の協力を得て､ 施工現場

の調査を行うものとする｡

・労働基準監督署等との合同パトロール､ 事務所単独

のパトロールにおいては､ 必ず施工現場の調査を行

うものとする｡

� 厳格な検査の実施

検査は､ 原則として検査監が行うものとする｡

・請負金額に拘わらず本庁検査とする｡ また､ 中間検

査も原則として本庁検査とする｡



低入札価格調査制度に係る調査対象工事の検査について
鋼橋上部工の工場製作の検査について ｢低入札価格調査対象工事に係る鋼橋上部工工事の検

査について｣ 平成17年11月29日付け建技第263号道整第119号による｡
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静岡県建設工事検査要領

昭和60年４月１日 訓令乙第５号

(目 的)

第１条 この要領は､ 静岡県建設工事執行規則 (昭和50年静岡県規則第16号｡ 以下 ｢執行規則｣ という｡)

に基づき､ 工事及び工事材料製造の厳正かつ適確な検査を執行するために必要な事項を定めること

を目的とする｡

(検査の種類)

第２条 検査の種類は次の各号に掲げるものとする｡

� 完成検査……………工事の完成を確認するための検査｡

� 既済部分検査………契約解除により出来形部分の引渡しを受ける場合､ 及び工事の一部が完成し引

渡しを受ける場合で､ 工事の既済部分を確認する検査｡

� 中間検査……………設計図書に基づき工事が適正に施工されているか､ 完成後明視できない部分お

よび重要構造物について､ 工事施工中に行う検査｡

� 材料検査……………工事材料の使用を承諾するために必要とする検査｡

� 材料製造検査………工事材料の引渡しを受けるために行う検査｡

� 受託検査……………委託を受けて行う検査で､ この要領に準じて行う検査｡

(検査の体制)

第３条 検査を行う職員は､ 執行規則第38条に定める検査技監､ 若しくは検査監又は知事若しくはかい長が

命ずる職員 (以下 ｢検査員｣ という) が行うものとし､ その体制は別に定めるところによるものとす

る｡

(検査業務)

第４条 この要領に基づく検査業務を行うにあたって､ 必要な技術的基準は別に定めるところによるものと

する｡

(出来形不足等に対する措置)

第５条 検査の結果､ 出来形過不足､ 品質不良等により手直し又は改造を命ずる場合には､ 別に定めるとこ

ろによるものとする｡

(検査結果の復命)

第６条 検査員は､ 検査が終了したときは､ 別に定める検査復命書により遅滞なくその結果を復命しなけれ

ばならない｡

(工事成績の評定)

第７条 検査員は､ 検査が終了したときは､ 別に定めるところにより工事成績の評定をしなければならない｡

(検査に関する資料の整備)

第８条 検査員は､ 検査業務を円滑に行うため､ 別に定めるところにより資料を整備しなければならない｡

(検査に関する留意事項)

第９条 検査員は､ 次に掲げる各号に留意して検査を行わなければならない｡

� 検査員は､ 検査を行うにあたっては､ 契約書､ 仕様書､ 設計書及び図面 (現場説明書及び現場説明

に対する質問回答書を含む｡) に基づき､ 工事の出来形及び品質並びに施工管理等について､ 厳正か

つ公平に実施し合否の判定を行うこと｡ ただし合否の判定が困難な場合には､ 上司の指示を受けるこ

― 109 ―



と｡

� 検査員は検査を行うにあたっては､ 契約担当者､ 監督員､ 請負人その他検査のため必要とする関係

者の立会を求めることができる｡

� 検査員は､ 検査を行うにあたって､ 工事関係書類を提示させ説明を受けることができる｡

� 検査員は､ 検査の結果設計及び施工についての意見を工事関係者に述べ､ 施工技術の向上を図るよ

う指導すること｡

附 則

この要領は､ 昭和60年4月1日より施行する｡
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建設部における土木工事 (農林土木工事を除く) に

適用する検査体制

１. 検査員の任命

建設部に係る土木工事 (農林土木工事を除く) の検査を､ 検査監以外の職員が行う場合には､ 別紙様式

１により､ 知事若しくはかい長が検査員を任命するものとし､ 本庁にあっては必要が生じた都度､ 出先機

関にあっては年度当初に検査区域を定めて行い､ ２､ ３､ ４に従って行うことを原則とする｡

２. 工事検査 (中間､ 既済部分､ 完成)

注１ 技監兼支所長､ 課長､ 主幹､ 係長､ 主任は担当区域外の検査を行なう｡

ただし､ 小額工事 (当初請負額500万円未満) は支所長､ 課長が検査を行うことができる｡

２ 低入札価格調査制度に係る調査対象工事の検査は請負金額に拘わらず本庁検査とする｡

また､ 中間検査も原則として本庁検査とする｡

３ 上記以外の中間検査は､ 原則として事務所検査とする｡

ただし､ 次に揚げる構造物で契約担当者が重要と認めるものは､ 本庁検査とする｡

(イ) 橋梁上部工・下部工

(ロ) 道路､ 河川構造物の基礎杭

(ハ) トンネル工・下水道管路工・下水道管渠工

(ニ) 地すべり防止工事 (集水井・抑止工)

(ホ) 港湾工事 (ケーソン製作・据付)

(ヘ) その他
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区 分
(金額は当初の請負
代金額である｡)

事 務 所 検 査 本 庁 検 査

6,000万円未満 6,000万円以上

担当する検査員
検査監又は

かい長が命ずる職員が行う｡

検査監及び知事が命ずる職員が

検査を行う｡



３. 材料検査

１) 事務所検査

① 次表に揚げる材料の検査は､ 請負代金額及び材料単品の設計額にかかわらず事務所検査とし､ 監督

員が行うものとする｡

注１) 現場搬入時の外観検査､ 数量検査は､ 土木工事共通仕様書による｡

２) 下水道工事に使用する材料で､ �日本下水道協会の認定工場制度における製品検査資器材につ

いては､ 当該制度により同協会が行う製品検査をもって当該検査とする｡

３) 海外の建設資材を用いる場合は､ 海外建設資材品質審査・証明事業による証明書を材料の品質

を証明する資料とすることができる｡

② 次表に揚げる材料で､ 材料単品の設計額が500万円未満の材料検査は監督員が行うものとし､ 材料

単品の設計額が500万円以上の材料検査は検査員又はかい長の命ずる職員が行うものとする｡

特殊鋼材及び特殊なコンクリート製品とは､ プレテン桁､ ボックスカルバート等で工事現場に搬入

した後では､ 外観､ 品質､ 寸法等の確認及び補修が､ 困難なものをいう｡

③ 鋼橋・水門門扉の仮組み検査

請負代金額が6,000万円未満 (低入札価格調査制度に係る調査対象工事は除く) の鋼橋上部工の仮

組み検査は､ ｢鋼橋上部工の材料､ 原寸､ 仮組立検査の取扱いについて｣ 建技第373号､ 道整第150号

平成17年２月25日付による｡

水門門扉の仮組み検査ついては､ 検査監又はかい長の命ずる職員が行うものとする｡
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材 料 名 材 料 検 査

JIS規格品

鉄・鋼製品

鋼製２次製品

コンクリート製品

当該工場の品質規格証明書 (ミルシート) を審査する｡

JIS規格品

以 外

鉄・鋼製品
当該工場の品質規格証明書 (ミルシート) を審査し､ 公的試験所で

試験を実施して検査する｡

鋼製２次製品

コンクリート製品
当該工場の品質規格証明書 (ミルシート) を審査する｡

そ の 他 の 材 料 当該工場の品質規格証明書 (ミルシート) を審査する｡

材 料 名 材 料 検 査

特殊鋼材

特殊なコンクリート製品

当該工場の品質規格証明書 (ミルシート) を審査し､ 工場検査を実

施する｡



なお､ 水門門扉用鋼材の材料検査は､ 原寸検査時に行うものとする｡ 鋼橋上部工の材料・原寸検査

は､ 原則として省略する｡

２) 本庁検査

請負代金額が6,000万円以上及び低入札価格調査制度に係る調査対象の工事で､ 次に揚げる材料の

検査は本庁検査とする｡

(イ) 鋼橋上部工の材料､ 原寸､ 仮組検査は､ ｢鋼橋上部工の材料､ 原寸､ 仮組立検査の取扱いに

ついて｣ 建技第373号､ 道整第150号平成17年２月25日付による｡

ただし､ 低入札価格調査制度に係る調査対象工事は､ ｢低入札価格調査制度に係る鋼橋上部

工工事の検査について｣ 建技第263号､ 道整第119号平成17年11月29日付による｡

(ロ) 水門門扉の仮組み検査｡

ただし､ 水門用鋼材の材料検査は事務所検査とし､ 原寸検査時に行なうものとする｡

(ハ) 鋼杭､ 鋼矢板等で加工を行なうもののうち工事現場に搬入後では､ 外観､ 品質､ 寸法等の確

認及び補修が困難なもの｡

(ニ) 鋼製ダム等｡

(ホ) 電気通信設備工事､ および機械工事｡

(ヘ) 上記以外のもので､ 契約担当者が重要と認めるもの｡

４. 材料製造検査

材料製造として請負契約をしたものの検査は､ 工事検査に準じて行う｡
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建 技 第 373 号

道 整 第 150 号

平成17年２月25日

関係所属長 様

技 術 管 理 室 長

道 路 整 備 室 長

鋼橋上部工の材料､ 原寸､ 仮組立検査の取扱いについて

このことについては､ ｢土木工事標準積算基準における鋼橋製作工仮組立省略に係る工数低減及びそれに

伴う仮組立検査の取扱いについて｣ (平成10年９月29日付け事務連絡)､ ｢土木工事共通仕様書の改正に伴う

鋼橋上部工の材料､ 原寸､ 仮組立検査の取扱いについて｣ (平成９年12月15日付け事務連絡) 及び ｢シミュ

レーション等の仮組立を簡略化する手法を用いた仮組立検査の取扱いについて｣ (平成14年８月20日付け事

務連絡) によりその取り扱いを定めています｡ しかし､ 一部取扱いに不明確な点があること､ また､ 国土交

通省から ｢鋼橋積算基準の改訂について｣ (平成16年３月31日付け国都街第135号の３､ 国道企第140号の７)

が通知されたことから､ その取扱いの一部を修正し､ 下記のように取りまとめたので今後の執行にあたって

は留意願います｡

また､ 各土木事務所においては関係する市町村へ周知願います｡

記

１ 材料検査

原則として省略する｡

２ 原寸検査

原則として省略する｡

３ 仮組立検査

以下により実施する｡
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橋の条件 積算上の取扱い 実際の精度確認手法 仮組立検査

以下の３条件の全てを満たす鋼橋
①鈑桁橋 (Ｉ型断面) 又は箱桁
橋
②直線橋 注１
③斜角が75°以上の鈑桁橋､ 90°
の箱桁橋

ただし､ 特段の理由がある場合に

はこの限りではない 注２

原則として本体の仮組
立を簡略化するものと
し､ 仮組立工数を低減
する

原則として請負者の任意
とする｡

実施しない
(担当監督員の立会い
を実施)

シミュレーション等

全仮組立

上記以外の鋼橋
全仮組立によるものと
し､ 仮組立工数を低減
しない｡ 注４

実施する

シミュレーション等
注３

全仮組立



注１) ｢直線橋｣ とは桁が直線である橋をいい､ 支点折れ桁を含む｡

注２) ｢特段の理由がある場合｣ の例は以下のとおり｡

・桁高が変化する場合

・箱桁で溶接継手を採用する場合

・ベント架設以外の架設方法を採用する場合

・その他､ ｢標準的｣ と解釈できない理由がある場合

注３) シミュレーション等による仮組立について､ 請負業者から協議があった場合には､ 事業担当室と調

整のうえ対応を決定すること｡

注４) 全仮組立を行うものとして積算・発注された工事については､ 請負者からの協議により実際の精度

確認手法をシミュレーション等に変更しても設計変更の対象としない｡ (仮組立工数の低減による

減額変更を行わない｡)

以上

担 当：技術管理室検査スタッフ

電話番号：054－221－2132

担 当：道路整備室橋梁係

電話番号：054－221－3018
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建 技 第 263 号

道 整 第 119 号

平成17年11月29日

関係所属長 様

技 術 管 理 室 長

道 路 整 備 室 長

低入札価格調査制度に係る鋼橋上部工工事の検査について

このことについては､ 平成８年３月29日付け管第808号の２ ｢地方自治法施行令第167条の10第１項の運用

基準の取扱いに関する事務手続きについて｣ 及び平成14年６月28日付け建指第144号 ｢低入札価格調査対象

工事に係る監督体制の強化について｣ において通知されているところでありますが､ 調査対象工事が鋼橋上

部工工事の場合には､ 工場製作の検査は､ 平成17年２月25日付け建技第373号､ 道整第150号 ｢鋼橋上部工の

材料､ 原寸､ 仮組立検査の取扱いについて｣ に依らず､ 品質及び安全確保等､ 監督体制の強化を図るため､

下記項目についても本庁検査監による検査とします｡

また､ 各土木事務所においては関係する市町村へ周知願います｡

記

１ 材料検査及び原寸検査について

製作工場で行う｡

・鋼板全数の現物照合 (目視及びリングマーク照合)

・寸法確認

・その他 必要に応じ材料機械試験

２ 仮組立検査 (シミュレーション等による仮組立を含む) について

製作工場で行う｡

・寸法確認 (部材精度､ 仮組立精度等)

・溶接確認

・外観確認

３ 支承製品・落橋防止装置等の材料について

メーカーの工場または上部工製作工場

・当該工場の品質規格証明書 (ミルシート) を審査し､ 工場検査を実施する｡

４ その他

上記以外のもので､ 契約担当者が重要と認めるもの｡

５ 適用

この取扱いは現在施工中の工事から適用する｡

以上

担 当：技術管理室検査スタッフ

電話番号：054－221－2132

担 当：道路整備室橋梁係

電話番号：054－221－3018
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建 技 第 281 号

平成17年12月28日

関係各事務所 (局) 長 様

技 術 管 理 室 長

中間検査実施について (通知)

本庁検査対象工事について､ 中間検査実施要領 (平成18年１月４日実施) を定めたので通知します｡

中間 (技術) 検査実施要領

１ 対象工事 本庁検査 (当初契約額 60,000千円以上､ 低入札) 工事 (建築工事を除く)

２ 実施時期 工事進捗概ね50％ (完成検査前に少なくとも本庁中間検査を１回以上受検すること｡ 既に

本庁中間検査を受検済の時は除く｡)

３ 実施目的 従来の不可視部分の確認検査に加え､ 技術指導として書類検査､ 現場施工状況 (品質､ 安

全､ 経済性の確保) について､ 日常的な総括監督員の業務を定時的に補足指導する｡

４ チェック項目

ア 書類検査 (設計書及び図面による確認)

① 設計図書の照査状況 (建設工事請負契約約款第18条) 又発注者からの回答状況

② 契約関係書類のチェックリスト提出状況

③ 施工プロセスのチェックリスト作業状況

④ 特記仕様書の対応状況 (ＶＥ提案､ 施工監理連絡会､ 急傾斜工事特記仕様書等)

⑤ 建設廃棄物の処理状況 (マニフェストの提示)

イ 技術検査 (現場での確認)

① 基準点の立会い確認状況 (仮ベンチ､ 仮トラバーを検査で使用する場合は､ 事前に監督員が立会い

その数値を確認する)

② 監督員の段階確認状況 (地盤の土質や支持力､ 鉄筋の配筋確認等)

③ 変更に対する対応状況

④ 安全の確保状況 (足場の設置､ 工事起終点の取付状況､ 作業日及び休工日の車両や歩行者等の誘導

状況)

⑤ 簡易な事業評価 (事業目的の明確化)､ 経済性 (コスト縮減等) に対する指導

(参考) 総括監督員の業務との関係

工事執行規則､ 建設工事請負契約約款で総括監督員は､ 以下の業務を行うことになっており､ 日常的

な総括監督員の業務を定時的に中間 (技術) 検査で補足するものである｡

① 担当監督員､ 主任監督員の指揮､ 指導

② 設計図書不適合の場合の改造命令

③ 条件変更や設計図書の変更指示

④ 臨機の措置の指示

⑤ 第三者やその他損害に対する指示､ 報告

⑥ 部分払いの出来形確認

担 当 技術管理室 検査スタッフ

電 話 054－221－2132

― 117 ―



(氏名) (職)

任命内容

静岡県建設工事執行規則第38条の規定に基づき､ 建設部所管の建設工

事の検査員を下記により任命する｡

記

１. 期 日 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

２. 検査対象 別表のとおり

平成 年 月 日

任 命 者 静 岡 県 知 事 印

様式－１

検 査 員 任 命 書
(本庁用)
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様式１－１

検 査 員 任 命 書
(事務所用)
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(氏名) (職)

任命内容

静岡県建設工事執行規則第38条の規定に基づき､

事務所所管の建設工事の検査員を下記により任命する｡

記

１. 期 日 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで

２. 検査対象 別表のとおり

平成 年 月 日

任 命 者 印



土木工事検査技術基準

１. 目 的

この技術基準は､ 土木工事 (農林土木工事は除く) の検査に必要な技術的事項を定めることにより､ 検

査の適切な実施を図ることを目的とする｡

２. 適 用

この基準は､ 建設部における土木工事 (農林土木工事は除く) の検査に適用する｡

３. 検査の内容

検査は､ 当該工事の出来高を対象として､ 関係図書に基づき､ 工事の実施状況､ 出来形及び品質につい

て別表１に掲げる検査の方法により適否の判定を行うものとする｡

４. 工事実施状況の検査

工事の実施状況の検査は､ 出来形管理､ 品質管理､ その他実施状況に関する記録 (写真による記録を含む)

と設計図書とを対比し､ 別表２に掲げる事項について､ 施工管理状況及び施工内容の適否の判定を行うも

のとする｡

５. 工事の出来形及び品質の検査

工事の出来形及び品質の検査は､ 実施について行うものとし､ 位置､ 出来形寸法､ 品質及び出来ばえに

ついて､ 別表３・４に基づき設計図書と対比して行うものとする｡

６. 材料の検査

材料検査は､ ｢土木工事共通仕様書｣ 及び ｢建設部における土木工事 (農林土木工事は除く) に適用す

る検査体制｣ ３. 材料検査に基づき行うものとする｡

７. 中間検査

中間検査は､ 監督員の要請により ｢建設部における土木工事 (農林土木工事は除く) に適用する検査体

制｣ ２. 工事検査 (中間､ 既済部分､ 完成) に基づき行うものとする｡

また､ 検査基準等は完成検査に準ずるものとする｡
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別表１. 検査の方法
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区 分 内 容

１. 検査の方法 検査の実施に当たっては､ 原則として次に示す方法により､ 当該工事の出来形の測定､

品質､ 出来ばえ等の確認を行ない合否を判定する｡

� 検査時に明視できる部分については､ 検査員が実測検査し出来形を確認する｡

� 検査時に不可視部分又は､ 可視部分でも検査員による測定又は確認が困難と認めら

れる部分の出来形及び品質については､ 監督員の確認した資料 (記録写真を含む) そ

の他の記録､ 写真､ 資料により検査を行うものとする｡ 又､ 必要に応じて破壊して検

査を行なうものとする｡

２. 測 定 方 法 � 検査項目は､ 出来形寸法､ 品質､ 出来ばえ､ 位置構造等とし､ 出来ばえ､ 位置､ 構

造機能等の検査は検査員の技術的判断による｡

� 延長又は構造物の全長を検測する｡ 設計図書で明示されている測点区間長で出来形

管理されている場合には､ 測点間距離を抜き取り測定することにより､ 全延長の測定

を省略することができる｡

� 出来形検査の検査頻度及び品質検査の検査方法は､ 別表３､ 別表４によることを原

則とするが､ 現地状況､ 工事規模等を勘案し検査員の指示により適宜増減する｡

・検査頻度を示している項目については､ 抜取検査により判定するものとする｡

・検査頻度を示していない項目については､ 類似工種を適用する｡

・類似工種がない場合は､ 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20～40％を検査頻度とし

て実施する｡

・抜取検査における測定箇所は､ 原則として設計図書に寸法の明示された測点とする｡

３. 合否の判定 � 規格値による合否を判定する場合には､ いずれの出来形､ 品質も規格値を満足して

いれば合格とする｡



別表２. 工事実施状況の検査

工事実施状況の検査の留意事項

１）工事実施状況の検査

施工計画書に記載されている事項が適正に処理されているか｡
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検 査 事 項 検 査 留 意 事 項 検 査 方 法 備 考

工 程 管 理 ・計画工程と実施工程との整合

・変更指示､ 一時中止等による適切な工程の見直し

・工程回復努力

実施工程表

安 全 管 理 ・安全協議会の活動状況

・安全訓練の実施状況

・過積載運行防止指導状況及び過積載車両に対する処理

結果

・交通整理員及び安全施設配置状況

議事録､ 活動状況写真

活動状況写真

指導記録写真

写真

使 用 材 料 ・適正な試験期間での実施

・試験成績表が規格を満足

・２次製品のカタログ､ パンフレットの添付

施 工 状 況 ・施工計画書どおりの施工方法 写真

施 工 管 理 ・適正な試験立会頻度

・社内検査実施状況､ 結果及び改善処置結果

写真

写真､ 関係資料

緊 急 時 の 対 応 ・緊急時の対応努力 写真､ 関係資料

環 境 対 応 ・騒音､ 振動､ 塵埃､ 水質汚染等の適切な処置

・苦情に対する適切な処理

・建設廃棄物の適切な処理

・再生資源の適切な処置

マニフェスト､ 写真､

関係資料

現 場 作 業 環 境 ・現場事務所､ 作業宿舎等の美装化の積極的な実施

・地域周辺行事への積極的な参加

写真､ 臨場

写真

書 類 管 理 ・指示､ 承諾､ 協議等の適切な処置 (区分､ 時期､ 内容)

・管理手法､ 整理手法の的確生・創意工夫



別表３. 出来形検査

出来形検査の留意事項

１. 検査頻度について

検査頻度は､ 構造物の重要度を考慮し､ 共通仕様書の施工管理基準頻度20～40％の範囲で設定したもの

であり､ これに基づき現地状況､ 工事規模等を勘案し検査を実施することを原則とする｡

２. 検査方法について

１）実施検査� 検査実施時､ 可視部分については､ 出来形管理図表及び､ 写真等により資料検査のうえ､

下表に示す検査頻度で実施検査を行なうことを原則とする｡

２）資料検査� 検査実施時､ 不可視部分については､ 階段確認対象工種においては監督員の階段確認資

料による検査を実施のうえ､ 出来形管理図表､ 写真等により検査を行なうものとする｡

なお､ 出来型の適否を判定することが困難な場合は､ 必要に応じて破壊検査を実施する｡

第１編 共通編
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編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

１ ２ ３ ２ 掘削工 (切土工) 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

１ ２ ３ ３ 盛土工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

１ ２ ３ ４ 盛土補強工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

１ ２ ３ ５ 整形仕上げ工
(盛土工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

１ ２ ３ ６ 天端敷砂利工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

１ ２ ４ ２ 掘削工 (切土工) 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

１ ２ ４ ３
４

路体盛土工
路床盛土工

〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

１ ２ ４ ５ 法面整形工 (盛
土工)

〃 〃 施工延長40ｍにつき１箇所､ 延長40ｍ
以下のものは１施工箇所につき２箇所｡
法の中央で測定｡



第３編 土木工事共通編

― 124 ―

編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

１ ３ ７ ４ 鉄筋の組立て 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

��
�

���
Ｄ：本間の長さ
ｎ：10本程度とする
φ：鉄筋径
工事の規模に応じて､ １リフト､ １ロッ
ト当たりに対して各面で１箇所以上測
定する｡
最小かぶりは､ コンクリート標準示方
書 (設計編９.２) 参照

編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

３ ２ ３ ４ 矢板工 [指定仮
設・任意仮設は
除く]
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡
変位は延長50ｍに１箇所以上

３ ２ ３ ５ １ 法枠工
(現場打法枠工)
(現場吹付法枠
工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 枠延べ延長500ｍにつき１箇所以上､
枠延べ延長500ｍ以下のものは１施工
箇所につき２箇所｡

〃 〃 １施工箇所毎

３ ２ ３ ５ ２ 法枠工
(プレキャスト
法枠工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

３ ２ ３ ６ 吹付工
(コンクリート)
(モルタル)

〃 〃 1,000㎡につき1箇所以上､ 1,000㎡未
満は２箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

３ ２ ３ ７ １ 植生工
(種子吹付工)
(客土吹付工)
(張芝工)
(筋芝工)
(市松芝工)
(植生ネット工)
(種子帯工)
(人工張芝工)
(植生穴工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎
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編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

３ ２ ３ ７ ２ 植生工
(厚層基材吹付
工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

1,000㎡につき１箇所以上､ 1,000㎡未
満は２箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

３ ２ ３ ８ 縁石工
(縁石・アスカー
ブ)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

３ ２ ３ ９ 小型標識工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

３ ２ ３ 10 防止柵工
(立入防止柵)
(転落 (横断)
防止柵)
(車止めポスト)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

３ ２ ３ 11 １ 路側防護柵工
(ガードレール)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以内のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 延長､ 取付高さは､ 検査員の指示によ
り適宜実施｡

３ ２ ３ 11 ２ 路側防護柵工
(ガードケーブ
ル)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

３ ２ ３ 12 区画線工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

３ ２ ３ 13 道路付属物工
(視線誘導標)
(距離標)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

３ ２ ３ 14 １ 鋼桁製作工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

３ ２ ３ 14 ２ 鋼桁製作工
(仮組立による
検査を実施しな
い場合)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

３ ２ ３ 14 ３ 鋼桁製作工
(鋼製堰堤製作
工 (仮組立時))

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

３ ２ ３ 15 工場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施
測定ロットの20％以上

３ ２ ３ 16 コンクリート面
塗装工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施
測定ロットの20％以上

３ ２ ４ １ 一般事項
(切込砂利)
(砕石基礎工)
(割ぐり石基礎
工)
(均しコンクリー
ト)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

３ ２ ４ ３ １

２

法留基礎工
(現場打)
(プレキャスト)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡
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編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

３ ２ ４ ４ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

１基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

３ ２ ４ ５ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

３ ２ ４ ６ 深礎工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

３ ２ ４ ７ オープンケーソ
ン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上

３ ２ ４ ８ ニューマチック
ケーソン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上

３ ２ ４ ９ 鋼管矢板基礎工 〃 〃 １基につき１回以上

３ ２ ５ ３

４
５

１ コンクリートブ
ロック工
(コンクリートブ
ロック積)
(コンクリートブ
ロック張)
緑化ブロック工
石積(張)工

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

３ ２ ５ ３ ２ コンクリートブ
ロック工
(連節ブロック
張り)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

３ ２ ５ ３ ３ コンクリートブ
ロック工
(天端保護ブロッ
ク)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

３ ２ ６ ５ １ アスファルト舗
装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ５ ２ アスファルト舗
装工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡



― 127 ―

編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

３ ２ ６ ５ ３ アスファルト舗
装工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

コアー採取に
ついて
・橋面舗装等
でコアーの採
取により床版
等の損傷を与
える恐れがあ
る場合は､ 他
の方法による
ことが出来る｡

３ ２ ６ ５ ４ アスファルト舗
装工
(加熱アスファ
ルト安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ５ ５ アスファルト舗
装工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ５ ６ アスファルト舗
装工
(表層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

３ ２ ６ ６ １ コンクリート舗
装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ６ ２ コンクリート舗
装工
(粒度調整路盤
工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ６ ３ コンクリート舗
装工
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡
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３ ２ ６ ６ ４ コンクリート舗
装工
(アスファルト
中間層)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ６ ５ コンクリート舗
装工
(コンクリート
舗装版工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

３ ２ ６ ６ ６ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
下層路盤工

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ６ ７ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ６ ８ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

３ ２ ６ ６ ９ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
アスファルト
中間層

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ６ 10 コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡
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３ ２ ６ ７ １ 薄層カラー舗装
工
(下層路盤工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ７ ２ 薄層カラー舗装
工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ７ ３ 薄層カラー舗装
工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

３ ２ ６ ７ ４ 薄層カラー舗装
工
(加熱アスファ
ルト
安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

３ ２ ６ ７ ５ 薄層カラー舗装
工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

３ ２ ７ ２ 路床安定処理工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

３ ２ ７ ３ 置換工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

３ ２ ７ ４ １ 表層安定処理工
(サンドマット)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡
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３ ２ ７ ４ ２ 表層安定処理工
(サンドマット
海上)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長50ｍにつき､ １測点当たり５
点以上測定する｡

〃 〃 (ｗ) (L) は施工延長200ｍにつき１
箇所､ 施工延長400ｍ以下のものは１
施工箇所につき３箇所｡ (L) はセン
ターライン及び表裏法肩で行う｡

３ ２ ７ ５ パイルネット工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１回測定する｡ 杭について
は､ 当該杭の項目に準ずる｡

３ ２ ７ ７ バーチカルドレー
ン工
(サンドドレー
ン工)
(ペーパードレー
ン工)
(袋詰式サンド
ドレーン工)

〃 〃 1,000㎡につき１箇所以上､ 1,000㎡未
満は２箇所測定｡

８ 締固め改良工
(サンドコンパ
クションパイ
ル工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

３ ２ ７ ９ 固結工
(粉体噴射攪拌
工)
(高圧噴射攪拌
工)
(セメントミル
ク攪拌工)
(生石灰パイル
工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

３ ２ 10 ５ １ 土留・仮締切工
(Ｈ鋼杭)
(鋼矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長200ｍ (測点25ｍ
の場合は250ｍ) につき１箇所以上｡
偏位は施工延長100ｍ (測点25ｍの場
合は125ｍ) に１箇所｡ (任意仮設は除
く)

３ ２ 10 ５ ２ 土留・仮締切工
(アンカー工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

３ ２ 10 ５ ３ 土留・仮締切工
(連節ブロック
張り工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

３ ２ 10 ５ ４ 土留・仮締切工
(締切盛土)

〃 〃 施工延長250ｍにつき１箇所 (任意仮
設は除く)｡

３ ２ 10 ５ ５ 土留・仮締切工
(中詰盛土)

〃 〃 施工延長250ｍにつき１箇所 (任意仮
設は除く)｡

３ ２ 10 ９ 連続地中壁工
(壁式)

〃 〃 基準高は､ 施工延長200ｍごとに､ 変
位は施工延長100ｍごとに測定する｡

３ ２ 10 10 連続地中壁工
(柱列式)

〃 〃 基準高は､ 施工延長200ｍごとに､ 変
位は施工延長100ｍごとに測定する｡
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６ １ ３ ３ １

２

法留基礎工
(現場打)
(プレキャスト)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ３ ４ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)
矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡
変位は延長50ｍに１箇所以上

６ １ ４ ３ １

２

笠コンクリート
工
(現場打)
(プレキャスト)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ４ ４ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡
変位は延長50ｍに１箇所以上

６ １ ５ ３ １ コンクリートブ
ロック工
(コンクリートブ
ロック積)
(コンクリートブ
ロック張)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

６ １ ５ ３ ２ コンクリートブ
ロック工
(連節ブロック
張り)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ５ ３ ３ コンクリートブ
ロック工
(天端保護ブロッ
ク)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ５ ４ 護岸付属物工
(横帯コンクリー
ト)
(縦帯コンクリー
ト)
(小口止工)
(巻コンクリー
ト)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡
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６ １ ５ ５ 緑化ブロック工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

６ １ ５ ６ １ 環境護岸ブロッ
ク工
(コンクリートブ
ロック積)
(コンクリートブ
ロック張)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

６ １ ５ ６ ２ 環境護岸ブロッ
ク工
(連節ブロック
張り)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ５ ６ ３ 環境護岸ブロッ
ク工
(天端保護ブロッ
ク)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ５ ７ 石張り・石積み
工

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

６ １ ５ ８ １ 法枠工
(現場打法枠工)
(現場吹付法枠
工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長100ｍ
(又は125ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 枠延べ延長500ｍにつき１箇所以上､
枠延べ延長500ｍ以下のものは１施工
箇所につき２箇所｡

〃 〃 １施工箇所毎

６ １ ５ ８ ２ 法枠工
(プレキャスト
法枠工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ５ ９ １ 多自然型護岸工
(巨石張り)
(巨石積み)

〃 〃 施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ５ ９ ２ 多自然型護岸工
(かごマット)

〃 〃 施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ５ 10 吹付工
(コンクリート)
(モルタル)

〃 〃 1,000㎡につき１箇所以上､ 1,000㎡未
満は２箇所をせん孔により測定｡ 施工
延長200ｍ (測点25ｍの場合は250ｍ)
につき１箇所以上､ 延長200ｍ (又は
250ｍ) 以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎



― 133 ―

編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

６ １ ５ 11 １ 植生工
(種子吹付工)
(客土吹付工)
(張芝工)
(筋芝工)
(市松芝工)
(植生ネット工)
(種子帯工)
(人工張芝工)
(植生穴工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

６ １ ５ 11 ２ 植生工
(厚層基材吹付
工)

〃 〃 1,000㎡につき１箇所以上､ 1,000㎡未
満は２箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

６ １ ５ 12 覆土工 〃 〃

６ １ ５ 13 １ かご工
(じゃかご)

〃 〃 施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ５ 13 ２ かご工
(ふとんかご)
(かご枠)

〃 〃 施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ５ 13 ３ 羽口工
(連節ブロック
張り)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ６ ３ コンクリート擁
壁工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ６ ４ プレキャスト擁
壁工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ７ ３ 根固めブロック
工
(十字ブロック)
(カーテンブロッ
ク)
(異形ブロック)

〃 〃 ブロック個数100個につき１個以上｡ 異形ブロック
豆板・欠の合
否の判定

〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

① 豆板の面
積が10×10㎝
以内､ 深さが
５㎝以内であ
ること｡
② ブロック
の据付操作中
の ｢欠｣ が最
大径10㎝､ 深
さが５㎝以内
で､ その数は
ブロック１個
に１箇所以内
とする｡



― 134 ―

編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

６ １ ７ ５ 沈床工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ７ ６ 捨石工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ７ ７ １ かご工
(じゃかご)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ７ ７ ２ かご工
(ふとんかご)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ８ ３ 沈床工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ８ ４ 捨石工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ８ ５ １ かご工
(じゃかご)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ８ ５ ２ かご工
(ふとんかご)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ８ ８ 杭出し水制工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ １ ９ ５ １ アスファルト舗
装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ５ ２ アスファルト舗
装工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡
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６ １ ９ ５ ３ アスファルト舗
装工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

コアー採取に
ついて
・橋面舗装等
でコアーの採
取により床版
等に損傷を与
える恐れがあ
る場合は､ 他
の方法による
ことが出来る｡

６ １ ９ ５ ４ アスファルト舗
装工
(加熱アスファ
ルト安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ５ ５ アスファルト舗
装工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ５ ６ アスファルト舗
装工
(表層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

６ １ ９ ６ １ コンクリート舗
装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ６ ２ コンクリート舗
装工
(粒度調整路盤
工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ６ ３ コンクリート舗
装工
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡
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６ １ ９ ６ ４ コンクリート舗
装工
(アスファルト
中間層)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ６ ５ コンクリート舗
装工
(コンクリート
舗装版工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

６ １ ９ ６ ６ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
下層路盤工

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ６ ７ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ６ ８ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

６ １ ９ ６ ９ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
アスファルト
中間層

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ６ 10 コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡
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６ １ ９ ７ １ 薄層カラー舗装
工
(下層路盤工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ７ ２ 薄層カラー舗装
工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ７ ３ 薄層カラー舗装
工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

６ １ ９ ７ ４ 薄層カラー舗装
工
(加熱アスファ
ルト
安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ７ ５ 薄層カラー舗装
工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ８ １ ブロック舗装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ８ ２ ブロック舗装工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡
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６ １ ９ ８ ３ ブロック舗装工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

６ １ ９ ８ ４ ブロック舗装工
(加熱アスファ
ルト安定処理
工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ８ ５ ブロック舗装工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ １ ９ ９ 側溝工
(プレキャスト
Ｕ型側溝)
(Ｌ型側溝)
(自由勾配側溝)
(管渠)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ９ 10 集水桝工 〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ９ 11 縁石工
(縁石・アスカー
ブ)

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

３ ２ ３ ９ 小型標識工 〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

３ ２ ３ 11 １ 路側防護柵工
(ガードレール)

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

３ ２ ３ 11 ２ 路側防護柵工
(ガードケーブ
ル)

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ ９ 12 区画線工 〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ １ 10 ３ 道路付属物工
(視線誘導標)
(距離標)

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ２ ２ ２ 浚渫工 〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

６ ２ ３ ２ 浚渫工 〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

６ ２ ３ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)
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６ ３ ３ ４ 場所打杭工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

１基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ３ ３ ５ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡ 変位は延長50ｍに１箇
所以上

６ ３ ３ ６ １ 函渠工
(本体工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ３ ３ ６ ２ 函渠工
(ヒューム管)
(ＰＣ管)
(コルゲートパ
イプ)
(ダクタイル鋳
鉄管)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ３ ３ ６ ３ 函渠工
(ＰＣ函渠)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ３ ３ ７ 翼壁工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ３ ３ ８ 水叩工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ３ ４ ３ 根固めブロック
工

〃 〃 ブロック個数100個につき１個以上｡ 異形ブロック
豆板・欠の合
否の判定

〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

① 豆板の面
積が10×10㎝
以内､ 深さが
５㎝以内であ
ること｡
② ブロック
の据付操作中
の ｢欠｣ が最
大径10㎝､ 深
さが５㎝以内
で､ その数は
ブロック１個
に１箇所以内
とする｡

６ ３ ４ ５ 沈床工 〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

６ ３ ４ ６ 捨石工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ ３ ４ ７ １ かご工
(じゃかご)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡
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６ ３ ４ ７ ２ かご工
(ふとんかご)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ３ ５ ３ 側溝工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ３ ５ ４ 集水桝工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ３ ５ ５ 暗渠工 〃 〃 施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長100ｍ
(又は125ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ ３ ５ ６ 樋門接続暗渠工 〃 〃 施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長100ｍ
(又は125ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ ３ ６ ７ 階段工
(現場打階段)
(プレキャスト
階段)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ３ ６ ３ 防止柵工
(立入防止柵)
(転落 (横断)
防止柵)
(車止めポスト)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ４ ３ ３ 水門 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ ４ 扉体､ 戸当り及
び開閉装置

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ ４ １ 鋼桁製作工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ ４ ２ 鋼桁製作工
(仮組立による
検査を省略する
場合)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ ５ 検査路製作工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ ６ 鋼製伸縮継手製
作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ ７ 落橋防止装置製
作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ ８ 鋼製排水管製作
工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ ９ プレビーム用桁
製作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ 10 橋梁用防護柵製
作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ 12 １ アンカーフレー
ム製作工
(金属支承工)

〃 〃 ２径間に１箇所以上

６ ５ ３ 12 ２ アンカーフレー
ム製作工
(大型ゴム支承
工)

〃 〃 ２径間に１箇所以上
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６ ５ ３ 12 ３ アンカーフレー
ム製作工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ 13 仮設材製作工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ３ 13 仮設材製作工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡ 測定ロッ
トの20％以上｡

６ ５ ４ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ５ ４ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ５ ４ ５ オープンケーソ
ン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上

６ ５ ４ ６ ニューマチック
ケーソン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上

６ ５ ４ ７ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡ 変位は延長50ｍに１箇
所以上

６ ５ ４ ８
９
10
11
12
13
14

床版工
堰柱工
門柱工
ゲート操作台工
水叩工
閘門工
土砂吐工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ４ 15 取付擁壁工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ５ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ５ ５ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ５ ５ ５ オープンケーソ
ン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上

６ ５ ５ ６ ニューマチック
ケーソン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上
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６ ５ ５ ７ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡ 変位は延長50ｍに１箇
所以上

６ ５ ５ ８
９
10

堰本体工
水叩工
土砂吐工

〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ５ ５ 11 取付擁壁工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ６ ３ 魚道本体工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ ５ ７ ２ 管理橋受台工 〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ５ ８ ４

５

６

７
８
９

架設工
(クレーン架設)
(ケーブルクレー
ン架設)
(ケーブルエレ
クション架設)
(架設桁架設)
(送出し架設)
(トラベラーク
レーン架設)

〃 〃 １工事あたり２箇所以上

６ ５ ８ 11 現場継手工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡ 実地検
査の場合は測定ロットの20％以上｡

６ ５ ９ ２ 橋梁現場塗装工 〃 〃 ５径間以内は２箇所､ ６径間以上は２
径間につき１箇所以上｡

６ ５ ８ 11 １ 支承工
(鋼製支承)

〃 〃 ２径間に１箇所以上

６ ５ ８ 11 ２ 支承工
(ゴム支承)

〃 〃 ２径間に１箇所以上

６ ５ 11 ２ １ 橋梁付属物工
(伸縮装置工)
ゴムジョイン
ト

〃 〃 ２径間に１箇所以上

６ ５ 11 ２ ２ 橋梁付属物工
(鋼製フィンガー
ジョイント)

〃 〃 ２径間に１箇所以上

６ ５ 11 ４ ３ 橋梁付属物工
(地覆工)

〃 〃 ５径間以内は２箇所､ ６径間以上は２
径間につき１箇所以上｡

６ ５ 11 ５ ４ 橋梁付属物工
(橋梁用防護柵
工)
(橋梁用高欄工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡
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６ ５ 13 ２ １ プレテンション
桁購入工
(けた橋)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

JIS製品 (ＪＩＳに準拠品含む) は不
要｡ その他は､ １径間につき１箇所以
上｡

６ ５ 13 ２ ２ プレテンション
桁購入工
(スラブ橋)

〃 〃 JIS製品 (ＪＩＳに準拠品含む) は不
要｡ その他は､ １径間につき１箇所以
上｡

６ ５ 13 ３ ポストテンショ
ンＴ (Ｉ) 桁製
作工

〃 〃 １径間につき１箇所以上

６ ５ 13 ４ プレキャストセ
グメント製作工
(購入工)

〃 〃 JIS製品 (ＪＩＳに準拠品含む) は不
要｡ その他は､ １径間につき１箇所以
上｡

６ ５ 13 ５ プレキャストセ
グメント桁組立
工

〃 〃 １径間につき１箇所以上

６ ５ 14 ５ ＰＣホロースラ
ブ製作工

〃 〃 １径間につき１箇所以上

６ ５ 15 ４ ＰＣ箱桁製作工 〃 〃 １径間につき１箇所以上

６ ５ 13 ７
８

架設工
(クレーン架設)
(架設桁架設)

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

６ ５ 15 ２ 架設支保工
(固定)

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

６ ５ 13 ９ 床版・横組工 〃 〃 ２径間につき１箇所以上

６ ５ 13 ６ １ 支承工
(鋼製支承)

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

６ ５ 13 ６ ２ 支承工
(ゴム支承)

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

６ ５ 16 ２ １ 橋梁付属物工
(伸縮装置工)
ゴムジョイン
ト

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

６ ５ 16 ２ ２ 橋梁付属物工
(鋼製フィンガー
ジョイント)

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

６ ５ 16 ４ 橋梁付属物工
(地覆工)

〃 〃 ５径間以内は２箇所､ ６径間以上は２
径間につき１箇所以上｡

６ ５ 16 ５

６

橋梁付属物工
(橋梁用防護柵
工)
(橋梁用高欄工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ６ ３ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ６ ３ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)
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６ ６ ３ ５ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡
変位は延長50ｍに１箇所以上

６ ６ ３ ６ 本体工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ６ ３ ７ 燃料貯油槽工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ６ ４ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ６ ４ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ６ ４ ５ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡
変位は延長50ｍに１箇所以上

６ ６ ４ ６ 場所打擁壁工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ６ ４ ７ コンクリート床
版工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ６ ４ ８ ブロック床版工 〃 〃 ブロック個数100個につき１個以上｡ 異形ブロック
豆板・欠の合
否の判定

〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

① 豆板の面
積が10×10㎝
以内､ 深さが
５㎝以内であ
ること｡
② ブロック
の据付操作中
の ｢欠｣ が最
大径10㎝､ 深
さが５㎝以内
で､ その数は
ブロック１個
に１箇所以内
とする｡

６ ６ ４ ９ 現場打水路工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡
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６ ６ ５ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

１基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ６ ５ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ６ ５ ５ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡ 変位は延長50ｍに１箇
所以上

６ ６ ５ ６ 本体工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ７ ３ ４ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

６ ７ ３ ５ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡ 変位は延長50ｍに１箇
所以上

６ ７ ３ ６ １ 本体工
(床固め本体工)

〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ７ ３ ６ ２ 本体工
(植石張り)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

６ ７ ３ ６ ３ 本体工
(根固めブロッ
ク)

〃 〃 ブロック個数100個につき１個以上｡ 異形ブロック
豆板・欠の合
否の判定

施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

① 豆板の面
積が10×10㎝
以内､ 深さが
５㎝以内であ
ること｡
② ブロック
の据付操作中
の ｢欠｣ が最
大径10㎝､ 深
さが５㎝以内
で､ その数は
ブロック１個
に１箇所以内
とする｡
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６ ７ ３ ７ 取付擁壁工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ７ ３ ８ １ 水叩工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ７ ３ ８ ２ 水叩工
(巨石張り)

〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ７ ３ ８ ３ 水叩工
(根固めブロッ
ク)

〃 〃 ブロック個数100個につき１個以上｡ 異形ブロック
豆板・欠の合
否の判定

施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

① 豆板の面
積が10×10㎝
以内､ 深さが
５㎝以内であ
ること｡
② ブロック
の据付操作中
の ｢欠｣ が最
大径10㎝､ 深
さが５㎝以内
で､ その数は
ブロック１個
に１箇所以内
とする｡

６ ７ ４ ４ 本堤工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ７ ４ ５ 垂直壁工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ７ ４ ６ 側壁工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ７ ４ ７ 水叩工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

６ ７ ５ ３ コンクリート擁
壁工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ７ ５ ４ ブロック積擁壁
工

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

６ ７ ５ ５ 石積み擁壁工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

６ ７ ５ ６ １
２
山留擁壁基礎工
(現場打)
(プレキャスト)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡
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６ ８ ７ ４ １ コンクリート舗
装補修工
(下層路盤工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

６ ８ ７ ４ ２ コンクリート舗
装補修工
(粒度調整路盤
工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

６ ８ ７ ４ ３ コンクリート舗
装補修工
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

６ ８ ７ ４ ４ コンクリート舗
装補修工
(アスファルト
中間層)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ ８ ７ ４ ５ コンクリート舗
装補修工
(コンクリート
舗装版工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

６ ８ ７ ４ ６ コンクリート舗
装補修工
(転圧コンクリー
ト版工)
下層路盤工

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

６ ８ ７ ４ ７ コンクリート舗
装補修工
(転圧コンクリー
ト版工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡
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６ ８ ７ ４ ８ コンクリート舗
装補修工
(転圧コンクリー
ト版工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

６ ８ ７ ４ ９ コンクリート舗
装補修工
(転圧コンクリー
ト版工)
アスファルト
中間層

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ ８ ７ ４ 10 コンクリート舗
装補修工
(転圧コンクリー
ト版工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

６ ８ ７ ５ １ アスファルト舗
装補修工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

６ ８ ７ ５ ２ アスファルト舗
装補修工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

６ ８ ７ ５ ３ アスファルト舗
装補修工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

６ ８ ７ ５ ４ アスファルト舗
装補修工
(加熱アスファ
ルト安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡
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６ ８ ７ ５ ５ アスファルト舗
装補修工
(基層工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ ８ ７ ５ ６ アスファルト舗
装補修工
(表層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ ８ ８ ２ １ 付属物復旧工
(ガードレール)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ８ ８ ２ ２ 付属物復旧工
(ガードケーブ
ル)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ８ 12 ３ １ 樹木・芝生管理
工
(種子吹付工)
(客土吹付工)
(張芝工)
(筋芝工)
(市松芝工)
(植生ネット工)
(種子帯工)
(人工張芝工)
(植生穴工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

６ ８ 12 ３ ２ 樹木・芝生管理
工
(厚層基材吹付
工)

〃 〃 1,000㎡につき１箇所以上､ 1,000㎡未
満は２箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

６ ９ ３ ２ 覆土工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ ９ ３ ３ １ 植生工
(種子吹付工)
(客土吹付工)
(張芝工)
(筋芝工)
(市松芝工)
(植生ネット工)
(種子帯工)
(人工張芝工)
(植生穴工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

〃 〃 1,000㎡につき１箇所以上､ 1,000㎡未
満は２箇所をせん孔により測定｡

６ ９ ３ ３ ２ 植生工
(厚層基材吹付
工)

〃 〃 1,000㎡につき１箇所以上､ 1,000㎡未
満は２箇所をせん孔により測定｡
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６ ９ ３ ３ ２ 植生工
(厚層基材吹付
工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

６ ９ ４ ２ １ 縁切工
(じゃかご工)

〃 〃 施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ ９ ４ ２ ２ 縁切工
(連節ブロック
張り)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ ９ ４ ２ ３ 縁切工
(コンクリート
ブロック張り)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

６ ９ ４ ２ ４ 縁切工
(石張工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

６ ９ ４ ３ １ 植生工
(種子吹付工)
(客土吹付工)
(張芝工)
(筋芝工)
(市松芝工)
(植生ネット工)
(種子帯工)
(人工張芝工)
(植生穴工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

６ ９ ４ ３ ２ 植生工
(厚層基材吹付
工)

〃 〃 1,000㎡につき1箇所以上､ 1,000㎡未
満は2箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

６ ９ ５ ３ 石積み工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

６ ９ ５ ４ １ コンクリートブ
ロック工
(コンクリートブ
ロック積)
(コンクリートブ
ロック張)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡



― 151 ―

編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

６ ９ ５ ４ ２ コンクリートブ
ロック工
(連節ブロック
張り)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ ９ ５ ４ ３ コンクリートブ
ロック工
(天端保護ブロッ
ク)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

６ ９ ６ ４ 路面切削工 〃 〃 幅及び厚さは､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とする｡ 面積300㎡以
下のものについては､ 出来形管理表に
より検査を行う｡

６ ９ ６ ５ 舗装打換え工 〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ ９ ６ ６ オーバーレイ工 〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

６ ９ ６ ７ １ 排水構造物修繕
工
(プレキャスト
Ｕ型側溝・管
(函) 渠)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

６ ９ ６ ７ ２ 排水構造物修繕
工
(集水桝工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ９ ６ ８ 道路付属施設修
繕工
(歩車道境界ブ
ロック)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

６ ９ ７ ３ 付属物塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施
測定ロットの20％以上

６ ９ ７ ４ コンクリート面
塗装工

〃 〃 検査員の指示により適宜
実施測定ロットの20％以上



第７編 河川海岸編

― 152 ―

編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

７ １ ３ ４ 捨石工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

基準高・均しは施工延長50ｍにつき１
箇所以上､ 延長50ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

〃 〃 法長・幅は施工延長200ｍにつき１箇
所以上､ 延長200ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

７ １ ３ ５ 場所打コンクリー
ト工

〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ １ ３ ６ 海岸コンクリー
トブロック工

〃 〃 ブロック個数100個につき１個以上｡ 異形ブロック
豆板・欠の合
否の判定

〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

① 豆板の面
積が10×10㎝
以内､ 深さが
５㎝以内であ
ること｡
② ブロック
の据付操作中
の ｢欠｣ が最
大径10㎝､ 深
さが５㎝以内
で､ その数は
ブロック１個
に１箇所以内
とする｡

７ １ ３ ７ １ 笠コンクリート
工
(現場打笠コン
クリート)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

７ １ ３ ７ ２ 笠コンクリート
工
(プレキャスト
笠コンクリー
ト)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

７ １ ３ ８ １ 法留基礎工 (現
場打)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

７ １ ３ ８ ２ 法留基礎工
(プレキャスト
法留基礎工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

７ １ ３ ９ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡
変位は延長50ｍに１箇所以上

７ １ ４ ３ 捨石張り工 〃 〃 施工延長40ｍ (測点間隔25ｍの場合は
50ｍ) につき１箇所､ 延長40ｍ (又は
50ｍ) 以下のものは１施工箇所につき
２箇所｡
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７ １ ４ ３ 石張り・石積み
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長40ｍ (測点間隔25ｍの場合は
50ｍ) につき１箇所､ 延長40ｍ以下の
ものは１施工箇所につき２箇所｡
法長が変化する場合は変化点間の延長
も測定する｡
厚さは､ 法長３ｍ未満の場合は､ 下端
部及び上端部 (天端より50㎝下がり)
の２箇所､ ３ｍ以上の場合は､ 法長の
中間部を加えた３箇所を測定する｡

〃 〃 1施工箇所毎

７ １ ４ ４ 海岸コンクリー
トブロック工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ １ ４ ５ コンクリート被
覆工

〃 〃 護岸工､ 裏法被覆工は施工延長100ｍ
につき１箇所以上､ 延長200ｍ以下の
ものは､ １施工箇所につき２箇所以上｡
天端被覆は１工事２箇所以上｡ 厚さは
コアー採取又はせん孔により検測する｡

７ １ ５ ３ 場所打擁壁工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

７ １ ６ ２ コンクリート被
覆工

〃 〃 護岸工､ 裏法被覆工は施工延長100ｍ
につき１箇所以上､ 延長200ｍ以下の
ものは､ １施工箇所につき２箇所以上｡
天端被覆は１工事２箇所以上｡ 厚さは
コアー採取又はせん孔により検測する｡

７ １ ７ ３ 波返工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ １ ８ ２ 石張り・石積み
工

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

７ １ ８ ３ １ コンクリートブ
ロック工
(コンクリート
ブロック張)
(コンクリート
ブロック積)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

７ １ ８ ３ ２ コンクリートブ
ロック工
(連節ブロック
張)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

７ １ ８ ４ コンクリート被
覆工

〃 〃 護岸工､ 裏法被覆工は施工延長100ｍ
につき１箇所以上､ 延長200ｍ以下の
ものは､ １施工箇所につき２箇所以上｡
天端被覆は１工事２箇所以上｡ 厚さは
コアー採取又はせん孔により検測する｡
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７ １ ８ ５ １ 法枠工
(現場打法枠工)
(現場吹付法枠
工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長100ｍ
(又は125ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 枠延べ延長50ｍにつき１箇所以上､ 枠
延べ延長500ｍ以下のものは１施工箇
所につき２箇所｡

〃 〃 １施工箇所毎

７ １ ８ ５ ２ 法枠工
(プレキャスト
法枠工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

７ １ 10 ３ １ 側溝工
(プレキャスト
Ｕ型側溝)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

７ １ 10 ３ ２ 側溝工
(自由勾配側溝)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

７ １ 10 ４ 集水桝工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

７ １ 10 ６ １ 暗渠工
(プレキャスト
パイプ)
(プレキャスト
ボックス)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

７ １ 10 ６ ２ 暗渠工
(コルゲートパ
イプ)
(ダクタイル鋳
鉄管)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

７ １ 11 ６ 階段工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

７ １ 11 ４ 防止柵工
(立入防止柵)
(転落 (横断)
防止柵)
(車止めポスト)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ １ 12 ５ １ アスファルト舗
装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高,幅は､ 施工延長200ｍごとに１
箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のもの
は２箇所以上とし､ 基準高は道路中心
線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

７ １ 12 ５ ２ アスファルト舗
装工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡
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７ １ 12 ５ ３ アスファルト舗
装工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

コアー採取に
ついて
・橋面舗装等
でコアーの採
取により床版
等の損傷を与
える恐れがあ
る場合は､ 他
の方法による
ことが出来る｡

７ １ 12 ５ ４ アスファルト舗
装工
(加熱アスファ
ルト安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

７ １ 12 ５ ５ アスファルト舗
装工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

７ １ 12 ５ ６ アスファルト舗
装工
(表層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

７ １ 12 ６ １ コンクリート舗
装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

７ １ 12 ６ ２ コンクリート舗
装工
(上層路盤工)
(粒度調整路盤
工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

７ １ 12 ６ ３ コンクリート舗
装工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡
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７ １ 12 ６ ４ コンクリート舗
装工
(上層路盤工)
(アスファルト
中間層)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

７ １ 12 ７ ５ 薄層カラー舗装
工
(下層路盤工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

７ １ 12 ７ １ 薄層カラー舗装
工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

７ １ 12 ７ ２ 薄層カラー舗装
工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

７ １ 12 ７ ３ 薄層カラー舗装
工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

７ １ 12 ７ ４ 薄層カラー舗装
工
(加熱アスファ
ルト
安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

７ １ 12 ７ ５ 薄層カラー舗装
工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡
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７ １ 12 ８ １ 側溝工
(プレキャスト
Ｕ型側溝)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

検査員の指示により適宜実施

７ １ 12 ８ ２ 側溝工
(Ｌ型側溝)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ １ 12 ８ ３ 側溝工
(自由勾配側溝)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ １ 12 ８ ４ 側溝工
(管渠)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ １ 12 ９ 集水桝工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ １ 12 10 縁石工
(縁石・アスカー
ブ)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ １ 13 ４ 小型標識工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ １ 12 ３ １ 路側防護柵工
(ガードレール)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ １ 12 ３ ２ 路側防護柵工
(ガードケーブ
ル)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ １ 12 11 区画線工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ １ 13 ３ 道路付属物工
(視線誘導標)
(距離標)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ ２ ３ ４ 捨石工 〃 〃 基準高・均しは施工延長50ｍにつき１
箇所以上､ 延長50ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

〃 〃 法長・幅は施工延長200ｍにつき１箇
所以上､ 延長200ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

７ ２ ３ ５ 吸出し防止工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

７ ２ ４ ２ 捨石工 〃 〃 基準高・均しは施工延長50ｍにつき１
箇所以上､ 延長50ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

〃 〃 法長・幅は施工延長200ｍにつき１箇
所以上､ 延長200ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

７ ２ ４ ５ 海岸コンクリー
トブロック工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ ２ ４ ６ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

７ ２ ４ ７ 詰杭工
(既製コンクリー
ト杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)
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７ ２ ４ ８ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡ 変位は延長50ｍに１箇
所以上

７ ２ ４ ９ 石枠工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ ２ ４ 10 場所打コンクリー
ト工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ ２ ４ 11 １ ケーソン工
(ケーソン工製
作)

〃 〃 １基につき１箇所以上

７ ２ ４ 11 ２ ケーソン工
(ケーソン工据
付)

〃 〃 １基につき１箇所以上

７ ２ ４ 11 ３ ケーソン工
(突堤上部工)
場所打コンク
リート
海岸コンクリー
トブロック

〃 〃 ２室につき１箇所以上 (中心)

７ ２ ４ 12 １ セルラー工
(セルラー工製
作)

〃 〃 １基につき１箇所以上

７ ２ ４ 12 ２ セルラー工
(セルラー工据
付)

〃 〃 １基につき１箇所以上

７ ２ ４ 12 ３ セルラー工
(突堤上部工)
場所打コンク
リート
海岸コンクリー
トブロック

〃 〃 ２室につき１箇所以上 (中心)

７ ２ ５ ２ 捨石工 〃 〃 基準高・均しは施工延長50ｍにつき１
箇所以上､ 延長50ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

〃 〃 法長・幅は施工延長200ｍにつき１箇
所以上､ 延長200ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

７ ２ ５ ３ 根固めブロック
工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ ２ ６ ２ 捨石工 〃 〃 基準高・均しは施工延長50ｍにつき１
箇所以上､ 延長50ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

〃 〃 法長・幅は施工延長200ｍにつき１箇
所以上､ 延長200ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡
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７ ２ ６ ３ 消波ブロック工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ ３ ３ ３ 捨石工 〃 〃 基準高・均しは施工延長50ｍにつき１
箇所以上､ 延長50ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

〃 〃 法長・幅は施工延長200ｍにつき１箇
所以上､ 延長200ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

７ ３ ４ ２ 捨石工 〃 〃 基準高・均しは施工延長50ｍにつき１
箇所以上､ 延長50ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

〃 〃 法長・幅は施工延長200ｍにつき１箇
所以上､ 延長200ｍ以下のものは､ １
施工箇所につき２箇所以上｡

７ ３ ４ ３ 海岸コンクリー
トブロック工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ ３ ４ ４ １ ケーソン工
(ケーソン工製
作)

〃 〃 1基につき１箇所以上

７ ３ ４ ４ ２ ケーソン工
(ケーソン工据
付)

〃 〃 １基につき１箇所以上

７ ３ ４ ４ ３ ケーソン工
(突堤上部工)
場所打コンク
リート
海岸コンクリー
トブロック

〃 〃 ２室につき１箇所以上 (中心)

７ ３ ４ ５ １ セルラー工
(セルラー工製
作)

〃 〃 １基につき１箇所以上

７ ３ ４ ５ ２ セルラー工
(セルラー工据
付)

〃 〃 １基につき１箇所以上

７ ３ ４ ５ ３ セルラー工
(突堤上部工)
場所打コンク
リート
海岸コンクリー
トブロック

〃 〃 ２室につき１箇所以上 (中心)

７ ３ ４ ６ 場所打コンクリー
ト工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ ４ ２ ２ 浚渫船運転工 〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

７ ４ ３ ２ 浚渫船運転工 〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡
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８ １ ３ ３ 鋼製えん堤製作
工 (仮組立時)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

検査員の指示により適宜実施

８ １ ３ ４ 鋼製えん堤仮設
材製作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ １ ３ ５ 工場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施
測定ロットの20％以上

８ １ ６ ４
５

コンクリートえ
ん堤本体工
コンクリート副
えん堤工

〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ １ ６ ６ コンクリート側
壁工

〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ １ ６ ８ 水叩工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ １ ７ ５ １ 鋼製えん堤本体
工 (不透過型)

〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ １ ７ ５ ２ 鋼製えん堤本体
工 (透過型)

〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ １ ７ ６ 鋼製側壁工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ １ ７ ８ コンクリート側
壁工

〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ １ ７ ９ 水叩工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ １ ７ 10 現場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施
測定ロットの20％以上

８ １ ８ ４ 根固めブロック
工

〃 〃 ブロック個数100個につき１個以上｡ 異形ブロック
豆板・欠の合
否の判定

〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

① 豆板の面
積が10×10㎝
以内､ 深さが
５㎝以内であ
ること｡
② ブロック
の据付操作中
の ｢欠｣ が最
大径10㎝､ 深
さが５㎝以内
で､ その数は
ブロック１個
に１箇所以内
とする｡

８ １ ８ ６ 沈床工 〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

８ １ ８ ７ １ かご工
(じゃかご工)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡
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８ １ ８ ７ ２ かご工
(ふとんかご工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ １ ９ ３ 防止柵工
(立入防止柵)
(転落 (横断)
防止柵)
(車止めポスト)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ １ 10 ５ １ アスファルト舗
装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ５ ２ アスファルト舗
装工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ５ ３ アスファルト舗
装工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

コアー採取に
ついて
・橋面舗装等
でコアーの採
取により床版
等の損傷を与
える恐れがあ
る場合は､ 他
の方法による
ことが出来る｡

８ １ 10 ５ ４ アスファルト舗
装工
(加熱アスファ
ルト安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ５ ５ アスファルト舗
装工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡
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８ １ 10 ５ ６ アスファルト舗
装工
(表層工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

コアー採取に
ついて
・橋面舗装等
でコアーの採
取により床版
等の損傷を与
える恐れがあ
る場合は､ 他
の方法による
ことが出来る｡

８ １ 10 ６ １ コンクリート舗
装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ６ ２ コンクリート舗
装工
(粒度調整路盤
工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ６ ３ コンクリート舗
装工
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

８ １ 10 ６ ４ コンクリート舗
装工
(アスファルト
中間層)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ６ ５ コンクリート舗
装工
(コンクリート
舗装版工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡
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８ １ 10 ６ ６ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
下層路盤工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ６ ７ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ６ ８ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

８ １ 10 ６ ９ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
アスファルト
中間層

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ６ 10 コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

８ １ 10 ７ １ 薄層カラー舗装
工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ７ ２ 薄層カラー舗装
工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡
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８ １ 10 ７ ３ 薄層カラー舗装
工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

８ １ 10 ７ ４ 薄層カラー舗装
工
(加熱アスファ
ルト
安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ７ ５ 薄層カラー舗装
工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

８ １ 10 ８ 側溝工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ １ 10 ９ 集水桝工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ １ 10 10 縁石工
(縁石・アスカー
ブ)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ １ 11 ４ 小型標識工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ １ 10 ３ １ 路側防護柵工
(ガードレール)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ １ 10 ３ ２ 路側防護柵工
(ガードケーブ
ル)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ １ 10 11 区画線工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ １ 11 ３ 道路付属物工
(視線誘導標)
(距離標)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ ２ ３ ４ １

２

法留基礎工
(現場打)
(プレキャスト)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

８ ２ ３ ５ コンクリート擁
壁工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡
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８ ２ ３ ６ ブロック積み擁
壁工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

８ ２ ３ ７ 石積み擁壁工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

８ ２ ３ ８ 護岸付属物工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ ２ ３ ９ １ 植生工
(種子吹付工)
(客土吹付工)
(張芝工)
(筋芝工)
(市松芝工)
(植生ネット工)
(種子帯工)
(人工張芝工)
(植生穴工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

８ ２ ３ ９ ２ 植生工
(厚層基材吹付
工)

〃 〃 1,000㎡につき1箇所以上､ 1,000㎡未
満は2箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

８ ２ ４ ４ 床固め本体工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ ２ ４ ５ 垂直壁工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ ２ ４ ６ 側壁工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ ２ ４ ７ 水叩工 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

８ ２ ４ ８ 魚道工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

８ ２ ５ ４ 根固めブロック
工

〃 〃 ブロック個数100個につき１個以上｡ 異形ブロック
豆板・欠の合
否の判定

〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

① 豆板の面
積が10×10㎝
以内､ 深さが
５㎝以内であ
ること｡
② ブロック
の据付操作中
の ｢欠｣ が最
大径10㎝､ 深
さが５㎝以内
で､ その数は
ブロック１個
に１箇所以内
とする｡
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８ ２ ５ ６ 捨石工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

８ ２ ５ ７ １ かご工
(じゃかご工)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ２ ５ ７ ２ かご工
(ふとんかご工)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ２ ５ ７ ３ かご工
(かごマット工)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ２ ６ ２ 階段工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ ２ ６ ３ 防止柵工
(立入防止柵)
(転落 (横断)
防止柵)
(車止めポスト)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施

８ ３ ３ ２ １ 植生工
(種子吹付工)
(客土吹付工)
(張芝工)
(筋芝工)
(市松芝工)
(植生ネット工)
(種子帯工)
(人工張芝工)
(植生穴工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

８ ３ ３ ２ ２ 植生工
(厚層基材吹付
工)

〃 〃 1,000㎡につき1箇所以上､ 1,000㎡未
満は2箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

８ ３ ３ ３ 吹付工
(コンクリート)
(モルタル)

〃 〃 1,000㎡につき1箇所以上､ 1,000㎡未
満は2箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎
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８ ３ ３ ４ １ 法枠工
(現場打法枠工)
(現場吹付法枠
工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 枠延べ延長500ｍにつき１箇所以上､
枠延べ延長500ｍ以下のものは１施工
箇所につき２箇所｡

〃 〃 １施工箇所毎

８ ３ ３ ４ ２ 法枠工
(プレキャスト
法枠工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

８ ３ ３ ５ １ かご工
(じゃかご工)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ３ ５ ２ かご工
(ふとんかご工)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ４ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

８ ３ ４ ４ 現場打擁壁工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ４ ５ プレキャスト擁
壁工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ４ ６ 補強土壁工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ４ ７ 井桁ブロック工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ４ ８ 落石防護工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ５ ３ 山腹集水路・排
水路工

〃 〃 施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長100ｍ
(又は125ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡
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８ ３ ５ ４ 山腹明暗渠工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長100ｍ
(又は125ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

８ ３ ５ ５ 山腹暗渠工 〃 〃 施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長100ｍ
(又は125ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ６ ４ 集排水ボーリン
グ工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ６ ５ 集水井工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ７ ３ 場所打擁壁工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ７ ４ 固結工
(粉体噴射攪拌
工)
(高圧噴射攪拌
工)
(セメントミル
ク攪拌工)
(生石灰パイル
工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

８ ３ ７ ５ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡ 変位は延長50ｍに１箇
所以上

８ ３ ８ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

８ ３ ８ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

８ ３ ８ ５ シャフト工 (深
礎工)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

８ ３ ８ ６ 合成杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

８ ３ ８ ６
７

抑止アンカー工
アンカー工
(プレキャスト
コンクリート杭)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡
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９ １ ４ コンクリートダ
ム工
(本体)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

５ジョイントにつき１箇所以上｡
延長は天端中心線上の任意の２地点間｡
流堤頂部､ 天端仕上げなどの平坦性､
監査廊の敷高､ 幅､ 高さ､ 平坦性は適
宜｡

９ １ ４ コンクリートダ
ム工
(水叩)

〃 〃 ５ジョイントにつき１箇所以上｡

〃 〃 水叩の平坦性の測定は適宜実施｡

９ １ ４ コンクリートダ
ム工
(副ダム)

〃 〃 ５ジョイントにつき１箇所以上｡
延長は天端中心線上の任意の２地点間｡

９ １ ４ コンクリートダ
ム工
(導流壁)

〃 〃 ５ジョイントにつき１箇所以上｡
延長は天端中心線上の任意の２地点間｡

９ ２ ３ ５ コアの盛立 〃 〃 ５ジョイントにつき１箇所以上｡

９ ２ ３ ６ フィルターの盛
立

〃 〃 ５ジョイントにつき１箇所以上｡

９ ２ ３ ７ ロックの盛立 〃 〃 ５ジョイントにつき１箇所以上｡

９ ２ フィルダム工
(洪水吐)

〃 〃 １回／１施工箇所

９ ３ ３ ボーリング工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡
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枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 １ １ 道路工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

10 １ ３ ２ １ 遮音壁支柱製作
工

〃 〃 施工延長25スパンにつき１箇所｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ３ ２ ２ 遮音壁支柱製作
工
(工場塗装工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡
測定ロットの20％以上｡

10 １ ４ ２ １ 植生工
(種子吹付工)
(客土吹付工)
(張芝工)
(筋芝工)
(市松芝工)
(植生ネット工)
(種子帯工)
(人工張芝工)
(植生穴工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

10 １ ４ ２ ２ 植生工
(厚層基材吹付
工)

〃 〃 1,000㎡につき１箇所以上､ 1,000㎡未
満は２箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

10 １ ４ ３ 法面吹付工
(コンクリート)
(モルタル)

〃 〃 1,000㎡につき1箇所以上､ 1,000㎡未
満は2箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

10 １ ４ ４ 法枠工
(現場打法枠工)
(現場吹付法枠
工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 枠延べ延長500ｍにつき１箇所以上､
枠延べ延長500ｍ以下のものは１施工
箇所につき２箇所｡

〃 〃 １施工箇所毎

10 １ ４ ６ アンカー工
プレキャスト法
枠工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

10 １ ４ ７ １ かご工
(じゃかご)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡
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枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 １ ４ ７ ２ かご工
(ふとんかご)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ５ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 １ ５ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 １ ５ ５ 現場打擁壁工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ５ ６ プレキャスト擁
壁工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ５ ７ 補強土壁工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ５ ８ 井桁ブロック工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ６ ３ コンクリートブ
ロック工
(コンクリートブ
ロック積)
(コンクリートブ
ロック張)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

10 １ ６ ４ 石積 (張) 工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

10 １ ７ ４ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 １ ７ ５ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 １ ７ ６ 現場打カルバー
ト工

〃 〃 １施工箇所毎に２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡
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工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 １ ８ ３ 側溝工
(プレキャスト
Ｕ型側溝)
(コルゲートフ
リューム)
(自由勾配側溝)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ８ ４ 管渠工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ８ ５ 集水桝・マンホー
ル工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ８ ８ 地下排水工 〃 〃 施工延長100ｍ (測点25ｍの場合は125
ｍ) につき１箇所以上､ 延長100ｍ
(又は125ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

10 １ ８ ７ 場所打 (組立)
水路工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ９ ４ 落石防止網工 〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ９ ５ 落石防護柵工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ９ ６ 防雪柵工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ ９ ７ 雪崩予防柵工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 １ 10 ４ 遮音壁基礎工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 １ 10 ５ 遮音壁本体工 〃 〃 施工延長25スパンにつき１箇所｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ １ 道路工 〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡
延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ ３ ５ １ アスファルト舗
装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡
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工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 ２ ３ ５ ２ アスファルト舗
装工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ５ ３ アスファルト舗
装工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

コアー採取に
ついて
・橋面舗装等
でコアーの採
取により床版
等の損傷を与
える恐れがあ
る場合は､ 他
の方法による
ことが出来る｡

10 ２ ３ ５ ４ アスファルト舗
装工
(加熱アスファ
ルト安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ５ ５ アスファルト舗
装工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ５ ６ アスファルト舗
装工
(表層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

10 ２ ３ ６ １ 半たわみ性舗装
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ６ ２ 半たわみ性舗装
工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡
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工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 ２ ３ ６ ３ 半たわみ性舗装
工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

コアー採取に
ついて
・橋面舗装等
でコアーの採
取により床版
等の損傷を与
える恐れがあ
る場合は､ 他
の方法による
ことが出来る｡

10 ２ ３ ６ ４ 半たわみ性舗装
工
(加熱アスファ
ルト
安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ６ ５ 半たわみ性舗装
工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ６ ６ 半たわみ性舗装
工
(表層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

10 ２ ３ ７ １ 排水性舗装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ７ ２ 排水性舗装工
(上層路盤工)
粒度調整

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡
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編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 ２ ３ ７ ３ 排水性舗装工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

コアー採取に
ついて
・橋面舗装等
でコアーの採
取により床版
等の損傷を与
える恐れがあ
る場合は､ 他
の方法による
ことが出来る｡

10 ２ ３ ７ ４ 排水性舗装工
(加熱アスファ
ルト安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ７ ５ 排水性舗装工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ７ ６ 排水性舗装工
(表層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

10 ２ ３ ９ １ グースアスファ
ルト舗装工
(加熱アスファ
ルト安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ９ ２ グースアスファ
ルト舗装工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ ９ ３ グースアスファ
ルト舗装工
(表層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡
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編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 ２ ３ 10 １ コンクリート舗
装工
(下層路盤工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 10 ２ コンクリート舗
装工
(粒度調整路盤
工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 10 ３ コンクリート舗
装工
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

10 ２ ３ 10 ４ コンクリート舗
装工
(アスファルト
中間層)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 10 ５ コンクリート舗
装工
(コンクリート
舗装版工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

10 ２ ３ 10 ６ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
下層路盤工

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 10 ７ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
粒度調整路盤工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡
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枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 ２ ３ 10 ８ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

10 ２ ３ 10 ９ コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)
アスファルト
中間層

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 10 10 コンクリート舗
装工
(転圧コンクリー
ト版工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

10 ２ ３ 11 １ 薄層カラー舗装
工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 11 ２ 薄層カラー舗装
工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 11 ３ 薄層カラー舗装
工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

10 ２ ３ 11 ４ 薄層カラー舗装
工
(加熱アスファ
ルト､ 安定処
理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡
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枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 ２ ３ 11 ５ 薄層カラー舗装
工
(基層工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 12 １ ブロック舗装工
(下層路盤工)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 12 ２ ブロック舗装工
(上層路盤工)
粒度調整路盤
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 12 ３ ブロック舗装工
(上層路盤工)
(セメント､ 石
灰､ (セメン
ト・瀝青) 瀝
青) 安定処理
工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こし又はコアーを採取し
て測定する｡ 面積300㎡以下のものに
ついては､ 出来形管理表により検査を
行う｡

10 ２ ３ 12 ４ ブロック舗装工
(加熱アスファ
ルト安定処理工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 12 ５ ブロック舗装工
(基層工)

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 歩道路盤工 〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡
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編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 ２ ３ 歩道舗装工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 路肩舗装路盤工
取合舗装路盤工

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ３ 路肩舗装工
取合舗装工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 ２ ４ ３
４

側溝工
(Ｌ型街渠工)
(ＬＯ型街渠工)
(プレキャスト
Ｕ型側溝工)
(管 (函) 渠型
側溝工)
管渠工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ ４ ５ 街渠桝・マンホー
ル工
(街渠桝工)
(マンホール工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ ４ ９ 排水性舗装用路
肩排水工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

10 ２ ７ ３ １ 路側防護柵工
(ガードレール)

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ ７ ３ ２ 路側防護柵工
(ガードケーブ
ル)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ ７ ４ 防止柵工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ ８ ３ 小型標識工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ ８ ５ 標識基礎工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ ９ ２ 区画線工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ ５ ３ 縁石工
(縁石・アスカー
ブ)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡
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工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 ２ 10 ２ １ 高木植栽工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ 10 ２ ２ 中低木植栽工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ 10 ２ ３ 地被類植栽工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ 10 ２ ４ 支柱工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ 11 ４ 道路付属物工
(視線誘導標)
(距離標)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ ６ ４ 踏掛版工
(コンクリート
工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ 11 ５ １ ケーブル配管工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ 11 ５ ２ ケーブル配管工
(ハンドホール)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ２ 11 ６ 照明工
(照明柱基礎工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ３ ３ ２ 刃口金物製作工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ３ ３ ３ 鋼製橋脚製作工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ３ ３ ４ アンカーフレー
ム製作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ３ ３ ５ 工場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施
測定ロットの20％以上

10 ３ ４ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ３ ４ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ３ ４ ５ 深礎工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ３ ４ ６ オープンケーソ
ン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上

10 ３ ４ ７ ニューマチック
ケーソン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上

10 ３ ４ ８ 躯体工 〃 〃 スパン長､ 中心線の変位は､ 各スパン
ごと｡ その他は､ 同種構造物につき
１基以上｡

10 ３ ５ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ３ ５ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ３ ５ ５ 深礎工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ３ ５ ６ オープンケーソ
ン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上
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10 ３ ５ ７ ニューマチック
ケーソン基礎工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

１基につき１回以上

10 ３ ５ ８ 鋼管矢板基礎工 〃 〃 １基につき１回以上

10 ３ ５ ９ 橋脚躯体工 〃 〃 スパン長､ 中心線の変位は､ 各スパン
ごと｡ その他は､ 同種構造物につき
１基以上｡

10 ３ ５ ９ ２ ＲＣ躯体工
(ラーメン式)

〃 〃 スパン長､ 中心線の変位は､ 各スパン
ごと｡ その他は､ 同種構造物につき
１基以上｡

10 ３ ６ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ３ ６ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ３ ６ ５ 深礎工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき以上)

10 ３ ６ ６ オープンケーソ
ン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上

10 ３ ６ ７ ニューマチック
ケーソン基礎工

〃 〃 １基につき１回以上

10 ３ ６ ８ 鋼管矢板基礎工 〃 〃 １基につき１回以上

10 ３ ６ ９ １ 橋脚フーチング
工
(Ｉ型・Ｔ型)

〃 〃 同種構造物につき１基以上｡

10 ３ ６ ９ ２ 橋脚フーチング
工
(門型)

〃 〃 同種構造物につき１基以上｡

10 ３ ６ 10 １ 橋脚架設工
(Ｉ型・Ｔ型)

〃 〃 スパン長､ 中心線の変位は､ 各スパン
ごと｡ その他は､ 同種構造物につき
１基以上｡

10 ３ ６ 10 ２ 橋脚架設工
(門型)

〃 〃 スパン長､ 中心線の変位は､ 各スパン
ごと｡ その他は､ 同種構造物につき
１基以上｡

10 ３ ６ 11 現場継手工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ３ ６ 12 現場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡ 実地検
査の場合は測定ロットの20％以上｡

10 ３ ８ ３ １

２

笠コンクリート
工
法留基礎工
現場打
プレキャスト

〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

10 ３ ８ ４ 矢板工〔指定仮
設・任意仮設は
除く〕
(鋼矢板)
(軽量鋼矢板)
(コンクリート
矢板)
(幅広鋼矢板)
(可とう矢板)

〃 〃 基準高は､ 施工延長100ｍにつき１箇
所以上 (施工延長200ｍ以下のものは
２箇所以上)｡ 変位は延長50ｍに１箇
所以上
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10 ３ ９ ２ １ コンクリートブ
ロック工
(コンクリートブ
ロック積)
(コンクリートブ
ロック張)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

10 ３ ９ ２ ２ コンクリートブ
ロック工
(連節ブロック
張り)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

10 ３ ９ ２ ３ コンクリートブ
ロック工
(天端保護ブロッ
ク)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

10 ３ ９ ３ 護岸付属物工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ３ ９ ６ 石張り・石積み
工

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

10 ３ ９ ７ １ 法枠工
(現場打法枠工)
(現場吹付法枠
工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長100ｍ
(又は125ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 枠延べ延長500ｍにつき１箇所以上､
枠延べ延長500ｍ以下のものは１施工
箇所につき２箇所｡

〃 〃 １施工箇所毎

10 ３ ９ ７ ２ 法枠工
(プレキャスト
法枠工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

10 ３ ９ 10 １ 植生工
(種子吹付工)
(客土吹付工)
(張芝工)
(筋芝工)
(市松芝工)
(植生ネット工)
(種子帯工)
(人工張芝工)
(植生穴工)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

10 ３ ９ 10 ２ 植生工
(厚層基材吹付
工)

〃 〃 1,000㎡につき1箇所以上､ 1,000㎡未
満は２箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

10 ３ ９ 11 覆土工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡
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10 ４ ３ ３ １ 鋼桁製作工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ ３ ２ 鋼桁製作工
(仮組立による
検査を省略する
場合)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ ４ 検査路製作工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ ５ 鋼製伸縮継手製
作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ ６ 落橋防止装置製
作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ ７ 鋼製排水管製作
工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ ８ 橋梁用防護柵製
作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ ９ 橋梁用高欄製作
工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ 10 １ 横断歩道橋製作
工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ 10 ２ 横断歩道橋製作
工
(仮組立による
検査を省略する
場合)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ 11 １ 支承製品費・製
作工
(金属支承工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ 11 ２ 支承製品費・製
作工
(大型ゴム支承
工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ 12 アンカーフレー
ム製作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ３ 13 工場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施
測定ロットの20％以上

10 ４ ４ ４

５

６

７
８
９

架設工
(クレーン架設)
(ケーブルクレー
ン架設)
(ケーブルエレ
クション架設)
(架設桁架設)
(送出し架設)
(トラベラーク
レーン架設)

〃 〃 １工事あたり２箇所以上｡

10 ４ ４ 11 現場継手工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ５ ３ 現場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡ 実地検
査の場合は測定ロットの20％以上｡

10 ４ ６ ２ 床版工 〃 〃 ５径間以内は２箇所､ ６径間以上は２
径間につき１箇所以上｡
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10 ４ ４ 10 １ 支承工
(鋼製支承)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

２径間に１箇所以上

10 ４ ４ 10 ２ 支承工
(ゴム支承)

〃 〃 ２径間に１箇所以上

10 ４ ７ ２ １ 伸縮装置工
(ゴムジョイン
ト)

〃 〃 ２径間に１箇所以上

10 ４ ７ ２ ２ 伸縮装置工
(鋼フィンガー
ジョイント)

〃 〃 ２径間に１箇所以上

10 ４ ７ ５ 地覆工 〃 〃 ５径間以内は２箇所､ ６径間以上は２
径間につき１箇所以上｡

10 ４ ７ ６
７

橋梁用防護柵工
橋梁用高欄工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ７ ８ 検査路工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ４ ８ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ４ ８ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ４ ８ ５ 橋脚フーチング
工
(Ｉ型)
(Ｔ型)

〃 〃 スパン長､ 中心線の変位は､ 各スパン
ごと｡ その他は､ 同種構造物につき
１基以上｡

10 ４ ８ ６ 歩道橋架設工 〃 〃 １工事あたり２箇所以上｡

10 ４ ８ ７ 現場塗装工 (歩
道橋)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡ 実地検
査の場合は測定ロットの20％以上｡

10 ５ ３ ２ プレビーム用桁
製作工

〃 〃 １径間につき１箇所以上｡

10 ５ ３ ３ 橋梁用防護柵製
作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ５ ３ ４ 鋼製伸縮継手製
作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ５ ３ ６ 工場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施
測定ロットの20％以上

10 ５ ４ ２ １ プレテンション
桁購入工
(けた橋)

〃 〃 JIS製品 (ＪＩＳに準拠品含む) は不
要｡ その他は､ １径間につき１箇所以
上｡

10 ５ ４ ２ ２ プレテンション
桁購入工
(スラブ橋)

〃 〃 JIS製品 (ＪＩＳに準拠品含む) は不
要｡ その他は､ １径間につき１箇所以
上｡

10 ５ ４ ３ ポストテンショ
ンＴ (Ｉ) 桁製
作工

〃 〃 １径間につき１箇所以上

10 ５ ４ ４ プレキャストセ
グメント桁購入
工

〃 〃 JIS製品 (ＪＩＳに準拠品含む) は不
要｡ その他は､ １径間につき１箇所以
上｡
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10 ５ ４ ５ プレキャストセ
グメント桁組立
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

１径間につき１箇所以上

10 ５ ５ ２ プレビーム桁製
作工

〃 〃 １径間につき１箇所以上

10 ５ ６

７

８

４

４

２

ＰＣホロースラ
ブ製作工
ＲＣ場所打ホロー
スラブ製作工
ＰＣ版桁製作工

〃 〃 １径間につき１箇所以上

10 ５ ９
10
４
２

ＰＣ箱桁製作工
ＰＣ片持箱桁製
作工

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

10 ５ ４

６
７
９
10
11

７
８
２
２
２
４
３

架設工
(クレーン架設)
(架設桁架設)
架設支保工 (固
定)

(片持架設)
(押出し架設)

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

10 ５ ５ ６ 床版・横組工 〃 〃 ２径間につき１箇所以上

10 ５ ６ ３ １ 支承工
(鋼製支承)

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

10 ５ ６ ３ ２ 支承工
(ゴム支承)

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

10 ５ 12 ２ １ 伸縮装置工
(ゴムジョイン
ト)

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

10 ５ 12 ２ ２ 伸縮装置工
(鋼製フィンガー
ジョイント)

〃 〃 ２径間につき１箇所以上

10 ５ 12 ４ 地覆工 〃 〃 ５径間以内は２箇所､ ６径間以上は２
径間につき１箇所以上｡

10 ５ 12 ５
６

橋梁用防護柵工
橋梁用高欄工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ６ ４ ３ 吹付コンクリー
ト工

〃 〃 両坑口部を含め
100ｍにつき１箇所以上
両坑口部を含め
200ｍ以内は３箇所以上

10 ６ ４ ４ ロックボルト工 〃 〃 両坑口部を含め
100ｍにつき１箇所以上
両坑口部を含め
200ｍ以内は３箇所以上

10 ６ ５ ３

４

覆工コンクリー
ト工
側壁コンクリー
ト工

〃 〃 両坑口部を含め
100ｍにつき１箇所以上
両坑口部を含め
200ｍ以内は３箇所以上

10 ６ トンネル
(ＮＡＴＭ工法)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ６ ５ ５ 床版コンクリー
ト工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡
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10 ６ ６ ４ インバート本体
工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

10 ６ ７ ５ 地下排水工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

10 ６ ８ ４ 坑門本体工 〃 〃 １工事につき１箇所以上

10 ６ ８ ５ 明り巻工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

10 ７ ５ ３ 覆工コンクリー
ト工

〃 〃 両坑口部を含め
100ｍにつき1箇所以上
両坑口部を含め
200ｍ以内は３箇所以上

10 ７ ５ トンネル 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ７ ５ ４ 床版コンクリー
ト工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

10 ７ ６ ４ インバート本体
工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

10 ７ ７ ５ 地下排水工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

10 ８ ３ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ綱杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ８ ３ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ８ ３ ５ 深礎工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ８ ３ ６ 受台工 〃 〃 スパン長､ 中心線の変位は､ 各スパン
ごと｡ その他は､ 同種構造物につき
１基以上｡

10 ８ ５ ７ アンカー工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ８ ４ ２ シェッド購入工 〃 〃 JIS製品 (ＪＩＳに準拠品含む) は不
要｡ その他は､ １径間につき１箇所以
上｡

10 ８ ４ ３ １ 架設工
(柱)

〃 〃 １工事あたり２箇所以上

10 ８ ４ ３ ２ 架設工
(桁)

〃 〃 １工事あたり２箇所以上

10 ８ ４ ４ 土砂囲工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

10 ８ ５ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ鋼杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)
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工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

10 ８ ５ ４ 場所打杭工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

１基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ８ ５ ５ 深礎工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ８ ５ ６ 躯体工 〃 〃 スパン長､ 中心線の変位は､ 各スパン
ごと｡ その他は､ 同種構造物につき
１基以上｡

10 ８ ５ ７ アンカー工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ８ ６ ３ 落橋防止装置工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ８ ６ ４ 排水装置工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ９ ３ ３
４
１
１
梁 (柱) 製作工
屋根製作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ９ ３ ３
４
２
２
梁 (柱) 製作工
屋根製作工
(仮組立による
検査を省略する
場合)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ９ ３ ５ 鋼製排水管製作
工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ９ ３ ７ 工場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施
測定ロットの20％以上

10 ９ ４ ３ 既製杭工
(既製コンクリー
ト杭)
(鋼管杭)
(Ｈ綱杭)

〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ９ ４ ４ 場所打杭工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ９ ４ ５ 深礎工 〃 〃 １基又は１目地間当たり１回以上 (重
要構造物は杭５本につき１本以上)

10 ９ ４ ６ 受台工 〃 〃 スパン長､ 中心線の変位は､ 各スパン
ごと｡ その他は､ 同種構造物につき
１基以上｡

10 ９ ５ ３ １ 架設工
(柱)

〃 〃 １工事あたり２箇所以上

10 ９ ５ ３ ２ 架設工
(桁)

〃 〃 １工事あたり２箇所以上

10 ９ ５ ４ 現場継手工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ９ ５ ５ 現場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡ 実地検
査の場合は測定ロットの20％以上｡

10 ９ ５ ６ 屋根コンクリー
ト工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ９ ６ ３ 排水装置工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 ９ ６ ４ 落橋防止装置工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 11 ３ ２

３

１

１

設備・金物製作
工
鋼製上屋製作工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡
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10 11 ３ ２

３

２

２

設備・金物製作
工
鋼製上屋製作工
(仮組立による
検査を省略する
場合)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

検査員の指示により適宜実施｡

10 11 ３ ３ 工場塗装工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 10 ４ ３ 現場打ち躯体工 〃 〃 １施工箇所毎に２箇所以上

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 10 ４ ５ カラー継手工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 10 ４ ６ １ 防水工
(防水)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 10 ４ ６ ２ 防水工
(防水保護工)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 13 ５ ４ 現場打ち躯体工 〃 〃 １施工箇所毎に２箇所以上

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 13 ５ ３ プレキャスト躯
体工

〃 〃 １施工箇所毎に２箇所以上

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 14 ３ ３ 管路工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 14 ４ ２ ハンドホール工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 15 ４ ３ 路面切削工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 15 ４ ４ 舗装打換え工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 15 ４ ５ 切削オーバーレ
イ工

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 15 ４ ６ オーバーレイ工 〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 15 ４ ７ 路上再生路盤工 〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡
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10 15 ４ ７ 路上表層再生工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

10 17 ３ ４ 桁補強材製作工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 17 ５ 排水構造物修繕
工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

10 17 18 ３ 鋼桁補強工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 17 20 ３ 伸縮継手補修工
(ゴムジョイン
ト)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 17 19 ３
４
１ 鋼製支承 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 17 19 ３
４
２ ゴム支承 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

10 17 23 ６ コンクリート面
塗装工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡
測定ロットの20％以上
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工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

11 １ ３ ４ １
２
３
４
５

鋼製遊具移設
木製遊具移設
複合遊具移設
ベンチ移設
小工作物移設

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ４ ２ 表土掘削 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 １ ４ ４ 掘削工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ４ ５ 盛土工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ４ ６ 路床盛土工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ４ ７ 法面整形工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 １ ４ ９ 路床安定処理工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ５ ３ １ 開渠排水 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 １ ５ ３ ２ 暗渠排水 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 １ ５ ３ ３ 縦穴排水 〃 〃

11 １ ５ ４ 土層改良工 〃 〃

11 １ ５ ５ １ 土性改良工
客土

〃 〃

11 １ ５ ６ 表土盛土工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡
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11 １ ５ ７ １ 人工地盤排水層 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 １ ５ ７ ２ フィルター 〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ５ ７ ３ 人工地盤客土 〃 〃

11 １ ６ ３ 法面ネット工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 １ ６ ４ １
２
現場打法枠
現場吹付法枠

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 枠延べ延長500ｍにつき１箇所以上､
枠延べ延長500ｍ以下のものは１施工
箇所につき２箇所｡

〃 〃 １施工箇所毎

11 １ ６ ４ ３
４
プレキャスト法
枠
金属製法枠

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 １ ６ ５ 編柵工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ６ ６ １
２
３
４
５
６
７
８
９

種子吹付
客土吹付
植生ネット
種子帯
張芝
筋芝
市松芝
人工張芝
植生穴

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

11 １ ６ ６ 10 厚層基材吹付 〃 〃 1,000㎡につき1箇所以上､ 1,000㎡未
満は2箇所をせん孔により測定｡

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

11 １ ６ ７ １ じゃかご 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ６ ７ ２ ふとんかご 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ７ １ １ 現場打カルバー
ト工

〃 〃 １施工箇所毎に２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡
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11 １ ７ １ ２ プレキャストカ
ルバート工

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

１施工箇所毎に２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ８ ４ 現場打擁壁 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ８ ５ プレキャスト擁
壁工

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ８ ６ 小型擁壁工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 １ ８ ８ コンクリートブ
ロック工

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

11 １ ８ ９ 緑化ブロック工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

11 １ ８ 10 １ 崩れ積 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めの厚
さの測定は検査員の指示により適宜｡

11 １ ８ 10 ２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17

面積
玉石積
野面小端積
修景割石積
修景割石積
こぶだし石積
修景切石積
切小端積
切石積
割小端積
間知石積
雑割石積
雑石積
割石積
雑割石張り
雑石張り

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

11 ２ ３ ９ １ 防風ネット 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡



― 193 ―

編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

11 ２ ３ ９ ２

３

マルチングＡ
[㎡]
マルチングＢ
[㎡]

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

11 ２ ３ 10 埋込型樹名板 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ２ ３ 11 根囲い保護工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ３ ６ ドリップパイプ 〃 〃

11 ３ ３ ８ １
２
給水管
埋設シート

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ４ ３ １

２

３

４
５
６
７

８

プレキャストＵ
型側溝
プレキャスト皿
形側溝
コルゲーフリュー
ム
自由勾配側溝
特殊円形側溝
側溝蓋
管 (函) 渠型側
溝
Ｌ型側溝

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ４ ３ ９ 現場打Ｌ型側溝 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ４ ３ 10 現場打水路 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ４ ３ 11 柵渠 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ４ ４ １
２
集水桝
浸透桝

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ４ ８ １

２
３
４
５
６

コルゲートパイ
プ
ヒューム管
ＰＣ管
陶管
副管
硬質塩化ビニー
ル管

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ４ ８ ７ 接続用ソケット 〃 〃

11 ３ ４ ８ ８ プレキャストボッ
クス

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ４ ９ １
２
３

マンホール
公園マンホール
浸透マンホール

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡
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11 ３ ４ 10 １
２

３

４

有孔ヒューム管
有孔塩化ビニー
ル管
透水コンクリー
ト管
化学繊維管

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ４ 10 ５ 地下排水 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ５ ４ １

２

３
４
５
６

コルゲートパイ
プ
硬質塩化ビニー
ル管
ヒューム管
ＰＣ管
陶管
副管

〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ５ ４ ７ 接続用ソケット 〃 〃

11 ３ ５ ５ １
２
３

汚水桝
マンホール
公園マンホール

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ６ ３
４
１
２
３
４
５

ハンドホール
引込柱
分電盤
照明灯基礎
スピーカー柱基
礎

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ６ ６ １
２
３

電線管
電線
埋設シート

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ７ ４
５
１ 下層路盤工 〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに

１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

コアー採取に
ついて
・橋面舗装等
でコアーの採
取により床版
等の損傷を与
える恐れがあ
る場合は､ 他
の方法による
ことが出来る｡

11 ３ ７ ４
５
２ 上層路盤工 〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以

上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡

11 ３ ７ ４
５
３ 基層工 〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以

上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡
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11 ３ ７ ４
５
４ 表層工 共通仕様書施工

管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

コアー採取に
ついて
・橋面舗装等
でコアーの採
取により床版
等の損傷を与
える恐れがあ
る場合は､ 他
の方法による
ことが出来る｡

11 ３ ７ ６

７

８
９

10
11

アスファルト系
園路工
コンクリート系
園路工
土系園路工
レンガ・タイル
系園路工
木系園路工
樹脂系園路工

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は道路中
心線及びその端部で測定する｡ 厚さは
6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超
えたときは３個とする､ 横断方向に８
分割した任意の位置を掘起こしして測
定する｡ 面積300㎡以下のものについ
ては､ 出来形管理表により検査を行う｡

11 ３ ７ 12 １
２
３
４
５
６
７

８

９
10
11
12

砂利舗装
砕石舗装
平石張り舗装
ごろた石張舗装
玉石張舗装
野面平石張舗装
修景割板石張舗
装
修景切板石張舗
装
割板石張舗装工
小舗石張舗装
切板石張舗装
延段

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

11 ３ ７ 13 園路縁石工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ７ 14 区画線工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ７ 15 １

２

３
４
５
６
７

コンクリート階
段
コンクリートブ
ロック階段
野面石階段
割石階段
切石階段
丸太階段
擬木階段

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ８ ５ １ 袖垣・垣根工 〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

11 ３ ８ ５ ２ トレリス工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ ９ ３ 遊具組立設置工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ 10 ３
４

５

６
７

１
２

時計台工
水飲み場工
洗い場工
ベンチ・テーブ
ル工
野外炉工
サイン施設工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡
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11 ３ 11 ３ １

２

リサイクル施設
工 (基礎)
ごみ焼却炉施設
工 (基礎)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ 11 ４ １ くず箱
吸殻入れ

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ 11 ４ ２ 門扉工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ 11 ５ 柵工 〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

11 ３ 11 ６
７
８

車止め工
園名板工
掲揚ポール工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ 12 ３ １
２
３
４

５
６
７
８

９
10
11
12

四阿基礎
パーゴラ基礎
シェルター基礎
キャビン (ロッ
ジ) 基礎
温室基礎
観察施設基礎
売店基礎
荷物預かり所基
礎
更衣室基礎
便所基礎
倉庫基礎
自転車置場基礎

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ３ 13 ３ 塗装仕上げ工 〃 〃

11 ３ 13 ４ 加工仕上げ工 〃 〃

11 ３ 13 ５ 左官仕上げ工 〃 〃

11 ３ 13 ６ タイル仕上げ工 〃 〃

11 ３ 13 ７ 石仕上げ工 〃 〃

11 ４ ３ ４ １ 下層路盤工 〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は中心線
及びその端部で測定する｡ 厚さは6,00
0㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超えた
ときは３個とする､ 横断方向に８分割
した任意の位置を掘起こしして測定す
る｡ 面積300㎡以下のものについては､
出来形管理表により検査を行う｡

11 ４ ３ ４ ２
３
上層路盤工
中層

〃 〃 幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置を掘起こしして測定する｡ 面積
300㎡以下のものについては､ 出来形
管理表により検査を行う｡
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11 ４ ３ ４ ４ 基層工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

幅は､ 施工延長200ｍごとに１箇所以
上､ 施工延長200ｍ以下のものは２箇
所以上とする｡ 厚さは6,000㎡までは
２個とし､ 6,000㎡を超えたときは３
個とする､ 横断方向に８分割した任意
の位置をコアーを採取して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡

11 ４ ３ ４ ５
６
クレー舗装
アンツーカー舗
装

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とする｡ 厚さは6,000
㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超えた
ときは３個とする､ 横断方向に８分割
した任意の位置を掘起して測定する｡
面積300㎡以下のものについては､ 出
来形管理表により検査を行う｡ 平坦性
は資料検査とする｡

11 ４ ３ ４ ７ 天然芝舗装 〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は中心線
及びその端部で測定する｡ 厚さは6,000
㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超えた
ときは３個とする､ 横断方向に８分割
した任意の位置を掘起こしして測定す
る｡ 面積300㎡以下のものについては､
出来形管理表により検査を行う｡

11 ４ ３ ４ ８ 人工芝舗装 〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は中心線
及びその端部で測定する｡ 厚さは6,000
㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超えた
ときは３個とする､ 横断方向に８分割
した任意の位置を掘起こしして測定す
る｡ 面積300㎡以下のものについては､
出来形管理表により検査を行う｡

11 ４ ３ ４ ９

10

全天候型舗装
(樹脂系)
全天候型舗装
(アスファルト
系)

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は中心線
及びその端部で測定する｡ 厚さは6,000
㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超えた
ときは３個とする､ 横断方向に８分割
した任意の位置を掘起し又はコアーを
採取して測定する｡ 面積300㎡以下の
ものについては､ 出来形管理表により
検査を行う｡

11 ４ ３ ４ 11

12

グラウンド・コー
ト砂舗装
グラウンド・コー
トダスト舗装

〃 〃 基準高､ 幅は､ 施工延長200ｍごとに
１箇所以上､ 施工延長200ｍ以下のも
のは２箇所以上とし､ 基準高は中心線
及びその端部で測定する｡ 厚さは6,000
㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超えた
ときは３個とする､ 横断方向に８分割
した任意の位置を掘起こしして測定す
る｡ 面積300㎡以下のものについては､
出来形管理表により検査を行う｡

11 ４ ３ ５ １

２
３
４

コンクリート縁
石
舗装止め
見切材 (仕切材)
内圏縁石

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡
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11 ４ ４ ３ スタンド擁壁工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ４ ４ ４ ベンチ工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ４ ５ ３ １

２

ダッグアウト基
礎
スコアボード基
礎

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ４ ５ ４ バックネット工 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ４ ５ ５ １

２
３
４
５

６
７

ファーストポー
ル
ポスト
ゴールポスト
支柱台
スポーツサーク
ル
跳躍箱
踏切台

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ４ ５ ７ １
２
公園基礎材
公園均しコンク
リート

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 ４ ５ ７ ３ 砂場縁石 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ４ ５ ９
10

審判台工
掲揚ポール工

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ４ ５ 11 衝撃吸収材工 〃 〃

11 ４ ５ 12 グラウンド・コー
ト柵工

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 ５ ２ ３ 自然育成盛土工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ５ ２ ４ １ 遮水・止水シー
ト

〃 〃

11 ５ ２ ４ ２ たたき粘土 〃 〃

11 ５ ２ ４ ３
４
ごろた石積
崩れ積

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めの厚
さの測定は検査員の指示により適宜｡

11 ５ ２ ４ ５ 砂・礫敷 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ５ ２ ５ １ 遮水・止水シー
ト

〃 〃

11 ５ ２ ５ ２ たたき粘土 〃 〃

11 ５ ２ ５ ３ 水田土壌盛土 〃 〃
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11 ５ ２ 10 しがらみ柵工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

検査員の指示により適宜実施｡

11 ５ ２ 11 １ じゃかご 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ５ ２ 11 ２ ふとんかご 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ５ ２ 11 ３
４
階段ブロック積
み
魚巣ブロック積
み

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

11 ５ ２ 11 ５
６
巨石張り
巨石積み

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 ５ ２ 11 ７ 雑割石張り 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

11 ５ ２ 11 ８ かごマット 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 ５ ２ 11 ９
10
11
12

種子吹付
張芝
筋芝
市松芝

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

〃 〃 １施工箇所毎

11 ５ ２ 12 保護柵工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 ５ ２ 13 解説板工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

11 ５ ２ 15 １ 法留基礎 〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 ５ ２ 15 ２ プレキャスト法
留基礎

〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 ５ ２ 16 １ 堰堤 〃 〃 設計図表示箇所の20％以上

11 ５ ２ 17 １
２
３
４

木工沈床
改良沈床
粗朶沈床
粗朶単床

〃 〃 基準高､ 延長100ｍにつき１箇所以上､
延長200ｍ以下のものは､ １施工箇所
につき２箇所以上｡
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11 ５ ２ 17 ６

７

魚巣ブロック積
み
異型ブロック積
み

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡ 胴､ 裏込めコン
クリート厚さの測定は検査員の指示に
より適宜｡

11 ５ ２ 17 ８
９
捨石
表面均し

〃 〃 施工延長200ｍ (測点50ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

11 ５ ２ 17 10 植生根固 〃 〃

11 ５ ２ 17 11 じゃかご 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ５ ２ 17 12 ふとんかご 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ５ ２ 18 １ 杭出し水制 〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

11 ５ ２ 18 ２
３
４
５

木工沈床
改良沈床
粗朶沈床
粗朶単床

〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

11 ５ ２ 18 ６ じゃかご 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ５ ２ 18 ７ ふとんかご 〃 〃 施工延長100ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡

〃 〃 延長は検査員の指示により適宜実施｡

11 ５ ２ 18 ８
９
捨石
表面均し

〃 〃 施工延長200ｍにつき１箇所以上､ 延
長200ｍ以下のものは､ １施工箇所に
つき２箇所以上｡
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12 １ ３ ４ 開削工 共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

12 １ ５ ３ 人孔築造工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

12 １ ６ ２ 推進工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

12 １ ７ ３
５

一次覆工
二次覆工

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

12 １ ７ シールド製作 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

12 １ ７ セグメント製作
(鋼製)

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

12 １ 池槽の主要構造
物

〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

編 章 節 条
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13 １ １ ２ 浚渫工
(土砂)
浚渫工
(岩盤)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 １ ２ ２ 床堀工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ２ １ ３ 置換工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ２ ２ ３ 敷砂土
砕石マット工

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ２ ３ ３ サンドドレーン
砕石ドレーン工

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ２ ５ ３ 載荷工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ２ ６ ３ サンドコンパク
ション
パイル工

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ２ ７ ３ ロッドコンパク
ション (振動棒
工法) 工

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ２ ８ ７ 深層混合処理工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ３ １ ４ １ アスファルトマッ
ト

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ３ １ ４ ２ 繊維系マット 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ３ １ ４ ３ 合成樹脂系マッ
ト

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ３ １ ４ ４ ゴムマット 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施
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編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

13 ３ １ ４ ５ 摩擦増大用マッ
ト

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ４ １ ３ 基礎工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ４ ２ ３ 被覆及び根固め
工

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ４ ３ ３ 裏込め工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ５ １ ４ 鋼杭工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ５ ２ ３ コンクリート杭
工

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ５ ３ ５ １ 鋼矢板工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ５ ３ ５ ２ 鋼管矢板工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ５ ４ ４ コンクリート矢
板工

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ８ １ ３ ケーソン製作工 〃 〃 １基につき１箇所以上

13 ８ ６ ２ ケーソン据付工 〃 〃 １基につき１箇所以上

13 ９ １ ３ ブロック製作工
(方塊)
(Ｌ型ブロック)
(セルラーブロッ
ク)
(直立消波ブロッ
ク)

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 ９ １ ５ 据付工
(方塊)
(Ｌ型ブロック)
(セルラーブロッ
ク)
(直立消波ブロッ
ク)

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 10 １ ３ 中詰工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 10 ２ ２

３

プレキャストコ
ンクリート
場所打コンクリー
ト

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 11 １ ３ 上部コンクリー
ト工

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 12 臨港道路等の舗
装工

〃 〃 第１編第３章第６節の一般舗装工及び
第６編第２章第３節の舗装工を適用す
る｡

13 12 １ ３ 路床工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 12 ２ ３ １ 下層路盤工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 12 ２ ３ ２ 上層路盤工
(粒度調整路盤
工)

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施
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編 章 節 条
枝
番

工 種 検 査 項 目 規 格 値 検 査 頻 度 備 考

13 12 ２ ３ ３ 上層路盤工
(セメント安定
処理工)

共通仕様書施工
管理基準の測定
項目と同じ

共通仕様書施工
管理基準の規格
値と同じ

共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 12 ３ ３ コンクリート舗
設

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 12 ４ ６ １ 基層工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 12 ４ ６ ２ 表層工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 12 ５ ２ 縁石工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

13 12 ５ ３ 区画線工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

13 12 ５ ４ 道路標識工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

13 12 ５ ５ 防護柵工 〃 〃 検査員の指示により適宜実施｡

13 13 １ ５ 係船柱工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 13 ２ ４ 防舷材工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 13 ３ ４ 車止め工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 13 ４ ２
４

電気防食
被覆防食

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 15 １ ６ 盛土工 〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

13 15 １ ７ 掘削工
(浚渫は除く)

〃 〃 施工延長200ｍ (測点25ｍの場合は250
ｍ) につき１箇所以上､ 延長200ｍ
(又は250ｍ) 以下のものは､ １施工箇
所につき２箇所以上｡

13 15 １ ８ 法面工 〃 〃

13 16 １ ３ 埋立
裏埋工

〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 17 １ ３ 張芝工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 17 ２ ３ 筋芝工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 17 ４ ３ 種子吹付工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 17 ５ ３ １ 高木植栽工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 17 ５ ３ ２ 中低木植栽工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 17 ５ ３ ３ 地被類植栽工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施

13 17 ５ ３ ４ 支柱工 〃 〃 共通仕様書施工管理基準頻度の概ね20
～40％を実施
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番号 工 種 種別区分 検査項目 試験方法 規 格 値 検 査 方 法

１

セメント・コンクリー
ト (転圧コンクリー
ト・コンクリートダ
ム・覆工コンクリー
ト・吹付けコンクリー
トを除く)

材

料

必

須

共通仕様書
施工管理基
準の試験項
目と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の試験方
法と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の規格値
と同じ

資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

製
造

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必

須

〃 〃 〃 ① 圧縮強度試験は､ 資料検査及び実地検査
・実地検査は､ レディーミクストコンクリート取
扱い基準による｡
② 注水検査は､ 次による｡
・石積工・ブロック積工・石張工・ブロック
張工

500㎡に１箇所任意の位置で注水検査
を行う｡
(Ｈ＝1.5ｍ程度)
100㎡未満については､ 施工管理資料

により検査を行うものとする｡
・コンクリート擁壁工
水平打継目を設けた場合には､ 擁壁の前
面で打継目をはさんで深さ１ｍ程度の注水
検査を行う｡ なお､ 注水検査の検査ロット
は､ 延長100ｍを１ロットとし､ １ロット
当たり１箇所とする｡
・砂防工
主ダム､ 副ダム､ 水叩き､ 側壁
� 主ダム､ 副ダム､ 側壁の天端で１箇
所､ 深さ1.5ｍ程度の注水検査を行う｡

� 主ダムに水平打継目を設けた場合に
は､ 打継目をはさんで深さ１ｍ程度の
注水検査を左右岸で各１箇所行う｡

� 水叩に､ (水叩厚－10㎝) 深さで１
箇所､ 注水検査を行う｡

・海岸堤防・護岸
直立堤で､ 水平打目を設けた場合には､
擁壁の前面で打継目をはさんで深さ１ｍ程
度の注水検査を行う｡
なお､ 注水検査の検査ロットは､ 延長100
ｍを１ロットとし､ １ロット当たり１箇所
とする｡

③ 上記以外は､ 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

２

ガス圧接 試

験

施
工
前 必

須

〃 〃 〃 資料検査

試

験

施
工
後

〃 〃 〃 資料検査

３

既製杭工 材
料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査
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番号 工 種 種別区分 検査項目 試験方法 規 格 値 検 査 方 法

４

下層路盤

材

料

必

須

共通仕様書
施工管理基
準の試験項
目と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の試験方
法と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の規格値
と同じ

資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必

須

〃 〃 〃 締固め密度の測定は､ 6,000㎡までは２個とし6,000
㎡を超えたときは３個とする｡
300㎡以下は省略できる｡

プルーフローリングは､ 資料検査又は実地検査
｢タイヤローラ等により確認｣

そ
の
他

〃 〃 〃 平板載荷試験は､ 資料検査又は実地検査
(平板載荷試験)
ふるい分け試験は､ 資料検査

５

上層路盤
材

料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必

須

〃 〃 〃 締固め密度の測定は､ 6,000㎡までは２個とし6,000
㎡を超えたときは３個とする｡
300㎡以下は省略できる｡

そ
の
他

〃 〃 〃 平板載荷試験は､ 資料検査又は実地検査
(平板載荷試験)
ふるい分け試験は､ 資料検査

６
アスファルト安定処
理路盤

〃 〃 〃 アスファルト舗装に準じる｡

７

セメント安定処理路
盤 施

工

必

須

〃 〃 〃 締固め密度の測定は､ 6,000㎡までは２個とし6,000
㎡を超えたときは３個とする｡
300㎡以下は省略できる｡
上記以外は､ 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃

８

アスファルト舗装
材

料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

プ
ラ
ン
ト

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

舗

設

現

場

必

須

〃 〃 〃 密度の測定は､ 6,000㎡までは２個とし6,000㎡を
超えたときは３個とする｡
300㎡以下は省略できる｡
上記以外は､ 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃

９

転圧コンクリート
材

料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

製
造
施
工

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

必
須

〃 〃 〃 資料検査
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番号 工 種 種別区分 検査項目 試験方法 規 格 値 検 査 方 法

10

グースアスファルト
舗装

材

料

必

須

共通仕様書
施工管理基
準の試験項
目と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の試験方
法と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の規格値
と同じ

資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

ン
ト

プ
ラ

必
須

〃 〃 〃 資料検査

現
場

舗
設

必
須

〃 〃 〃 資料検査

11

路床安定処理工 材
料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必

須

〃 〃 〃 現場密度は飽和度は､ 6,000㎡までは２個とし6,000
㎡を超えたときは３個とする｡
300㎡以下は省略できる｡
プルーフローリングは､ 資料検査または実地検査・
タイヤローラ等により確認

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査または実地検査

12

表層安定処理工 (表
層混合処理) 施

工

必

須

〃 〃 〃 現場密度は飽和度は､ 6,000㎡までは２個とし6,000
㎡を超えたときは３個とする｡
300㎡以下は省略できる｡
プルーフローリングは､ 資料検査または実地検査・
タイヤローラ等により確認

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査または実地検査

13
固結工 施

工
必
須

〃 〃 〃 資料検査

14
アンカー工 施

工
必
須

〃 〃 〃 資料検査

15

補強土壁工
材

料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施
工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

16

吹付工
材

料

必

須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

製

造

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査
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番号 工 種 種別区分 検査項目 試験方法 規 格 値 検 査 方 法

17

現場吹付法枠工

材

料

必

須

共通仕様書
施工管理基
準の試験項
目と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の試験方
法と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の規格値
と同じ

資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

製

造

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

18

河川・海岸土工
材

料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必

須

〃 〃 〃 資料検査または実地検査
・現場密度試験 (ＲＩ計器による方法可) 試験基
準頻度に基づき実施する｡

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

19

砂防土工 材
料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

施
工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

20

道路土工
材

料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必

須

〃 〃 〃 現場密度の測定又は飽和度の測定は､ 資料検査ま
たは実地検査
・現場密度試験 (ＲＩ計器による方法可) 試験基
準頻度に基づき実施する｡
プルーフローリングは､ 資料検査または実地検査
・タイヤローラ等により確認

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査または実地検査
・現場ＣＢＲ試験､ 平板載荷試験

21

捨石工
材

料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

22

コンクリートダム
材

料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

製
造

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査
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番号 工 種 種別区分 検査項目 試験方法 規 格 値 検 査 方 法

23

覆工コンクリート
(ＮＡＴＭ)

材

料

必

須

共通仕様書
施工管理基
準の試験項
目と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の試験方
法と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の規格値
と同じ

資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

製
造

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

24

吹付けコンクリート
(ＮＡＴＭ) 材

料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

製
造

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

25

ロックボルト (ＮＡ
ＴＭ)

材
料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施
工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

26

路上再生路盤工 材
料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必

須

〃 〃 〃 密度は､ 6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超え
るときは３個とする｡
300㎡以下は省略できる｡
上記以外は資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

27

路上表層再生工 材
料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

施

工

必

須

〃 〃 〃 密度は､ 6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超え
るときは３個とする｡
300㎡以下は省略できる｡
上記以外は資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

28

排水性舗装工・透水
性舗装工 材

料

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

プ
ラ
ン
ト

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

舗
設
現
場

必

須

〃 〃 〃 密度は､ 6,000㎡までは２個とし､ 6,000㎡を超え
るときは３個とする｡
300㎡以下は省略できる｡
上記以外は資料検査
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番号 工 種 種別区分 検査項目 試験方法 規 格 値 検 査 方 法

29

簡易舗装工
材

料

必

須

共通仕様書
施工管理基
準の試験項
目と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の試験方
法と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の規格値
と同じ

資料検査

施

工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 実地検査

30

プラント再生舗装工
プ
ラ
ン
ト

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

舗
設
現
場

必

須

〃 〃 〃 密度の測定は､ 6,000㎡までは２個とし6,000㎡を
超えたときは３個とする｡
300㎡以下は省略できる｡
上記以外は､ 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

31

ガス切断工
施

工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

32

溶接工
施

工

必
須

〃 〃 〃 資料検査

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

33

工場製作工 (鋼橋用
鋼材) 材

料

必

須

〃 〃 〃 ・鋼橋上部工の材料､ 原寸､ 仮組立検査の取扱い
について
・低入札価格調査制度に係る鋼橋上部工工事の検
査について による

34
公園植栽 客土 材

料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

35
公園植栽 高木 材

料
必
須

〃 〃 〃 資料検査

36
公園植栽 中低木 材

料
必
須

〃 〃 〃 資料検査

37
公園植栽 特殊樹木 材

料
必
須

〃 〃 〃 資料検査

38
公園植栽 地被類 材

料
必
須

〃 〃 〃 資料検査

39
公園植栽 木材 材

料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

40
公園遊戯施設整備工 材

料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

41
公園サービス施設整
備工

材
料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

42
公園グランド・コー
ト整備 たたき粘土

材
料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

43
公園グランド・コー
ト整備 土舗装材

材
料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

44

公園グランド・コー
ト整備 クレー舗装
材

材
料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施
工

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査
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番号 工 種 種別区分 検査項目 試験方法 規 格 値 検 査 方 法

45

公園アンツーカー舗
装 材

料

そ
の
他

共通仕様書
施工管理基
準の試験項
目と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の試験方
法と同じ

共通仕様書
施工管理基
準の規格値
と同じ

資料検査

施
工

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

46
公園舗装用石材､ 積・
張用石材

材
料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

47

火山砂利 材
料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

施
工

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

48
港湾地盤改良 材

料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

49
港湾マット 材

料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

50
港湾控工 材

料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

51
港湾付属工 材

料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

52
電気防食 材

料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査

53
汚濁防止膜工 材

料

そ
の
他

〃 〃 〃 資料検査



土木工事修補取扱基準

１. 目 的

この基準は､ 完成検査､ 既済部分検査､ 中間検査､ 材料製造検査において､ 出来形及び品質等が､ 設計

図書に適合せず検査に合格しなかった場合､ この措置に対する基準を示し検査の適切な実施を図ることを

目的とする｡

２. 適 用

この基準は､ 建設部の所掌する土木工事 (農林土木工事を除く) の検査に適用する｡

３. 検査結果の通知

検査の結果､ 出来形過不足､ 品質不良等があり検査に合格しなかった場合､ 検査員はその結果を契約担

当者に別に定める検査結果通知書により通知するものとする｡

４. 修補の措置

契約担当者は､ 検査結果の通知を受けた時には､ 請負者に対し､ 取毀し再施工､ 補強その他の修補方法

を別に定める修補命令書により命ずるものとする｡

５. 修補工事の区分

１) 修補工事に要する費用が直接工事費で100万円以上をＡ修補という｡

２) 修補工事に要する費用が直接工事費で30万円以上100万円未満をＢ修補という｡

３) 修補工事に要する費用が直接工事費で30万円未満をＣ修補という｡

４) 現場の清掃及び後片付等の軽微なものを指示事項という｡

６. 修補完了に伴う手続

１) 請負者は修補が完了した場合には､ 修補完了届出書 (執行規則様式第17号) に､ 修補完了写真及び

資料を添えて監督員に提出するものとする｡

２) 本庁検査に係る修補完了検査は事務所の検査員が行うものとする｡

３) 事務所等の検査に係る修補完了検査は､ 検査を行った検査員が行うものとする｡

４) 修補完了検査を行った検査員は､ 契約担当者に別に定める修補検査復命書を提出するものとする｡

５) 本庁検査に係る修補については､ 契約担当者は修補完了届出書及び修補工事検査復命書の写しを提

出するものとする｡

６) 請負者への修補完了検査結果の通知は､ 執行規則第39条第５項の規定により完成検査合格通知書を

通知する｡
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様式第１号

第 号

平成 年 月 日

(契 約 担 当 者)

部長様

室長

過失による粗雑工事等報告書

商 号 又 は 名 称

代 表 者 氏 名

許 可 番 号
大臣

( － ) 第 号
知事

営 業 所 所 在 地

関 係 工 事 名

工 事 箇 所

検 査 年 月 日

検 査 員 職 氏 名

(粗雑工事等となった理由)

注１. 工事成績評定表を添付する｡
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検査要領第６条に定める検査復命書等の様式

様式―１ 完成検査結果復命書………………本庁・事務所検査用

〃 ２ 完成検査結果通知書………………本庁・事務所検査用 (契約担当者通知用)

〃 ３ 完成検査結果通知書………………本庁・事務所検査用 (受注者通知用)

〃 ４ 完成検査結果通知書………………本庁・事務所検査用 (支払い証拠用)

〃 ５ 指定部分完成届出書………………本庁・事務所検査用 (受注者が提出する)

〃 ６ 既済部分検査復命書………………本庁・事務所検査用

〃 ７ 既済部分検査結果通知書…………本庁・事務所検査用 (契約担当者通知用)

〃 ８ 既済部分検査結果通知書…………本庁・事務所検査用 (受注者通知用)

〃 ９ 既済部分検査結果通知書…………本庁・事務所検査用 (支払証拠書用)

〃 10 中間検査復命書……………………本庁・事務所検査用

〃 11 材料検査復命書……………………本庁・事務所検査用

〃 12 仮組立検査復命書…………………本庁・事務所検査用

〃 13 検査結果通知書…………………… (検査員から契約担当者・担当者)

〃 14 修補命令書………………………… (契約担当者から受注者)

〃 15 修補完了届出書……………………本庁・事務所検査用 (受注者が提出する)

〃 16 修補完了検査復命書………………本庁・事務所検査用

〃 17 軽微な指示 (注意) 書……………本庁・事務所検査用

〃 18 工事成績評定通知書………………本庁・事務所検査用
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検査要領第８条に定める資料の整備

１. 工事契約及び検査関係

1) 平成 年 月分 工事契約､ 検査状況調書……… (様式１)

2) 平成 年 第 四半期分 工事契約・検査事務所調書…… (様式２)

3) 平成 年度 工事検査台帳 ……… (様式４)

２. 修補工事関係

1) 平成 年度 修補工事台帳……… (様式３)

３. 検査業務の報告手順

― 230 ―

工 事請負契約締結 修 補 工 事

当初契約額6,000万円以上 当初契約6,000万円未満

本庁･出先はそれぞれ､事業執行管理システムに工事検査結果を入力する｡ 修補工事を行った場合には､ 本庁､

事務所とも事業執行管理システム

へ入力する｡

本庁は､ 四半期毎に (様式３) に

より集計する｡

工事検査室長に報告

出先事務所は､ (様式４) の工事

検査台帳で管理する｡

出先事務所は､ 四

半期毎に本庁検査､

事務所検査別に工

事検査室へ提出す

る｡

工事検査室長に報告

(様式１)

(様式２)

(様式３)

本庁は､ 四半期毎

に本庁検査､ 事務

所検査別に全県取

りまとめる｡

(様式１)

(様式２)

(様式３)
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(様
式
１
)

年
月
分

工
事
契
約
・
検
査
状
況
調
書

上
段

�
前
月
迄
の
累
計

中
段

�
月
分

下
段

�
月
分
迄
の
累
計

単
位

�
円 �

作
成
日

年
月

日

工
事

契
約

状
況

完
成
検
査

中
間
検
査

請
負
契
約

過
年
度
執
行

次
年
度
以
降
執
行

繰
越
の
内
当
年
度
執
行

債
務
の
内
当
年
度
執
行

件 数
金

額
工 事

仮 組

材 料
計

件
数

金
額

金
額

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

単
年
度
工
事

土
木

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

建
築

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

計
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

継 続 工 事

債 務

土
木

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

建
築

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

計
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

繰 越

土
木

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

建
築

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

計
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

計

土
木

建
築 計

合
計

土
木

建
築 計

当
年
執
行
額
土
木
＊
＊

建
築
＊
＊

計
＊
＊
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(様
式
２
)

工
事
契
約
・
検
査
事
務
所
調
書

平
成

年
度

第
四
半
期

(土
木
)

(6
,0
00
万
円
未
満
)

(単
位
：
千
円
)

所
属
：

区
分

前
期

ま
で

の
累

計
今

期
分

今
期

ま
で

の
累

計
請

負
契

約
完

成
検

査
中

間
検

査
請

負
契

約
完

成
検

査
中

間
検

査
請

負
契

約
完

成
検

査
中

間
検

査
件
数
金

額
件
数
金
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＊
１
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現
年
度
か
ら
後
年
度
に
わ
た
る
債
務
負
担
及
び
繰
越
の
債
務
契
約
が
あ
る
場
合
に
は
､
単
年
度
工
事
欄
の
上
段
に
(
)
で
記
入
し
､
内
数
と
す
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＊
２
：
提
出
は
７
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月
､
１
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４
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､
の
５
日
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で
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４
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限
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で
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＊
３
：
手
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工
事
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有
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り
の
場
合
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〈
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式
３
〉
に
て
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の
こ
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Ｂ
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数
が
異
な
る
場
合
は

点
数
無
し
の
完
成
検
査
�
と
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第１章 一 般 事 項

１－１ 目 的

この手引きは､ 建設部が施工する土木工事 (農林土木工事を除く) 現場での事務手続等について統一的

な運用を図り､ 現場実務の合理的な運営を確保することを目的とする｡

１－２ 適用範囲

この手引きは､ 土木工事の現場実務に適用し､ その範囲は次のとおりである｡

なお､ 特殊な工事等で､ これによりがたい場合は別途考慮するものとする｡

１－３ 用 語

この手引きで使用される専門的な用語及び略語は下記に示す｡
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入 札 契 約 施 工 完 成 検 査 引 渡

現 場 実 務

用 語 略 語 備 考

静岡県建設工事執行規則 執行規則

静岡県建設工事請負契約約款 契約約款

静岡県建設工事監督要領 監督要領

建設部に於ける土木工事 (農林土木工事を除く) に適

用する監督体制
監督体制

建設部に於ける土木工事 (農林土木工事を除く) に適

用する執行規則に基づく監督業務
監督業務

土木工事監督技術基準 監督基準

静岡県建設工事検査要領 検査要領

建設部に於ける土木工事 (農林土木工事を除く) に適

用する検査体制
検査体制

土木工事検査技術基準 検査基準

土木工事修補取扱基準 修補基準

土木工事成績評定基準 成績基準

契約書､ 契約約款､ 設計図書 契約図書

設計書及び図面､ 仕様書､ 現場説明書 (現場説明書に

対する質問回答書を含む｡)
設計図書

土木工事共通仕様書 仕様書 略号 (共仕)

土木工事共通仕様書参考資料編 仕様書参考資料 〃 (共仕参資)



１－４ 工事の施工

土木工事の施工は､ 契約担当者 (知事又はかい長) と請負者との双務契約に基づき実施される｡ その実

施形態については､ 次のとおり行われている｡

� 施工手順

� 施工体制

� 監 督

請負契約に基づく工事において､ 契約の適正な履行を確保するため監督業務を行う｡

ア 監督に係る諸規定
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(

事
業
箇
所
表)

事
業
の
執
行
命
令

(

進
行
管
理)

事
業
の
執
行
計
画

実

施

設

計

業

者

選

定

等

発

注

公

告

入

札

請

負

契

約

施 工

中
間
検
査 完

成

検

査

引

渡

か

し

担

保

変
更
資
料
提
出

変

更

設

計

変
更
指
示
又
は

変

更

契

約

国庫補助事業は､ 補助金交付申請

国庫補助事業は必要に応じ

変更交付申請

発 注 者 監 督 員

請 負 契 約

請 負 者 現場代理人等

通知

選定

選定

総 括 監 督 員

主 任 監 督 員

担 当 監 督 員

工事の監督

現 場 代 理 人

主 任 技 術 者

監 理 技 術 者

専 門 技 術 者

工
事
現
場

工事の運営､ 管理

権
限
の
行
使

契
約
の
履
行
に
関
し

執 行 規 則

第 21 条 監 督 員
監 督 要 領 監 督 業 務

監 督 体 制

監 督 基 準



イ 監督体制

注１) 特設事務所は土木事務所に準ずるものとする｡

２) 小額工事 (当初請負代金額500万円未満) は､ ２名体制とする｡

３) 主任監督員は､ 担当監督員を兼ねることができる｡

ウ 監督業務

執行規則に基づく監督業務｡

執行規則に基づく監督業務は､ 次の表の条項欄に○印を付したところが該当する｡

― 239 ―

条 項
執 行 規 則 条 文 の 見 出

監 督 業 務

執行規則 契約約款 総括監督員 主任監督員 担当監督員

21 ９ 監督員

総括監督員は､ 主
任監督員の報告に
対し､ 明らかに判
断のつくものは指
示し､ その他につ
いては契約担当者
に報告するものと
する｡

主任監督員は､ 担
当監督員から報告
を受けた時は､ 明
らかに判断のつく
ものは指示し､ そ
の他について総括
監督員に報告する
ものとする｡

担当監督員は監督
を行うに必要な､
諸基準により明ら
かに判断のつくも
のは､ 請負者に対
し指示､ 承諾､ 又
は協議を行うもの
とし､ その他につ
いては､ 主任監督
員に報告するもの
とする｡

１ － 趣旨

２ － 用語の定義

３ － 建設工事の執行方法

４ － 直営とする場合

項 目 契約担当者
監 督 員 の 業 務

請 負 者 備 考
総括監督員 主任監督員 担当監督員

業務内容 契約担当者

とは､ 知事及

び知事の委任

を受けて､ 請

負契約の締結

を行うかい長

をいう｡

総括監督員

は､ 主任監督

員及び担当監

督員の指揮監

督と､ 監督業

務を処理する｡

主任監督員

は､ 総括監督

員の補佐並び

に､ 担当監督

員の指揮監督

と監督業務を

処理する｡

担当監督員

は､ 一般的監

督業務を処理

する｡

請負者とは､

建設工事の完

成を請負った

者をいう｡

工事発注

か い 名
区 分 契約担当者等

監 督 員

総 括 監 督 員 主 任 監 督 員 担 当 監 督 員

土木事務所

特設事務所
土 木 工 事

技監兼

支所長・課長

技術課長

主 幹

係長

係長､ 主任､

又は相当職

副主任

技 師

事 務 所 長

次長 (事務)

総 務 課 長

建 設 業 係
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条 項
執 行 規 則 条 文 の 見 出

監 督 業 務

執行規則 契約約款 総括監督員 主任監督員 担当監督員

５ － 請負者の資格要件

６ － 建設工事の見積り期間

７ － 設計付入札

８ － 入札書及び見積書 (様式１､ ２号)

９ ２ 関連建設工事の調整 報告 調整､ 報告 報告

10 － 通則

11 － 請負契約の締結 (様式３､ ４､ ５､ ６号)

12 ４ 契約の保証

13 ５ 権利義務の譲渡等 (様式７号)

14 ６ 一括委任又は一括下請けの禁止 報告 調査報告 報告

15 ７ 下請負人の通知 (様式８号) 通知請求､ 報告 調査､ 指示報告 報告

16 ８ 特許権等の使用 報告 報告 報告

17 －
共同企業体に係る請負契約に基づ

く行為の特則

18 － 自主施工の原則 － － 報告

19 － 建設工事の着手 － 指示 報告

20 ３

工程表､ 工事工程月報及び請負代金
内訳書 (様式９､ 10号)

工程表�
�
�工程月報

6000万円以上決

裁

6000万円未満決

裁
審査､ 報告

－ 指示､ 受理 指示

21 ９ 監督員 指揮､ 業務 補佐､ 指揮､ 業務 業務

22 10
主任技術者､ 現場代理人等

(様式11号)

－
決裁 報告

22の2 11 履行報告

23 12 工事関係者に関する措置要求 措置要求 調査報告 報告

24 13 工事材料の品質､ 検査等 (様式13) 検査､ 検印 検査､ 検印

25 14 監督員の立会い､ 見本等の整備等 立会､ 報告 立会､ 決裁

26 15 支給材料及び貸与品 報告 審査報告 報告

26の2 23 工期等の変更及び費用の負担

26の3 16 工事用地等の確保

27 17
設計図書不適合の場合の改造義務､

破壊検査等
命令､ 報告 調査報告､ 確認報告 報告

28 18 条件変更等 指示､ 報告 指示､ 報告 指示､ 報告

29 19 設計図書の変更 指示､ 協議 調査報告 報告
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条 項
執 行 規 則 条 文 の 見 出

監 督 業 務

執行規則 契約約款 総括監督員 主任監督員 担当監督員

29の2 20 工事の中止 指示､ 報告 調査報告 報告

30 21
請負者による工期の延長の請求

(様式14､ 15号)
審査進達 審査報告 審査報告

31 22 契約担当者による工期の短縮の請求等 報告 報告 報告

32 25 賃金又は物価の変動に基づく請負代
金額の変更

33 26 臨機の措置 指示､ 報告 指示､ 報告 報告

34 27 一般的損害 審査報告 審査報告 審査報告

35 28 第三者に及ぼした損害等
(事前調査を行う)

指示､ 報告 指示､ 報告 指示､ 報告

36 29 不可抗力による損害 報告 調査報告 調査報告

37 30 請負代金額の増額等に代えて行う設
計図書の変更 (設計変更)

38 － 検査を行う職員

39 31 検査及び引渡し (様式16､ 17号) 進達､ 報告 審査報告 調査､ 報告

40 32 請負代金の支払

41 33 部分使用 審査報告 報告

42 34 前金払

43 － 前払金等の変更

44 36 前払金の使用

45 37 部分払 (様式18､ 19号) 確認､ 進達 審査 調書作成

46 38 部分引渡し 第39条を準用する

47 39 第三者による代理受領

48 40 前払金等の不払に対する建設工事の
中止

49 41 かし担保

50 42 履行遅滞の場合における損害金等

52 43 契約担当者の解除権 (様式20号) 報告 調査報告 報告

53 44 契約担当者の解除権 (様式20号)

54 45 請負者の解除権 審査報告 報告 報告

55 46 解除に伴う措置 第39条を準用する

56 47 保険等

57 48 違約金等の徴収

58 49 あっせん又は調停

59 50 仲裁

60 － 実施細目



エ 監督の基準

監督技術基準には監督の方法を次のとおり定めている｡

１－５ 工事関係書類の整備

契約担当者及び監督員は､ 事業の執行及び工事施工の過程が､ 第三者に理解し易く脱漏のないよう整理

し保管するものとする｡

� 契約担当者 (建設業係) は､ 実施計画書､ 入札関係書類､ 契約図書及び監督上必要な書類並びに完成

届書等､ 工事施工上必要とする書類の正本を､ 次により管理する｡

ア 関係書類の編纂は手続の経過が分かるよう逐次綴込むものとし､ 書類が厚くなる場合には分冊と

する｡

イ 書類の大きさはＡ４判を原則とする｡

ウ 実施計画書に添付する図面は､ 契約用設計書 (単抜) の図面を共用し省略することができる｡
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審 査
請負者から提出された書類 (計画書､ 報告書､ データ､ 図面､ 写真等) について監
督員が自ら検討することをいう｡

立 会

段 階
確 認

設計図書に示された項目について､ 監督員が臨場し､ 内容を確かめることをいう｡

設計図書に示された施工段階において監督員が臨場等により､ 出来形､ 品質､ 規格､
数値等を確認することをいう｡

監 督



第２章 契 約 関 係

２－１ 概 要

工事の請負契約は､ 建設業法に第18条に定める ｢請負契約の当事者は､ 各々の対等な立場における合意

に基づいて公正な契約を締結し､ 信義に従って誠実にこれを履行しなければならない｣ という原則に基づ

き実施されている｡

２－２ 請負契約の内容

請負契約は､ 契約書､ 契約約款､ 仕様書､ 設計書及び図面 (現場説明書及び現場説明書に対する質問回

答書を含む｡) からなり､ 次の通りである｡

２－３ 契約関係書類

� 請負契約書

� 契約約款

契約約款とは､ 請負契約の当事者間の具体的権利義務関係の内容を箇条書きしたもので､ 静岡県建

設工事請負契約約款は52条で成り立っている｡

� 契約関係様式

静岡県建設工事執行規則に定める｡
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契約図書

契約書又は請書

契約約款

設計図書 土木工事共通仕様書参考資料編

設 計 書 及 び 図 面

土木工事共通仕様書

土木工事施工管理基準

特 記 仕 様 書

現 場 説 明 書 現場説明に対する質問回答書

区分 当初契約額150万円以上…請負契約書 当初契約額150万円未満…請書

契

約

内

容

１. 建設工事名 ６. 契約保証金 １. 建設工事名 ６. 発注者

２. 建設工事箇所 ７. 発注者 ２. 建設工事箇所 ７. 請負者

３. 工 期 ８. 請負者 ３. 工 期

４. 請負代金額 ４. 請負代金額

５. 請負代金の支払 ５. その他



２－４ 契約変更

土木工事の設計図書は極力設計変更の必要が生じないよう作成されているが､ 工事にはその性格上､ 不

確定な条件を前提に設計図書が作成されている場合がある｡ このため予期しない設計変更が生ずるが､ こ

のような原因による設計変更に伴う契約変更については､ 平成４年５月29日付け管第190号 ｢設計変更事

務処理要領｣ (以下 ｢要領｣ という｡) 及び､ 設計標準の ｢設計変更の取り扱い｣ により事務の簡素化と合

理化を図るべく次のとおり取り扱う｡

� 契約変更の原因と内容
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(原 因) (内 容)

建設工事執行規則第28号 (条件変更等)

契

約

変

更

設計変更に
よる場合

設計変更に
よらない場合

〃 第29条 (工事の変更､ 中止等)

〃 第16条 (特許権等の使用)

〃 第26条 (支給材料及び貸与品)

〃 第30条 (請負者による工期の延長の請求)

〃 第31条 (契約担当者による工期の短縮の請求等)

〃 第32条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

〃 第33条 (臨機の措置)

〃 第34条 (一般的損害)

〃 第35条 (第三者に及ぼした損害等)

〃 第36条 (不可抗力による損害)

〃 第37条 (請負代金額の増額等に代えて設計図書の変更)



� 設計変更の定義

設計変更とは､ 建設工事執行規則 (以下 ｢規則｣ という) 第28条及び第29条の規程により原設計を変

更することをいい､ 契約変更の手続の前の当該変更の内容をあらかじめ請負者に設計変更指示書 [監督

要領第６条に定める様式－１] により指示することを含むものである｡

� 設計変更の基準

ア 設計変更のできる範囲は､ 要領に規定する次の理由によりやむを得ず原設計を変更する必要が生じ

た場合とする｡

� 認可条件等の処理に伴うもの｡

� 発注後に発生した､ 天然現象､ 施工条件等の外的条件によるもの｡

� 発注時において確認困難な､ 岩盤線､ 地盤支持力､ 土質､ 地下埋設物等によるもの｡

� 本庁から出先機関に指示した予算処理に伴うもの｡

イ 規則第28条に規定する条件変更等の内容は次のとおりとする｡

� 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと｡

工事現場における地盤高､ 水深等の地表面の状況が設計図書の表示と異なるもの｡

� 設計図書の表示が明確でないこと｡

設計図書の表示内容が抽象的で工事に当って判断が困難な場合および､ 表示もれ又は､ 表示内容

に誤り等がある場合｡

� 工事現場の地質､ 湧水等の状態､ 施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条

件が実際と相違すること｡

地質､ 湧水等の状態､ 地下水位等の自然的条件及び､ 地下埋設物､ 地下工作物､ 土取 (捨) 場､

通行路の指定等の人為的施工条件が相違する場合｡

� 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別の状態が生じたとき｡

工事現場の状況から予想し得なかった部分的な軟弱地盤､ 転石､ 有毒ガスの噴出等の自然的な条

件および､ 騒音規制や交通規制､ 第三者による工事の妨害等の人為的な条件等が発生した場合｡

� 設計変更による契約変更の範囲

設計変更により契約変更のできる範囲は､ 次の各号のいずれかに該当する場合とする｡

ア 設計変更による請負代金額の増加額が当初契約金額の30％以内の場合｡ ただし別件発注するのが妥

当な場合を除く｡

イ 設計変更による請負代金額の増加額が当初契約金額の30％をこえるもので､ 現に施工中の工事と分

離することが著しく困難な場合｡

	 設計変更の手続

ア 設計変更は､ その必要が生じた都度監督員がその変更内容を掌握し､ 当該変更の内容が予算の範囲

内であることを確認したうえ､ 設計変更指示書により事務所長の承認を得て行うものとする｡ ただし

その内容が軽微なもので明らかに判断のつくものは監督員が行うことができる｡

イ 前項の場合において､ 当該設計変更の内容が次の各号の１に該当するときは､ あらかじめ本庁と協

議するものとする｡
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� 変更による増減額が1,000万円をこえ､ かつ変更後の契約額が１億円以上のとき｡

� 計画の変更又は工法の変更を主たる内容とするとき｡

� 国庫補助事業の変更 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第７条第１項第１号及び

第３号､ 並びに公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第７条第１項に規定する軽微な変

更を除く) をしようとするとき｡

� 設計変更後の契約額が５億円をこえると見込まれる場合｡

� 契約変更の手続

� 設計変更に伴う契約変更の手続は､ 支出負担行為伺によりその必要が生じた都度遅滞なく行うもの

とする｡ ただし軽微な設計変更に伴うものは､ 工事完了までに行うことをもって足りる｡

� 前項の軽微な設計変更に伴うものとは､ 次の各号に定めるものをいう｡

ア 構造､ 工法､ 位置､ 断面等の変更で重要でないもの｡

イ 変更見込金額の合計額が請負代金額の10％以内でかつ500万円をこえないもの｡

	 部分払い

軽微な設計変更によるもので契約変更が工事完了のときとなる場合の部分払金の算定は､ 原契約金額

によるものとする｡


 工期の変更及び延長等

規則第29条､ 第30条及び第31条に規定する工期の変更及び延長又は短縮のみの事務については､ かい

長が専決処理するものとする｡
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� 設計変更による契約変更の流れ
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変 更 要 因

規則第28号 (条件変更等)
①設計図書と現場の不一致
②設計図書に誤びゅう又は脱漏
③設計図書の表示の不明確
④工事現場の施工条件の相違
⑤施工条件について特別な状態
が発生したとき

規則第29条 (工事の変更・中止)
①発注者の都合による予算処理
又は認可条件等の処理に伴う
もの｡

請負者が発見した場合

通知 (請負者→監督員)

監督員が発見した場合

調査・検討
①予算の範囲内であること｡
②増加額が当初契約額の30％以内
③分離施工が著しく困難

本庁との協議
①変更による増減額が1,000万円をこ
え､ かつ変更後の契約額が１億円
以上
②計画変更・工法変更が主たる内容
③国庫補助事業の変更 (軽微な変更
を除く)
④変更後の契約額が５億円をこえる
もの

設計変更指示書の作成

事

務

所

長

の

承

認

設 計 変 更 指 示

契約変更の手続を必要が生じた都度
行うもの｡
①工事の重要な部分の変更に係るも
の
②変更規模の大きいもの

契約変更の手続を工事完了のときま
でに行うもの｡ (債務負担行為に基づ
く工事は各会計年度末または工期末)
①構造､ 工法､ 位置､ 断面の変更で
重要でないもの
②変更見込額が請負代金額の10％以
内でかつ500万円未満のもの

工 事 施 工

変

更

要

因

と

内

容

検

討

設

計

変

更

指

示

契

約

変

更



� 設計変更に伴う工事費の積算等

ア 設計変更に伴う変更工事費の積算は次により取り扱うものとする｡

工事費の積算は､ ｢数量｣ と ｢歩掛｣ 及び材料・労務・機械等の ｢単価｣ により行われる｡ 設計変

更に伴う積算が必要となるのは､ これらのいずれかが変更される場合であるが､ 設計変更の生じた時

期や内容によって一般に次表のような歩掛､ 単価の組合せにより設計変更に伴う工事費の積算を行う｡

イ そ の 他

設計変更の事例については､ ｢公共土木工事 設計変更事例集 (監修�建設大臣官房技術調査室発

行�㈱山海堂)｣ を参考にすること｡

� 仮設工の指定仮設と任意仮設

公共工事の仮設備は､ 静岡県建設工事請負契約約款の原則からすれば､ 受注者の責任において施工す

る ｢任意仮設｣ が基本であると考えられる｡ しかし､ 公共工事においては､ 工事中における災害防止及

び施工に伴う重大な労働災害の防止についても特に留意する必要がある｡

このため､ 工事の発注にあたっては､ 発注者が特に必要と判断したものは､ 契約条件として仮設工の

規模､ 構造等について､ あらかじめ発注者が指定し､ ｢指定仮設｣ とする場合がある｡

工事の発注にあたっては､ 次に示すような場合の施工条件の仮設工については､ 特記仕様書を持って

指定仮設とする｡

� 河川堤防と同等の機能を有する仮締切りの場合

� 仮設構造物を一般交通に供用する場合

� 特許工法又は特殊工法を採用する場合

� 関係官公庁等との協議により制約条件のある場合

	 その他､ 第三者に特に配慮する必要がある場合

例えば) 重要な仮設土留､ 仮設防護柵等

なお､ 上記のような指定仮設をする場合の留意事項としては､ 事前に現地調査を十分に行い､ 仮設工

の計画・設計の可否を技術的に検討審査するとともに､ 経験豊富な専門家等の助言も活用して､ 指定仮

設の内容を十分検討し､ 関係法令､ 関係技術基準・指針等に沿った施工の安全性の確保に十分配慮した
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設計変更の積算

注) ｢工事の追加｣ とは､ 施工条件の変化又は発注者の意志による工事内容の追加であり､ 既

契約内容に含まれてない新工種を追加する場合､ あるいは同工種又は類似工種であっても既

契約工事範囲以外の箇所に工事を追加する場合などをいう｡

変 更 内 容
積 算 歩 掛 積 算 単 価

変 更 の 種 別 工 種 内 容

現地精査等に伴う

数量変更
既契約の歩掛 既契約の単価

構造､ 工法､ 位置､

断面等の変更

同工種又は類似工

種
既契約の歩掛 既契約の単価

新工種 変更通知時点の歩掛 変更通知時点の単価

工事の追加
同工種又は類似工

種､ 新工種
変更通知時点の歩掛 変更通知時点の単価



適切な内容とする必要がある｡

また､ 静岡県建設工事請負契約約款第１条３項に定められているいわゆる ｢指定仮設｣ と ｢任意仮設｣

の区分は､ ｢仮設の構造､ 規格､ 寸法､ 工法等の必要事項を明示するか､ それともこれらを決定するた

めに必要な設計上の条件のみを明示するか｣ の違いだけであり､ 本来､ 設計の方法について何ら異なる

ところはない｡

参考図書) 土木工事仮設計画ガイドブック

(監修�建設大臣技術調査室 発行��全日本建設技術協会)

� 指定・任意の正しい運用について

１ 要 点

土木工事における仮設､ 施工方法等には､ 指定と任意の部分がある｡ 発注においては､ 指定と任意

の部分を明確にすることが必要である｡ 任意については請負者が自らの責任において行うものであり､

仮設､ 施工方法等ついては､ その選択が請負者に委ねられている｡

発注者､ 監督員は任意の趣旨を十分に踏まえ､ 不必要な指導を行わないようにすること｡

なお､ 指定・任意にかかわらず､ 当初発注時の条件を明示し､ 将来の設計変更等が明確になるよう

努めること｡

県の土木設計積算システムでは､ 積算の根拠として施工機械の規格､ 地質条件などの条件を明示し

ている｡

２ 指定・任意の定義

指定と任意については､ 静岡建設工事請負契約約款第１条３項に基本的考え方が示してある｡

指定とは､ 工事目的物を施工するにあたり､ 設計図書のとおり､ 施工を行わなければならないもの

である｡

任意とは､ 工事目的物を施工するにあたり､ 請負者の責任において自由に施工を行うことができる

ものである｡

なお､ 指定・任意にかかわらず､ 施工上の条件明示 (地質条件､ 廃棄物処理条件等) はできるだけ

明確に行い､ 設計変更に対応できるようにすることが必要である｡
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〈指定・任意の考え方〉

注) １ 参考資料・参考図については､ あくまでも見積上の参考であって､ 設計図書ではない｡

２ 土木工事共通仕様書において､ 施工計画書の扱いは提出されたものの受理であり､ 承

諾行為ではない｡ (積算と異なる工法等であっても発注者が責任を負うものではない｡)

３ 県の土木設計積算システムで作成した設計書の適用等の表示内容は､ 積算根拠の表示

であって､ 指定ではない｡ 指定する場合は､ 特記仕様書等で具体的に指定する｡

参考) 指定・任意の正しい運用について (平成９年12月１日付け事務連絡)

指定・任意の正しい運用についてのパンフレット (建設省大臣官房技術調査室他)

指 定 任 意

設 計 図 書

施工方法等について具体的

に指定します

(契約条件として位置付け)

施工方法等について具体的

に指定しません

(契約条件ではないが､ 参考図とし

て標準的工法等を示すことがある)

施 工 方 法 等 の 変 更
発注者の指示又は承諾が必

要

請負者の任意

(施工計画等の修正､ 提出は必要)

施工方法の変更がある場合

の 設 計 変 更

行います 行いません

当初明示した条件の変更に

対 応 し た 設 計 変 更

行います 行います



� 設計変更理由書の記載例

設計変更する場合の理由は､ 下記の記載例のように箇条書とする｡ ただしこれにより難い場合は別

途考慮すること｡

( 記載例 )

当初設計の ① は､ ② ､ ③ で施工する予定で

あったが､ ④ した結果､ ⑤ ため､ ⑥ に変更

する｡
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① ② ③ ④ ⑤ ⑥

当初設計の工種
又は工法の他､
必要に応じて数
量等を記入する｡

当初設計の設計
条件等を記入す
る｡

当初設計の形状
寸法等を記入す
る｡

調査方法等を記
入する｡

変更するための
条件を記入する｡

変更しようとす
る形状寸法､ 工
法及び増減を記
入する｡

(例－１)
路側ブロック積
工の測点20～40
�間

土質を砂利層と
仮定し

法長５� 掘削 法長４�のとこ
ろで岩盤に到達
した

法長を0.5�減
じ4.5�とし､
土台工も岩着工
法

(例－２)
左岸橋台工の鋼
管杭

ボーリング調査
結果に基き

Ｌ＝10� 試験杭を打設 Ｌ＝12�で支持
力○○� (設計
支持力○○�)
となった

Ｌ＝12�

(例－３)
瀬潜工 本流が工事施工

箇所にあたって
いたため

Ｌ＝300� ××日の降雨に
よって出水

本流が対岸に離
れた

瀬替工は取り止
めとし､ 当初設
計の水替日数×
日を別紙調書の
とおり○日

(例－４)
復旧延長 既設ブロック積

と蛇籠護岸の間
の

Ｌ＝35� 曲線部であった
ため再調査

測点20～40�の
間に２�の誤測
があった

２�増工し､ 復
旧延長を37�



２－５ 部分払い

建設工事請負代金額の部分払については､ 建設工事請負契約に基づき､ 建設工事執行規則並びに､ 昭和

52年８月22日付管第234号 ｢建設工事請負代金の部分払いの取扱いについて｣､ 及び昭和45年９月21日付管

第369号 ｢出来形歩合調書の作成について｣ により次のとおり取扱うものとする｡

� 部分払いに関する基本的事項

ア 部分払いする建設工事は､ 請負代金額が100万円以上の工事とし､ 部分払の回数及び請求できる出

来形歩合は建設工事執行規則第45条に規定する２回～４回以内でかつ ９―10 以内の額とする｡ ただし､

特に必要と認めた工事にあってはその回数を増加することができる (例�債務負担行為にかかる建設

工事にあっては最終年度を除き各年度１回を加えることができる｡)

イ 総出来形歩合が91パーセント以上である部分払いの請求は認めないこと｡ ただし､ 工期が２ケ年以

上にわたる工事で予算上特に必要がある場合は出来形歩合の範囲を越えて請求することができる｡

� 請負者からの部分払い請求手続

部分払いの請求手続
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手 続 別 事 務 の 内 容 備 考

イ 出来形調査申請
請負者は執行規則第45条第２項で定める様式第19号の申
請書を契約担当者に提出し､ 出来形の確認を求める｡

構成比率は県で算定し請負
者に明示する｡

ロ 出来形の確認

監督員は､ 請負者から申請があったときは遅滞なく出来
形の確認を行い､ 出来形歩合調書 (静岡県建設工事監督
要領昭和60年４月１日訓令乙第４号様式－６) を作成し､
契約担当者に提出する｡

ハ 出来形の通知 契約担当者は､ 出来形の確認結果を請負者あて通知する｡

ニ 部分払いの請求
請負者は､ 出来形歩合調書の総出来形歩合に基づき､ 請
求書に執行規則第45条第６項で定める様式第18号の請求
書明細書を添えて請求する｡

ホ 部分払い金の支払 契約担当者は請求のあった日から14日以内に支払う｡



工 種
単
位

設計数量
Ａ

出来形数量
Ｂ

出来形歩合
Ｂ／Ａ＝Ｃ

％

構成比率
Ｄ

Ｃ×Ｄ
％

摘要

切 土 �
3 3,600 1,530 42 0.05 2.1

盛土捨土 式 １ 65 0.01 0.6

石 積 工
(含土台) � 6,700 5,400 80 0.08 6.4

Ｌ型側溝 � 1,900 750 39 0.09 3.5

Ｕ型側溝 式 １ 40 0.01 0.4

路 盤 工 � 13,000 5,150 39 0.14 5.4

基 層 工 � 12,000 3,300 27 0.17 4.5

表 層 工 � 12,000 1,200 10 0.21 2.1

雑 工 式 １ 20 0.04 0.8

小 計 0.80 25
Ｃ×Ｄ

Ｄ
≒ 31

諸 掛 費 式 １ 31 0.20 ６

小 計 0.20 ６

計 1.00 31

出来形の内訳の記載例

出 来 形 の 内 訳
(記載例)

(注)

� 工種の種類はできるだけ簡素にするが､ 出来形の数量が不明で支払上疑義の生じる恐れのあるもの

は､ 出来形の数量を計上する｡

� 出来形歩合は､ 百分率で表し､ 小数点以下は切捨てる｡

� 構成比率は､ 小数で表し､ 小数点以下第３位は切り捨てる｡ また計において1.00になるよう比率の

小さい工種で調整するが､ 各工種においてその比率が0.01以下になる場合は同形工種に含めるか､ 雑

工に含めること｡

� (Ｃ×Ｄ) は百分率で算出されるが､ 小数点以下は原則として切捨てるものとし､ 工種が多くなり

小計において不合理が生ずる場合は､ 途中において小数点以下第１位まで計上してよい｡

� 諸掛費の出来形歩合 (Ｃ) の算出は､ 直接工事費全体計の構成比率 (Ｄ) と出来形歩合 (Ｃ×Ｄ)

の比 [(Ｃ×Ｄ)／Ｄ] を計上する｡

� 債務負担行為にかかる建設工事における部分払い

債務負担行為にかかる建設工事における最終年度を除く各年度末の支払限度額は､ ３月末日までの出

来形による部分払いで精算する｡ この場合において､ 前年度までの支払い額と当該年度年割額の合計額

が､ 当該年度末における出来形部分に相応する請負代金額の９／10以上となる出来形を確認すること｡

[前年度までの支払い額＋当該年度年割額≦請負代金額×出来形歩合×９／10]
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� 繰越工事にかかる建設工事における部分払い

予算の繰越は極力避けるべきであるが､ 事業執行上のやむを得ない事由により建設工事の予算を繰越

しする場合は､ その事務手続に相当な期間を要するため､ 年度末における工事の出来形歩合について工

程等を詳細に検討して推定し､ 繰越額を決定する等慎重に取扱わなければならない｡

繰越にかかる建設工事の当該年度支払い額は､ 年度末における出来形に相応する請負代金額の部分払

いで精算する｡ この場合において当該年度の支払い額 (前払い金＋部分払い金) が年度末日における出

来形歩合に相応する請負代金額の９／10以上となる出来形を確認する｡

[当該年度支払い額≦請負代金額×出来形歩合×９／10]
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第３章 施 工 関 係

３－１ 施工計画

施工計画は､ 契約書及び設計図書に基づいて､ 契約の工期内に規格に合った目的物を適正に施工する条

件と方法を決めることであり､ 工事施工の基本となる極めて重要なものである｡

土木工事は､ その種類､ 立地条件､ 規模等により一元化されないのが普通である｡ 従って施工計画は､

提示された契約条件 (契約書､ 設計図書) と現場条件等を充分に把握し多角的に検討を行い作成しなけれ

ばならない｡

� 施工計画書の作成手順
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あり

あり

契約 (設計) 数量の確認

設計図の理解と確認

設計書及び仕様書の確認

�指定仮設､ 指定工法

�残土処理

�監督体制

�その他

�建設副産物

修正の必要

なし

担 当 監 督 員 に 提 出

なし

監 督 員 と 協 議

施工計画書作成

事 前 打 合 せ

契約条件 現場条件

監督員､ 現場代理人は､ 施工計画書の
提出日等の打合せを速やかに行う｡

現場調査にあたっては､ 単に状況の把握のみでなく､
常に工事を施工する関連事項に注意し､ 施工方法､ 段取
り､ 機械の選択等を念頭に置き調査するものとする｡

地 形 等
工事用地の地形把握､ 残土処理場の有無民家､
道路､ 水路の状況､ 測量杭の確認

地 質 等 土質､ 地層､ 湧水､ 地下水の状況把握

用地権利
用地境界確認､ 水利権､ 漁業権､ 地上地下の
障害物の有無の確認

電 力 工事用電源の有無､ 電力以外の動力の必要性

公 害 騒音､ 振動､ 作業時間の規制

仮 設 物 現場事務所､ 材料置場

そ の 他
設計変更の有無､ 隣接する他業者の工事の有
無､ 交通規制の必要性､ その他

施工計画書に記載する内容は次の�とする｡

注. この作成手順は､ 大幅に省略したものであり
詳細な作成手順を必要とする場合には他の文
献によるものとする｡

不明箇所



� 施工計画書の内容

施工計画書に記載すべき事項は「仕様書」１－１－４に次のように定められている｡
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事 項 内 容
一般
工事

小規模
工 事

� 工事概要 工事名､ 工事箇所､ 工期等を記載し工事内容として工事の工種､ 種別､
細別､ 単位､ 数量を契約図書に従って記入する｡

○

� 計画工程表 工事名､ 工事箇所､ 工期等を記載し工事内容・その構成比率等を記入し
てバ－チャ－ト又はネットワ－クによる工程表とし､ 進捗率曲線の記入
により､ 現実の工程と対比が容易に出来るようにする｡

○

� 現場組織表 契約図書により必要な管理者 (責任者) を定め､ 組織表を作成する｡ 現
場代理人及び主任技術者等は夜間連絡先を記入する｡

○ ○

� 安全管理 安全委員会の構成又は安全管理組織表､ 安全管理対策､ 火災防止対策､
重機械作業対策等記述する｡ また､ 安全意識の高揚・安全な施工体制環
境を整えるために安全訓練活動及びビデオ等による安全教育を月あたり
半日以上行う事などを記述する｡

○ ○

� 指定機械 低騒音型建設機械､ 標準操作方式建設機械､ 排出ガス対策型建設機械な
どの設計図書で指定された機械の名称､ 規格､ 指定番号､ 台数などを記
載する｡

○

� 主要資材 計画工程表の作成に当たって考慮した主要資材の品名､ 規格・寸法､ 購
入会社名を一覧表で記述する｡

○ ○

� 施工方法 (仮設備
計画､ 工事用地等
を含む)

主要工種について､ 工事の安全､ 所要の品質の確保等を考慮して施工順
序､ 検測確認の段階などについて記述するとともに､ 主要機械について
使用方法等について記述する｡ また､ 他工事との調整､ 地下埋設物件の
対策､ 用排水調査､ 他官庁との協議､ 地元への周知､ 苦情に対する措置
方法等も必要に応じて記述する｡ 設計図書に指定されている設備につい
ては､ もれなく記述する｡ また仮締切､ 仮設道路､ 工事用地､ 防護工等
主要なものについて記載する｡

○

	 施工管理 工程管理………計画工程表に基づく工程管理の方法を記述する｡
出来形管理……施工管理基準及び仕様書に基づき､ 当該工事などに必要

な測定項目｡
品質管理………試験項目一覧表を作成する｡ 主要なものは､ 試験方法､

管理方法､ 試験場所なども記入する｡
写真管理………施工管理基準に基づき撮影計画一覧表を作成する｡

○


 緊急時の体制及び
対応

大雨､ 出水､ 強風等の異常気象時における作業現場の防災管理体制と災
害発生時の対策､ 土石流対策及び作業現場内において事故発生又はその
おそれがある場合の体制と対策等について記述するほか､ 緊急時の連絡
系統､ 連絡方法も系統図で表示する｡

○ ○

� 交通管理 当該工事にともなう資材の搬入､ 発生土等の運搬､ 工事現場周辺の交通
対策と交通処理について記述する｡

○ ○

� 環境対策 関連法令及び仕様書に基づき､ 騒音､ 振動､ 大気汚染､ 水質汚濁等につ
いて周辺住民に対する対策について記載する｡

○

 現場作業環境の
整備

現場事務所及び休憩所等､ 職員､ 作業員が快適に作業できる環境の整備､
土木工事のイメージアップを図るとともに地域住民と対話のできる環境
方法について記述する｡

○



� 一般工事はすべて記載し､ 小規模工事は○印のみ記載する｡

｢工事施工に伴う諸手続き比較表｣
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事 項 内 容
一般
工事

小規模
工 事

� 再生資源の利用の
促進と建設副産物
の適正処理方法

当該工事から発生する建設副産物の量及び処理方法､ 処理場所を記入し､
受け入れる場合は場所､ 数量を記載する｡ ○ ○

� 創意工夫等 高度技術､ 創意工夫､ 社会性等について提案を記載する｡ ○ ○

� そ の 他 設計図書で施工計画書に記載するよう指示されているもの及び監督員の
指示した事項を記述する｡

○

契約図書に必要な項目 適 用 規 則 等
静岡県建設工事執行規則

の運用 (500万円未満)

小 規 模 工 事

(500万円以上2,000万円未満) (少額工事500万円未満)

１. 工程表 執行規則第20条 省略させることができる 提出 省略

２. 工事工程月報 執行規則第20条 省略させることができる 提出 省略

３. 請負代金内訳表 執行規則第20条 省略 省略

４. 主任技術者

現場代理人等通知

執行規則第22条 口頭による通知 提出 口頭による通知

５. 施工計画書

(14項目)

仕様書第１編１－１－

４

提出 (６項目)

(記入例) 参照

提出 (５項目)

(記入例) 参照

６. 交通規制関係 仕様書第１編１－１－32

〃 第３編１－１－13

必要時 必要時

７. 数量の算出

及び完成図

仕様書第１編１－１－19

〃 第３編１－１－７

必要時 必要時

８. 材料検査簿 執行規則第24条 省略 省略

９. 使用材料品質証明

書

仕様書第２編１章２節 提出 省略

10. 休日・夜間作業届 仕様書第１編１－１－36 必要時 必要時

11. 施工管理 仕様書第１編１－１－23

出来形管理 施工管理基準 提出 面積計算書又は出来形

図

品質管理 施工管理基準 提出 自主管理､ 提出省略

写真管理 施工管理基準 提出 着手前と完成時

12. 再生資源利用計画

書

仕様書第１編１－１－

18

提出 提出

13. 完成届出書 執行規則第39条 提出 提出

14. 工事記録簿 執行規則第22条の 2 省略 省略

15. 工事写真帳 施工管理基準 提出 提出

16. 完成検査写真帳 省略 省略



� 施工計画書の作成例

(表 紙)

平成 年 月 日

施 工 計 画 書

総括監督員 様

請 負 者

現場代理人

平成 年度 工事 施工計画書について (提出)

標記について土木工事共通仕様書 第１編１－１－４に基づき提出します｡
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２ 計画工程表 ○

３ 現場組織表 ○

４ 指定機械 ○

５ 主要資材 ○

６ 施工方法 (仮設備計画､ 工事用地等を含む) ○

７ 施工管理計画 ○

８ 安全管理 ○

９ 緊急時の体制及び対応 ○

10 交通管理 ○

11 環境対策 ○

12 現場作業環境の整備 ○
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…………………………………………………………………………
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工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 備 考

道 路 舗 装 工 補修工事 施工延長○○.○○ ｍ

準 備 工 舗装版切断 Ｈ＝20～23㎝ ｍ 1.608

〃 取壊 Ａｓ ｔ＝20㎝ ㎡ 2,095

〃 〃 Ａｓ ｔ＝23㎝ 〃 1,862

不陸整正工 補充材なし 〃 3,957

舗 装 工 表層工 密粒Ａｓ ｔ＝５㎝ ㎡ 3,957

上層路盤工 粒調砕石 ｔ＝６㎝ 〃 3,957

〃 〃 ｔ＝10㎝ 〃 3,957

下層路盤工 クラッシャ-ラン ｔ＝13㎝ 〃 2,095

〃 〃 ｔ＝14㎝ 〃 2,095

舗装用型枠 ｍ 2,655

交通安全施設工 区画線設置工 式 1.0

雑 工 Ｇｒ復旧工 ｍ 48

Ａｓ切削工 ㎡ 750

共 通 仮 設 工 式 1.0

作成例
１. 工事概要

建設工事名 平成○○年度〔第○○－○○○○○－○○号〕 (主) ○○○○線

○○○○○○○工事 工期 自 平成○○年○○日

至 平成○○年○○日

建設工事箇所 静岡県 市 町 地内 請負者 ○○建設株式会社
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３. 現場組織表

現場事務所 静岡県 市 町 ＴＥＬ ( )

４. 指定機械
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現場代理人

夜間休日連絡先

ＴＥＬ ( )

主任技術者等

工事主任

工程管理

品質管理

測量・出来形､ 写真管理

機械・電気主任

重機管理

電気管理

事務主任

安全管理主任

建設副産物処理責任者

夜間休日連絡先

ＴＥＬ ( )

機 械 名 規 格 又 は 容 量 指 定
番 号 台 数 摘 要

バックホウ 日 立 0.6� 202 １ (排出ガス対策型) 舗装ガラ積込

バックホウ クボタ 0.3� 202 １ (排出ガス対策型) 舗装版破砕用

コンプレッサー 小 松 10.5 1,201 １ (排出ガス対策型)

タイヤローラ 小 松 8t－12t 802 １
(排出ガス対策型) 路盤合材転圧

用

モーターグレーダ 三 菱 3.1ｍ 701 １ 不陸整正用

マカダムローラ 酒 井 10t－20t 801 １ 転圧用

ASフィニッシャー 住 友 2.5ｍ－4.5ｍ 1,003 １ 合材敷均し用



５. 主要資材

６. 施工方法

� 一般事項

ア 作業時間及び休日又は夜間作業

� 作 業 時 間

集 合 体 操 ( ) 時 ～ ( ) 時 ( ) 分

業務打合せ ( ) 時 ( ) 分 ～ ( ) 時 ( ) 分

作 業 開 始 ( ) 時 ( ) 分

昼 食 休 み ( ) 時 ～ ( ) 時

作 業 終 了 ( ) 時

休 け い 午前､ 午後に各 ( ) 分間

� 休 日

土曜日､ 日曜日､ 祝祭日

夏期休業 ８月○日～８月○日

冬期休業 12月○日～１月○日

ただし､ 作業の区切りそのほかにより就業時間を変更する場合は､ 監督員に報告して実施する｡

工程の関係又はその他の理由により､ 休日あるいは夜間において作業を実施する場合は､ 安全対

策､ 監督員の立会等について別途打合せを行う｡

� 施工順序

ア 準備工

・ 工事実施に先立ち､ 関係機関との協議及び地元住民への周知を図り円滑な工事の施工が出来る

ようにする｡ また､ 地下埋設物件の確認等､ 施工区間の現況調査､ 測量を行い仮Ｂ.Ｍを設置し､

測量成果を監督員に提出する｡

・ 仮Ｂ.Ｍ設置引き続き現状路面の縦横断測量を行い､ 各測点の引照点を横断上に左右２点設置

するが､ 路面の状況に大きな変化がある箇所には測点を増設する｡

イ 舗装版取壊

・ 施工に先立ち､ 打換部分をカッターにて切断したうえ､ 片側づつ５ｍ毎に切断してブロック割

し破砕する｡

・ 破砕はバックホウに装着したブレーカで行い0.6�バックホウと同時作業により順次破砕､ 掘

削､ 積込みを行う｡ この場合､ 在来の路盤を掘削しないように慎重に処理をする｡

・ 運搬はダンプトラック11ｔを使用し､ 所定の中間処理施設場 ( 市 町 番地) に処理する｡

なお､ 運搬にあたっては過積載防止と交通規則を厳守させる｡

・ 取壊し完了後はモーターグレーダを使用し在来路盤の不陸を整正し､ 端部は人力で整正する｡
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品 名 規 格 ・ 寸 法 購 入 会 社 名

砕石 Ｃ－30

粒調砕石 Ｍ－30

密粒度アスコン (13)

アスファルト乳剤 ＰＫ－３



また､ 状況に応じて散水車を使用し適切な含水状態で､ タイヤローラ８～12ｔ､ マカダムローラ

10～12ｔを用い十分転圧して､ 締固める｡

・ 施工完了後は監督員の立会を受ける｡

ウ 下層工 (加熱Ａｓ安定処理ｔ＝10㎝・17㎝)

・ 施工に先立ち仕様書に基づき加熱Ａｓ安定処理合材の配合設計及び試験練りを行い監督員の承

諾を得る｡

・ プライムコートはＡｓ乳剤ＰＫ－３を用い､ 飛散防止に十分注意して､ ディストリビュータ又

はエンジンスプレーヤにて1.26�／㎡を均一に散布する｡

・ Ａｓ混合物の運搬は清浄なダンプトラックを使用し､ 保温及び飛散防止の為シート類で覆う｡

又は､ 舗装端は型枠を鉄ピンにて固定する｡

・ 加熱Ａｓ安定処理合材の敷均しは､ 敷均し温度110℃以上とし､ Ａｓフィニッシャーで行い､

厚さ10㎝は１層仕上げ､ 17㎝は２層仕上げとする｡

・ 転圧はマカダムローラ､ タイヤローラにて所定の密度が得られるよう十分に行い､ ローラによ

る締固め不可能な箇所についてはタンパ等で入念に締固める｡

・ 縦継目の処理については､ 表層工の継目を車線マークに合わせるものとし､ Ａｓ安定処理路盤

の継目は次のようにする｡

・ 舗設完了後は縦断の段差部分に加熱Ａｓ安定処理合材を用いて１：20以上の勾配でスリ付を行

う｡ なお､ このスリ付合材が飛散した場合はただちに清掃し復旧する｡

・ 施工完了後は監督員の立会を受ける｡

エ 基層工 (粗粒度ＡｓＣｏ t＝５㎝)

・ 配合設計及び試験練りについては､ あらかじめ監督員の承諾を得る｡

・ 舗装方法はウに準ずる､ タックコートはＡｓ乳剤��－４を用い､ 飛散防止に十分注意してディ

ストリビュータ又はエンジンスプレーヤにて0.43�／㎡を均一に散布する｡

・ 施工完了後は監督員の立会を受ける｡

オ 中間層工 (粗粒度ＡｓＣｏ ｔ＝５㎝)

・ 舗設方法及びタックコートは基層工に準ずるが継目は表層の縦継目から15㎝以上ずらす｡

・ 施工完了後は監督員の立会を受ける｡

カ 表層工 (耐流動対策用ＡｓＣｏ ｔ＝５㎝)

・ 施工に先立ち仕様書に基づき耐流動対策用改質Ａｓを使用した密粒度ＡｓＣｏの配合設計及び

― 263 ―

表層工

中間層工

基層工

下層工 Ａｓ安定処理工

車線マーク Ｃ. Ｌ
15㎝

15㎝

縦継目位置



試験練りを行い監督員の承諾を得る｡

・ 舗設方法及びタックコートは中間層工に準じて施工するが､ 舗装面の平坦性には特に注意する

と同時に集水施設に雨水がスムーズに流れるよう十分注意して施工する｡

・ 施工完了後は監督員の立会を受ける｡

キ 切削工 (終点部現道取付)

・ 施工に先立ち切削区間の路面上各測点にマーキングする｡

・ 切削機械にて所定の厚さに切削工し､ 廃材は積込機でダンプトラック11ｔに積込み廃材処理場

( 市 町 番地の 会社 処理場) に運搬処理する｡

・ 切削後の路面は人力にて清掃を行う外､ 下層工との段差部分のスリ付を施工して交通解放する｡

ク 区画線 (溶融式､ 仮ラインはペイント式)

・ 施工に先立ち使用材料について試験成績表を提出し､ 監督員の承諾を得る｡

・ 施工は表層工施工当日分毎に車線境界線 (破線) を仮ラインにて施工し､ その後一括して本ラ

イン (車線境界線､ 外側線) を施工する｡

なお､ 本ライン施工前に監督員と協議する｡

ケ 防護柵工

・ 既設防護柵は基礎コンクリートから引抜き撤去し､ 填充されている砂等をきれいに除去し､ 新

材と交換復旧する｡

・ 一部新設部分については､ コンクリート打設前に型枠､ 塩ビ管を用いて支柱の位置に箱抜きを

しておく｡

コ 仮設備計画

� 夜間の安全確保に使用するため仮設電力を中部電力の路上電柱から受電する｡

� 仮設備は現場事務所１棟を別紙－４のとおり設ける｡

７. 施工管理

� 工程管理

・ 実施工程表に基づき総合的に管理する｡ また､ 実施工程は､ 日管理とし１ヶ月毎に工事工程月報

を提出して進捗状況の確認を受ける｡

なお､ 全体工程で10％を超える遅れの状態になった場合は､ 速やかに工程に修正を加え工期内の

完成に努める｡

� 出来形管理

・ 出来形管理は設計図書に基づき管理するが､ 本工事の出来形管理は別紙－１の管理基準に示す箇

所について行う｡

� 品質管理

・ 品質管理は設計図書に基づき管理するが､ 本工事の品質管理は別紙－２の管理基準に示す項目に

ついて行う｡

� 写真管理

・ 着工前､ 後は全景を撮影し､ 以後は随時工程の進捗による施工過程が判るよう別紙－３の管理基

準に基づき管理する｡

・ 写真管理はその目的及び意図を十分理解し撮影､ 整理する｡ 特に工事完成後明視出来ない部分に

ついて配意する｡
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８. 安全管理

工事現場内の安全管理については､ 作業員の労働災害の防止並びに疾病を予防すると共に､ 第三者に

対する災害の絶無を図り工事期間中安全巡視を行う｡ 安全対策として下記の組織を構成し､ 又は事故発

生時における連絡表を次に定める｡

また､ 安全・訓練等の実施については､ 共通仕様書第１編１－１－26に基づき行い､ 別紙書式 (安全・

訓練の実施報告書) に整理し､ 提出する｡

� (安全委員会の構成)

� 安全管理を徹底するため工事期間中は安全巡視員がパトロールする｡

また､ 作業員全員により毎月半日以上の時間を割当て､ 定期的に安全に関する研修・訓練等を実施

する｡
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統括安全衛生責任者

安全管理者 火気取締責任者

電気取扱責任者

車両取扱責任者

機械取扱責任者

安全巡視員

衛生管理者



別紙

９. 緊急時の体制

� 大雨､ 出水､ 強風等の異常気象で災害発生の恐れがある場合は､ 次の組織構成で対応し､ 必要に応

じ現場内をパトロールし警戒する｡ また､ 現場内において事故発生又はそのおそれがある場合も同様

の組織で対応する｡

なお､ 東海地震の注意情報が発せられた場合には､ 工事中断の措置をとり､ これに伴う必要な補強・

落下防止等の保全処置を講ずる｡
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安全・訓練等の実施報告書

・ 実 施 年 月 日
平成○○年○○月○○日 (○曜日)

○ ○ 時 ～ ○ ○ 時

・ 場 所
○ ○ 県 ○ 市 ○ ○ 町

現場事務所内

・ 参 加 者 安全管理者､ 外作業員 ○ ○ 名

・実 施 項 目

ex ・工事内容の周知徹底

・工事における災害対策訓練

・工事現場で予想される事故対策

・土木工事安全施工技術指針等の周知徹底

・実施状況写真

実施状況写真の添付



� 作業現場内の事故発生時における連絡系統及び夜間又は休日における連絡方法は次のとおりとする｡

� 注意情報に伴う臨機の措置

東海地震の注意情報が発せられた場合は､ 工事現場内の安全を確保し､ 工事中断の措置をとる｡

ア 工事施工中の場合は作業を中止する｡

イ ダンプトラック等の運転を中止し､ 一般交通等第三者に対する安全を確保する｡

ウ 機械及び器材等は安全な場所に待機する｡

10. 交通管理

� 道路交通関係法令及び共通仕様書第１編１－１－36の交通安全に関する各項を厳守し現場安全管理
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夜間休日連絡先

ＴＥＬ ( )

対策係

夜間休日連絡先

ＴＥＬ ( )

庶務係

情報の収集と関係機関への連絡

巡回､ 応急対策の指揮

避難誘導

夜間休日連絡先

ＴＥＬ ( )

災害対策部長

夜間休日連絡先

ＴＥＬ ( )

情報連絡先

警察署

ＴＥＬ

現場

ＴＥＬ

消防署

ＴＥＬ

労基署

ＴＥＬ

対策部長

ＴＥＬ

市民病院

ＴＥＬ

市役所

ＴＥＬ

県 支所

ＴＥＬ

請負者

株式会社

ＴＥＬ

発注者

土木事務所

ＴＥＬ

静岡地方気象台

054 (286) 3411



者の指示のもとに事故のないよう､ 特に注意する｡

� 残土運搬､ 資材運搬の経路は別紙－４のとおりとする｡

なお､ 残土運搬中一般道路を通過するため､ 一般通行を優先し通行に支障のないよう､ 運転手には

｢交通規則を守り運転マナーの向上につとめる｡｣ ことを指示､ 徹底させる｡

� 現場内交通安全対策は､ 共通仕様書第１編１－１－36に基づく保安施設を別紙－５のように設置す

るが､ 現場の状況､ 施工方法及び監督員の指示により増配等を行って､ 必要箇所に所定の保安施設及

び交通整理員を配置する｡

なお､ 本線の規制方法は､ ２車線道路のうち片側１車線は閉塞し他の１車線を上り､ 下り交互に供

する｡ また､ 工事の施工は日曜､ 祭日を除き８時30分から17時までの昼間作業とし､ １日の作業を終

える等工事を停止する時は､ 機械等を施工箇所のうち障害となる事が最も少ない場所に集め､ 一般車

両が過って衝突しないよう､ バリケード､ 赤色燈で囲う｡

・工事施工箇所前方500､ 100､ 50ｍの各位置に工事箇所が予知できるよう工事看板を設置する｡

・工事施工箇所近辺には ｢おねがい｣､ ｢段差あり｣､ ｢徐行｣､ ｢車両誘導｣ 等の看板又は標識を設置す

る｡

・交通規制箇所にはバリケードをおいて工事区域を区画し､ 矢印板､ 交通整理員を配置して一般車両

が過って工事区域内に侵入しないよう誘導する｡

・工事責任者及び安全巡視員は常時現場を巡回し､ 安全不良の箇所がある場所には直ちに改善する｡

11. 環境対策

� 重機械を使用するときはエンジン等を必要以上に吹かしたりしないで振動､ 騒音等が少しでも押さ

えられるように努める｡

� 社会的責任体制を確立し公害､ 特に､ 近隣住民に迷惑をかけないよう注意をはらう｡

なお､ 工事中地元住民等より苦情又は､ 意見があった場合は､ 丁寧に対応しただちに監督員に報告

する｡

12. 現場作業環境の整備

� 現場事務所及び休憩所等には､ 職員及び作業員が快適に作業が出来､ ゆっくりと休憩の出来る環境

のよい事務所とする｡ テレビ又はラジオ､ 雑誌､ 四季の花､ 観葉植物等を置き､ 環境作りに配慮する｡

地元住民と､ 気楽に対話できる現場とし､ 現場事務所の周囲にも花壇等を作り､ 建設現場のイメー

ジアップに務める｡

� 現場内にクリーンボックス､ 灰皿を置き､ 整理正当を徹底しゴミを出さない｡

13. 再生資源の利用の促進

再生資材の搬入及び再生資源の搬出する場合は､ 別紙様式－１ ｢再生資源利用計画｣､ 様式－２ ｢再

生資源利用促進計画｣ のとおり提出する｡

また､ 工事完了後､ 速やかに実施状況を記録した ｢再生資源利用実施書｣､ ｢再生資源利用促進実施書｣

を提出する｡

14. 創意工夫等

創意工夫等について提案を記載する｡
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・高度技術 工事全体を通して他の類似工事に比べて特異な技術力

・創意工夫 高度技術で評価するほどでない軽微な工夫

・社会性等 地域社会や住民に対する貢献

なお､ 実施状況については､ 別紙６により提出する｡

15. そ の 他

仕様書､ 特記仕様書等で施工計画に明記又は､ 記載するよう指示されているものは必ず記述する｡

その他､ 特に必要とする場合は実施工程表､ 稼働日数表､ 労務計画表､ 支保工計画書等も付ける｡
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工 種 種 別 測 定 項 目 測 定 箇 所 測定方法
管理
方法

規格値

路 面 切 削 工

基 準 高 40ｍごと 1 2 3

① ② ③

基準高の差に
よる

様式
1－1

厚 さ 40ｍごと
－7㎜
平均
－2㎜

幅 40ｍごと及幅員変化点 1－1 －25㎜

延 長 (20ｍごと) 施工幅員の中央 1－1

中 間 層 工

厚 さ

2,000㎡までは３個と
し､ 2,000㎡を超える
場合は1,000㎡ごとに
１個とする

施工幅員の1／8､ 3／8､
5／8､ 7／8いずれかの
位置

コアーリング
による

1－1
－9㎜
(－12㎜)

幅 40ｍごと 1－1 －25㎜

タックコート 散 布 量
１日につき１回
(１回３ケ)

試験マットに
よる

表 層 工

厚 さ

2,000㎡までは３個と
し､ 2,000㎡を超える
場合は1,000㎡ごとに
１個とする

施工幅員の1／8､ 3／8､
5／8､ 7／8いずれかの
位置

コアーリング
による

1－1 －7㎜

延 長
１工事に１回
(40ｍごと)

施工幅員の中央 1－1

平 坦 性
外側線より内側へ約１
ｍの位置

３ｍプロフィー
ルメーター

2.4㎜
以内

幅 40ｍごと及幅員変化点 1－1 －25㎜

区 画 線

厚 さ 各線種毎に１回
テストピース
採取

1－1

幅 〃 に１回
テストピース
採取

1－1

別紙－１

出 来 形 管 理 基 準
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別
紙
－
２

品
質
管
理
基
準
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種
別

試
験
項
目

試
験
方
法

規
格
値

試
験
基
準

摘
要

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

材
料

骨
材
の
ふ
る
い
分
け
試
験
J
IS
A
11
02

J
IS
A
50
01
表
２
参
照

・
中
規
模
以
上
の
工
事
：
施
工
前
､
材
料
変
更
時

・
小
規
模
以
下
の
工
事
：
施
工
前

骨
材
の
密
度
及
び
吸
水
率

試
験

J
IS
A
11
09

J
IS
A
11
10

表
層
・
基
層

表
乾
密
度
：
2.
45
g
／
�
以
上

吸
水
率
：
3.
0％
以
下

・
中
規
模
以
上
の
工
事
：
施
工
前
､
材
料
変
更
時

・
小
規
模
以
下
の
工
事
：
施
工
前

骨
材
中
の
粘
土
塊
量
の
試

験
J
IS
A
11
37

粘
土
､
粘
土
塊
量
：
0.
25
％
以
下

・
中
規
模
以
上
の
工
事
：
施
工
前
､
材
料
変
更
時

・
小
規
模
以
下
の
工
事
：
施
工
前

粗
骨
材
の
形
状
試
験

舗
装
試
験
法
便

覧
３
�４

�７
細
長
､
あ
る
い
は
偏
平
な
石
片
：

10
％
以
下

・
中
規
模
以
上
の
工
事
：
施
工
前
､
材
料
変
更
時

・
小
規
模
以
下
の
工
事
：
施
工
前

フ
ィ
ラ
ー
の
粒
度
試
験

J
IS
A
50
08

便
覧
表
３
.
３
.
17
に
よ
る
｡

・
中
規
模
以
上
の
工
事
：
施
工
前
､
材
料
変
更
時

・
小
規
模
以
下
の
工
事
：
施
工
前

フ
ィ
ラ
ー
の
水
分
試
験

J
IS
A
50
08

１
％
以
下

・
中
規
模
以
上
の
工
事
：
施
工
前
､
材
料
変
更
時

・
小
規
模
以
下
の
工
事
：
施
工
前

プ
ラ
ン
ト

粒
度
(2
.3
6㎜
フ
ル
イ
)

舗
装
試
験
法
便

覧
３
�４

�３
2.
36
㎜
ふ
る
い
：
±
12
％
以
内
基

準
粒
度

・
中
規
模
以
上
の
工
事
：
定
期
的
又
は
随
時
｡

・
小
規
模
以
下
の
工
事
：
異
常
が
認
め
ら
れ
た
と
き
｡

印
字
記
録
の
場
合
：
全
数
又
は
抽
出
・
ふ
る
い
分
け
試

験
１
～
２
回
／
日

粒
度
(7
5μ
m
フ
ル
イ
)

舗
装
試
験
法
便

覧
３
�４

�３
75
μ
m
ふ
る
い
：
±
5％
以
内
基

準
粒
度

・
中
規
模
以
上
の
工
事
：
定
期
的
又
は
随
時
｡

・
小
規
模
以
下
の
工
事
：
異
常
が
認
め
ら
れ
た
と
き
｡

印
字
記
録
の
場
合
：
全
数
又
は
抽
出
・
ふ
る
い
分
け
試

験
１
～
２
回
／
日

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
量
抽
出
粒

度
分
析
試
験

舗
装
試
験
法
便

覧
３
�９

�６
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
量
：
±
0.
9％
以

内
・
中
規
模
以
上
の
工
事
：
定
期
的
又
は
随
時
｡

・
小
規
模
以
下
の
工
事
：
異
常
が
認
め
ら
れ
た
と
き
｡

印
字
記
録
の
場
合
：
全
数
又
は
抽
出
・
ふ
る
い
分
け
試

験
１
～
２
回
／
日

温
度
測
定
(ア
ス
フ
ァ
ル

ト
・
骨
材
・
混
合
物
)

温
度
計
に
よ
る
｡
配
合
設
計
で
決
定
し
た
混
合
温
度
｡
随
時

舗
設
現
場

現
場
密
度
の
測
定

舗
装
試
験
法
便

覧
３
�７

�７
基
準
密
度
の
94
％
以
上
｡

Ｘ
10
96
％
以
上

・
中
規
模
以
上
の
工
事
：
定
期
的
又
は
随
時
(1
,0
00

㎡
に
つ
き
１
個
)｡

温
度
測
定
(初
期
締
固
め

前
)

温
度
計
に
よ
る
｡
11
0℃
以
上

随
時

外
観
検
査
(混
合
物
)

目
視

随
時

す
べ
り
抵
抗
試
験

舗
装
試
験
法
便

覧
６
�５

設
計
図
書
に
よ
る

舗
設
車
線
毎
20
0m
毎
に
１
回



別紙－３

写 真 管 理 基 準
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分 類 工 種 撮 影 項 目 撮影時期 撮 影 頻 度 提出頻度 摘 要

着
手
前
及
完
成
写
真

着 手 前 全景又は代表部分写真 着 手 前 着手前１回 １枚

完 成 全景又は代表部分写真 完 成 後 施工完了後１回 １枚

施

工

状

況

写

真

工 事 施 工 中

全景又は代表部分の工

事進捗状況
月 末 月１回 不要

施工中の写真

施 工 中

工種､ 種別毎に共通仕

様書及び諸基準に従い

施工していることが確

認できるように適宜

適宜

施 工 中

高度技術・創意工夫・

社会性等に関する実施

状況が確認できるよう

に適宜

不要

高度技術・

創意工夫・

社会性等に

関する実施

状況の提出

資料に添付

仮設 (指定仮設)
使用材料､ 仮設状況､

形状寸法
施工前後 １施工箇所に１回

代表箇所

各１枚

図面との不一致
図面と現地との不一致

の写真
発 生 時 必要に応じて

不要・工

事打合せ

簿に添付

する｡

安

全

管

理

写

真

安 全 管 理

各種標識類の設置状況 設 置 後 各種類毎に１回 全景１枚

各種保安施設の設置状況 設 置 後 各種類毎に１回 全景１枚

監視員交通整理状況 作 業 中 各１回 全景１枚

安全訓練等の実施状況 実 施 中 実施毎に１回

不要・実

施状況資

料に添付

する｡

使
用
材
料
写
真

使 用 材 料

形状寸法 検 収 時 各品目毎に１回

不要・品

質証明に

添付する｡

検査実施状況 検 査 時 各品目毎に１回 不要
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分 類 工 種 撮 影 項 目 撮影時期 撮 影 頻 度 提出頻度 摘 要

品

質

管

理

写

真

アスファルト

舗 装

(プラント)

粒度

試 験 実

施 中
合材の種類毎に１回 不要

アスファルト量抽出粒

度分析試験

温度測定

アスファルト

舗 装

(舗設現場)

現場密度の測定

試 験 実

施 中
合材の種類毎に１回 不要

温度測定

外観検査

すべり抵抗試験

出

来

形

管

理

写

真

路面切削工 幅､ 厚さ 施 工 後 施工箇所に１回

代表箇所

各１枚中 間 層 工

表 層 工

整正状況 整 正 後
200ｍ又は施工箇所

に１回

タックコート､ プラ

イムコート
散 布 時 各層毎に１回

抜取りコア厚さ
抜 取 り

後
全数量

平坦性 実 施 中 １工事１回

区 画 線 工

材料使用量
施 工 前

後
全数量

不要

施工状況
施 工 前

後
施工日に１回



○
○
市

至
○
○

至
○
○

国
道
○
号

�
�
○
○
線

○
○
町

○
○
市

○
○
鉄
道
○
○
線

○
○
町

プ
ラ
ン
ト

施
工
場
所

工
事
区
間

№
中
５

中
電
柱
４
�
所

10
0 �
Ａ

器
材
仮
置
場

№
中
８

№
追
町
７

№
追
町
３

住
所
○
○
市
○
○
町

１
�
､
２
�

労
働
者
宿
舎

１
�
､
２
�

社
員
宿
舎

1F 事 務 所

2F 社 員 食 堂

風 呂
倉
庫 監
督
員

詰
所

道 路

道
路

敷
地
面
積
50
0㎡

建
物
面
積
(延
)
31
5㎡

至
○
○

至
○
○

○
○
橋

○
○
橋

○
○
川

工
事
区
間

現 場

事 務 所

○
○
電
鉄国
道
○
号

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
所
○
○
県
○
○
町

納
入
場
所

○
○
市
○
○
○
～
○
○
○

搬
入
距
離

30
㎞

別
紙
－
４

位
置
図
等

(残
土
運
搬
､資
材
運
搬
の
径
路
図
)

(現
場
事
務
所
配
置
図
)

(現
場
事
務
所
置
図
)

(仮
設
電
力
受
電
位
置
図
)
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⑤

道
路
工
事
中

県
道
○
○
線
○
○
工
事

○
○
市
○
○
町

区
間

○
○
○

○
○
市
○
○
町

｛

｛

施
工

○
○
建
設
株
式
会
社

�
�

�
(○
○
)○
○
○

○
○
県
○
○ �
�

�
(○
○
)○
○
○

土
木
事
務
所

ま
わ
り
道
○
○

○
○
M
先
道
路
工
事
中
に
つ
き

ま
わ
り
道
①
～
④
を
お
廻
り
下
さ
い

○
○
土
木
事
務
所

ま
わ
り
道

D
E
T
O
U
R

(1
20
－
A
)

ス
コ
ッ
チ

テ
ー
プ

③
④

通
行
止

⑥
⑥

(3
02
)
又
は
(3
01
)

(2
13
)

(4
09
－
A
)

(4
09
－
A
)

又
は

通
行
止

自
転
車
を
除
く

日
曜
・
祝
日
を
除
く

8－
20

こ
の
先
○
○
m

日
曜
・
祝
日
を
除
く

8－
20

こ
の
先
○
○
m

10
0M

10
0M

50
M

作
業

現
場

⑥

⑥
⑥

⑥

⑥
⑥

⑤
⑥
⑤

⑤
⑤

⑤
⑥
⑦

①
②

⑤
⑤⑨

⑨
⑨

⑧

⑤
⑤ ②

⑤

⑤⑨

⑦
①

③

(迂
回
路
交
点
よ
り
前
方
10
0M
)

10
0M

50
M 10
0M

(迂
回
路
交
点
よ
り
前
方
10
0M
)

⑨
⑨

⑧

②

⑦
①

進
行
方
向

進
行
方
向

別
紙
－
５

現
場
内
交
通
安
全
対
策
等

(保
安
施
設
の
配
置
状
況
)
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通
行
止
の
場
合

�
道
路
標
識
､
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令

(抜
粋
)

｢規
制
予
告
｣
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
､
記

号
は
､
標
示
板
に
表
示
す
る
当
該
規
制
標
識
又
は
指

示
標
識
の
種
類
に
応
じ
て
別
表
第
二
備
考
一
の
三 �
の

３
並
び
に
４
の
�
及
び
�
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ

る
も
の
と
し
､
｢規
定
予
告
(4
09
－
Ａ
)
｣
を
表
示

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
､
文
字
及
び
緑
線
を
着
色
地

を
白
色
と
し
､
｢規
制
予
告
(4
09
－
Ｂ
)
｣
を
表
示

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
､
文
字
､
道
路
を
標
示
す
る

記
号
及
び
縁
を
白
色
､
矢
印
を
黒
色
､
地
を
青
色
と

す
る
｡



段
差
あ
り
予
告
看
板

徐
行
看
板

段
差
あ
り
看
板

黄
色
回
転
燈

10
m

10
m

10
m

10
m

ス
ズ
ラ
ン
燈
火

舗
装
取
壊
区
間

ス
リ
付

1 �
30

ス
リ
付

1 �
30

暫
定
区
画
線

3.
75
m

3.
75
m

舗
装
取
壊
か
ら
舗
装
完
了
ま
で
の
縦
断
段

差
の
交
通
対
策
と
し
て
路
肩
段
差
部
分
に

上
図
の
様
に
保
安
施
設
を
設
置
す
る
｡

3.
50
m

午
前
施
工

午
後
施
工

１
日
施
工
区
間

�
舗
装
取
壊
は
約

m

下
層
工
は
約

m

基
礎
工
以
上
表
層
工
ま
で
各
層
共
約

m 終
点
側

起
点
側

１１
ブブ
ロロ
ッッ
クク

２２
ブブ
ロロ
ッッ
クク

３３
ブブ
ロロ
ッッ
クク

４４
ブブ
ロロ
ッッ
クク

５５
ブブ
ロロ
ッッ
クク

６６
ブブ
ロロ
ッッ
クク

((取取
合合
部部
))

１１
－－
１１

１１
－－
２２

２２
－－
１１

２２
－－
２２

３３
－－
１１

３３
－－
２２

４４
－－
１１

４４
－－
２２

５５
－－
１１

５５
－－
２２

切切
削削
工工

((すす
りり
付付
))

�
＝
53
1.
0m

№
26
(B
.P
)

№
52
＋
11
.0
(E
.P
)

８
�
30 9 10 11 12 13 14 15 16
車
線
規
制
解
除
17
�
00

車
線
規
制
開
始

9 �
00

車
線
切
換

17
�
00

17
�
00

別
紙
－
５
－
２
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夜
間
交
通
対
策
図

施
工
工
程
計
画
図
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様
式
20
再
生
資
源
利
用
計
画
書
(実
施
書
)
－
建
設
資
材
搬
入
工
事
用
－

－
｢建
設
リ
サ
イ
ク
ル
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
｣
様
式
－

１
.
工
事
概
要

発
注
担
当
者
チ
ェ
ッ
ク
欄

発
注
機
関
名

発
注
期
間
コ
ー
ド
＊
１

担
当
者

T
E
L

請
負
会
社
名

請
負
者
コ
ー
ド
＊
２

記
入
年
月
日

H
.
年

月
日

工
事
責
任
者

会
社
所
在
地

T
E
L

F
A
X

(
)

(
)

調
査
票
記
入
者

建
設
工
事
名

工
事
種
別
コ
ー
ド
＊
3
最
終
工
事

請
負
金
額

千 億
百 億
十 億
億
千 万
百 万
10
0万
円
未
満
四
捨
五
入

,0
00
,0
00
円
(税
込
み
)

－
建
設
工
事
箇
所

都
道

市
区

府
県

町
村

住
所
コ
ー
ド
＊
４

工
期
平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

工
事
概
要
等

施
工
条
件
の
内
容

(再
生
資
源
の
利

用
に
関
す
る
特
記

事
項
等
)

�
�
�
�
�
�
�
	



�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

��

��

�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�
�

�
㎡

�
�
�
�

㎡
�

�
�
�
�
 
!
"
#
$
%
&
'(
)
*
)
+
,
-
.
/
0
1

2(
)
+
,
-
.
/
0
1
3(
)
*
�

4(
,
-
.
/
0
1
5
6
7
.
�
8(
9
�

:(
;
	
<

=
>

�
�
�
 
!
"
#
$
%
&

'
(?
@
A
B

2
(?
@
C
D
E
B

3
(�
F
G

4
(H
I

8
(�
J
K
L
D
G

:
(M
N

O
(P
Q

R
(S
T
U
V
G

W
(;
	
<

X
K
�
�
�
�
 
#
�
�
Y
K
�
�
�
�
Y
Z

�
�
[
\
]
^
_
�
`
a
�
b
c
d

２
.
建
設
資
材
利
用
実
績

建
設

資
材

(
新
材
を
含
む
)

再
生
資
材
の
供
給
元

(再
生
資
材
を
利
用
し
た
場
合
に
記
入
し
て
下
さ
い
)

再
生
資
源

利
用
率

B
／
A
×
10
0

分
類

小
分
類

コ
ー
ド
＊
5

規
格

主
な
利
用
金
額

コ
ー
ド
＊
6

利
用
量
(A
)

再
生
資
材
の
供
給
元
施
設
､
工
事
等
の
名
称

供
給
元

種
類

コ
ー
ド
＊
7

施
工
条
件

内
容

コ
ー
ド
＊
8

再
生
資
材
の
供
給
元
場
所
住
所

再
生
資
材
の
名
称

コ
ー
ド
＊
９

再
生
資
材
利
用
料
(B
)

(注
1)

住
所
コ
ー
ド

＊
4

百 万
十 万
万
千
百
十
一

百 万
十 万
万
千
百
十
一

土
砂

締
め
�

締
め
�

％
締
め
�

締
め
�

％
締
め
�

締
め
�

％
締
め
�

締
め
�

％
締
め
�

締
め
�

％
合

計
締
め
�

締
め
�

％
砕
石

ト
ン

ト
ン

％
ト
ン

ト
ン

％
ト
ン

ト
ン

％
ト
ン

ト
ン

％
ト
ン

ト
ン

％
合

計
ト
ン

ト
ン

％
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

ト
ン

ト
ン

％
混
合
物

ト
ン

ト
ン

％
ト
ン

ト
ン

％
ト
ン

ト
ン

％
ト
ン

ト
ン

％
合

計
ト
ン

ト
ン

％
そ
の
他

ト
ン

ト
ン

％
(再
生
資
材

ト
ン

ト
ン

％
の
み
記
入
)

ト
ン

ト
ン

％
合

計
ト
ン

ト
ン

％

裏
面
に
も
御
記
入
下
さ
い

表
面

注
：
コ
ー
ド
＊
5～
9は
下
記
欄
外
の
コ
ー
ド
表
よ
り
数
字
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
｡

コ
ー
ド
＊
5

コ
ー
ド
＊
6

コ
ー
ド
＊
7

コ
ー
ド
＊
8

コ
ー
ド
＊
9

土
砂
に
つ
い
て

1.
第
一
種
建
設
発
生
土

2.
第
二
種
建
設
発
生
土

3.
第
三
種
建
設
発
生
土

4.
第
四
種
建
設
発
生
土

5.
泥
土
(建
設
汚
泥
以
外
)
6.
土
質
改
良
土

7.
再
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
砂
8.
山
砂
山
土
等
の
購
入
土
､
採
取
土

砕
石
に
つ
い
て

1.
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
ラ
ン

2.
粒
度
調
整
砕
石

3.
鉱
さ
い

4.
単
粒
度
砕
石

5.
ぐ
り
石
､
割
ぐ
り
石

6.
そ
の
他

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物
に
つ
い
て

1.
粗
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト

2.
蜜
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト

(開
粒
度
及
び
改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
含
む
)

3.
細
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト

4.
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
モ
ル
タ
ル

5.
加
熱
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
安
定
処
理
路
盤
材

そ
の
他
に
つ
い
て
(再
生
資
材
の
名
称
を
具
体
的
に
記
入
)

バ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
､
再
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
次
製
品
等

土
砂
に
つ
い
て

1.
道
路
路
体

2.
路
床

3.
河
川
築
堤

4.
構
造
物
等
の
裏
込
材
､
埋
戻
し
用

5.
宅
地
造
成
用

6.
水
面
埋
立
用

7.
ほ
場
整
備
(農
地
整
備
)

8.
そ
の
他
(具
体
的
に
記
入
)

砕
石
に
つ
い
て

1.
舗
装
の
下
層
路
盤
材

2.
舗
装
の
上
層
路
盤
材

3.
構
造
物
の
裏
込
材
､
基
礎
材

4.
そ
の
他
(具
体
的
に
記
入
)

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物
に
つ
い
て

1.
表
層

2.
基
層

3.
上
層
路
盤

4.
歩
道

5.
そ
の
他
(駐
車
場
舗
装
､
敷
地
内
舗
装
等
)

そ
の
他
に
つ
い
て
(利
用
用
途
を
具
体
的
に
記
入
)

再
生
資
材
に
供
給
元
に
つ
い
て

1.
現
場
内
利
用

2.
他
の
工
事
現
場

3.
再
資
源
化
施
設

4.
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド

5.
そ
の
他

施
工
条
件
に
つ
い
て

1.
再
生
材
の
利
用
の
指
示
あ
り

2.
再
生
材
の
利
用
の
指
示
な
し

土
砂
に
つ
い
て

1.
第
一
種
建
設
発
生
土

2.
第
二
種
建
設
発
生
土

3.
第
三
種
建
設
発
生
土

4.
第
四
種
建
設
発
生
土

5.
泥
土
(建
設
汚
泥
以
外
)
6.
土
質
改
良
土

7.
再
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
砂

砕
石
に
つ
い
て

1.
再
生
ク
ラ
ッ
シ
ャ
ー
ラ
ン

2.
再
生
粒
度
調
整
砕
石

3.
鉱
さ
い

4.
そ
の
他

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物
に
つ
い
て

1.
再
生
粗
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト

2.
再
生
蜜
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト

(開
粒
度
及
び
改
質
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
含
む
)

3.
再
生
細
粒
度
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト

4.
再
生
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
モ
ル
タ
ル

5.
再
生
加
熱
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
安
定
処
理
路
盤
材

そ
の
他
に
つ
い
て
(再
生
資
材
の
名
称
を
具
体
的
に
記
入
)

バ
ー
テ
ィ
ク
ル
ボ
ー
ド
､
再
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
次
製
品
等

注
1.
再
生
資
材
利
用
量
に
つ
い
て

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合
物
等
で
､
利
用
し

た
再
生
材
(製
品
)
の
中
に
､
新
材
が

混
入
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
､
新

材
混
入
分
を
含
ん
だ
再
生
資
材
(製
品
)

の
利
用
量
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
｡
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コ
ー
ド
＊
10

コ
ー
ド
＊
11

コ
ー
ド
＊
12

コ
ー
ド
＊
13
(詳
細
は
表
－
４
参
照
の
こ
と
)

様
式
21
再
生
資
源
利
用
促
進
計
画
書
(実
施
書
)
－
建
設
副
産
物
搬
出
工
事
用
－

裏
面

建
築
工
事
に
お
い
て
､
解
体
と
新
築
工
事
を
一
体
的
に
施
工
す
る
場
合
は
､
解
体

分
と
新
築
分
の
数
量
を
区
分
し
､
そ
れ
ぞ
れ
別
に
様
式
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
｡

１
.
工
事
概
要

表
面
(様
式
20
)
に
必
ず
ご
記
入
く
だ
さ
い
｡

２
.
建
設
副
産
物
搬
出
実
績

現
場
内
利
用
の
欄
に
は
､
発
生
量
(掘
削
等
)
の
う
ち
､
現
場
内
で
利
用
し
た
も
の
に
つ
い
て
御
記
入
く
だ
さ
い
｡

指
定
副
産
物

の
種
類

①
発
生
量

(掘
削
等
)

＝
②
+
③
+
④

現
場
内
利
用
・
減
量

現
場

外
搬

出
に

つ
い

て
再
生
資
源
利
用

促
進
率

�
+
�
+
�

�
(％
)

現
場
内
利
用

減
量
化

搬
出
先
名
称

３
ヶ
所
ま
で
記
入
で
き
ま
す
｡
４
ヶ
所
以
上
に

わ
た
る
時
は
､
用
紙
を
換
え
て
下
さ
い
｡

施
工
条
件
の

内
容

コ
ー
ド
＊
12

搬
出
先
場
所

搬
出
先

の
種
類

コ
ー
ド

＊
13

受
入
先

の
用
地

コ
ー
ド

＊
14

④
現
場
外
搬
出
量

⑤
再
生
資
源

利
用
促
進
量

(注
２
)

区
分

ど
ち
ら
か
に
○
を

つ
け
て
く
だ
さ
い
｡

う
ち
現
場
内

改
良
分

場
外
搬
出
時

の
性
状

住
所
コ
ー
ド

＊
4

運
搬
距
離

用
途

コ
ー
ド

＊
1
0

②
利
用
量

減
量
法

コ
ー
ド

＊
1
1
③
減
量
化
量

う
ち
現
場
内

改
良
分

百 万
十 万
万
千
百
十
一

千
百
十
一

特 定 建 設 資 材 廃 棄 物

コ
ン

ク
リ
ー
ト
塊

ト
ン

ト
ン

ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

建
設
発
生
木
材

(木
材
が
廃
棄
物

に
な
っ
た
も
の
)

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ア
ス
フ
ァ
ル

ト
・
コ
ン
ク

リ
ー
ト
塊

ト
ン

ト
ン

ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

建 設 廃 棄 物

建
設
発
生
木
材

(
伐
木
材
・

除
■
材
な
ど
)

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

建
設
汚
泥

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

建
設
混
合

廃
棄

物
ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

金
属
く
ず

ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

廃
プ
ラ
ス

チ
ッ

ク
ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

紙
く

ず
ト
ン

ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ア
ス
ベ
ス
ト

(飛
散
性
)

ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

そ
の
他
の

分
別
さ
れ
た

廃
棄

物
ト
ン

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

ト
ン

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
ト
ン

建 設 発 生 土

第
一

種
建
設
発
生
土

地
山
�

地
山
�

地
山
�

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

地
山
�

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

第
二

種
建
設
発
生
土

地
山
�

地
山
�

地
山
�

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

地
山
�

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

第
三

種
建
設
発
生
土

地
山
�

地
山
�

地
山
�

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

地
山
�

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

第
四

種
建
設
発
生
土

地
山
�

地
山
�

地
山
�

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

地
山
�

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

泥
土

(河
川
､
湖
沼

等
の
浚
渫
土
)

地
山
�

地
山
�

地
山
�

１
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

地
山
�

％
２
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

３
ヶ
所
目

公
共
民
間

㎞
地
山
�

地
山
�

合
計

地
山
�

地
山
�

地
山
�

地
山
�

地
山
�

地
山
�

％

コ
ー
ド
＊
14
(コ
ー
ド
＊
13
で
｢7
.内
陸
処
分
場
｣
を
選
択
し
た
場
合
の
み
記
入
)

1.
山
砂
利
等
採
取
跡
地
2.
処
分
場
の
覆
土
3.
池
沼
等
の
水
面
埋
立
4.
谷
地
埋
立
5.
農
地
受
入
6.
そ
の
他

注
2.
再
生
資
材
利
用
量
に
つ
い
て

現
場
害
搬
出
量
④
の
う
ち
､
搬
出
先
の
種
類

(コ
ー
ド
＊
13
)
が
1.
～
5.
に
合
計

1.
路
盤
材

2.
裏
込
材

3.
埋
戻
し
材

4.
そ
の
他
(具
体
的
に
記
入
)

1.
焼
却

2.
脱
水

3.
天
日
乾
燥

4.
そ
の
他
(具
体
的
に
記
入
)

施
工
条
件
に
つ
い
て

1.
A
指
定
処
分

(発
注
時
に
指
定
さ
れ
た
も
の
)

2.
B
指
定
処
分
(も
し
く
は
準
指
定
処
分
)

(発
注
時
に
は
指
定
さ
れ
て
い
な
い
が
､

発
注
後
に
設
計
変
更
し
指
定
処
分
と
さ
れ
た
も
の
)

3.
自
由
処
分

再
生
資
源
利
用
促
進
(再
生
利
用
さ
れ
た
場
合
)

1.
他
の
工
事
現
場
(内
陸
：
公
共
､
民
間
を
含
む
)

2.
再
資
源
化
施
設
(土
質
改
良
プ
ラ
ン
ト
を
含
む
)

3.
有
償
売
却
(工
事
請
負
会
社
が
建
設
副
産
物
を
焼
却

し
､
代
金
を
得
た
場
合
)

4.
建
設
発
生
土
ス
ッ
ト
ク
ヤ
ー
ド
(再
利
用
工
事
が
決

ま
っ
て
い
る
場
合

5.
海
面
埋
立
事
業
(海
岸
､
海
兵
事
業
含
む
)

6.
最
終
処
分
場
(海
面
処
分
場
)

7.
最
終
処
分
場
(内
陸
処
分
場
)

(建
設
発
生
土
受
入
地
を
含
む
)

8.
建
設
発
生
土
ス
ッ
ト
ク
ヤ
ー
ド
(再
生
用
工
事
未
定
)

9.
焼
却
施
設
・
最
終
処
分
場
へ
持
ち
込
む
た
め
の
中
処

分
施
設

10
.そ
の
他
(具
体
的
に
記
入
)

最
終
処
分
場
・
そ
の
他
(処
分
さ
れ
た
場
合
)



№
22

土
木
工
事
共
通
仕
様
書
第
１
編
１
－
１
－
18

搬
入
・
搬
出
調
書

別
紙
［
様
式
－
３
］
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注
)
適
用
し
な
い
も
の
は

で
消
す
こ
と
｡

再
生
材
名
称

発
生
資
源

規
格

搬
入
量
(t
or

�
3 )

搬
出

年
月

日
搬

入
先

搬
出

先
備

考



(別紙６－１)

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況
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１. 該当する項目の □ に�マーク記入｡

２. 具体的内容の説明として､ 写真・ポンチ絵等を説明資料に整理｡

工 事 名 請負者名

項 目 評 価 内 容 備 考

□高度技術

工事全体を通
して他の類似
工事に比べて､
特異な技術力

□施工規模

□構造物固有 複雑な形状の構造物
既設構造物の補強､ 特殊な撤去工事

□技術固有 特殊な工種及び工法
新工法 (機器類を含む) 及び新材料の適用

□自然・地盤条件 湧水､ 地下水の影響
軟弱地盤､ 支持地盤の状況
制約の厳しい工事用道路・作業スペース等
気象現象の影響
地滑り､ 急流河川､ 潮流等､ 動植物等

□周辺環境等､ 社
会条件

埋設物等の地中内の作業障害物
鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工
騒音・震動・水質汚濁等環境対策
作業スペース制約・現道上の交通規制
廃棄物処理

□現場での対応 災害等での臨機の処置
施工状況 (条件) の変化への対応

□その他

□創意工夫

｢高度技術｣
で評価するほ
どでない軽微
な工夫

□準備・後片付け

□施工関係 施工に伴う機械､ 器具､ 工具､ 装置類
二次製品､ 代替製品の利用
施工方法の工夫
施工環境の改善
仮設計画の工夫
施工管理､ 品質管理の工夫

□品質関係

□安全衛生関係 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロールの工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫

□施工管理関係

□その他

□社会性等

地域社会や住
民対する貢献

□地域への貢献等 地域の自然環境保全､ 動植物の保護
現場環境の地域への調和
地域住民とのコミュニケーション
ボランティアの実施



(別紙６－２)

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 (説明資料)
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工 事 名 ／

項 目 評 価 内 容

提 案 内 容

(説 明)

(添付図・写真)

説明資料は簡潔に作成するものとし､ 必要に応じて別葉とする｡



３－２ 施工手続

工事の施工に関する手続きは､ 次に定める方法によることを原則とする｡

� 指示､ 承諾､ 協議に関する手続き (執行規則第21条､ 共通仕様書第１編１－１－２条､ １－１－７条)

ア 指示､ 承諾､ 協議の定義

着手から完成までの段階における監督員と現場代理人等との指示､ 承諾､ 協議に関する手続きは､

軽微なものを除き原則として書面により行い､ その定義は次のとおりである｡

� 指示とは､ 監督員が請負者に対し､工事の施工上必要な事項について書面をもって示し､実施させ

ることをいう｡

� 承諾とは､ 契約図書で明示した事項について､ 発注者若しくは監督員又は請負者が書面により同

意することをいう｡

� 協議とは､ 書面により契約図書の協議事項について､ 発注者と請負者が対等の立場で合議し､ 結

論を得ることをいう｡

イ 指示､ 承諾､ 協議の手続き

指示､ 承諾､ 協議の手続きは､ 監督要領第６条に定める書類の様式－１により次のとおり取り扱う｡
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指 示 書

担当監督員が３部作成する｡

承 諾 書

請負者が作成し､ 担当監督員

に３部提出する｡

協 議 書

監督員より協議する場合､ 担

当監督員が３部作成する｡

請負者より協議する場合､ 請

負者は３部作成し､ 担当監督

員に提出する｡

１. 起案する｡

(決裁後契約図書に綴る)

２. 担当監督員の控とする｡

３. 決裁後請負者に交付する｡

１. 担当監督員は審査し起案

する｡

(決裁後契約図書に綴る)

２. 担当監督員の控とする｡

３. 決裁後承諾する旨記入し

署名､ 捺印し請負者に交付

する｡

１. 起案する｡ (決裁後契約図

書に綴る)

２. 担当監督員の控とする｡

３. 決裁後請負者に交付する｡

１. 担当監督員は審査し起案

する｡

(決裁後契約図書に綴る)

２. 担当監督員の控とする｡

３. 決裁後承諾する旨記入し､

署名捺印の上請負者に交付

する｡

� 指示､ 承諾､ 協議について決

裁者が契約担当者か監督員

か注意すること｡

請負者は協議に対し承諾す

る旨記入し､ 署名捺印の上

担当監督員に２部提出する｡

監督員は受理したとき

１. 起案する｡ (決裁後契約

図書に綴る)

２. 担当監督員の控とする｡



� 工事材料について (執行規則第24条､ 共通仕様書第２編２－２)

① 材料の使用について

請負者は工事に使用する材料を監督要領に定める様式－１ (協議書) により使用材料品質証明書

(品質を証明する｡ カタログ・見本品等) を監督員に提出する｡

② 監督員による検査 (材料検査)

監督員は提出された使用材料品質証明書を設計図書に基づき規格､ 品質証明書等を照合して検査確

認をする｡ (材料の検査は検査基準による)

③ 材料検査簿 (執行規則に定める様式第13号)

主要な工事材料で検査を受ける際に外部から明視することができないもので､ 材料検査を行った時

は材料検査簿に記入し監督員の検印を受ける｡

④ 完成時に提出する資料 (土木工事施工管理基準 Ｐ－298)

工事完成時には使用材料品質証明書にミルシート等資料を添えて提出する｡

� 支給材料に関する手続 (執行規則第26条､ 共通共通仕様書第１編１－１－17)

� 施工検査及び施工立会 (執行規則第25条､契約約款第14条､ 共通共通仕様書第１編１－１－20)

監督員は､ 契約図書において監督員の施工検査又は立会を受けるものと指定された工事について､ 請

負者より検査又は立会を求められたときは遅滞なくこれに応じ､ 当該工事の施工を適切に行ったことを

証明する工事写真等の記録を請負者に整備させる｡

� 現場発生品に関する手続 (共通共通仕様書第１編１－１－18)
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１. 請負者は､ 支給材料を受領したときは､ 支給材料受

領書 (監督要領第６条に定める様式－２) を担当監督

員に２部提出する｡

２. 請負者は､ 支給材料を使用したときは､ 支給材料受

払簿 (監督要領に定める様式－３) に記入する｡

３. 請負者は､ 支給材料の使用を完了したときは､ 支給

品清算書 (施工管理基準に定める様式№16) に支給材

料受払簿を添付して担当監督員に提出する｡

担当監督員は､ 支給材料受

領書及び支給材料清算報告書

を受領したときは､ 審査し

１. 起案する｡ (決裁後契約

図書に綴る)

２. 担当監督員の控とする｡

請負者は工事施工に伴い現場

発生品が生じたときは､ 現場

発生品届 (監督要領に定める

様式－４) を担当監督員に２

部提出するとともに､ 監督員

の指示に従い処置するものと

する｡

担当監督員は現場発生品届を

受理した時は､ 数量を確認し

１. 報告する｡

２. 担当監督員の控とする｡



� 休日又は夜間作業に関する手続 (共通共通仕様書第１編１－１－36)

� 休日又は夜間作業に対して監督員が対応可能か提出するものである｡
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請負者は､ 工事の施工に伴っ

て夜間又は休日作業の必要が

生じた場合は､ 休日又は夜間

作業届 (監督要領に定める様

式－５) を担当監督員に提出

するものとする｡

担当監督員は夜間又は休日

作業届を受理した場合には､

作業内容を審査し夜間及び休

日は監督員の立会は原則的に

はできないため､ 必要な指示

を行うものとする｡



支 給 品 清 算 書

平成 年 月 日

様

住 所

請負者 商 号

氏 名 (法人にあっては､ 代表者の氏名) �

工 事 番 号

建設工事名

年 月 日締結した請負契約に基づく支給品について､ 下記のとおり清算しました｡

記

品 名 規 格 単 位
数 量

摘 要
支 給 数 量 使 用 数 量 残 数 量

上記の支給清算書は事実に相違ないことを証明する｡

監督員 印
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３－３ 施工管理

請負者は､ 設計図書に定められた目的物を契約の工期までに適正に施工するために工事の過程において､

統計的手法あるいは担当者の創意工夫等により必要な施工管理を行わなければならない｡

管理すべき項目は施工計画書の施工管理の項に明示し､ 監督員との協議がととのい次第管理図表等 (実

測値・検査測定値等は空欄) を作成する｡

監督員は､ 立会､ 段階確認､ 審査等の方法により､ 請負者の施工管理の状況を把握しておかなければな

らない｡

工事の施工管理は､ 共通仕様書１－１－23に基づく施工管理基準から次のように定められている｡

よい管理を行うためには､ 施工管理を司る現場代理人や主任技術者等､ 及びこれを補佐する者は､ 以下

の管理の手順に従って､ 計画・実施・検討・処理の段階を反復進行させることが大切である｡

� 工程管理
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施工管理は､ 工事完了後の結果ではなく､ その過程であるので､ 日々の管理をおこたってはならない｡

管 理 機 能

工 程 管 理

出 来 形 管 理 写 真 管 理

計画 実施 検討 処理

施 工 管 理

品 質 管 理

ア 工程管理の手順 バーチャート

① ④ ①計画 施工計画 → 実施工程表

�
�
�
�
�

ネットワーク

工程管理曲線

②実施 労力､ 材料､ 機械､ 資金などを手配し工

事を指示､ 監督しながら施工する｡

③検討 計画と実績を対比させ､ 差異の原因を分

析する｡

② ③ ④処置 計画からはずれていれば､ 施工条件の変

化などを考慮して､ 作業法の改善策を検

討して計画を修正する｡

計 画

施工計画

工程表の作成

処 置

作業法の改善

修正計画

実 施

工事施工の指

示･監督

検 討

計画と実績との

対比

差異の原因分析



イ 工程管理の実施

注：工事工程月報を主任監督員の指示により提出するものとする｡

� 出来形管理

ア 出来形管理の手順

請負者は管理表を常に現場に携帯し､ 出来形測定の都度実測値を記録してその結果に検討を加え､ 次の工

程に反映させるように管理する｡
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区 分 方 法 管理データー 検 討 是正処置 備 考

全体工程管理

①バーチャート

②バーチャートに曲線

工程表を付加する｡

③必要に応じネットワー

ク図とする｡

施工計画書の

実施工程表
計画と実施の対比

全体工程で－10

％以上の差異が

生じた場合は改

善策を構ずる｡

NO

問題あり なし

あり､ 協議

出 来 形 管 理

管 理 方 法 の 確 認

施 工

出 来 形 測 定

検 討

判 定

施 工 検 査

判 定

継 続

施 工 計 画 書

様 式 １ － １

出 来 形 図

設計､ 実測値の対比 出来ばえ

対 応 策

監 督 員

規 格 値

管 理 項 目

管 理 方 法

施工管理基準

OK



イ 出来形管理図表

出来形管理図表は､ 測定数が10点以上の場合作成する｡

出来形管理図表は､ 下記により作成し､ 施工単位完了ごとに監督員に報告した後､ 受注者が保管し

完成届に添えて提出する｡

(作成方法)

� 施工管理基準様式１－１､ －３は記入例による｡

� 法長の変化するブロック積擁壁や取付部の舗装面積などは展開図の設計値に出来形値を表示する｡

� 出来形の単位は㎜を原則とする｡
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工
事
工
程
月
報
(

月
分
)

住
所

請
負
者

商
号
又
は
名
称

氏
名

�
平
成

年
月
末
現
在
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工
事
名

路
線
名
等

河
川

箇
所

契
約
額

工
期

工
程

�
上
段
計
画
％

�
�

�
�
下
段
実
績
％

�

市
町

字
4月

5月
6月

7月
8月

9月
10
月
11
月
12
月

１
月

２
月

３
月

備
考

前
半
後
半
前
半
後
半
前
半
後
半

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

１
.
複
数
工
事
を
受
注
し
て
い
る
場
合
に
は
上
よ
り
順
に
列
記
す
る
も
の
と
し
､
完
成
し
た
工
事
が
あ
っ
て
も
消
さ
な
い
も
の
と
す
る
｡

２
.
監
督
員
が
指
示
し
た
場
合
に
は
実
施
工
程
表
に
よ
り
進
捗
状
況
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
｡



測
定
箇
所
図

施
工
管
理
基
準
様
式
１
－
１

重
力
擁
壁
工
測
定
結
果
一
覧
表

工
事
名
平
成
○
○
年
度
○
○
○
○
○
工
事

測
定
者

�

重
力
擁
壁
工
出
来
形
管
理
表
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Ｈ
▽ａ

１

ａ
２

ｈ

測
定
項
目

記
号

摘
要

基
準
高

Ｈ

幅
ａ

１

〃
ａ

２

高
さ

ｈ

長
さ

Ｌ

測
定
項
目
測

点
�
設
計
値

�
実
測
値

�
＝
�
－
�

差
規
格
値

�
検
査
測
定
値

�
＝
�
－
�

Ｈ
(基
準
高
)
№
10
1

15
.4
72

15
.4
59

－
13

±
50

ａ
１
(上
幅
)

40
0

40
4

4
－
30

ａ
２
(下
幅
)

1.
40
0

1.
40
7

7
〃

ｈ
(高
さ
)

2.
50
0

2.
52
1

21
－
50

Ｈ
№
10
2

15
.8
72

15
.8
92

20
±
50

ａ
１

40
0

41
0

10
－
30

ａ
２

1.
40
0

1.
40
6

6
〃

ｈ
2.
50
0

2.
48
1

－
19

－
50

Ｌ
(延
長
)

20
.4
70

20
.5
10

－
40

－
50

Ｈ
№
10
5＋
５

15
.9
43

15
.9
22

－
21

±
50

ａ
１

40
0

40
6

6
－
30

ａ
２

1.
48
0

1.
48
9

9
〃

ｈ
2.
70
0

2.
71
0

10
－
50

Ｈ
№
10
6

15
.9
43

15
.9
40

－
3

±
50

ａ
１

40
0

39
6

－
5

－
30

ａ
１

1.
44
0

1.
44
7

7
〃

ｈ
2.
60
0

2.
58
9

－
11

－
50

Ｈ
№
10
7

15
.9
43

15
.9
63

20
±
50

ａ
１

40
0

40
3

3
－
30

ａ
２

1.
44
0

1.
43
0

－
10

〃



測
定
番
号

1 0 1

2 0 1

5 0 1

6 0 1

7 0 1

9 0 1

0 1 1

2 1 1

6 1 1

7 1 1

8 1 1

1 2 1

2 2 1

3 2 1

7 2 1

8 2 1

9 2 1

0 3 1

3 3 1

4 3 1

8 3 1

9 3 1

0 4 1
№

月
日
○
月
○
日
～
○
月

○
日

Ｈ ｈ ａ
１

ａ
２

50 40 30 20 10 ０
－
10
－
20
－
30
－
40
－
50 20 10 ０

－
10

－
20

－
30

設 計 値 と の 差 ( �
)

記
事

施
工
管
理
基
準
様
式
－
３

工
事
名

平
成
○
○
年
度
○
○
○
○
○
工
事
重
力
擁
壁
工
出
来
形
管
理
図
表

請
負
者
名

○
○
○
○
○

測
定
者

○
○
○
○
○

�
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基
準
高
上
限
値

基
準
高
規
格
値
80
％
値

基
準
高
規
格
値
50
％
値

基
準
高
規
格
値
50
％
値

基
準
高
規
格
値
80
％
値

基
準
高
・
高
さ
下
限
値

基
準
高
規
格
値
50
％
値

基
準
高
規
格
値
80
％
値

規
格
値
50
％
値

規
格
値
80
％
値

下
限
値



ウ 現地表示 (マーキング)

出来形は､ 下記により現地に表示するものとする｡
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S
L
＝
2.
0�

時

期

場

所

単

位

大
き
さ

材

料
色

延長の例示 上げ墨の例示

設計値

(黒又は白)

�＝13,500

13,530

▽＋2,000 (赤)

実測値(赤) 確認出来る箇所

測定方向に矢印をかく に明示する

(不可視部分)

護岸工

根入れ長

監督員との

打合せにより

決定する｡
�

３�

程度

ペイント

等

黒(白).

赤及び

青

� 品質管理

ア 品質管理の意味

イ 品質管理の手順

NO

NO

OK

立
会

使
用
材
料
の

確
認
及
び
検
査

OK

目的物の品質保証

材料の保証

施工 (加工)の保証

製造工場の品質証明書等

品質管理

現場又は試験室での試験等

現場又は試験室での試験等

品質管理

管 理 方 法 の 確 認

材料搬入

材料検査

判 定

施工(加工)

試 験

審 査

判 定

継 続

新材料

廃 棄

外 観

試 験

監 督 員

施 工 計 画 書

管理項目

管理方法

施工管理基準等

使用材料品質証明書 提出

施工検査



ウ 品質管理図表

品質管理図表は､ 測定数が10点以上の場合作成する｡

品質管理図表は､ 農林土木工事施工管理基準おける品質管理基準の管理方法により作成し､ 各種工

種の完了した段階ごとに監督員に報告した後､ 受注者が保管し完成届に添えて提出する｡
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� 写真管理

写真管理は､ 施工管理の一環として､ 工事等の施工記録と工事完成の出来形と品質管理の確認等を行

うものとする｡ (電子媒体 (デジタルカメラ等) によるものを含む)

ア 写真撮影の要素

イ 工事写真の分類と整理

ウ 一般基準
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要

素

何 を

誰 が

どこで

い つ

いかに

…… 被写体は何か｡ 施設状況か､ 寸法確認か､ 数量確認か､ それぞれ目的がある｡

…… 撮影者は誰か｡

…… どこで又どこを写したか｡

…… 工事は常に進捗している｡ 撮影時間､ 施工順序､ 進歩状況等｡

…… 監督員立会､ 撮影方法

…… 毎月末に

…… 施工順序に

… 試験測定状況

着工前に
…… 寸法確認

完成埋戻後

… 関係個所着手前後

全景､ 主要工種

工程進捗状況

施 工 中

安全施設の設置状況

各品目毎

各試験 (測定) 別に

写真管理基準により

状 況

公害､ 環境､ 補償

着手前及び完成

施 工 状 況

安 全 管 理

材 料 検 収

品 質 管 理

出 来 形 管 理

災 害

そ の 他

工
事
写
真

写真の色彩 写真の大きさ 写 真 管 理 工事写真帳等の提出

原則としてカラーとす

る｡

原則として､ ｢デジタル写

真管理情報基準 (案)｣ に

準拠すること｡

主要な工事段階の区切り等では

次により監督員の確認をうける｡

� 段階確認

� 監督員に指示された場合は

その都度

工事写真は､ ｢工事完成図書の電子納品要

領 (案)｣ ｢デジタル写真管理情報基準

(案)｣ 及び ｢電子納品運用ガイドライン｣

に準拠し､ 電子媒体で提出すること｡

工事写真の撮影等について

� 工事写真の撮影は､ 写真管理基準の撮影頻度を標準とする｡

� 被写体と共に写し込む小黒板は､ 70(タテ)×60(ヨコ)㎝程度として工

事名､ 工種､ 位置(測点)､ 設計寸法､ 実測寸法略図等を記入する｡

� 不可視となる出来形部分は､ 出来形寸法が確認できるよう特に注意す

る｡



３－４ 安全管理

請負者は､ 工事現場内での労働災害等を防止するため､ 労働安全衛生法 (同法施行令､同法施行規則)､ 土

木工事安全施工技術指針､ 建設工事公衆災害防止対策要綱､ 道路標識令､ 道路工事作業場における道路標識､

標示施設及び防護施設等の設置要領､ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針及びその他の法の遵守事項をも

とに実施するものとし､ 施工計画書に記載するものとする｡ なお､ 留意事項は下記のとおりである｡

記
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留意事項

工事の安全

一般の安全

安全教育

目 的 物 の

安 全

労 働 安 全

通行車両の

安 全

歩 行 者 の

安 全

沿 道 物 件

の 安 全

工 事 車 両

の交通安全

工事目的物の内容を把握し､ 目的物の完成後の安全を考慮した施行方法に

よるものとする｡ただし､現地の状況から不安が感じられる場合には､ 請負

者は監督員に報告するものとすること｡

土木工事安全施工技術指針の内容を日々の安全管理に反映させること｡

道路路面上の工事等では作業員の安全を確保するため､ 必要に応じて監視

員または誘導員等を配置すること｡

「土石流危険河川」における工事では､ 規定を定めて､ 雨量観測､ 監視員

の配置警報･避難施設の設置など土石流災害防止の措置を講ずること｡

片側交互交通に使用する旗は赤及び白とすること｡

危険物を使用する場合は､ 通行車両等に通知し危険予防につとめること｡

防護施設､ 交通標識等は利用者の立場で設置を決めること｡

舗装の舗装中は段差を設けないよう暫定的にスリ付を行うこと｡

歩行者の安全を確保するため､ 柵及びロープで通行中の確保と転落防止に

つとめること｡

通園､ 通学に指定された道路での作業に注意すること｡

施工現場付近の人家等に対する影響については､ 事前に調査し､ 施行法の

検討の外､ 事後の照合等にそなえておくこと｡

日々の変化には充分注意すること｡

万一被害が発生した場合には､ 早急に監督員に連絡すること｡

工事に使用するダンプトラック､ 生コン車等の交通安全教育を徹底するこ

と｡

工事に使用するリフト車､ クレーン車については､ 一般通行者に危険を及

ぼすおそれがあるか､ よく確認し､ 必要な場合は通行止めを行って作業を

行うこと｡

ナンバープレートがない車両 (バックホウ､ブルドーザ､ロードローラ等)

は道路を自走させないこと｡

安全・訓練等､ 安全活動のビデオ放映等による安全教育を毎月あたり半日

以上実施すること



様式第１号 (用紙日本工業規格Ａ４縦型)

注：事務所は､ 事故発生直後電話､ ＦＡＸ等で事業担当室に速報を行う｡ (様式問わず概要を報告)

追って速やかに､ この文書報告 (３部提出) を事業担当室に行う｡

事業担当室は､ 速報の伝達と文書報告を工事検査室と建設業室に行う｡
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第 号

平成 年 月 日

交通基盤部長様

○○事務所長

工 事 事 故 等 発 生 報 告 書

商号又は名称

代 表 者 氏 名

許 可 番 号
大臣

知事
( ) 第 号

営業所所在地 静岡県○○市○○番地

関 係 工 事 名
平成 年度 [第 － － 号] ( ) ○○線

工事 ( 工)

工 事 箇 所 静岡県○○市○○地内

発 生 時 期 平成 年 月 日 ＰＭ ： 頃

発 生 場 所 静岡県○○市○○地内 (現場内)

(内容) 別紙の通りとし､ 次の資料を添付する｡

①事故報告書 (インターネット国交省ＳＡＳセンターアドレスhttp://www.ejcm.or.jp/の様式に事務所安全

委員会の対応､ 警察署､ 監督署の動向等を入力､ 請負業者と事務所双方の入力頁あり)

②事故の概要と再発防止 (事例周知・再発防止様式)

断面図､ 写真等の事故の状況をワード様式に電子データーとして貼り付けたもの

③位置図､ 平面図 (各々Ａ４版)

④工事施工計画書の写し

以下⑤～⑪は必要に応じて提出する｡

⑤事故処理状況調書 (時間的経過)

⑥契約書写し､ 主任技術者等通知書写し､ 工程表写し

⑦下請負人関係書類写し (注文請書､ 下請負人通知書)

⑧参考資料 (新聞記事等)

⑨労働基準監督署への ｢労働者死傷病報告書｣ 写し

⑩労災保険加入の有無

⑪被災者の診断書写し



＜別紙１＞速報体制

建設工事現場での人身事故等発生時の速報体制
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請 負 者消 防 署 労 基 署

警 察 署

事 務 所

事業担当課

部長､ 担当理事､ 担当局長

工事検査課 建 設 業 課

＜部長､ 担当理事､ 担当局長まで報告が必要な事故の範囲＞

� 公衆に負傷者 (怪我の程度に関らず) を生じさせた事故

� 公衆に損害 (社会的影響大) を生じさせた事故

� 工事等関係者に死亡者又は､ 負傷者 (休業４日以上) を３人以上生じさせた事故

把握可能な情
報を電話､ F
AX､ E-mail
等で行う｡
(様式は別紙
を参考)



＜別紙２＞通常事故

※公衆に負傷者を生じさせた場合

公衆に損害を与えた場合

工事等関係者に負傷者 (休業４日以上) を生じさせた場合
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請 負 者消 防 署 労 基 署

警 察 署 事 務 所

事業担当課工事検査課 建 設 業 課

インターネット
事故登録
(工事事務所用)

事務所建設工事
安全管理推進委員会

所長､ 次長､ 部長､ 技監､ 工事担当課長等

※委員会は再発防止を主眼として原因
究明は基本的に労基署､ 警察とする

事故報告 事故報告

事故報告
事故報告

情報交換

国交省
中部地方整備局

事 務 所

・他事業室
・他事務所
・建設業協会
(建災防)

請 負 者

インターネット
事故登録
(請負業者用)

インターネット
事故登録
(確認報告)

必要に応じ
事例周知
再発防止

指示
指導

事故報告 事故報告

指示
指導

情報交換

事故報告



＜別紙３＞重大事故

※・公衆に死亡者若しくは負傷者 (休業４日以上) を生じさせた場合

・公衆に損害 (社会的影響大) を与えた場合

・工事等関係者に死亡者又は､ 負傷者 (休業４日以上) を３人以上生じさせた場合

・同一工事で複数回の事故があった場合で事務所建設工事安全管理推進委員会が安全

管理の措置が不適切であると判断した場合
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請 負 者消 防 署 労 基 署

警 察 署 事 務 所

事業担当課
※報道等への対応を含む

工事検査課 建 設 業 課

インターネット
事故登録
(工事事務所用)
(連絡調整)

事務所建設工事
安全管理推進委員会

所長､ 次長､ 部長､ 技監､ 工事担当課長等

※委員会は再発防止を主眼
として原因究明は基本的
に労基署､ 警察とする

事故報告 事故報告

事故報告
事故報告

情報交換

国交省
中部地方整備局

事 務 所

・他事業室
・他事務所
・建設業協会
(建災防)

請 負 者

インターネット
事故登録
(請負業者用)

インターネット
事故登録
(確認報告)

事例周知
再発防止

指示
指導

事故報告 事故報告

指示
指導

情報交換

事故報告

交通基盤部建設工事
安全管理推進委員会

部長､ 部長代理､ 理事 (土木技術担当､ 高
次都市機能担当､ 森林・林業連携担当)､
局長

※委員会は再発防止及び請負業者の指導等に
ついて検討する (事務局 工事検査課)

事業担当課

事故報告 (安全管理の措置について報告)事故報告の審査､ 委員会開催

建設部建設工事等
入札参加資格委員会

(事務局建設業室)

建 設 業 課

措置

必要に応
じ意見

工事検査課

入札参加
停止等措
置要綱に該
当する場合

(連絡調整)
事故調査
特別委員会

死者多数等社会的影響重大
な場合必要に応じ開催

＜特別委員会メンバー＞
学識経験者､ 事業総室長､
局長等 (事務局事業室)



(別紙様式)

天災その他不可抗力により工事出来形部分等に損害を生じた場合等における事務の取扱いについて 別紙様式－1

注 天災等により､ 出来形部分等に損害が生じた場合には､ 担当監督員に報告し､ 現場調査が完了し出来形
が確認されてから損害明細書を作成するものとする｡
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天災その他不可抗力による損害負担請求書

１. 建 設 工 事 名

２. 建設工事箇所 市 町

郡 村

３. 工 期 着手 年 月 日

完成 年 月 日

年 月 日 により

上記の建設工事に関して別紙のとおり損害を生じたので､ 静岡県建設工事請負契約約款第29

条第３項の規定に基づき損害額の負担を請求します｡

年 月 日

発注者 職 名 氏 名 様

住 所

請負者 商 号

氏 名 (法人にあっては､ 代表者の氏名) �



(別紙)

損 害 明 細 書
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工種､ 工事仮設物､ 材料建設
機械器具の名称

数 量 単 位 金 額 備 考

計
千円 金額欄は合計額のみ記

入する｡



静岡県建設工事監督要領
静岡県建設工事検査要領
土木工事現場実務の手引き

平成��年��月発行

静 岡 県 交 通 基 盤 部 監 修


